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 現在わが国で流通している化学物質は工業的に生産されているものだけで数万種に及ぶとい

われ、その用途・種類は多岐・多様にわたっていますが、その生産・使用・廃棄の仕方によっ

ては人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれがあるものも数多くあります。また、これらの化

学物質の中には、大気、水、土壌等の複数の媒体を通じて、人間や他の生物が長期間にわたっ

て曝露されるものもあり、そのような化学物質の挙動や影響については未解明な部分が数多く

残されています。 

 これらの課題に的確に対応していくためには、化学物質が環境汚染を通じて人の健康や生態

系に与える影響を生じさせるおそれを「環境リスク」として捉え、その科学的な評価を着実に

進めるとともに、未然防止の観点からこれを総体的に低減させる必要があり、平成24年4月に閣

議決定された第四次環境基本計画においても、包括的な化学物質対策の確立と推進のための取

組として、科学的な環境リスク評価を効率的に推進すること等が施策の基本的な方向性として

示されているところです。 

 環境省（旧環境庁）では平成9年4月に環境リスク評価室を設置し、化学物質の環境リスク評

価に関する検討を進めてまいりました。平成14年3月にはその成果を「化学物質の環境リスク評

価 第１巻」としてとりまとめ、それ以降、これまでに第12巻まで順次とりまとめを行い、公表

してきました。 

 第12巻の公表以降、引き続き、環境省においては、数多くの研究者・専門家や独立行政法人

国立環境研究所の協力を得て、さらなる物質について環境リスク評価を実施してきました。そ

の成果が、平成26年12月に開催された中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会で

の審議を経て、「化学物質の環境リスク評価 第13巻」としてとりまとめられました。今回のと

りまとめにより、これまでに325物質（うち94物質は生態リスク初期評価のみを実施）の環境リ

スク初期評価がとりまとめられたことになります。 

 今後、環境省では、平成21年度に改正された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法

律」（化学物質審査規制法）におけるリスク評価等の進展を踏まえ、環境中に存在する幅広い

化学物質を対象として、化学物質審査規制法等の個別法の下でのリスク評価ではカバーできな

い物質や曝露経路を中心に、さらに内容の充実を図り、化学物質の環境安全性に関する重要な

知見を提供していきたいと考えております。 

 最後になりましたが、本誌に収録された調査、とりまとめにご協力いただいた多くの研究者、

専門家をはじめとした全ての関係の皆様に深く感謝の意を表するとともに、本誌が関係各位に

活用され我が国の化学物質対策に大いに役立つものとなることを念願いたします。 

 

平成27年3月 

 

環境省環境保健部環境リスク評価室  
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第１編

化学物質の環境リスク初期評価等

（第１３次とりまとめ）



 
 

 

 

Ⅰ．化学物質の環境リスク初期評価（第１３次とりまとめ）の結果の概要 

 

１．はじめに 

世界で約１０万種、我が国で約５万種流通していると言われる化学物質の中には、人

の健康及び生態系に対する有害性を持つものが多数存在しており、適正に取り扱われな

ければ、環境汚染を通じて人の健康や生態系に好ましくない影響を与えるおそれがある。 

このような悪影響の発生を未然に防止するためには、潜在的に人の健康や生態系に有

害な影響を及ぼす可能性のある化学物質が、大気、水質、土壌等の環境媒体を経由して

環境の保全上の支障を生じさせるおそれ（環境リスク）について、科学的な観点から定

量的な検討と評価を行い、その結果に基づいて、必要に応じ、環境リスクを低減させる

ための対策を進めていく必要がある。 

  

２．環境リスク初期評価の概要 

 (1) 実施主体 

環境省環境保健部環境リスク評価室では、平成９年度から化学物質の環境リスク初

期評価に着手し、独立行政法人国立環境研究所環境リスク研究センターの協力を得て、

その結果をこれまで１２次にわたり取りまとめ、「化学物質の環境リスク評価」（第

１巻～第１２巻）として公表している。 

この環境リスク初期評価の結果の取りまとめに当たっては、中央環境審議会環境保

健部会化学物質評価専門委員会に審議頂いている。 

 

  (2) 位置付け 

環境リスク初期評価は、多数の化学物質の中から相対的に環境リスクが高い可能性

がある物質を、科学的な知見に基づいてスクリーニング（抽出）するための最初のス

テップである。 

環境リスク初期評価において、「詳細な評価を行う候補」及び「関連情報の収集が 

必要」と評価された物質については、関係部局等との連携と分担の下で、必要に応じた

対応（「詳細な評価を行う候補」とされた場合には、より詳細なリスク評価の実施、規

制法に基づく排出抑制等、「関連情報の収集が必要」とされた場合には継続的な環境濃

度の監視、より高感度の分析法の開発等）を図ることとしている。 

 

－1－



 
 

図 環境リスク初期評価による取組の誘導と化学物質に係る情報の創出 

 

 (3) 構成 

環境リスク初期評価は、人の健康に対するリスク（健康リスク）評価と生態系に対

するリスク（生態リスク）評価から成り立っており、以下の３段階を経て、リスクの

判定を行っている。 

①有害性評価 

 

②曝露評価 

 

③リスクの程度の判定 

 

人の健康及び生態系に対する有害性を特定し、用量（濃度）

－反応（影響）関係の整理 

人及び生態系に対する化学物質の環境経由の曝露量の見積

もり 

有害性評価と曝露評価の結果を考慮 

 

 (4) 対象物質 

環境省内の関係部局や有識者から、各々の施策や調査研究において環境リスク初期

評価を行うニーズのある物質（非意図的生成物質や天然にも存在する物質を含む。）

を聴取するとともに、環境モニタリング調査結果において検出率が高かった物質等の

中から有識者の意見等を踏まえ、優先度が高いと判断されたものを選定している。 

 

 (5) 評価の方法 

化学物質の環境リスク初期評価ガイドラインに基づいてリスクの判定を行い、リス

クの判定ができない場合には情報収集の必要性に関する総合的な判定を実施してい

る。 

 

－2－



 

 

（参考１）リスクの判定（例） 

健康リスク：無毒性量等を予測最大曝露量（又は予測最大曝露濃度）で除した

MOE（Margin of Exposure）を求めて判定する。 

MOE 判  定 

10未満 

10以上100未満 

100以上 

算出不能 

 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

 情報収集に努める必要があると考えられる。

 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

 現時点ではリスクの判定ができない。 
 
生態リスク：予測環境中濃度（PEC）と予測無影響濃度（PNEC）との比較によ

り行う。 

PEC/PNEC 判  定 

１以上 

0.1以上１未満 

0.1未満 

情報不十分 

 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

 情報収集に努める必要があると考えられる。

 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

 現時点ではリスクの判定はできない。 

 

（参考２）情報収集の必要性に関する総合的な判定 

リスクの判定結果を踏まえつつ、化学物質の製造量、用途、物性、化学物質排

出把握管理促進法による届出排出量を用いたモデル等による環境濃度の推定結

果等の情報に基づいて、専門的な観点から、更なる情報収集の必要性について総

合的な判定等を実施する。 

 

 なお、初期評価を実施する際には、その趣旨に鑑み、環境リスクが高い物質を見逃

してしまうことのないよう、有害性評価においては複数の種について毒性データが利

用可能な場合には感受性がより高い種のデータを利用する、曝露評価においては原則

として検出最大濃度を利用する等、安全側に立脚した取扱いを行っている。 

 

 

－3－



 

 

３．環境リスク初期評価（第１３次とりまとめ）の結果の概要 

 (1) 対象物質 

今回の第１３次取りまとめにおいては、健康リスクと生態リスクの双方を対象とし

た環境リスク初期評価を１４物質について、生態リスク初期評価を４物質について、

それぞれ取りまとめた。 

 

 (2) 結果 

①環境リスク初期評価（健康リスクと生態リスクの双方を対象） 

 対象とした１４物質の環境リスク初期評価の結果を、今後の対応の観点から整理

をすると、以下のとおりとなる。 

 今回の第１３次取りまとめにより、これまでに２３１物質の環境リスク初期評価

が取りまとめられたことになる。 

 

 健康リスク初期評価 生態リスク初期評価 
A.詳細な評価を行う候補 

 

【３物質】 

エチルベンゼン、クロトンアルデ

ヒド、スチレン 

【２物質】 

3,4-ジクロロアニリン、チオ尿素

B. 
関連情
報の収
集が必
要 

 
 
 
 
 
 

 

B1 

リスクはＡより低い

と考えられるが、引

き続き、関連情報の

収集が必要 

【３物質】 
1,2,3-トリクロロプロパン、ニトロ
メタン、チオ尿素＊ 

【２物質】 
エチルベンゼン＊、クロトンアル
デヒド 

B2 

リスクの判定はでき

ないが、総合的に考

えて、関連情報の収

集が必要 

【０物質】 
 

【１物質】 
スチレン 

C. 
現時点では更なる作業の必要
性は低い 
 
 
 
 
 
 

【８物質】 

イソプロピルベンゼン、2-クロロ

プロピオン酸、3,4-ジクロロアニリ

ン、ジメチルスルホキシド、N-(1,

3-ジメチルブチル)-N'-フェニル-p-

フェニレンジアミン、銅及びその

化合物＊＊、m-フェニレンジアミン

、4-tert-ブチルフェノール 

【８物質】 

イソプロピルベンゼン＊＊、2-クロ

ロプロピオン酸、ジメチルスルホ

キシド＊＊、N-(1,3-ジメチルブチル

)-N'-フェニル-p-フェニレンジア

ミン、1,2,3-トリクロロプロパン＊

＊、ニトロメタン＊＊、m-フェニレ

ンジアミン、4-tert-ブチルフェノ

ール 

注）銅及びその化合物については、生態リスク初期評価は実施しなかった。 

＊ガイドラインに従い算出されたMOEやPEC/PNEC比では「現時点では更なる作業の必要性は

低い」となるが、諸データ及び専門的な見地から総合的に判断して、引き続き、関連情報の収

集が必要と考えられた物質。 

＊＊MOEやPEC/PNEC比が設定できず「リスクの判定はできない」となったが、諸データ及び専

門的な見地から総合的に判断して、現時点では更なる作業の必要性は低いと考えられた物質。 

－4－



 

 

 

 ②追加的に実施した生態リスク初期評価 

対象とした４物質の生態リスク初期評価結果を、今後の対応の観点から整理すると、

以下のとおりとなる。 

今回の第１３次取りまとめにより、上記環境リスク初期評価の２３１物質に加え、こ

れまでに９４物質の生態リスク初期評価が取りまとめられたことになる。 

A.詳細な評価を行う候補 

 

【２物質】 

o-アミノフェノール、メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマー

ト 

B. 
関連情
報の収
集が必
要 

 
 
 
 
 
 

 

B1 

リスクはＡより低い

と考えられるが、引

き続き、関連情報の

収集が必要 

【０物質】 
 

B2 

リスクの判定はでき

ないが、総合的に考

えて、関連情報の収

集が必要 

【１物質】 
トリエチレンテトラミン 

C. 
現時点では更なる作業の必要
性は低い 

【１物質】 

m-アミノフェノール 

 

(3)留意事項 

今回の結果から直ちに環境リスクの抑制が必要であると判断されるわけではない。 

 

４．今後の対応 

(1) 結果の公表 

○ 環境リスク初期評価の結果は、「化学物質の環境リスク初期評価：第１３巻」とし

て取りまとめるとともに、インターネット上で公表する（下記アドレス参照）。 

   http://www.env.go.jp/chemi/risk/index.html 

○ また、環境リスク初期評価により得られた科学的知見を、一般消費者が日常生活に

おいて、企業が経済活動において、より容易に活用することができるよう、物質ご

とに初期評価の結果を要約したプロファイルを作成し、インターネット上で公表す

る。 

 

(2) 関係部局等の取組の誘導 

○ 「詳細な評価を行う候補」とされた化学物質については、環境省内の関係部局、

自治体等へ情報提供を行い、緊密な連携を図ることにより、必要な取組（例：詳細

なリスク評価の実施、環境調査の実施、より詳細な毒性情報の収集等）の誘導を図

る。 

また「関連情報の収集が必要」とされた化学物質については、個々の評価の内容

を踏まえて関係部局との連携等を確保し、環境中の存在状況や有害性に係る知見等
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の充実を図るものとする。 

○ 具体的には、以下のような取組の誘導等を行っていく。 

・健康リスク初期評価の結果「詳細な評価を行う候補」とされた３物質については、

室内空気の吸入曝露によるリスクが高い可能性があるため、本評価結果を関係機

関に連絡し対応を促すこととする。 

・生態リスク初期評価の結果「詳細な評価を行う候補」とされた４物質については、

関係部局との連携と分担の下で、生態毒性及び発生源や環境中の存在状況等に関

する知見を充実させつつ、生態リスクのより詳細な評価を優先的に進める対象物

質とすることの検討を行うこととする。 

 

(3) 再度の環境リスク初期評価の実施 

「関連情報の収集が必要」とされた物質については、関連情報を収集の上、適宜、

環境リスク初期評価の対象物質とすることについて検討する。 

また、既に初期評価を行った物質についても、その後内外で毒性データや曝露デー

タの更新や評価手法の見直し等が行われたものについては、再評価を行い、逐次、再

評価結果を公表する。 

 

(4）今後の対応 

○ 環境リスク初期評価ガイドラインについて、今後も必要に応じて適切に見直しを

図る。 

○ OECD等における試験法及び評価手法に関する検討状況を適切に把握し、新たな知

見等を環境リスク初期評価に速やかに反映させる。 

○ QSAR（定量的構造活性相関）については既に諸外国で活用が進められているとこ

ろであるが、環境リスク初期評価でも生態リスク初期評価において今後活用を進め

ることとする。 

  現在、生態リスク初期評価においては、生態毒性に関する試験を実施して得られ

た実測値に基づき評価を行っているが、当面は専門家判断の根拠の一つとして

QSAR予測値を活用していく。生態リスク初期評価について専門家判断による評価

事例を積み重ねた後に、QSAR予測値の扱いを再度検討する。 

○ 改正化学物質審査規制法の下でスクリーニング評価及びリスク評価が進められて

いること等を踏まえ、以下に示す物質を母集団とし､用途ごとの規制法のみによる

対応ではカバーできない物質や用途が多岐にわたる物質など､総合的な化学物質管

理が必要な物質等に重点を置き、さらに環境リスク初期評価を進める。 

 

〈 化学物質の環境リスク初期評価を行う物質の母集団 〉 

・環境省内の関係部署から環境リスク初期評価を行うニーズのある物質 

・諸外国でリスク評価・管理の対象とされている物質 

・モニタリングにおいて検出され､その結果の評価が必要とされる物質 

・非意図的生成物質 

・天然にも存在する物質 
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m

3
M

O
E

－
×

×
飲

料
水

－
µ

g/
kg

/d
ay

M
O

E
－

×
淡

水
<

0.
00

04
µ

g/
kg

/d
ay

M
O

E
>

55
0,

00
0

○
一

般
環

境
大

気
－

µ
g/

m
3

M
O

E
－

×
（

○
）

(
注
９
,
1
0
)

室
内

空
気

－
µ

g/
m

3
M

O
E

－
×

×
飲

料
水

－
µ

g/
kg

/d
ay

M
O

E
－

×
淡

水
0.

00
44

µ
g/

kg
/d

ay
M

O
E

16
0,

00
0

○
一

般
環

境
大

気
－

µ
g/

m
3

M
O

E
－

×
（

○
）

(
注
９
,
1
0
)

室
内

空
気

－
µ

g/
m

3
M

O
E

－
×

×

（
注

１
２

）
実

測
値

に
よ

る
リ

ス
ク

の
判

定
は

で
き

た
が

、
総

合
的

な
判

定
と

し
て

、
過

去
の

曝
露

量
や

曝
露

濃
度

、
P
R
T
R
デ

ー
タ

を
用

い
た

濃
度

予
測

結
果

を
考

慮
し

た
。

体
重

増
加

の
抑

制

腎
臓

相
対

重
量

の
増

加
、

呼
吸

上
皮

の
硝

子
滴

沈
着

無
毒

性
量

等
（

注
７

）

○

m
g/

m
3

ラ
ッ

ト

－体
重

増
加

の
抑

制
、

副
腎

・
卵

巣
重

量
の

減
少

、
肝

臓
重

量
の

増
加

無
毒

性
量

等
（

注
７

）
－

m
g/

m
3

2.
2

m
g/

kg
/d

ay

－

－

無
毒

性
量

等
（

注
７

）
7

m
g/

kg
/d

ay
ラ

ッ
ト

無
毒

性
量

等
（

注
７

）
－

14
4
-
te

rt
-
ブ

チ
ル

フ
ェ

ノ
ー

ル
[
9
8
-
5
4
-
4
]

経
口

吸
入

○
－

－
－

13
m
-
フ

ェ
ニ

レ
ン

ジ
ア

ミ
ン

[
1
0
8
-
4
5
-
2
]

経
口

吸
入

－

吸
入

無
毒

性
量

等
（

注
７

）
0.

42
m

g/
m

3
マ

ウ
ス

m
g/

kg
/d

ay
－

－
（

○
）

(
注
８
,
1
0
)

12
ニ

ト
ロ

メ
タ

ン
[
7
5
-
5
2
-
5
]

経
口

無
毒

性
量

等
（

注
７

）
－

（
注

１
）

－
：

リ
ス

ク
評

価
の

指
標

が
設

定
で

き
な

か
っ

た
、

あ
る

い
は

予
測

最
大

曝
露

量
・

濃
度

が
設

定
で

き
な

か
っ

た
場

合
、

Ｍ
Ｏ

Ｅ
・

過
剰

発
生

率
（

が
ん

）
の

算
出

が
で

き
な

か
っ

た
場

合
。

 
 
 
 
(
－

)
：

評
価

の
対

象
外

、
あ

る
い

は
評

価
を

実
施

し
な

か
っ

た
場

合
。

（
注

２
）

リ
ス

ク
評

価
の

指
標

：
本

評
価

は
基

本
的

に
安

全
サ

イ
ド

に
立

っ
た

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
と

し
て

実
施

し
て

い
る

こ
と

、
情

報
の

質
、

量
は

化
学

物
質

に
よ

り
大

き
く

異
な

る
こ

と
か

ら
、

化
学

物
質

間
の

相
対

的
な

毒
性

強
度

を
比

較
す

る
よ

う
な

場
合

等
に

は
、

こ
の

数
値

 
 
 
 
 
 
 
 
を

単
純

に
使

用
す

る
の

で
は

な
く

、
更

な
る

詳
細

な
検

討
を

行
う

こ
と

が
必

要
。

（
注

３
）

Ｍ
Ｏ

Ｅ
：

無
毒

性
量

等
を

予
測

最
大

曝
露

量
、

あ
る

い
は

予
測

最
大

曝
露

濃
度

で
除

し
た

値
。

但
し

、
無

毒
性

量
等

を
動

物
実

験
か

ら
設

定
し

た
場

合
に

は
1
0
で

除
し

、
さ

ら
に

ヒ
ト

で
発

が
ん

作
用

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
場

合
に

は
最

大
1
0
で

除
し

て
算

出
す

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
ま

た
、

無
毒

性
量

等
を

発
が

ん
性

か
ら

設
定

し
た

場
合

に
は

原
則

1
0
で

除
し

て
算

出
す

る
。

（
注

４
）

○
：

現
時

点
で

は
作

業
は

必
要

な
い

、
　

▲
：

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
、

　
■

：
詳

細
な

評
価

を
行

う
候

補
、

　
×

：
現

時
点

で
は

リ
ス

ク
の

判
定

は
で

き
な

い
。

（
注

９
）

予
測

最
大

曝
露

濃
度

が
得

ら
れ

な
か

っ
た

物
質

：
過

去
の

曝
露

濃
度

、
限

ら
れ

た
地

域
の

曝
露

濃
度

、
P
R
T
R
デ

ー
タ

を
用

い
た

濃
度

予
測

結
果

、
媒

体
別

分
配

割
合

の
予

測
結

果
、

大
気

中
で

の
半

減
期

、
生

産
量

及
び

物
性

な
ど

を
考

慮
し

た
。

（
注

１
０

）
経

口
曝

露
又

は
吸

入
曝

露
の

無
毒

性
量

等
、

ス
ロ

ー
プ

フ
ァ

ク
タ

ー
、

ユ
ニ

ッ
ト

リ
ス

ク
が

設
定

で
き

な
か

っ
た

物
質

：
 
曝

露
経

路
間

の
換

算
に

よ
り

算
出

し
た

値
を

考
慮

し
た

。

（
注

１
１

）
経

口
曝

露
又

は
吸

入
曝

露
の

無
毒

性
量

等
、

ス
ロ

ー
プ

フ
ァ

ク
タ

ー
、

ユ
ニ

ッ
ト

リ
ス

ク
が

設
定

で
き

な
か

っ
た

物
質

：
 
無

毒
性

量
等

、
ス

ロ
ー

プ
フ

ァ
ク

タ
ー

、
ユ

ニ
ッ

ト
リ

ス
ク

を
仮

定
し

て
試

算
し

た
値

を
考

慮
し

た
。

（
注

５
）

リ
ス

ク
評

価
の

指
標

が
設

定
で

き
な

い
場

合
や

曝
露

情
報

が
把

握
さ

れ
て

い
な

い
た

め
に

Ｍ
Ｏ

Ｅ
・

過
剰

発
生

率
（

が
ん

）
の

算
出

が
で

き
ず

、
リ

ス
ク

の
判

定
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

で
も

、
関

連
情

報
か

ら
情

報
収

集
等

の
必

要
性

に
つ

い
て

推
定

で
き

た
場

合
に

は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
健

康
リ

ス
ク

評
価

分
科

会
に

よ
る

総
合

的
な

判
定

に
よ

り
下

記
の

通
り

分
類

し
た

。

　
　

　
（

○
）

：
情

報
収

集
等

を
行

う
必

要
性

は
低

い
と

考
え

ら
れ

る
、

　
（

▲
）

：
情

報
収

集
等

を
行

う
必

要
性

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
、

　
（

■
）

：
詳

細
評

価
を

行
う

候
補

と
考

え
ら

れ
る

。

（
注

６
）

再
評

価
物

質
に

つ
い

て
は

、
過

去
に

お
い

て
第

何
次

の
と

り
ま

と
め

で
公

表
し

た
か

を
示

す
。

（
注

７
）

無
毒

性
量

等
：

長
期

間
の

連
続

曝
露

に
補

正
し

た
N
O
A
E
L
又

は
N
O
A
E
L
相

当
(
L
O
A
E
L
を

1
0
で

除
し

た
場

合
等

)
の

値
。

（
注

８
）

予
測

最
大

曝
露

量
が

得
ら

れ
な

か
っ

た
物

質
：

 
過

去
の

曝
露

量
、

限
ら

れ
た

地
域

の
曝

露
量

、
P
R
T
R
デ

ー
タ

を
用

い
た

濃
度

予
測

結
果

、
媒

体
別

分
配

割
合

の
予

測
結

果
、

生
産

量
な

ど
を

考
慮

し
た

。

－8－



動
物

影
響
評
価
指
標

（
エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
）

曝
露

の
媒

体
動
物

影
響
評
価
指
標

（
エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
）

曝
露

の
媒

体

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

地
下

水
<

0.
00

04
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

>
2,

80
0,

00
0

○
地

下
水

－
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

－
×

一
般

環
境

大
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

（
▲

）
一

般
環

境
大

気
0.

36
µ

g/
m

3
M
O
E

2,
40

0
○

○

室
内

空
気

12
µ

g/
m

3
M
O
E

73
▲

▲
室

内
空

気
3.

9
µ

g/
m

3
M
O
E

23
0

○
○

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

淡
水

0.
01

6 
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

12
,0

00
○

一
般

環
境

大
気

6.
9

µ
g/

m
3

M
O
E

1,
70

0
○

○
一

般
環

境
大

気
10

µ
g/

m
3

M
O
E

12
0

○
（

▲
）

室
内

空
気

70
µ

g/
m

3
M
O
E

17
0

○
○

室
内

空
気

71
0

µ
g/

m
3

M
O
E

2
■

■

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

淡
水

<
0.

08
00

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

>
25

0
○

淡
水

0.
00

84
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

2,
40

0
○

一
般

環
境

大
気

0.
23

µ
g/

m
3

M
O
E

65
▲

▲
一

般
環

境
大

気
－

µ
g/

m
3

M
O
E

－
×

（
▲

）

室
内

空
気

34
µ

g/
m

3
M
O
E

0.
44

■
■

室
内

空
気

18
µ

g/
m

3
M
O
E

1
■

■

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

地
下

水
<

2.
4

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

>
3,

30
0

○
地

下
水

－
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

－
×

一
般

環
境

大
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

（
○

）
一

般
環

境
大

気
0.

03
2

µ
g/

m
3

M
O
E

75
,0

00
○

○

室
内

空
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

×
室

内
空

気
－

µ
g/

m
3

M
O
E

－
×

×

飲
料

水
0.

00
16

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

15
0,

00
0

○

淡
水

<
0.

00
16

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

>
15

0,
00

0
○

一
般

環
境

大
気

1.
9

µ
g/

m
3

M
O
E

1,
40

0
○

○
一

般
環

境
大

気
2.

8
µ

g/
m

3
M
O
E

14
0

○
（

▲
）

室
内

空
気

17
µ

g/
m

3
M
O
E

15
0

○
○

室
内

空
気

13
0

µ
g/

m
3

M
O
E

3
■

■

M
O

E
－

×
M

O
E

－
×

過
剰
発
生
率

－
×

過
剰
発
生
率

－
×

7
(m

g/
kg

/d
ay

)-1
ラ

ッ
ト

複
数

部
位

の
腫

瘍
M

O
E

1,
80

0
○

7
(m

g/
kg

/d
ay

)-1
ラ

ッ
ト

複
数

部
位

の
腫

瘍
M

O
E

－
×

過
剰
発
生
率

8.
4E

-0
6

▲
過
剰
発
生
率

－
×

M
O

E
－

×
M

O
E

20
▲

0.
12

m
g/

m
3

ラ
ッ

ト
嗅

上
皮

の
変

性
過
剰
発
生
率

－
×

0.
12

m
g/

m
3

ラ
ッ

ト
嗅

上
皮

の
変

性
過
剰
発
生
率

－
×

－
(µ

g/
m

3 )-1
－

－
M

O
E

－
×

－
(µ

g/
m

3 )-1
－

－
M

O
E

－
×

過
剰
発
生
率

－
×

過
剰
発
生
率

－
×

m
g/

kg
/d

ay
ラ

ッ
ト

m
g/

kg
/d

ay
0.

21
ラ

ッ
ト

Ｍ
Ｏ

Ｅ
（
注
２
,
３
）

が
ん

の
過

剰
発

生
率

ヒ
ト

体
重

増
加

の
抑

制

Ｍ
Ｏ

Ｅ
（
注
２
,
３
）

が
ん

の
過

剰
発

生
率

0.
00

4
µ

g/
kg

/d
ay

2,
40

0,
00

0
○

リ
ス

ク
の

判
定

(
注
４
,
５
)

ラ
ッ

ト

12
m

g/
kg

/d
ay

ラ
ッ

ト

・
有

害
性

の
知

見
及

び
曝

露
デ

ー
タ

の
見

直
し

に
よ

り
、

一
般

環
境

大
気

の
吸

入
曝

露
の

総
合

的
な

判
定

結
果

に
つ

い
て

は
「

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
」

に
変

更
さ

れ
た

。
・

有
害

性
の

知
見

及
び

曝
露

デ
ー

タ
の

見
直

し
に

よ
り

、
室

内
空

気
の

吸
入

曝
露

の
総

合
的

な
判

定
結

果
に

つ
い

て
は

「
詳

細
な

評
価

を
行

う
候

補
」

に
変

更
さ

れ
た

。

吸
入

2.
6

m
g/

m
3

ヒ
ト

○

神
経

行
動

学
テ

ス
ト

へ
の

影
響

2
m

g/
m

3

飲
料

水
・

食
事

<
0.

40
µ

g/
kg

/d
ay

色
覚

異
常

パ
イ

ロ
ッ

ト
事

業

ハ
イ

ン
ツ

小
体

の
増

加
○

>
35

,0
00

○
イ

ヌ

8
ス

チ
レ

ン
[
1
0
0
-
4
2
-
5
]

経
口

14
0

m
g/

kg
/d

ay

m
g/

m
3

12
0

m
g/

m
3

経
口

0.
15

変
異

肝
細

胞
巣

鼻
腔

の
傷

害

ウ
サ

ギ

97
m

g/
kg

/d
ay

吸
入

8.
8 

前
回

の
評

価
結

果

ラ
ッ

ト

ラ
ッ

ト

○
地

下
水

雌
の

腎
臓

重
量

の
増

加
ラ

ッ
ト

肝
臓

重
量

の
増

加
、

自
発

運
動

の
減

少

吸
入

経
口

79
m

g/
kg

/d
ay

ラ
ッ

ト

ラ
ッ

ト

○

（
▲

）

鼻
腔

の
傷

害

（
○

）

ラ
ッ

ト

曝
露

経
路

有
 
害

 
性

 
の

 
知

 
見

（
注
２
）

11
m

g/
kg

/d
ay

ラ
ッ

ト

　
（
注

８
）
　
パ

イ
ロ
ッ
ト
事

業
で
は

、
「
総

合
的

な
判

定
」
は

表
記

さ
れ

て
い
な
い
。

（
注

４
）

 
「

リ
ス

ク
の

判
定

」
は

、
第

５
次

と
り

ま
と

め
で

は
「

リ
ス

ク
評

価
の

結
果

」
と

い
う

項
目

名
で

表
記

さ
れ

て
い

る
。

（
注

５
）

 
○

：
現

時
点

で
は

作
業

は
必

要
な

い
、

▲
：

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
、

■
：

詳
細

な
評

価
を

行
う

候
補

、
×

：
現

時
点

で
は

リ
ス

ク
の

判
定

は
で

き
な

い
。

（
注

７
）

総
合

的
な

判
定

の
欄

に
お

い
て

、
パ

イ
ロ

ッ
ト

事
業

の
評

価
内

容
を

第
６

次
と

り
ま

と
め

以
降

の
表

記
形

式
で

記
載

す
る

と
、

【
　

】
内

に
示

し
た

よ
う

に
な

る
。

（
注

１
）

 
表

中
の

網
掛

け
は

、
前

回
評

価
結

果
か

ら
の

変
更

箇
所

を
示

す
。

（
注

２
）

 
－

：
無

毒
性

量
等

が
設

定
で

き
な

か
っ

た
、

あ
る

い
は

予
測

最
大

曝
露

量
・

濃
度

が
設

定
で

き
な

か
っ

た
場

合
、

Ｍ
Ｏ

Ｅ
の

算
出

が
で

き
な

か
っ

た
場

合
、

総
合

的
な

判
定

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

。

　
　

　
 
 
（

○
）

：
情

報
収

集
等

を
行

う
必

要
性

は
低

い
と

考
え

ら
れ

る
、

（
▲

）
：

情
報

収
集

等
を

行
う

必
要

性
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

、
（

■
）

：
詳

細
評

価
を

行
う

候
補

と
考

え
ら

れ
る

。

番 号
物

 質
 名

（
Ｃ

Ａ
Ｓ

番
号

）

1
イ

ソ
プ

ロ
ピ

ル
ベ

ン
ゼ

ン
[
9
8
-
8
2
-
8
]

経
口

吸
入

エ
チ

ル
ベ

ン
ゼ

ン
[
1
0
0
-
4
1
-
4
]

3

・
有

害
性

の
知

見
に

つ
い

て
は

変
更

な
し

。
・

曝
露

デ
ー

タ
の

見
直

し
に

よ
り

、
一

般
環

境
大

気
及

び
室

内
空

気
の

吸
入

曝
露

の
総

合
的

な
判

定
結

果
に

つ
い

て
は

「
現

時
点

で
は

作
業

は
必

要
な

い
」

に
変

更
さ

れ
た

。

予
測

最
大

曝
露

量
・

濃
度

予
測

最
大

曝
露

量
・

濃
度

と
り

ま
と

め

曝
露

評
価

（
注
２
）

変
　
更

　
概

　
要

総
合

的

な
判

定
（
注

５
,
６
）

（
○

）

肝
臓

及
び

腎
臓

の
重

量
増

加
、

混
濁

腫
脹

m
g/

m
3

8.
8

m
g/

m
3

m
g/

kg
/d

ay
雌

の
腎

臓
重

量
の

増
加

m
g/

m
3

ラ
ッ

ト

生
存

胎
仔

数
の

減
少

肝
臓

及
び

腎
臓

の
重

量
増

加
、

混
濁

腫
脹

ラ
ッ

ト
マ

ウ
ス

・
有

害
性

の
知

見
及

び
曝

露
デ

ー
タ

の
見

直
し

に
よ

り
、

一
般

環
境

大
気

の
吸

入
曝

露
の

総
合

的
な

判
定

結
果

に
つ

い
て

は
「

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
」

に
変

更
さ

れ
た

。
・

有
害

性
の

知
見

及
び

曝
露

デ
ー

タ
の

見
直

し
に

よ
り

、
室

内
空

気
の

吸
入

曝
露

の
総

合
的

な
判

定
結

果
に

つ
い

て
は

「
詳

細
な

評
価

を
行

う
候

補
」

に
変

更
さ

れ
た

。

m
g/

kg
/d

ay

m
g/

m
3

ラ
ッ

ト

・
有

害
性

の
知

見
に

つ
い

て
は

変
更

な
し

。
・

曝
露

デ
ー

タ
を

見
直

し
に

よ
り

、
経

口
曝

露
の

総
合

的
な

判
定

結
果

に
つ

い
て

は
「

情
報

収
集

等
を

行
う

必
要

性
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

」
に

変
更

さ
れ

た
。

2

パ
イ

ロ
ッ

ト
事

業

9.
7

ク
ロ

ト
ン

ア
ル

デ
ヒ

ド
[
4
1
7
0
-
3
0
-
3
]

○

0.
150.
2

0.
2

第
１

３
次

と
り

ま
と

め
評

価
結

果
（
注
１
）

有
 
害

 
性

 
の

 
知

 
見

（
注
２
）

無
毒

性
量

等

m
g/

kg
/d

ay

肝
細

胞
の

合
胞

体
変

性
、

下
垂

体
前

葉
の

過
形

成
58

肝
臓

重
量

の
増

加
、

自
発

運
動

の
減

少

変
異

肝
細

胞
巣

第
5
次

11

ラ
ッ

ト

マ
ウ

ス

m
g/

kg
/d

ay

健
康
リ
ス
ク
初
期
評
価
 
再
評
価
物
質
の
新
旧
結
果
（
再
評
価
を
実
施
し
た
６
物
質
を
再
掲
）

第
6
次

無
毒

性
量

等

総
合

的
な

判
定

(
注
２
,
５
,
６
,

７
,
８
)

○

リ
ス

ク
の

判
定

（
注
５
）

曝
露

評
価

（
注
２
）

○

第
7
次

79
ラ

ッ
ト

（
注

６
）

 
リ

ス
ク

評
価

の
指

標
が

設
定

で
き

な
い

場
合

や
曝

露
情

報
が

把
握

さ
れ

て
い

な
い

た
め

に
Ｍ

Ｏ
Ｅ

が
算

出
で

き
ず

、
リ

ス
ク

の
判

定
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

で
も

、
関

連
情

報
か

ら
情

報
収

集
等

の
必

要
性

に
つ

い
て

推
定

で
き

た
場

合
に

は
、

健
康

リ
ス

ク
評

価
分

科
会

に
よ

る
総

合
的

な
判

定
に

よ
り

下
記

の
通

り
分

類
し

た
。

 
 
 
 

（
注

３
）

 
Ｍ

Ｏ
Ｅ

：
無

毒
性

量
等

を
予

測
最

大
曝

露
量

、
あ

る
い

は
予

測
最

大
曝

露
濃

度
で

除
し

た
値

。
但

し
、

無
毒

性
量

等
を

動
物

実
験

か
ら

設
定

し
た

場
合

に
は

1
0
で

除
し

、
さ

ら
に

ヒ
ト

で
発

が
ん

作
用

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
場

合
に

は
最

大
1
0
で

除
し

て
算

出
す

る
。

 

－

6
ジ

メ
チ

ル
ス

ル
ホ

キ
シ

ド
[
6
7
-
6
8
-
5
]

経
口

ラ
ッ

ト
鼻

腔
粘

膜
の

変
性

体
重

増
加

の
抑

制

吸
入

24
m

g/
m

3
24

・
有

害
性

の
知

見
に

つ
い

て
は

変
更

な
し

。
・

曝
露

デ
ー

タ
を

見
直

し
た

が
、

総
合

的
な

判
定

結
果

に
変

更
は

な
か

っ
た

。

鼻
腔

粘
膜

の
変

性
m

g/
m

3

体
重

増
加

の
抑

制
m

g/
kg

/d
ay

11
1
,
2
,
3
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

プ
ロ

パ
ン

[
9
6
-
1
8
-
4
]

経
口

吸
入

飲
料

水

淡
水

一
般

環
境

大
気

室
内

空
気

肝
臓

重
量

の
増

加
、

前
胃

の
過

形
成

な
ど

0.
21

－

0.
00

12

－ －
µ

g/
m

3

µ
g/

m
3

µ
g/

kg
/d

ay

µ
g/

kg
/d

ay

▲

（
▲

）

×

7
次

肝
臓

重
量

の
増

加
、

前
胃

の
過

形
成

な
ど

×

飲
料

水

地
下

水

一
般

環
境

大
気 室

内
空

気

－ －
・

有
害

性
の

知
見

に
つ

い
て

は
変

更
な

し
。

・
曝

露
デ

ー
タ

を
見

直
し

た
が

、
総

合
的

な
判

定
結

果
に

変
更

は
な

か
っ

た
。

M
O
E

M
O
E

0.
05

9

µ
g/

kg
/d

ay

µ
g/

kg
/d

ay

µ
g/

m
3

µ
g/

m
3

（
▲

）

▲

－9－



－ －

－ －

0.4 0.04

0.05 0.005

0.21 0.3

0.19 0.3

< 0.006 < 0.00008

< 0.006 < 0.00008

0.68 > 3.4

< 0.1 －

－ －

－ －

< 0.00045 < 0.01

< 0.00045 < 0.01

< 0.04 < 0.06

< 0.04 < 0.06

310 17

< 0.14 < 0.008

（－） （－）

（－） （－）

－ －

－ －

－ －

－ －

< 0.01 < 0.02

< 0.01 < 0.02

0.11 0.03

< 0.01 < 0.003

（注1）　－：PECが設定できなかった場合、あるいはPEC/PNEC比の算出ができなかった場合、（－）：評価の対象外、あるいは評価を実施しなかった場合を示す

（注2）　実測値に基づくPEC、及びPEC/PNEC比の上段は公共用水域（淡水）、下段は公共用水域（海水）

（注3）　○：現時点では作業は必要ない、▲：情報収集に努める必要、■：詳細な評価を行う候補、×：現時点では生態リスクの判定はできない

（注4）　生態リスク評価分科会において関連情報を総合的に勘案した判定を示した

（注5）　再評価物質については、過去において第何次のとりまとめで公表したかを示した

（注6）　PECを設定できなかった物質：過去の実測データ、製造輸入数量等を考慮した

（注7）　PRTRデータを用いた濃度予測結果を考慮した

（注8）　水生生物の保全に係る水質目標値に向けた検討が行われていることから、水生生物に対する生態リスク初期評価は行わなかった物質

（注9）　PECを設定できなかった物質：過去の実測データを考慮した

（注10）　PECを設定できなかった物質：過去の実測データ、PRTRデータを考慮した

○

■

○
(注6)

○

▲
(注7)

○

第5次

パイロッ
ト事業

第6次
○

(注6)

0.72

予測
無影響濃度
PNEC(µg/L)

評価
結果
(注3,4)

PEC/
PNEC比
（注1,2）

生態リスク初期評価結果一覧（14物質）

予測
環境中濃度
PEC(µg/L)

（注1,2）

▲

過去の
公表
(注5)

PEC/PNEC
比による
判定
(注3)

×

▲

3.5

番号 CAS番号 物質名

12 30

（－）

100

100

▲
(注7)

0.037 ○

○
(注9)41

7440-50-8
（銅）

96-18-4

甲殻類
オオミジンコ

（－）

1,2,3-トリクロロプロパン

NOEC 繁殖阻害 ■

×

銅及びその化合物
 (注8)

0.63

9 ■

100

○
(注10)×100

慢性 0.5

（－） （－）

2

8

急性

慢性

藻類
緑藻類

4

6

第9次■

○EC50 生長阻害

第7次×

73

10

68,000

第2次18

9.5

慢性

LC50 死亡

598-78-7

108-45-2

100

100スチレン

チオ尿素62-56-6

甲殻類
ニセネコゼミジ
ンコと同属

100

100

魚類
メダカ

甲殻類
オオミジンコ

甲殻類
アルテミア属

LC50 死亡

（－） （－） （－）（－）

○
パイロッ
ト事業

NOEC 生長阻害慢性

NOEC 繁殖阻害

NOEC 生長阻害

NOEC 成長阻害慢性

NOEC 生長阻害

EC50 遊泳阻害

○

○

第7次

○

○

3.2

13

藻類
緑藻類

98-54-414
藻類
緑藻類

急性11

慢性

魚類
メダカ

10

5

7

67-68-5

793-24-8

3

N -(1,3-ジメチルブチル)-N' -フェ
ニル-p -フェニレンジアミン

ジメチルスルホキシド

4-tert -ブチルフェノール

ニトロメタン75-52-5

m -フェニレンジアミン

100-42-5 慢性

95-76-1

2-クロロプロピオン酸

3,4-ジクロロアニリン
NOEC 繁殖阻害／
成長阻害

急性

急性
藻類
緑藻類

0.2

1,000

<
魚類

グッピー

有害性評価（PNECの根拠）
アセス
メント
係数

98-82-8

100-41-4

4170-30-3

エンドポイント

NOEC 繁殖阻害

エチルベンゼン

クロトンアルデヒド

慢性

100NOEC 繁殖阻害慢性

100

生物種

甲殻類
ニセネコゼミジ

ンコ

イソプロピルベンゼン

急性/慢性

100

1
甲殻類

オオミジンコ

－10－



0.020 1.1

0.021 1.2

< 0.007 < 0.01

< 0.007 < 0.01

< 0.6 < 0.13

< 0.6 < 0.13

0.12 1.2

0.015 0.15

（注1）　－：PECが設定できなかった場合、あるいはPEC/PNEC比の算出ができなかった場合を示す

（注2）　実測値に基づくPEC、及びPEC/PNEC比の上段は公共用水域（淡水）、下段は公共用水域（海水）

（注3）　○：現時点では作業は必要ない、▲：情報収集に努める必要、■：詳細な評価を行う候補、×：現時点では生態リスクの判定はできない

（注4）　生態リスク評価分科会において関連情報を総合的に勘案した判定を示した

（注5）　再評価物質については、過去において第何次のとりまとめで公表したかを示した

（注6）　PRTRデータを用いた濃度予測結果を考慮した

メチル=ベンゾイミダゾール-2-イ
ルカルバマート

o-アミノフェノール

m -アミノフェノール

トリエチレンテトラミン

591-27-5

112-24-3

10605-21-7

1

2

3

4

95-55-6

生態リスク初期評価結果一覧（4物質：追加実施分）

番号 CAS番号 物質名

有害性評価（PNECの根拠）
アセス
メント
係数

予測
無影響濃度
PNEC(µg/L)

予測
環境中濃度
PEC(µg/L)

（注1,2）

PEC/
PNEC比
（注1,2）

PEC/PNEC
比による
判定
(注3)

評価
結果
(注3,4)

過去の
公表
(注5)生物種 急性/慢性 エンドポイント

藻類
緑藻類

慢性 NOEC 生長阻害 100 0.018 ■ ■

甲殻類
オオミジンコ

慢性 NOEC 繁殖阻害 100 0.5 ○ ○ 第2次

藻類
緑藻類

慢性 NOEC 生長阻害 100 4.6 ×
▲

(注6)

魚類
アメリカナマズ

急性 LC50 死亡 100 0.1 ■ ■

－11－



0
.
0
3

0
.
0
0
2

－
－

0
.
0
1

0
.
0
0
0
7

－
－

<
0
.
0
3

<
0
.
0
0
1

○
0
.
4

0
.
0
4

1
.
1

0
.
0
4

○
0
.
0
5

0
.
0
0
5

<
2

<
1
0

0
.
2
1

0
.
3

<
2

<
1
0

0
.
1
9

0
.
3

0
.
6
8

>
3
.
4

0
.
6
8

>
3
.
4

<
0
.
1

－
<
0
.
1

－

<
6
0

<
0
.
0
0
9

－
－

3
1
0

0
.
0
5

－
－

<
0
.
0
1

<
0
.
0
0
1
1

○
<
0
.
0
4

<
0
.
0
6

0
.
0
2

0
.
0
0
2
2

○
<
0
.
0
4

<
0
.
0
6

　
P
E
C
は
、
新
し
い
環
境
実
測
デ
ー
タ
に
基
づ

き
設
定
さ
れ
た
。
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Ⅱ．化学物質の環境リスク初期評価 

 

（Ⅰ）化学物質の環境リスク初期評価ガイドライン（平成26年12月版） 

 

 本ガイドラインは、化学物質の人の健康及び環境中の生物に対する環境リスクの初期評価

を行うための指針として、評価作業の手順等を整理したものであり、曝露評価、健康リスク

初期評価及び生態リスク初期評価の３部より構成される。 

 なお、本ガイドラインの記述は、環境リスクに係る評価手法の国際的動向等を踏まえ、適

宜改定等を行うものとする。 

 

１．曝露評価 

 化学物質の健康リスク及び生態リスクのそれぞれに係る初期評価において必要となる曝

露量の評価を行うものである。 

 

２．健康リスク初期評価 

 化学物質の人の健康に対する有害性の評価を行った上で、その物質の環境に由来する曝

露が人の健康に及ぼすリスクについてスクリーニング的な評価を行うものである。 

 

３．生態リスク初期評価 

 化学物質の水生生物に対する生態毒性の評価を行った上で、その物質の水質からの曝露

が環境中の生物に及ぼすリスクについてスクリーニング的な評価を行うものである。 
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［１］曝露評価 

 

１．評価の方法の概要 

 

 環境中等における化学物質濃度の実測データをもとに、化学物質の健康リスク及び生態

リスクのそれぞれに係る初期評価において必要となる曝露量の評価を行うものである。 

 

 (1) 健康リスク初期評価のための曝露量の評価 

 化学物質の健康リスク初期評価においては、わが国の一般的な国民が受ける曝露量を

問題として、基本的には人が日常的に生活を送る場における化学物質の環境からの曝露

を中心に評価することとし、安全側に立った評価の観点からその大部分がカバーされる

高濃度側のデータによって人の曝露量の評価を行う。人に対する化学物質の曝露の総量

を把握する観点から、食事等についても評価対象とする。発生源近傍の測定データにつ

いては、周辺の居住実態等を踏まえて評価を行う。 

 

(2) 生態リスク初期評価のための予測環境中濃度（ PEC： Predicted Environmental 

Concentration）の評価 

 化学物質の生態リスク初期評価においては、水生生物の生存・生育を確保する観点か

ら、基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における曝露につ

いて評価することとし、安全側に立った評価の観点からその大部分がカバーされる高濃

度側のデータによって予測環境中濃度の評価を行う。発生源近傍の測定データについて

は、周辺の水環境の状況を踏まえて評価を行う。 

 

２．評価作業の具体的手順 

 2.1 物質に関する基礎的事項 

 （1）掲載すべき項目 

   ① 分子式・分子量・構造式 

・物質名（別の呼称） 

・CAS番号、化審法官報公示整理番号、化管法（PRTR法）政令番号（第一種及び第

二種指定化学物質）、RTECS番号 

・分子式、分子量、換算係数、構造式 

   ② 物理化学的性状 

・融点、沸点、密度または比重、蒸気圧 

・分配係数（1-オクタノール／水）（log Kow）、解離定数（pKa）、水溶性 

   ③ 環境運命に関する基礎的事項 

・生物分解性：好気的分解（化審法の判断を含む）、嫌気的分解 

・化学分解性：OHラジカルとの反応性（大気中）、オゾンとの反応性（大気中）、

硝酸ラジカルとの反応性（大気中）、加水分解性 

・生物濃縮性：生物濃縮係数（BCF） 

・土壌吸着性：土壌吸着定数（Koc） 
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   ④ 製造輸入量等及び用途 

・生産量・輸入量等 

・用途 

   ⑤ 環境施策上の位置付け 

 環境基本法に基づく環境基準のほか、化審法に基づく監視化学物質、化管法に基

づく指定化学物質、有害大気汚染物質優先取組物質、有害大気汚染物質に該当する

可能性がある物質、水質汚濁に係る要監視項目、水環境保全に向けた取組のための

要調査項目、水生生物保全に係る水質目標を優先的に検討すべき物質等、環境施策

上の位置付けについて明示する。 

 

 （2）参照する情報源と知見の採用方法 

   ①ハンドブック等書籍 

ア. 長年にわたり広く活用されていること、複数の報告値について信頼性を評価し

ていること等を考慮しつつ、以下の順でハンドブック等の情報を参照する。 

     (ｱ) 物理化学的性状及び環境運命 

      ・CRC Handbook of Chemistry and Physics 

      ・The Merck Index 

      ・Exploring QSAR Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants 

      ・Handbook of Physical Properties of Organic Chemicals 

      ・Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals 

      ・Handbook of Aqueous Solubility Data 

      ・Handbook of Environmental Degradation Rates     等 

     (ｲ)  製造輸入量及び用途 

      ・化審法の一般化学物質等の製造・輸入数量 

      ・化学工業統計年報 

      ・化学物質の製造・輸入量に関する実態調査 

      ・OECDに報告している生産量及び輸入量 

      ・化学物質排出把握管理促進法（化管法）の製造・輸入量区分 

      ・化学物質ファクトシート 等 

イ.物性値等については、可能な限りこれらに記載されている原著論文等を入手し、

信頼性の確認を行った上で最も信頼できると考えられるものを採用する。信頼性

の確認を行った場合は、その原著論文等を引用文献とする。原著論文が確認でき

ず物性値を１つに絞りきれなかった場合は、複数の値を併記する。 

   ② モデル計算による推定値 

 物性の実測値が得られない場合は、モデル計算により推定した値を検討する。計

算値を採用した際には、用いたモデル名を引用する。外国政府機関等において環境

政策等の場面で活用されているモデルや、市販されており広く利用されているモデ

ルとしては、例えば以下のものが挙げられる。 

・EPI Suite（Estimation Programs Interface Suite）（USEPA）：米国EPAの Office of 

Pollution Prevention and Toxics (OPPT)が提供している物理化学的性質及び環境動
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態を予測するためのWindowsプログラムの集合であり、KOWWIN（1-オクタノー

ル／水分配係数）、AOPWIN（大気中でのOHラジカル及びオゾンとの反応速度）、

BCFBAF（生物濃縮係数）等のサブプログラムからなる。 

   ③ データベース 

 物性値等については、Hazardous Substances Data Bank等のデータベースを参照し、

可能な限りこれらに記載されている原著論文等を入手して信頼性等を確認する。信

頼性の確認ができた場合は、その原著論文等を引用文献とする。値の信頼性の確認

が困難なものは、他の情報源による情報よりも優先順位を下げる。 

 

 2.2 曝露評価 

 (1) 化学物質の排出量の把握 

① 化学物質排出把握管理促進法（化管法）の第一種指定化学物質については、同法に

基づき公表された直近のPRTRデータにより排出量及び移動量を把握する。 

② PRTR公表データにおいて媒体別の集計が行われていない届出外排出量については、

「PRTR届出外排出量の推計方法等の詳細」（経済産業省及び環境省）を参照して媒体

別に配分した上で、対象物質の環境中への推定排出量を媒体別に求める。 

 

 (2) 媒体別分配割合の予測 

① 2.1 (1)で収集・整理した物性情報をパラメータとし、Mackay Level IIIタイプの多媒

体モデルを用いて、対象物質の媒体別の分配を予測する。モデルの精度を考慮し、大

気、水質等の環境媒体に最終的に分配される重量比を求める。 

② PRTRデータが得られる化管法第一種指定化学物質については、2.2 (1)において整理

した対象物質の環境中への排出量を用いて媒体別分配割合の予測を行う。多媒体モデ

ルの内環境（予測対象地域）はPRTR 排出量が最も多い都道府県、および各媒体への

排出量が最も多い都道府県を設定し、外環境は日本全国から内環境をさし引いた部分

と設定する。 

③ PRTRデータが得られない場合は、環境中への排出量については、大気、水域及び土

壌に個々に1,000kg/hr排出された場合、並びにこの３媒体それぞれに1,000kg/hrずつ同

時に排出された場合の計４ケースについて予測を行う。 

 

 (3) 各媒体中の存在量の概要 

  1) 環境実測データ等の収集 

  ① 行政機関による調査 

   ア．データソース 

    (ｱ) 環境省 

     ・化学物質環境実態調査（化学物質と環境） 

     ・内分泌攪乱化学物質環境実態調査 

     ・水質調査（地下水を含む） 

      ・公共用水域水質調査結果（環境基準項目） 

      ・要監視項目調査結果（要監視項目） 
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      ・水環境中の要調査項目存在状況調査（要調査項目） 

     ・大気調査 

      ・有害大気汚染物質モニタリング調査            等 

    (ｲ) その他の機関 

     ・厚生労働省：水道統計 水質編 

     ・国土交通省：水環境における内分泌撹乱物質に関する実態調査結果 

     ・地方公共団体が独自で実測したデータ             等 

   イ．収集条件 

 過去10年以内の実測データを収集することとし、これにより得られない場合は逐

次それ以前の実測データを収集する。なお経年的に調査が行われている場合は、直

近３年間の実測データを採用する。 

  ② 既存知見 

   ア．データソース 

・文献データベース：JDreamIII 

    ・インターネット検索                     等 

   イ．収集条件 

 過去10年以内に公表された国内文献を優先的に収集することとし、これが得られ

ない場合は逐次それ以前の国内文献を収集するとともに、海外の知見の収集を検討

する。 

  2) 信頼性の確認 

 得られた実測データについては、調査地点、測定方法、分析方法等を精査し、曝露

評価への利用も含めて信頼性の確認を行う。 

  3) 各環境媒体中の存在状況の整理 

 各対象物質について媒体別の濃度情報を整理して濃度調査表を作成し、これをもとに

各媒体中の存在状況を一覧表にまとめる。表に記載する環境中濃度（最小値、最大値、

算術平均値、幾何平均値等）は地点別データから算出する。 

① 地点別データの設定 

 ア．測定が年間１回のみの地点 

・年間の測定回数が１回の場合は、その実測データを地点別データ（同一地点で複数

の試料を採取している場合には各実測データの算術平均値）とする。ただし、農薬

等排出される時期が限られている物質については、測定時期を考慮して採用を決め

る。 

   イ．測定が年間複数回（２回以上）行われている地点 

・同一地点で１年間に複数回の測定が行われている場合は、検出下限値未満のデータ

は検出下限値の1/2として、各実測データを算術平均し、算術平均値を地点別データ

とする。 

・地点別データが検出下限値未満の場合は、不検出として扱う。 

② 各媒体中の存在状況 

 ア．検出限界値の取扱い 

・同一の調査で統一検出限界値が設定されている場合、地点別データが統一検出限界
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値未満の場合は不検出データとして扱う。ただし、統一検出下限値未満であるが検

出されている地点別データは欄外に記載する。 

   イ．最小値の選定方法 

・全ての地点で検出データが得られているときには、最も小さい値を最小値とする。 

・不検出データと検出データが混在する場合には、最も低い検出下限値の不検出デー

タと検出データの最低値を比較し、小さい方を最小値とする。 

・検出データが全く得られないときには、最も低い検出下限値の不検出データを最小

値とする。 

   ウ．最大値の選定方法 

・全ての地点で検出データが得られているときには、最も大きい値を最大値とする。 

・不検出データと検出データが混在する場合は、原則として検出データのうち最も大

きい値を最大値とする。ただし、不検出データの検出下限値が最大検出濃度を上回

っている地点において、特定の発生源の存在などにより最大検出濃度以上の濃度が

存在する可能性がある場合には、最大値はその検出下限値未満とする。 

・検出データが全く得られないときには、最も大きい検出下限値の不検出データを最

大値とする。 

・最大濃度の検出原因が通常でない活動（事故等）により生じた場合、もしくはその

蓋然性が高いと見なされる場合には採用しない。 

   エ．算術平均値・幾何平均値の算定 

・不検出データを検出下限値の1/2として、全ての地点別データから算術平均値及び幾

何平均値を求める。 

・算術平均値または幾何平均値が最も大きい検出下限値を下回る場合には、平均値は

検出下限値未満とする。 

・検出データが全く得られないときには、平均値は最も大きい検出下限値の不検出デ

ータを用いる。 

・2.2 (3) 3)②ウ．において採用しない環境濃度は、算術平均値及び幾何平均値の算出

に用いない。 

 

 (4) 濃度・曝露量の推定 

  1)記載方法 

 収集できる地点別データが限られることから、それを考慮して記載する。 

① データ数による記載 

   ・データ数が100以上の場合：数値そのものを記載 

・データ数が6～100の場合：「～程度」と記載 

・データ数が3～5の場合：「概ね～」と記載 

・データ数が1～2の場合：「評価に耐えるデータは得られなかった」又は「～の報告

がある」と記載 

・データがない場合：「データは得られなかった」と記載 

② 空間的な偏り 

・全国的な地点別データがある場合：数値そのものを記載 

－19－



・限られた地域のデータのみの場合：「限られた地域で～」と記載 

・発生源周辺あるいは諸外国でのデータは、事例紹介として「～工場周辺では～の報

告がある」、「～国では～の報告がある」などと記載する。 

③ 測定時期 

・10年以上前のデータしかなく、化学物質の排出状況等は現在とあまり変わらない状

況と判断できる場合：「過去のデータではあるが～」と記載 

・10年以上前のデータしかなく、当時と現在では化学物質の排出状況等が異なると考

えられる場合：「過去のデータとして～」と記載 

・10年以上前のデータしかなく、化学物質の排出状況等の情報が乏しく、当時と現在

との比較ができない場合：「評価に耐えるデータは得られなかった」と記載 

  2)人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

 人に対する一日曝露量の推定を行う。 

  ①各媒体中濃度の設定 

 実測値をもとに設定する。安全側に立った評価の観点から高濃度側のデータによる

評価を行うため、当面はデータの信頼性を確認した上で得られた最大濃度を評価に用

いることとする。平均値と最大値として整理する。 

  ②一日曝露量の算出 

 上記濃度をもとに、一日曝露量を算出する。 

   ア． １日曝露量の算出媒体：大気、飲料水または地下水、土壌及び食事とする。ただ

し、地下水のデータが得られない場合や地下水よりも公共用水域・淡水で高濃度で

の検出がある場合には、公共用水域・淡水を算出媒体に加える。 

   イ． １日曝露量の算出式 

     ・大気からの曝露量 

      （濃度 µg/m3）×（１日呼吸量：15m3/day）÷（体重：50kg） 

     ・飲料水からの曝露量 

      （濃度 µg/L）×（１日飲水量：2L/day）÷（体重：50kg） 

     ・土壌からの曝露量 

      （濃度 µg/g）×（１日摂取量：0.11g/day）÷（体重：50kg） 

     ・食事からの曝露量 

      （濃度 µg/g）×（１日食事量：2,000g/day）÷（体重：50kg） 

 ここで用いている大気の１日呼吸量及び飲料水の１日飲水量は、わが国の各種

行政推計において通常用いられている値として採用する。土壌の１日摂取量

0.11g/dayは、「土壌中のダイオキシン類に関する検討会第一次報告」（平成11年7

月）に示された大人と子供の１日土壌摂食量を基に算出した生涯平均値として設

定されたものであり、食事の１日食事量2,000g/dayは、食事の際の飲料水等も加え

た陰膳調査試料の重量の実績に基づいて設定したものである。 

  ③曝露量の評価 

 化管法に基づく届出排出量が得られる場合は、モデル等（別添1）で大気中および

公共用水域濃度を推定し、さらに曝露量を推定して実測データの取得の必要性等に

ついて考察する。実測データに基づく曝露量が算出できないあるいは信頼できる値
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が得られない場合は、物性や媒体別分配割合などを考慮して曝露量を評価し、実測

データが必要と判断された媒体については根拠も含めて記述する。 

 また、実測データが得られていなくても入手できた情報から曝露量の推定が可能

と考えられる場合は、これをもとに曝露量を試算し、実測データの取得の必要性等

について考察する。例えば、食物中濃度の情報が得られていない場合は、魚類中濃

度の実測値または推定値を用いて、魚介類の１日摂取量をもとに魚類摂取による経

口曝露量を推定する。魚類中濃度の実測値が得られない場合は、水質中濃度と生物

濃縮係数から推定を行う。これを健康リスク初期評価における無毒性量等、ユニッ

トリスク等と比較する。 

 評価にあたっては、自然由来の可能性や用途等に留意する。 

  3)水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

  ①各媒体中濃度の設定 

 実測値をもとに設定する。設定の考え方は2.2 (4) 2)①に同じ。 

  ②予測環境中濃度の評価 

 予測環境中濃度は全国的な分布を把握した上で設定することとし、データ数が少な

い、地域的な偏りがある場合などについては2.2 (4) 1）の記載方法に準じて記述する。 

化管法に基づく届出排出量が得られる場合は、モデル等（別添1）で公共用水域濃度

を推定し、実測データの取得の必要性等について考察する。 

評価にあたっては、自然由来の可能性や用途等に留意する。無機系物質では人為的

な影響を検討し、予測環境中濃度を設定する（別添2）。 

 

 (5)実測に関する検討 

① 実測の必要性の検討 

 文献調査等からは対象物質の濃度・曝露量に関する情報が得られなかった場合は、

以下の点を考慮して測定の必要性を検討する。 

・環境中の化学物質が蓄積される可能性（対象物質の性状、媒体間分配予測の結果等

に基づき推測） 

・化学物質の製造輸入量、排出量等 

・哺乳類に対する経口曝露実験から得られる無毒性量（NOAEL）等の値の1／1,000に

相当する濃度の把握に十分な検出下限値の達成可能性 

・水生生物に対する毒性試験から得られた予測無影響濃度（PNEC）の1／10に相当す

る濃度の把握に十分な検出下限値の達成可能性 

  ② 判断後の対応 

   ア．濃度測定が必要と判断した場合 

 測定・分析方法の妥当性を検討する。 

   イ．濃度測定が不要と判断した場合 

 不要とした根拠を明確にする。 
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［２］健康リスク初期評価 

 

１．評価の方法の概要 

 

(1) 健康リスクの初期評価は、ヒトの健康に対する化学物質のリスク評価をスクリーニン

グとして行うものであり、国際的にも信頼できる主要な評価文書等を有効に活用して実

施する。 

 

(2) 化学物質の有害性として、一般毒性及び生殖・発生毒性等の非発がん影響並びに発が

ん性（良性腫瘍の情報も含む。）を対象とし、その有害性に閾値があると考えられる場

合と閾値がないと考えられる場合の両方についてそれぞれ初期評価に用いる指標を設定

する。 

 

(3) 閾値があると考えられる有害性については、NOAEL（無毒性量）、LOAEL（最小毒性

量）、NOEL（無影響量）及びLOEL（最小影響量）の情報のうち、信頼性のある最小値

から評価に用いる指標として「無毒性量等」を設定し、これを曝露評価の結果から得られ

た「予測最大曝露量」あるいは「予測最大曝露濃度」で除してMOE（Margin of Exposure）

を算出する。 

 

(4) 閾値がないと考えられる有害性については、「予測最大曝露量」あるいは「予測最大

曝露濃度」に相当するがんの過剰発生率等を算出する。 

 

(5) 上記により求めた結果を総合的に検討し、今後、環境に由来する化学物質の健康リス

クについて詳細な評価を行う候補等を選定する。 

 

２．評価の上での留意点 

 

(1) 化学物質の発がん性については一般的に閾値がないと考えられているが、物質によっ

ては閾値があるものの存在も知られている。しかし、同じ化学物質であっても評価機関

によって発がん性の閾値についての判断が異なる場合が多く、単一の評価に統一されて

いる状況にはない。また、発がん性の定量的なリスク評価についても、国際的に統一さ

れた標準的な手法が確立されている状況にはない。このため、定量的な発がんリスク評

価については、スクリーニングという本評価の目的を踏まえ、幅広く情報収集を行った

上で評価を行うこととする。 

 

(2) 定量的な発がんリスク評価は、ヒトで発がん作用があると考えられる化学物質を対象

に実施する。なお、実験動物で発がん性が認められるものの、ヒトでの証拠が限定され

たものや不十分なものなど、ヒトでの発がん性が不確実な物質については、遺伝子傷害
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性等の情報を十分に検討した上で定量的な発がんリスク評価の必要性を判断するが、得

られた結果については不確実性の大きなものであることに留意する。 

 

３．有害性等の情報の収集・整理 

 

評価対象化学物質について既存の評価文書等がある場合には、それらを有効に活用し

て文献調査を省力化し、作業のスピード化、効率化を図るとともに、それらの評価以降

の文献についてはデータベースの検索等を実施して情報収集を図る。なお、国際機関等

が設定した耐容1日摂取量（TDI）及び許容1日摂取量（ADI）の根拠になったNOAEL

（LOAEL）等、あるいは発がん性の定量的なリスク評価のために設定されたスロープフ

ァクター等の情報については、それらを有効に活用する。 

 

(1) 利用する評価文書等 

・世界保健機関 (WHO)：Guidelines for Drinking-Water Quality 

・世界保健機関 (WHO)：Guidelines for Air Quality 

・国際がん研究機関 (IARC)：IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 

・国際化学物質安全性計画 (IPCS)：Environmental Health Criteria (EHC) 

・国際化学物質安全性計画  (IPCS)：Concise International Chemical Assessment Document 

(CICAD) 

・FAO/WHO合同残留農薬会議 (JMPR)：FAO Meeting Report ; Evaluation of the toxicity of pesticide 

residues in food 

・FAO/WHO合同食品添加物専門家会議 (JECFA)：FAO Nutrition Meetings Report Series ;  

Toxicological evaluation of some antimicrobials, antioxidants, emulsifiers, stabilizers, 

flour-treatment agents, acids and bases 

・経済協力開発機構 (OECD)：SIDS Initial Assessment Report 

・米国環境保護庁 (USEPA)：Integrated Risk Information System (IRIS) 

・米国産業衛生専門家会議 (ACGIH)：Documentation of the Threshold Limit Values and Biological 

Exposure Indices 

・日本産業衛生学会 (JOH)：許容濃度提案理由書 

・その他、国内外のリスク評価、許容濃度、ADI等の設定に係る文書類等 

 

(2) 評価文書等の引用文献以外の文献 

 評価文書等の引用文献以外のものについては、下記の要領で検索を実施する。 

○検索対象データーベース 

 JST、MEDLINE、J-MEDLINE及びTOXLINE 

○検索キーワードの検討 

・中・長期毒性 

 化学物質名／CASNo. 
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 亜急性毒性／亜慢性毒性／慢性毒性／免疫毒性／神経毒性 

・発生・生殖毒性 

 化学物質名／CASNo. 

 発生毒性／生殖毒性／催奇形性／繁殖毒性 

・発がん性 

 化学物質名／CASNo. 

 発がん性／がん原性／催腫瘍性／変異原性／遺伝（子）毒性 

○文献検索遡及年 

 1985年以降発行の学術雑誌(評価文書等の策定時期に応じて設定) 

○評価対象物質の情報収集項目 

 物性情報と有害性情報を収集する。 

・物性情報 

 分子量、化学式、融点（℃）、沸点（℃）、比重、水への溶解度（g/100g）、蒸気

圧(mmHg)、分配係数（1-オクタノール/水）、分解性、生物濃縮係数、生産量（t/

年）、用途、情報の出典 等 

・有害性情報 

 体内動態・代謝、急性毒性、中・長期毒性、生殖・発生毒性、ヒトへの影響（疫学

調査等）、発がん性、その他の有害性情報 等 

 

(3) 有害性情報の整理 

 有害性情報を整理し、次の項目に沿って別添の形でとりまとめる。 

① 体内動態・代謝 

 体内動態、代謝等の概要を記す。 

② 一般毒性及び生殖・発生毒性 

ア．急性毒性 

 半数致死量等の急性毒性試験、ヒトでの主な急性症状等の概要を記す。 

イ．中・長期毒性 

 適当なNOAEL（LOAEL）等が得られる文献の試験の概要等を記す。 

ウ．生殖・発生毒性 

 適当なNOAEL（LOAEL）等が得られる文献の試験の概要等を記す。 

エ．ヒトへの影響 

 疫学調査等の概要を記す。NOAEL（LOAEL）等が得られた場合は、それを記す。 

③ 発がん性 

ア．主要な機関による発がんの可能性の分類 

 国際的に主要な機関による発がんの可能性の分類について記す。 

イ．発がん性の知見 

(ｱ) 遺伝子傷害性に関する知見 

 発がんに関与する遺伝子傷害性の情報の概要を記す。また、発がんメカニズム等
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が既知の場合にはその概要を示す。 

(ｲ) 実験動物に関する発がん性の知見 

 実験動物での発がん性に関する主要な文献の概要を記す。また、スロープファク

ターやユニットリスク等の知見が得られた場合には、その概要を記す。 

(ｳ) ヒトに関する発がん性の知見 

 ヒトでの発がん性に関する主要な文献の概要を記す。また、スロープファクター

やユニットリスク等の知見が得られた場合には、その概要を記す。 

 

(4) 有害性情報を整理する上での留意点 

① 非発がん影響におけるNOAEL（LOAEL）等の取り扱い 

 同じ実験結果であっても評価機関によってNOAEL（LOAEL）等の評価が異なる場合

が少なくない。このため、元論文の表記を踏まえ、専門家による評価を行って、NOAEL

（LOAEL）等の値を決定することとする。 

 NOAELとNOEL、LOAELとLOELについても同様の扱いとする。 

② 閾値があると考えられる発がん性の取り扱い 

 閾値があると考えられる発がん性については、評価文書等で具体的に閾値が示され

ている場合にその値をNOAELとして採用する。発がん試験や遺伝子傷害性等の知見か

ら、その発がん性には閾値があると考えられるものの、閾値が示されていない場合に

は、その旨を記載する。 

③ 曝露状況によるNOAEL（LOAEL）等の補正 

 曝露状況に応じてNOAEL（LOAEL）等の補正を行い、連続曝露を受けた場合の値に

換算する。例えば、動物実験条件が6時間/日、5日/週の吸入試験では、以下の換算式に

より、1日24時間、1週7日間に平均化した値に補正する。 

））等（（
日

日

時間

時間
）＝補正値（  3 3 mg/mLOAELNOAEL  

 7

 5
  

 24

 6
mg/m   

 また、動物実験条件が6日/週の経口試験では、以下の換算式により、1週7日間に平均

化した値に補正する。 

））等（（
日

日
）＝補正値（ mg/kg/dayLOAELNOAEL  

 7

 6
 mg/kg/day   

 ただし、ヒトの場合には、8時間/日、5日/週の労働条件を仮定すると補正係数は×1/4.2

となるが、祝祭日や有給休暇の取得、曝露状況把握の不確かさ等を考慮し、安全を見

込んで原則として×1/5を採用する。また、発がんリスク評価における平均生涯曝露等

については、原則として元論文あるいは評価文書の値を採用する。 

 

４．健康リスクの評価 

 

 (1) 評価に用いる指標の設定 

 健康リスクの初期評価は、化学物質の有害性に閾値があると考えられる場合と閾値が

ないと考えられる場合に分けて、初期評価のための指標を設定して実施する。 
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① 有害性に閾値がある場合の評価 

 有害性に閾値がある場合は、一般毒性及び生殖・発生毒性等の非発がん影響と発が

ん性に閾値があると考えられる場合が該当する。これらについては、評価に用いる指

標として無毒性量等を下記の手順で設定する。 

ア．無毒性量等の設定のためのNOAEL（LOAEL）等の評価 

非発がん影響及び発がん性の知見から得られたNOAEL（LOAEL）等の情報の中か

ら、曝露状況による補正を行い、経口曝露及び吸入曝露について、それぞれ信頼性の

ある最も低用量、あるいは低濃度での知見を採用する。 

イ．無毒性量等の設定 

上記で選定した知見をもとに、無毒性量等を設定する。 

ただし、LOAELあるいはLOELの知見を採用した場合と長期間曝露以外の知見を採

用した場合には、それぞれ下記による補正を行って無毒性量等とする。 

(ｱ) 非発がん影響においてLOAELを採用した場合には、これをNOAELに変換する必要

があるが、初期評価であることを踏まえ、安全サイドに立ってLOAELを10で除し、

NOAEL相当の値とする（LOELからNOELを求める場合についても同様の取り扱い

とする。）。 

(ｲ) 一般毒性において長期間にわたる曝露以外の知見を採用した場合には、原則として

その値を10で除して長期間曝露に相当する値として取り扱う。 

② 有害性に閾値がない場合の評価 

 発がん性に閾値がないと考えられる場合が該当する。 

ア．量－反応関係の設定 

経口曝露については曝露量（mg/kg/day）とがんの過剰発生率との量－反応関係を

示すスロープファクターを、吸入曝露については曝露濃度（µg/m3）とがんの過剰発

生率との量－反応関係を示すユニットリスクを初期評価に用いる指標としてそれぞ

れ設定する。なお、複数のスロープファクターやユニットリスクの情報が得られた場

合には、初期評価であることを踏まえ、安全サイドに立った値を採用する。 

イ．その他の量－反応関係（参考） 

その他の定量的な評価手法として、カナダ厚生省により開発された

Exposure/Potency Indexを用いる手法（ヒトの曝露量、曝露濃度とがんの生涯過剰発生

率が5%になる曝露量TD05、曝露濃度TC05（ともに95％信頼限界の下限値ではない。）

を比較する手法）があり、がんの生涯過剰発生率として1％を用いる場合などもある。

このため、この手法に関する情報が得られた場合には、参考として有効に活用する。

なお、複数の情報が得られた場合には、初期評価であることを踏まえ、安全サイドに

立った値を採用する。 

 

(2) ヒトの曝露量及び曝露濃度 

○曝露評価の結果求められた予測最大曝露量あるいは予測最大曝露濃度を利用する。 

○経口曝露については、飲料水と食物及び土壌からの曝露量の合計と、井戸水（地下水）
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と食物及び土壌からの曝露量の合計をそれぞれ利用する。なお、地下水のデータが得ら

れず、淡水（公共用水域）のデータしか利用できない場合、地下水のデータよりも淡水

のデータの方が高濃度の場合には、淡水のデータを利用する。 

○吸入曝露については、一般環境大気及び室内空気のそれぞれとする。 

○限られた地域のデータや過去のデータ、化管法に基づく予測結果が得られた場合には、

参考として利用する。 

○経口曝露量と吸入曝露濃度の相互変換等 

原則として、曝露経路間の補正は実施しないが、経口曝露量から吸入曝露濃度へ、あ

るいは吸入曝露濃度から経口曝露量へ変換する必要が生じた場合には、ヒトの1日当り

の呼吸量15 m3、体重50 kgを仮定して以下の換算式により計算するものとする。 

経口曝露量（mg/kg/day）＝吸入曝露濃度（mg/m3）×15 m3/day÷50kg 

 

(3) 健康リスクの初期評価結果 

① リスク指標の算出等 

ア．有害性に閾値があると考えられる場合 

無毒性量等を予測最大曝露量、あるいは予測最大曝露濃度で除してmargin of 

exposure（以下「MOE」という。）を求め、これによる評価を行う場合には、判定基

準として下表の区分を用いる。 

なお、MOEの算出においては、下記の点に留意する。 

(ｱ) MOEの算出にはヒトに対する無毒性量等を用いるが、無毒性量等が動物実験結果よ

り設定された場合には、ヒトに適用するために10で除して算出する。 

(ｲ) 無毒性量等を非発がん影響から設定した場合であっても、ヒトで発がん作用がある

と考えられる場合には、さらに最大10で除して算出する。 

(ｳ) 無毒性量等を発がん性から設定した場合には、その影響の重大性を踏まえてさらに

原則10（場合により1～10）で除して算出する。 

 
 

MOE 判 定 

10 未満 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

10 以上 100 未満 情報収集に努める必要があると考えられる。 

100 以上 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

算出不能 現時点ではリスクの判定ができない。 

 

イ．有害性に閾値がないと考えられる場合 

(ｱ) 過剰発生率による評価 

予測最大曝露量におけるがんの過剰発生率をスロープファクターから、あるいは予

測最大曝露濃度におけるがんの過剰発生率をユニットリスクから求め、これによる評

価を行う場合には、判定基準として下表の区分を用いる。 
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過剰発生率 判 定 

10-5 以上 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

10-6 以上 10-5 未満 情報収集に努める必要があると考えられる。 

10-6 未満 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

算出不能 現時点ではリスクの判定ができない。 
 

 

(ｲ) EPIによる評価（参考） 

参考としてカナダのExposure/Potency Index手法を用いる場合には、予測最大曝露量

をTD05で、予測最大曝露濃度をTC05で除した値（EPI）を求め、これによる評価を行

う場合には、判定基準として下表の区分を用いる。 
 

EPI 判 定 

2.0×10-4 以上 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

2.0×10-5 以上2.0×10-4 未満 情報収集に努める必要があると考えられる。 

2.0×10-5 未満 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

算出不能 現時点ではリスクの判定ができない。 
 

注：カナダでのリスクレベルの取り扱い及びTD05・TC05の算出方法等を考慮し、2.0
×10-6を2.0×10-5に修正して用いることとする。 
なお、1％のがんの生涯過剰発生率（TD01、TC01）を用いる場合には、5％時の

EPI 区分をそれぞれ5倍した10-3以上、10-4以上10-3未満、10-4未満となる。 

② 健康リスクの初期評価の総合的な判定及び評価 

 上記のア及びイによって算出されたMOE及びがんの過剰発生率、並びに参考として

のEPIを総合的に検討し、曝露経路毎に判定及び評価を示す。 

 

５．評価に用いた指標の利用上の注意 

  本評価は、化学物質のヒト健康に対するリスク評価を、基本的に安全サイドに立った

スクリーニングとして行うものであり、評価に用いた指標（無毒性量等、スロープファ

クター・ユニットリスク、TD05・TC05）はこの目的のために設定、あるいは採用したも

のである。また、その際には、ヒトや実験動物等から得られた多様な知見を考慮してい

るが、これらの情報の質、量は化学物質によって大きく異なる。 

  このため、基準値を設定する際や、化学物質間の相対的な毒性強度を比較するような

場合には、評価に用いた指標を単純に使用するのではなく、更なる詳細な検討を行うこ

とが必要とされる。 
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（別添様式）健康リスクの初期評価 

 

(１) 体内動態・代謝 

(２) 一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 
 

表3.1 急性毒性 
 

動物種 経路 致死量、中毒量等 

   

   

 

② 中・長期毒性  

③ 生殖・発生毒性 

④ ヒトへの影響 

(３) 発がん性 

①主要な機関による発がんの可能性の分類 
 

表3.2  主要な機関による発がんの可能性の分類 
 

機関（年） 分  類 

WHO IARC   

EU EU   

USA 

EPA   

ACGIH   

NTP   

日本 日本産業衛生学会   

ドイツ DFG   
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

(４) 健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

② 健康リスクの初期評価結果 
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表3.3 経口曝露による健康リスク（MOEの算定） 
 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水・食物・土壌   

 ＊ 
 

地下水・食物・土壌    

注：＊には、無毒性量等の設定根拠となった知見において用いられた動物種を記載する。 

 

 

表3.4 経口曝露による健康リスク（がん過剰発生率及びEPIの算定） 
 

曝露経路・媒体 予測最大曝露量 ｽﾛｰﾌﾟﾌｧｸﾀｰ 過剰発生率 TD05 EPI 

経 

口 

飲料水・食物・土壌  
 

 
 

 

地下水・食物・土壌    

 

 

表3.5 吸入曝露による健康リスク（MOEの算定） 
 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気   

 ＊ 
 

室内空気    

注：＊には、無毒性量等の設定根拠となった知見において用いられた動物種を記載する。 

 

 

表3.6 吸入曝露による健康リスク（がん過剰発生率及びEPIの算定） 
 

曝露経路・媒体 予測最大曝露濃度 ﾕﾆｯﾄﾘｽｸ 過剰発生率 TC05 EPI 

吸

入 

環境大気  
 

 
 

 

室内空気    

 

 

(５) 引用文献 
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［３］生態リスク初期評価 

 

１．評価の方法の概要 

 

(1) ここで行う生態リスクの初期評価は、OECDの評価方法に準じて化学物質の水生生物

に対するスクリーニング的なリスク評価を行うものであり、既存のデータベース、評価

文書等より得られる知見を活用して効率的に実施する。 

 

(2) 化学物質の水生生物に対する生態毒性に関する知見に基づき、化学物質が環境中の生

物に対して有害な影響を及ぼさないと予想される濃度として設定される予測無影響濃度

（PNEC：Predicted No Effect Concentration）を導く。ここでは原則として生態毒性に関す

る試験等を通じて得られた実測値を用いることとする。なお、定量的構造活性相関

（QSAR：Quantitative Structure-Activity Relationship）による予測値の活用については、当

面、専門家判断の根拠の一つとし、評価事例を積み重ねた後にQSAR予測値の評価への

扱いを再度検討する。 

 

(3) 曝露評価の結果求められた予測環境中濃度（ PEC ： Predicted Environmental 

Concentration）と(2)により設定された予測無影響濃度（PNEC）の比較を行うことにより、

詳細な評価を行う候補物質等を選定する。 

 

２．評価作業の具体的手順 

 

(1) 生態毒性に関する知見の整理 

① 対象とする試験生物 

 当面はOECDのSIDS（Screening Information Data Sets）が要求する生物群（藻類、甲

殻類及び魚類）を考慮し、次のとおりとする。 

ア．対象とする生物群 

 藻類、甲殻類、魚類及びその他の４生物群とする。 

イ．対象とする生物の生息域 

 生息域は日本国内の淡水域及び海域に限定せず、全ての生物を対象とする。 

② 化学物質の生態毒性に関する知見の収集・整理 

ア．生態毒性に関する知見の収集 

 以下の情報源を参照して、評価対象物質の生態毒性に関する知見を抽出する。 

(ｱ) 参照する情報源 

・環境省（庁）生態影響試験結果 

・ECOTOX（ECOTOXicology database : U.S. EPA） 

・SIAR（SIDS Initial Assessment Report: OECD） 

・EU RAR（European Union Risk Assessment Report） 
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・ECHA（European Chemical Agency）のInformation on Registered Substances 

・ IUCLID （ International Uniform Chemical Information Database: European 

Commission） 

・EHC（Environmental Health Criteria: IPCS） 

・CICAD（Concise International Chemical Assessment Document: IPCS） 

・諸外国における水質目標値策定関連資料 

・各種学会誌（日本環境毒性学会、日本水環境学会、The Society of Environmental 

Toxicology and Chemistry等）等 

(ｲ) 確認すべき情報 

・対象生物：生物群／学名／一般名／生長（成長）段階 等 

・試験内容：エンドポイント／影響／曝露方法／曝露期間(日) 等 

・試験条件：試験場所／試験用水／水温／硬度／アルカリ度／溶存酸素量／ 

      pH／塩分 等 

・毒 性 値：濃度 

・出  典：引用文献 

イ．知見の整理 

(ｱ) 一覧表の作成 

 収集した情報から、対象生物を藻類、甲殻類、魚類及びその他の4生物群に分け

て一覧表を作成する。 

(ｲ) 毒性情報シートの作成 

   評価において参照すべき知見の原論文、原報告等は原則として入手することと

し、これをもとに以下の項目を盛り込んだ「毒性情報シート」を作成する。 

・被験物質：物質名、製造元、純度、物理化学的性状 

・試験の概要：試験目的、試験、ガイドライン等、GLP、実施年度 

・供試生物：分類、生物種名、年齢、体長、体重、馴化、給餌、供試数 等 

・試験溶液等：助剤（含 使用量）、試験用水、調製方法 

・試験濃度：試験濃度（公比）、実測方法、測定頻度 等 

・試験条件：試験場所、試験方法、試験環境（水温、pH、硬度、DO等） 

・曝露期間 

・エンドポイント、影響内容 

・試験結果：解析方法、算出方法、毒性値 

・コントロールにおける影響 

・供試生物の状況 

・出典 

ウ．試験方法及びデータの信頼性の検討 

(ｱ) 試験方法の確認における留意事項 

 試験方法については、実測／設定濃度、対照群の反応、試験生物の感受性、水

質、濃度を考慮する。死亡、成長、繁殖のようなエンドポイントは、その他のエ
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ンドポイント（例：生化学パラメータ）よりも重点をおき、死亡・成長・繁殖、

全ての毒性データが揃っている場合は、原則として、これらの毒性データの中か

ら無影響濃度（NOEC：No Observed Effect Concentration）を選定する。また、急

性毒性で最も感受性の高い種の慢性毒性データがない場合等については、試験結

果に明記する。なお、生化学パラメータ等その他のエンドポイントに関して、個

体群の変化と明瞭な関連性が認められている場合はその試験結果も考慮する。 

(ｲ) 試験の信頼性および採用の可能性の検討 

 試験の信頼性は、国内外で認められたテストガイドラインやそれに準じた方法

への準拠、試験条件、試験生物、対象物質の物理化学的性状等を踏まえて検討し、

４段階（A. 試験は信頼できる、B. 試験は条件付きで信頼できる、C. 試験の信

頼性は低い、D. 信頼性の判定不可）に分類する。また、原著の入手が困難な場

合であっても、参照した情報源において試験内容の記載が十分に詳細であれば、

その情報をもとに信頼性を分類することができる。 

このほか、非公表の報告書など原著の入手が困難で試験の信頼性が確認できな

い知見であっても、試験の信頼性について本初期評価と同等に検討していると考

えられるリスク評価書等において信頼できるとして採用されているものについ

ては、信頼性を「E」（信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認

したものではない）と分類した上で、参考値として毒性値の一覧表に記載する。

ただし、参照したリスク評価書等（本初期評価と同等に信頼性を検討していると

考えられるものに限る）でKlimisch code（1. 信頼性有り、2. 信頼性有り(制限付

き)、3. 信頼性なし、4. 評価不能）を用いて分類されている場合は、その結果を

引用することができる。 

採用の可能性は、曝露期間、エンドポイント、影響内容等を踏まえて毒性値の

採用の適否を検討し、３段階（A. 毒性値は採用できる、B. 毒性値は条件付きで

採用できる、C. 毒性値は採用できない）に分類する。ただし、原著を入手でき

ない場合でも、一定の信頼性を有すると考えられ、参照したリスク評価書等の記

載内容が十分に詳細であるならば採用の可能性を判断し、本初期評価に利用でき

る。 

 なお、PNECの算出に採用できる毒性データが無い場合は、生態影響試験を実

施すべき物質等として明記し、生態リスク評価を延期する。 

エ．生態毒性データのとりまとめにおける留意事項 

 生態毒性データは、以下の事項に留意してとりまとめる。 

(ｱ) 複数データの取り扱い 

 同一生物群で複数の毒性データが得られる場合には、次の考え方で整理する。 

・エンドポイント及び曝露期間が同一の場合は、毒性値の小さいものを採用す

る。 

・エンドポイントや曝露期間が異なる場合は、これらのエンドポイント等の重

大性等を考慮する。 
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(ｲ) 最小影響濃度（LOEC：Lowest Observed Effect Concentration）のみが得られてい

る場合の無影響濃度（NOEC）算出方法 

 最小影響濃度（LOEC）とされている実験濃度の１段階低い実験濃度を無影響

濃度（NOEC）とする。ただし、各濃度区の幅が大きく、LOECとNOECの差が3.2

倍を超える場合は、最大許容濃度（MATC：Maximum Acceptable Toxicant 

Concentration、LOECとNOECの幾何平均値）の採用も考慮する。 

例）試験濃度が0、3.7、7.9、13、23、52µg/Lであり、LOECが23µg/Lの場合は、

NOECは13µg/Lとなる。試験濃度の公比が1.5でLOECが23µg/Lの場合は、

NOECは15µg/Lとなる。 

(ｳ) 藻類に対する急性毒性と慢性毒性の取り扱いについて 

 藻類については、72時間以上の試験期間でNOECが算出されている場合、慢性

毒性値として扱うことができる。 

(ｴ) 藻類のエンドポイントについて 

 藻類については、原則として生長速度から求める方法（速度法）により算出さ

れた毒性値を用いる。 

(ｵ) 藻類毒性試験での不安定な物質等の取扱いについて 

 濃度変化の著しい不安定な物質（設定濃度の±20%超）において、分解や揮散

による減少と考えられる場合は各試験時の実測濃度の幾何平均値等を用いること

とし、吸着と考えられる場合や判断が困難なものについては、その旨明記した上

で初期実測濃度等を用いることとする。 

(ｶ) 水溶解度を超える毒性値の取扱いについて 

 明らかに水溶解度を超えて算出されている毒性値は、信頼性が低いものと判断

する。 

 

(2) 予測無影響濃度（PNEC）の設定 

① アセスメント係数の設定の考え方 

 限られた試験データをもとに化学物質の予測無影響濃度（PNEC）を求めるため、得

られた毒性値をOECDにおける検討を参考として設定した次表のアセスメント係数で

除する。 

表１ 予測無影響濃度（PNEC）の設定に使用されるアセスメント係数 

分類 アセスメント係数 

藻類、甲殻類及び魚類のうち、1～2の生物群について信頼性のある急性

毒性値がある。 
1,000 

藻類、甲殻類及び魚類の3つの生物群全てについて信頼性のある急性毒性

値がある。 
100 

藻類、甲殻類及び魚類のうち、1～2の生物群について信頼性のある慢性

毒性値がある 
100 

藻類、甲殻類及び魚類の3つの生物群全てについて信頼性のある慢性毒性

値がある。 
10 
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 これは、次の各段階を外挿するという考え方で設定されている。 

・急性毒性値（EC50、LC50等）から慢性毒性値（NOEC）への外挿：アセスメント係数

10 

・感受性の種間差（藻類、甲殻類及び魚類の3生物群のうち、知見の得られたものが1ま

たは2生物群のみの場合から、3生物群全てについて知見が得られた場合への外挿）：

アセスメント係数10 

・最も低い慢性毒性値（3生物群の知見が揃った場合）から野外の状況への外挿：アセス

メント係数10 

② 予測無影響濃度（PNEC）の導出 

ア．導出の方法 

 急性毒性値及び慢性毒性値のそれぞれについて、信頼できる知見のうち生物群（藻

類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに値の最も小さいものを整理し、そのうちその

他の生物以外の最も小さい値に対して情報量に応じたアセスメント係数を適用する

ことにより、予測無影響濃度（PNEC）を求める。これにより得られた２つのPNEC

のうち小さい方の値を、当該物質のPNECとして採用する。 

イ．慢性データの入手が可能な場合のPNEC値の算出例 

 次の点を考慮し、10～100のアセスメント係数を最も小さい無影響濃度に適用す

る。 

(ｱ) 魚類、甲殻類及び藻類のうち1または2生物群についての慢性毒性値（NOEC）

が得られた場合は、アセスメント係数100を最も小さいNOECに適用することによ

りPNECを求める。これを最も小さい急性データより得られたPNECと比較し、低

い方のPNECを採用する。 

(ｲ) 魚類、甲殻類及び藻類の3生物群全てについての慢性毒性値（NOEC）が得られ

た場合は、アセスメント係数10を最も小さいNOECに適用する。魚類、甲殻類及

び藻類のうち2生物群についてのみNOECが得られた場合であっても、最も感受性

が高い種の知見が得られたという確信があれば、アセスメント係数として100で

なく10を適用することが可能である。 

 

 (3) 生態リスクの判定 

① 判定の考え方 

ア．生態リスクの判定は、安全側の評価を行う観点から高濃度側の実測値に基づき設

定された予測環境中濃度（PEC）と、予測無影響濃度（PNEC）との比較により行う。 

イ．限られたデータに基づくスクリーニングとしての初期評価であることを踏まえ、

次の3段階で判定を行う。 
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評価の分類 

PEC／PNEC＜0.1 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

0.1≦PEC／PNEC＜1 情報収集に努める必要があると考えられる。 

1≦PEC／PNEC 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

（情報が不十分な場合） 現時点ではリスクの判定はできない。 

 

② 判定を踏まえた提言等 

評価の結果「判定不能」とされた物質等について、水生生物に対する有害性が高い

こと、化管法に基づく届出排出量を用いた公共用水域濃度の推定によりリスクが高く

なることが予測されること、生産量が多いこと、開放系用途に用いられていること、

水環境中に高い比率で分配され容易には分解されないと予測されること等を総合的に

勘案して、水生生物に対するリスクが高くなる可能性が見込まれる場合には、必要な

情報を充実させて再度初期評価を行うことを提言する。各項目の評価の視点は次のと

おり。 

ア．水生生物に対する有害性（生態毒性）：国際的に認められている生態毒性のラン

ク、又は化学物質排出把握管理促進法、化学物質審査規制法等国内法での生態影響

の判断基準等を考慮して、PNEC値が10～100µg/L程度以下の物質に着目する。 

イ．化管法に基づく届出排出量から推定した公共用水域濃度と予測無影響濃度（PNEC）

の比が0.1以上である物質に着目する。 

ウ．生産量：OECDでの高生産量（年間生産量1,000t以上）あるいは米国TSCAでの毒性

試験実施条件（106ポンド（450t））を考慮して、年間100～1,000t程度以上の物質に

着目する。 

エ．開放系用途：環境中に放出される可能性が高いものとして、界面活性剤等のよう

な開放系用途に用いられる物質に着目する。 

オ．水環境中への分配等：水質中の分配率が高く、著しい分解性を示さない物質に着

目する。また、生物に対する蓄積性が高い物質についても留意する。 
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（別添様式）生態リスクの初期評価 

(1) 水生生物に対する毒性値の概要 

 

表4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 

 

急

性 

慢

性 

毒性値 

[µg/L] 

生物名 生物分類

／和名 

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間 

[日] 

試験の

信頼性 

採用の

可能性

文献. 

No. 

 藻類          

 甲殻類          

 魚類          

 その他          

毒性値（太字）：PNEC算出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC算出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 

A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、 

D：信頼性の判定不可、E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものでは

ない 

採用の可能性：PNEC導出への採用の可能性ランク 

A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

影響内容 

 

1）藻類 

2）甲殻類 

3）魚類 

4）その他生物 

 

(2) 予測無影響濃度（PNEC）の設定 

 

(3) 生態リスクの初期評価結果 

 

表4.2 生態リスクの初期評価結果 

水質 平均濃度 最大濃度（PEC ) PNEC 
PEC/ 

PNEC比 

 公共用水域・淡水     

 公共用水域・海水     
注：1）水質中濃度の（ ）内の数値は測定年度を示す  

2）公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

(4) 引用文献等 



 

別添１ 

 

化管法に基づく排出量データを用いた環境中濃度の推定について 

 

化学物質排出把握管理促進法（化管法）に基づく届出排出量を用いて我が国における高

濃度側の大気及び公共用水域・淡水（河川）中の化学物質濃度を推定し、実測データに基

づく曝露評価に活用した。大気及び公共用水域・淡水（河川）中濃度の推定方法は次のと

おり。 

１ 大気濃度の推定方法 

大気濃度は、経済産業省－低煙源工場拡散モデル (Ministry of Economy , Trade and 

Industry － Low rise Industrial Source dispersion Model) METI-LIS モデルを用いて推定する。

環境中への排出量は、化管法に基づく大気への届出排出量を用い、高排出事業所近傍の濃

度を推定する。気象条件は、排出事業所近傍のアメダス測定局観測結果を用いる。 

排出事業所近傍の高濃度推定では、排出事業所より 1km 以内の除外を基本とする。予測

モデルの諸条件を以下に示す。 

 

(諸条件) 

・予測の範囲：事業所近傍約10km四方(100×100の計算点を設定) 

・予測期間：1年間の平均値（1時間毎に予測を行った上で平均） 

・予測濃度高さ：1.5m 

・事業所煙源高さ：10m 

・事業所稼働状況：365日24時間連続稼働 

・浮力上昇：考慮しない 

・ダウンウォッシュ：考慮しない 

・風向・風速に対する乱数発生回数：3 

 

－39－



 

２ 公共用水域・淡水（河川）中濃度の推定方法 
公共用水域・淡水（河川）中濃度は、環境中への排出量として化管法に基づく公共用

水域淡水への届出排出量を河道構造データベース1の平水流量で除して河川中濃度を推

定する。濃度の推定にあたっては、河川による希釈のみを考慮し、化学物質の分解等は

考慮しない。 

排出事業所近傍の高濃度には、排出事業所下流にある直近の環境基準点（補助点含む）

における予測濃度の最大値を採用する。推定に用いる諸条件を以下に示す。 

 

(諸条件) 

・流量：平水流量（1年を通じて185日はこれを下らない流量） 

・環境運命：希釈のみ考慮（化学物質の分解、沈降、揮発等は考慮しない） 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1河道構造データベース：環境動態モデルにおいて、日本全国の実河川の河道ネットワーク構造を実現するために作成されたデ

ータベースである。国土数値情報、流量年報などに基づいて作成されている。国土数値情報においては、全国は、平均面積約

9.6 km2、平均河道長さ 5.7km の単位流域に区分されており、単位流域毎に流量が設定されている。流量は水系内に位置する流

量観測点の内、最上流の流量を基にした比流量（単位面積あたりの流量）を水系全体に適用し求めた値である。水系内に流量

観測点が無い場合は、近接する水系の比流量を用いている。 
【参考文献】 
鈴木規之ら（2003）：環境動態モデル用河道構造データベース. 国立環境研究所研究報告 第 179 号 R-179 (CD)-2003． 
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別添２ 

無機系物質の生態リスク初期評価について 

 

Ⅰ 曝露評価 

公共用水域に存在する無機系物質は、必ずしも全てが人間活動に由来するものではなく、

自然由来により高濃度となる場合もある。環境施策の検討を視野に入れた化学物質の環境

リスク初期評価においては、人為起源の環境リスクを中心に評価を行う必要があるため、

以下の考え方で曝露評価を行う。 

１ 予測環境中濃度（PEC）の設定に関する基本的な考え方 

化学物質の環境リスク初期評価における曝露評価では、環境施策の検討を視野に入れ、

基本的には安全側に立った評価の観点からその大部分がカバーされる高濃度側のデータに

より予測環境中濃度を設定することとしている。 

無機系物質については、自然由来により高濃度が観測される可能性も考えられるので、

予測環境中濃度を設定する際に、その地点の検出濃度が人為的な排出に由来するものか、

自然由来によるものかについて、可能な範囲で確認する。自然由来により高濃度となって

いることが明らかな地点は、検討対象から外すこととし、このような判断ができる地点が

ない場合は、検討対象とする。 

２ 人為的な排出・自然由来に関する判断 

測定地点における人為的な排出の寄与の有無に関する判断は、主として PRTR データを

用いて行う。自然由来か否かの判断は、主として河川堆積物中の元素濃度測定結果1)をも

とに行う。環境省の公共用水域水質測定結果や環境基準の検討のための委員会報告等にお

いて、測定された無機系物質が人為起源か否か、自然由来か否かの判断がなされている地

点については、その情報をもとに判断する。このほか、鉱山や温泉などの情報も考慮する。 

 

【引用文献】 

1) (独)産業技術総合研究所：日本の地球化学図．

(http://riodb02.ibase.aist.go.jp/geochemmap/index.htm) 
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Ⅱ 生態リスク初期評価 

無機系物質は環境中において様々な化学形態で存在し、環境条件により変化する。水生

生物に対する毒性値は、化学形態により異なることもあるが、環境中における化学形態別

の濃度等は必ずしも得ることができない。これらを踏まえ、以下の考え方で生態リスク初

期評価を行う。 

１ 有害性情報を収集する化合物の範囲 

無機系物質の有害性情報を収集する化合物は、化学物質排出把握管理促進法の対象物質

例を参考とし、対となる無機イオンに毒性がある化合物、有機金属、特異な生理活性を有

する農薬等は、「無機元素及びその化合物」というカテゴリーとは別にそれぞれ単独でリス

ク評価を行うべきものと判断して、有害性情報を収集する対象から除外する。 

２ 有害性情報を収集する試験条件 

無機系物質の水生生物への毒性に影響を及ぼす可能性がある項目として、硬度、pH、フ

ミン酸等の溶存有機物（DOM:Dissolved Organic Matter）等が挙げられるが、これらの項目

は水域により異なる。安全側の評価を行う観点から、毒性試験が行われた水質条件は我が

国の平均的な値に限定せず、有害性情報を広く収集して評価を行う。なお、標準試験法の

試験条件を大幅に逸脱する毒性値は、これまで評価を実施してきた有機化合物と同様に、

有害性評価に用いない。 

毒性値は評価対象元素当たりに換算し、有害性評価を行う。 

３ 環境中の主要な酸化数に基づく生態リスク初期評価 

無機系物質では、酸化数により毒性が異なる場合があるため、収集した毒性値は被験物

質の価数毎に整理した上で有害性評価を行い、環境中での主要な酸化数を踏まえてリスク

評価を行う。なお、酸化数毎に環境中濃度が測定されているものは限られているため、一

般に測定されている全量、または溶存態（溶解性）の測定値もリスク評価に用いることが

できるものとする。 
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別添３ 

 

環境中で分解性や反応性が高い化学物質の環境リスク初期評価について 
 

 

健康リスク初期評価は化学物質の環境に由来する曝露が人の健康に及ぼすリスクについ

て、生態リスク初期評価は化学物質の水質からの曝露が環境中の生物に及ぼすリスクにつ

いてスクリーニング的な評価を行うことを目的としている。 

環境中に排出された化学物質は、自然的作用による分解（加水分解、酸化、光分解、微

生物による生分解、等）を受けることがあるため、リスク評価は化学物質の環境中での挙

動を考慮して進めなければならない。 

リスク評価の対象となる化学物質（親物質）がある媒体中で急速に分解し、人や環境中

の生物に親物質の曝露がないと考えられる場合には、その媒体に限っては親物質の評価を

行わない場合がある。なお、必要に応じて親物質の分解によって生成する物質（子物質）

の評価を提言する。 

環境中で分解性や反応性が高い化学物質の環境リスク初期評価における曝露評価及び有

害性評価の基本的な考え方は次のとおり。 

 

Ⅰ 曝露評価 

曝露情報は、初期評価対象物質の情報を収集する。得られた初期評価対象物質の環境実

測データは、分解性を考慮して測定方法、分析方法等を精査し、信頼性の確認を行う。人

や水生生物に対する曝露の推定は、信頼できる環境実測データに基づいて行う。 

信頼できる環境実測データが得られなかった場合には、大気では排出源より 1km 地点、

公共用水域では排出源下流にある直近の環境基準点（補助点を含む）を目安に実測の必要

性に関する検討を行う。実測濃度の測定は不要と判断した場合には、不要とした根拠を明

確にする。 

Ⅱ 有害性評価 

親物質そのものの曝露を反映した有害性情報が得られない場合には、有害性評価を行わ

ない。 

なお、親物質を被験物質とした有害性に関する知見は、参考情報として記載し、必要に

応じて子物質の評価を提言する。 
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     1 イソプロピルベンゼン  

  

CH

H3C CH3

本物質は、第 6 次とりまとめにおいて環境リスク初期評価結果が公表されているが、改めて

初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： イソプロピルベンゼン 

（別の呼称：キュメン、クメン、(1-メチルエチル)ベンゼン） 

CAS 番号：98-82-8 
化審法官公示整理番号：3-22（分枝アルキルベンゼン(C=3～36)） 
化管法政令番号：1-83 
RTECS 番号：GR8575000 

分子式：C9H12 

分子量：120.19 
換算係数：1 ppm = 4.91 mg/m3（気体、25℃） 
構造式： 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で無色透明の液体で、揮発性物質である1)。 

融点 -96.01℃ 2)、-96.033 3) 

沸点 
152.4℃ (760mmHg) 2)、152～153℃ 4)、 
152.411℃ (760mmHg) 3) 

密度 0.8640 g/cm3 (25℃) 2) 

蒸気圧 
4.6 mmHg (=610 Pa) (25℃) 2)、 
4.5 mmHg (=600 Pa) (25℃) 3) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 3.55 (23℃)5)、3.66 2) , 3) , 6) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
50 mg/1,000 g 2)、61.3 mg/L (25℃) 3)、 
48.30 mg/L (25℃) 7) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解（分解性が良好と判断される物質8) ） 

分解率：BOD 33.1%（平均値）、GC *% 

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）9) 

（備考 *：揮散のため検出せず）9) 

［1］イソプロピルベンゼン            
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化学分解性  

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：6.50×10-12 cm3/(分子･sec)（25℃、測定値）10) 

半減期：9.9～99 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 11) と仮定し計

算） 

オゾンとの反応性（大気中） 

反応速度定数：5.81×10-18 cm3/(分子･sec)（27℃、測定値）12) 

半減期： 11～66 時間（オゾン濃度を 3×1012～5×1011分子/cm3 11) と仮定し計算）

加水分解性 
加水分解性の基を持たない 13)。 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数 (BCF)：120（BCFBAF 14) により計算） 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数 (Koc)：884 12) 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す15),16),17)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 

製造・輸入数量(t) a) 800,000 b) 800,000 b) 847,311 c) 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
b) 分枝アルキルベンゼン（C=3～36）としての値を示す。 
c) イソプロピルベンゼンとしての値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す18),19),20)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 a) 

100,000～1,000,000 t 
/年未満 b) 

100,000～1,000,000 t 
/年未満 c) 

100,000～1,000,000 t 
/年未満 c) 

注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1物質1トン以上の製造又は輸入

をした者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 
b) イソプロピルベンゼンとしての値を示す。 
c) 分枝アルキルベンゼン（C=3～36）としての値を示す。 

 

本物質の輸出量及び輸入量21)の推移を表 1.3 に示す。 
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表 1.3 輸出量及び輸入量の推移 

平成（年） 16 17 18 19 20 

輸出量（t）a) 146,064 241,323 226,732 263,237 183,123 

輸入量（t）a) 12,180 －b) －b) －b) －b) 

平成（年） 21 22 23 24 25 

輸出量（t）a) 368,066 427,454 472,732 426,584 472,925 

輸入量（t）a) －b) －b) －b) －b) －b) 
注：a) 普通貿易統計[少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く]品別国別表より集計。 
    b) 公表されていない。 

 

OECDに報告している生産量は 100,000～1,000,000 t未満、輸入量は 1,000 t未満である。ま

た、本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、100 t 以

上である22)。 

 

② 用 途 

本物質は、フェノールやアセトンの原料として使われているほか、添加剤としてガソリン

に混ぜられたり、酸化剤などの原料として使われている1)。本物質は、石油系芳香族溶剤の中

に一成分として含まれている1)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、人健康影響の観点から化学物質審査規制法優先評価化学物質（通し番号：126）に

指定されているほか、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：83）に指

定されている。 

なお、本物質は有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されていたが、平成 22

年10月の物質リスト見直しにより除外されたほか、水環境保全に向けた取組のための要調査項

目に選定されていたが、平成 26 年 3 月改訂の要調査項目リストから除外された。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 24年度の届出排

出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表2.1に

示す。なお、届出外排出量家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 

表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 159,117 37 0 0 0 217,654 11,329 5,182 - - 159,154 16,511 175,665

クメン

業種等別排出量(割合) 159,117 37 0 0 0 217,654 11,328 5,182 0 0

129,424 37 0 0 0 215,781 5,206 届出 届出外

(81.3%) (99.5%) (99.1%) (46.0%) 91% 9%

18,970 0 0 0 0 5

(11.9%) (0.002%)

5 0 0 0 0 0 5,363

(0.003%) (47.3%)

4,411 0 0 0 0 1,700

(2.8%) (0.8%)

2,200 0 0 0 0 22 231

(1.4%) (0.01%) (2.0%)

1,751 0 0 0 0 79

(1.1%) (0.04%)

1,460 0 0 0 0 47

(0.9%) (0.02%)

795 0 0 0 0 0

(0.5%)

31 0 0 0 0 14 175

(0.02%) (0.006%) (1.5%)

14 0 0 0 0 5 156

(0.009%) (0.002%) (1.4%)

118

(1.0%)

75

(0.7%)

49 0.2 0 0 0 1

(0.03%) (0.5%) (0.0005%)

6 0 0 0 0 0

(0.004%)

4

(0.04%)

1 0 0 0 0 0

(0.0007%)

5,182

(100%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

パルプ・紙・紙加工品

製造業

総排出量の構成比(%)

化学工業

輸送用機械器具

製造業

出版・印刷・同関連

産業

電気機械器具製造業

その他の製造業

鉄鋼業

非鉄金属製造業

倉庫業

プラスチック製品

製造業

金属製品製造業

木材・木製品製造業

石油製品・石炭製品

製造業

石油卸売業

下水道業

電気業

農薬

 

 

本物質の平成 24 年度における環境中への総排出量は約 176 t となり、そのうち届出排出量は

約 159 t で全体の 91%であった。届出排出量のうち約 159 t が大気、0.037 t が公共用水域へ排出

されるとしており、大気への排出量が多い。この他に廃棄物への移動量が約 218 t であった。

届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業種は化学工業（81%）であり、公共用水域

への排出が多い業種は化学工業（99%超）であった。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出
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量の割合をもとに、届出外排出量対象業種・非対象業種の媒体別配分は「平成 24 年度 PRTR 届

出外排出量の推計方法の詳細」3)をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計し

たものを表 2.2 に示す。 

 

表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

170,442      

40      

5,182      

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本

固有のパラメータを組み込んだMackay-Type Level III多媒体モデル4)を用いて予測した。予測の

対象地域は、平成 24 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった愛知県（大気への排出量

67 t、公共用水域への排出量 0.0002 t、土壌への排出量 0.086 t）、公共用水域への排出量が最大

であった千葉県（大気への排出量 21 t、公共用水域への排出量 0.024 t、土壌への排出量 0.062 t）

及び土壌への排出量が最大であった熊本県（大気への排出量 0.087 t、公共用水域への排出量

0.0001 t 未満、土壌への排出量 0.40 t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 土 壌 

愛知県 愛知県 千葉県 熊本県 

大 気 89.3 89.3 83.0 23.0 

水 域 0.5 0.5 1.0 0.2 

土 壌 10.1 10.1 15.9 76.8 

底 質 0.0 0.0 0.0 0.0 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示

す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率 調査地域 測定年度 文献 

平均値 a) 平均値 a) 下限値

                      

一般環境大気  µg/m3 0.045 0.071 <0.0029 0.36 0.0029 20/21 全国 2009 5) 

             

室内空気 b) µg/m3 －c) 0.53 NDd) 3.9 －c) 37/50 全国 2004 6) 
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率 調査地域 測定年度 文献 

平均値 a) 平均値 a) 下限値

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0/15 全国 2000 7) 
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水 e)   µg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.03 0.01 4/65 全国 2000 7) 
             

公共用水域・海水 f)   µg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0.01 1/11 全国 2000 7) 
             

底質(公共用水域・淡水) g) µg/g < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0/14 全国 2002 8) 
           
           
                      

底質(公共用水域・海水) h) µg/g < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0/10 全国 2002 8) 
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.00087 0.0005 2/15 全国 1986 9) 

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.00068 0.0005 1/28 全国 1986 9) 

             

注：a) 最大値又は平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
  b) 過去のデータではあるが、室内空気において最大 11.788 μg/m3 (2002)10)がある。 

c) 報告されていない。 
d)  ND : 定量下限値未満 

  e) 過去のデータではあるが水質（公共用水域・淡水）において最大 0.04 μg/L（1986）の報告がある8)。 

  f) 過去のデータではあるが水質（公共用水域・海水）において最大 0.44 μg/L（1986）の報告がある8)。 
  g) 過去のデータではあるが底質（公共用水域・淡水）において最大 0.00078 μg/g（1986）の報告がある8)。 
  h) 過去のデータではあるが底質（公共用水域・海水）において最大 0.0045 μg/g（1986）の報告がある8)。 
  

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

大気及び室内空気の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.5）。化学物質の

人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 

m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 

表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 
  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

        

  大 気     

  一般環境大気 0.045 µg/m3程度 (2009) 0.014 µg/kg/day 程度 

  室内空気 0.53 µg/m3程度 (算術平均値) (2004)  0.16 µg/kg/day 程度 (算術平均値) 

平      

  水 質    

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 過去のデータではあるが 0.01 µg/L 未満

程度 (2000) 
過去のデータではあるが 
0.0004 µg/kg/day 未満程度 

均 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.01 µg/L 未満

程度 (2000) 
過去のデータではあるが 
0.0004 µg/kg/day 未満程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
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  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

       

  大 気   

  一般環境大気 0.36 µg/m3程度 (2009) 0.11 µg/kg/day 程度 

最  室内空気 3.9 µg/m3程度 (2004) 1.2 µg/kg/day 程度 

     

大 水 質   

 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

値  地下水 過去のデータではあるが 0.01 µg/L 未満

程度 (2000) 
過去のデータではあるが 
0.0004 µg/kg/day 未満程度 

 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.03 µg/L 程度
(2000) 

過去のデータではあるが 
0.0012 µg/kg/day 程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

    

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.6 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.36 µg/m3 程度となった。また、

室内空気の予測最大曝露濃度は、3.9 µg/m3程度となった。なお、過去のデータではあるが室内

空気で最大 12 µg/m3となった。一方、化管法に基づく平成 24年度の大気への届出排出量をもと

に、プルーム・パフモデル11)を用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 6.2 µg/m3とな

った。 

経口曝露の予測最大曝露量を設定できるデータは得られなかった。なお、公共用水域・淡水

のデータから算定すると過去のデータではあるが 0.0012 µg/kg/day 程度となった。 

公共用水域・淡水の測定結果は、10 年以上前のデータではあるが、平成 13 年度の製造（出

荷）及び輸入量（100,000～1,000,000 t/年未満）と平成 24 年度の製造・輸入数量（847,311 t/年）

を比較すると公共用水域・淡水の濃度は 1 桁以上増加している可能性は低いと考えられる。物

理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体から

食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 

表 2.6 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気 0.014 0.11 

 室内空気 0.16 (算術平均値) 1.2 

   飲料水   

水 質  地下水 (過去のデータではあるが 0.0004) (過去のデータではあるが 0.0004)

   公共用水域・淡水 (過去のデータではあるが 0.0004) (過去のデータではあるが 0.0012)

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計   

  参考値 1 0.0004 0.0012 

 総曝露量 0.014 0.11 

  参考値 1 0.014+0.0004 0.1112 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) （  ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
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3) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
4) 参考値 1 は、過去のデータを用いた場合を示す。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定できるデータは得られなか

った。なお、公共用水域の淡水域では過去のデータではあるが 0.03 µg/L程度、同海水域では過

去のデータではあるが 0.01 µg/L 程度となった。公共用水域・淡水、海水の測定結果は、10 年

以上前のデータではあるが、平成 13 年度の製造（出荷）及び輸入量（100,000～1,000,000 t/年未

満）と平成 24 年度の製造・輸入数量（847,311 t/年）を比較すると、公共用水域・淡水、海水の

濃度は 1 桁以上増加している可能性は低いと考えられる。 

 

表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平    均 最 大 値 

淡 水 
 
 
 

海 水 

データは得られなかった

[過去のデータではあるが

0.01 µg/L 未満程度(2000)]
 

データは得られなかった

[過去のデータではあるが

0.01 µg/L 未満程度(2000)]

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

0.03 µg/L 程度(2000)] 
 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

0.01 µg/L 程度(2000)] 
注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに芳香環を 14C でラベルした本物質 33、1,350 mg/kg を単回あるいは 33 mg/kg を 8

日間強制経口投与した結果、血中放射活性のピークは 33 mg/kg 投与で 4 時間後（初回の採血

時）、1,350 mg/kg 投与でも 8～16 時間後にみられ、血中での半減期は 33、1,350 mg/kg の単

回投与で 16、9.2 時間、33 mg/kg の繰り返し投与で 5.7時間であった。いずれの場合も放射活

性の主要な排泄経路は尿であり、72 時間で投与した放射活性の約 80％が尿中、5～14％が呼

気中に排泄された。72 時間後の放射活性の体内残留は相対的に少ないが、33 mg/kg 投与では

肝臓、腎臓、脂肪組織が他の組織に比べて 2～3 倍高く、1,350 mg/kg 投与では大腿骨、脂肪

組織で高かった 1) 。 

ラットに芳香環を 14Cでラベルした本物質 100、500、1,200 ppmを 6 時間吸入させた結果、

本物質は 5 分以内に血中に現れ、血中放射活性は曝露終了時にピークを示して急速に減少し、

血中での半減期はそれぞれ 3.9、4.5、6.6 時間であった。いずれの場合も 72 時間で 80％以上

の放射活性が尿中から回収され、呼気中の放射活性は 500 ppm 群の 7％に対し、他の 2 群で

は 7％未満であった。脂肪組織の放射活性は 100、500、1,200 ppm 群で 0.04、0.08、0.05％と

他の組織に比べて高く、また、肝臓、腎臓、骨、心臓、卵巣、骨格筋でも高い傾向にあった

が、雌雄による相違もみられた 1) 。 

ラットに芳香環を 14C でラベルした本物質 33 mg/kg を単回静脈内投与した結果、尿中への

最大排泄は投与の 16 時間後にみられ、72 時間で 75％の放射活性が尿中、約 8.5％が呼気中に

排泄され、糞中や呼気中の 14CO2はわずかで、体内残留も少なかった。投与 15 分後にピーク

にあった血中放射活性は 1 時間後には 1/3、24 時間後には約 1/40 まで減少し、半減期は第 1

相が 0.24 時間、第 2 相が 8.0 時間であった 1) 。これら一連のラットの実験では投与経路や用

量にかかわらず主要な排出経路は尿で、いずれの場合にも共通した 6 種類の尿中代謝物が検

出され、このうち、50％以上が 2-フェニル-2-プロパノールのグルクロン酸抱合体や硫酸抱合

体であり、他は 2-フェニル-1,2-プロパンジオールの抱合体や未知の代謝物（恐らくフェニル

マロン酸や関連代謝物）であった。また、少量だが、遊離の 2-フェニル-1,2-プロパンジオー

ル、2-フェニル-2-プロパノール、2-フェニルプロピオン酸も検出された 1, 2) 。 

ウサギに 1,720 mg を強制経口投与した結果、投与量の 40％が 2-フェニル-2-プロパノール、

各 25％が 2-フェニル-1-プロパノール及び 2-フェニルプロピオン酸のグルクロン酸抱合体（ト

リアセチルメチルエステル）として 24 時間までの尿中に排泄された 3) 。 

ヒトでは、ボランティア（男女各 5 人）に 240、480、720 mg/m3の各濃度を 10 日おきに 8

時間吸入させた結果、曝露濃度にかかわりなく呼気からの回収は平均 50％程度であった。ま

た、尿中の 2-フェニル-2-プロパノールから見積もった本物質の排泄は 6～8 時間後に最大と

なり、曝露終了後 48 時間でゼロに達し、尿中の半減期は第 1 相が 2 時間、第 2 相が 10 時間

で、吸収量の約35％が2-フェニル-2-プロパノールとして尿中に排泄されたと推定された 4) 。 

経皮吸収に関する実験はなかったが、本物質の物理化学的特性から、飽和水溶液でのヒト

の皮膚の透過速度として 0.34 mg/cm2/hr とした値が算出されている 5) 。 

チトクローム p-450 による本物質の代謝は広範囲にわたり、肝臓以外にも肺などの肝臓外
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組織でも行われ、第 2 級アルコールの 2-フェニル-2-プロパノールが主要な代謝物である 6) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性  

表 3.1 急性毒性 7) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 1,400 mg/kg 
ラット 経口 LD50 2,900 mg/kg 
マウス 経口 LD50 12,750 mg/kg 
ラット 吸入 LC50 39,000 mg/m3 (4hr) 
ラット 吸入 TCLo 300 ppm [1,476 mg/m3] (30 min) 
マウス 吸入 LC50 15,300 mg/m3 (2hr) 
マウス 吸入 LC50 10,000 mg/m3 (7hr) 
マウス 吸入 LCLo 8,000 ppm[39,360 mg/m3](4hr) 
マウス 吸入 TCLo 100 ppm [492 mg/m3] (30 min) 
マウス 吸入 TCLo 5,150 mg/m3 (2hr) 
ウサギ 経皮 LD50 12,300 µL/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 
 

本物質は眼、皮膚を刺激し、液体を誤嚥して化学性肺炎を起こすことがある。眼に付くと

発赤や痛み、皮膚では乾燥を生じ、吸入や経口摂取により眩暈、運動失調、嗜眠、頭痛、意

識喪失を生じる 8)。ヒトの TCLo として 200 ppm（984 mg/m3。傾眠や活動抑制、易刺激性）

とした報告がある 7)。 

 

② 中・長期毒性  

ア）Wistar ラット雌 10 匹を 1 群とし、0、154、462、769 mg/kg/day を 194 日間（5 日/週）強

制経口投与した結果、462 mg/kg/day以上の群で用量に依存した腎臓重量の増加を認めたが、

体重や腎臓を含む主要臓器の組織や血液の検査に影響はなかった。この結果から、NOAEL

を 154 mg/kg/day（曝露状況で補正：110 mg/kg/day）とする 9) 。 

イ）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、1,235、2,691、5,151、6,347 mg/m3を 2 週

間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた実験では、当初、最高濃度を 9,840 mg/m3として 1～2

日間曝露したところ、神経系及び呼吸器系に重度の影響がみられたため、上記のように濃

度を低下させて継続した結果、2,691 mg/m3 以上の群で眼漏、自発運動量の低下又は亢進、

運動失調が散発的にみられ、5,151 mg/m3以上の群の雌で腎臓の相対重量、副腎の絶対及び

相対重量の有意な増加を認めた 10) 。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、517、1,476、2,947 mg/m3 を約 4 週間

（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、2,947 mg/m3群で自発運動の抑制が数日間みられた

ほかにも、517 mg/m3以上の群の雌雄で頭部反転動作や斜頚様の症状の増加が濃度に依存し

てみられ、2,947 mg/m3群の雌 1 匹では円背位姿勢もみられた。また、517 mg/m3以上の群

の雄、2,947 mg/m3群の雌で腎臓重量の有意な増加を認めたが、腎臓を含む主要臓器の組織
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や尿、血液の検査に影響はなかった 11) 。この結果から、LOAEL を 517 mg/m3（曝露状況

で補正：92 mg/m3）とする。 

エ）Fischer 344 ラット雌雄各 21 匹を 1 群とし、0、492、2,438、5,909 mg/m3を 13 週間（6 時

間/日、5 日/週）吸入させた結果、5,909 mg/m3群で自発運動の抑制、眼瞼痙攣、驚愕反射の

遅延や欠如がみられ、2,438 mg/m3 群でも曝露時には自発運動の抑制があり、2,438 mg/m3

以上の群で眼周囲の腫脹もみられた。神経機能検査では 2,438 mg/m3 以上の群で自発運動量

の有意な減少を認めたが、機能観察試験結果や神経系組織に異常はなかった。2,438 mg/m3

以上の群で肝臓、5,909 mg/m3群で腎臓、副腎の重量に有意な増加を認めたが、これらの臓

器で組織の病変は雄ラットに特有な腎症によると思われるもの（尿細管上皮の肥厚や過形

成、間質性腎炎、硝子滴の形成）が 2,438 mg/m3以上の群の雄で有意にみられただけであっ

た。なお、2,438 mg/m3以上の群の雄で赤血球数やヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値の

有意な減少、雌雄で白血球及び血小板、雄でリンパ球の濃度に依存した増加を認めたが、

正常範囲内に収まる変化であった 12, 13) 。 

  また、雌雄各 15 匹を 1 群とし、246 mg/m3群を追加して同様に曝露させ、4 週間の回復

期間を設けた実験では、自発運動や驚愕反射、神経機能検査などに影響はみられなかった

が、5,909 mg/m3群の雌で肝臓、副腎の絶対及び相対重量、雄で肝臓の絶対重量、腎臓の相

対重量は有意に増加したままであった 12, 13) 。これらの結果から、NOAEL を 492 mg/m3（曝

露状況で補正：88 mg/m3）とする。 

オ）Sprague-Dawley ラット又は Long-Evans ラット 14～15 匹、モルモット（Princeton）15 匹、

Beagle 犬 2 匹、リスザル 3 匹を各 1 群とし、0、18、146 mg/m3を 90 日間連続吸入させた結

果、ラットで 18 mg/m3 群の 1 匹が死亡したが、18 mg/m3以上の群で軽度の白血球増加がみ

られた以外に影響はなかった。また、0、1,195 mg/m3を 6 週間（8 時間/日、5 日/週）吸入

させた結果でも、連続吸入時と同様に 1,195 mg/m3群のラットで軽度の白血球増加がみられ

ただけであった 14) 。 

カ）Wistar ラットに 2,500 mg/m3、ウサギに 6,500 mg/m3を 180 日間（8 時間/日、6 日/週）吸

入させた結果、ラットで赤血球がわずかに減少した。また、組織への影響として肺、肝臓、

脾臓、腎臓、副腎の受動性うっ血、肺の出血、脾臓のヘモジデリン沈着、尿細管の炎症が

みられたと報告されているが 15) 、これらの病変が両種でみられたかどうかは明確でなかっ

た。 

キ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、1,230、2,460、4,920 mg/m3を 2 年間（6 時

間/日、5 日/週）吸入させた結果、1,230 mg/m3以上の群の雄の腎臓で乳頭の石灰化、雌雄で

嗅上皮の過形成、雄で呼吸上皮の過形成、2,460 mg/m3以上の群の雄の腎臓で腎盂や尿細管

の上皮の過形成、4,920 mg/m3 群の雌で呼吸上皮の過形成の有意な発生を認めた 16) 。この

結果から、LOAEL を 1,230 mg/m3（曝露状況で補正：220 mg/m3）とする。 

ク）B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、610（雌のみ）、1,230、2,460、4,920（雄のみ） 

mg/m3を 2 年間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、2,460 mg/m3群の雌及び 4,290 mg/m3

群の雄で異常呼吸、体重増加の抑制傾向がみられた。610 mg/m3 以上の群の雌及び 1,230 

mg/m3以上の群の雄で肺胞/細気管支上皮の化生、細気管支上皮の過形成、1,230 mg/m3以上

の群の雄で嗅上皮の萎縮や嗅腺の過形成、雌で嗅上皮の過形成、2,460 mg/m3以上の群の雄

で肝臓の好酸性細胞巣、嗅上皮の異型過形成や過形成、前胃上皮の過形成、2,460 mg/m3群
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の雌で鼻の炎症、嗅上皮の萎縮や異型過形成、嗅腺の過形成、呼吸上皮の化生、4,920 mg/m3

群の雄で生存率の低下、角膜の慢性炎症、腎臓の梗塞、前胃の炎症や潰瘍の有意な発生を

認めた 16) 。この結果から、LOAEL を 610 mg/m3（曝露状況で補正：110 mg/m3）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット雄 21 匹を 1 群とし、0、492、2,438、5,909 mg/m3を 13 週間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、5,909 mg/m3群の雄 1 匹の精巣でび慢性の萎縮がみられたが、

精子の数や形態、精子形成段階への影響はなかった 12) 。また、Fischer 344 ラット雌雄各 50

匹、B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、1,230、2,460、4,920 mg/m3を 2 年間（6 時

間/日、5 日/週）吸入させた結果、4,920 mg/m3群の雄ラットで精巣腺腫の有意な発生を認め

た以外には雌雄の生殖器に影響はみられなかった 16) 。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌 25 匹を 1 群とし、0、487、2,401、5,958 mg/m3を妊娠 6 日目か

ら 15 日目まで吸入（6 時間/日）させた結果、2,401 mg/m3以上の群で摂餌量の有意な減少、

5,958 mg/m3 群で口周囲の湿潤と痂皮、体重増加の有意な抑制、肝臓相対重量の有意な増加

を認めたが、着床数や性比、胎仔の体重などの生殖パラメーターに影響はなく、奇形や変

異の発生増加もみられなかった 17) 。この結果から、NOAEL を母ラットで 2,401 mg/m3（曝

露状況で補正：600 mg/m3）、胎仔で 5,958 mg/m3（曝露状況で補正：1,490 mg/m3）とする。 

ウ）New Zealand White ウサギ雌 15 匹を 1 群とし、0、2,421、5,934、11,300 mg/m3を妊娠 6

日目から 18 日目まで吸入（6 時間/日）させた結果、11,300 mg/m3群で 2 匹が死亡、１匹が

流産した。2,421 mg/m3以上の群で摂餌量の有意な減少を認めたが、体重増加の有意な抑制

は 11,300 mg/m3群に限られ、11,300 mg/m3群で口周囲の湿潤の有意な発生と肝臓相対重量

の有意な増加、4/12 匹の肺で変色がみられた。また、有意差を示した妊娠パラメーターは

なかったが、11,300 mg/m3 群で吸収胚や着床死亡胚の割合が高く、生存胎仔の割合は低い

傾向にあった。なお、2,421 mg/m3以上の群で頭部に斑状出血をもった胎仔の増加がみられ、

2,421 mg/m3 群の発生率は有意に高かったが、自然発生率の範囲内に収まるもので、奇形の

発生増加もなかった 17) 。この結果から、NOAEL を 5,934 mg/m3（曝露状況で補正：1,484 

mg/m3）とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）本物質を溶剤として 1～2 年にわたって使用し、直ぐに慣れることができる程度の濃度に

曝露されていた労働者で、毎日の曝露が原因となる傷害の発生はなかった。なお、大多数

の労働者は 300～400 ppm（約 1,500～2,000 mg/m3）の濃度で眼や上気道の痛みを生じたが、

一部の労働者は 400 ppm をかなり上回る濃度でも直ぐに慣れた 18) 。 

 

（3）発がん性 

①主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2
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に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関（年） 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

USA 

EPA(1997 年) D ヒト発がん性物質として分類できない 

ACGIH －  

NTP －  

日本 日本産業衛生学会 －  

ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌で遺伝

子突然変異 16, 19, 20, 21) 、チャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）で遺伝子突然変異 22, 23) 及

び染色体異常 24) 、マウス胚細胞（BALB/3T3）で細胞形質転換 25) 、ラット肝細胞で不定期

DNA 合成 26) を誘発しなかった 。 

in vivo 試験系では、腹腔内投与したラットの骨髄細胞で小核を誘発したが 16) 、経口投与

したマウスの骨髄細胞 27) 、吸入させたマウスの末梢血中の赤血球 16) で小核の誘発はみら

れなかった 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、1,230、2,460、4,920 mg/m3を 2 年間（6 時

間/日、5 日/週）吸入させた結果、1,230 mg/m3 以上の群の雄及び 1,230 mg/m3群の雌の鼻腔

呼吸上皮、4,920 mg/m3群の雄の精巣でそれぞれ腺腫の発生率に有意な増加を認めた 16) 。 

B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、610（雌のみ）、1,230、2,460、4,920（雄のみ） 

mg/m3を 2 年間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、1,230 mg/m3以上の群の雌雄の肺胞/

細気管支（腺腫、癌、腺腫＋癌）、2,460 mg/m3群の雌の肝臓（肝細胞腺腫、肝細胞腺腫＋

癌）、4,920 mg/m3群の雄の脾臓（血管肉腫）、甲状腺（濾胞細胞腺腫）でそれぞれ腫瘍の

発生率に有意な増加を認めた 16) 。 

これらの結果から、雄ラット及び雌雄のマウスで発がん作用の明瞭な証拠があり、雌ラ

ットで発がん作用の幾つかの証拠があると NTP（2009）は結論した 16) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 
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（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性ア）のラットの試験から得られた NOAEL 154 

mg/kg/day（雌の腎臓重量の増加）を曝露状況で補正して 110 mg/kg/day とし、試験期間が短

いことから 10で除した 11 mg/kg/dayが信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒

性量等に設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性エ）のラットの試験から得られた NOAEL 492 mg/m3（肝

臓重量の増加、自発運動量の減少）を曝露状況で補正して 88 mg/m3 とし、試験期間が短いこ

とから 10 で除した 8.8 mg/m3が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等

に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

11 mg/kg/day ラット 
－ 

地下水 － － － 
 

経口曝露については、曝露量が把握されていないため、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、参考として公共用水域・淡水の過去のデータとして報告（2000 年）のあった最大値

から算定した経口摂取量 0.0012 µg/kg/day 程度から、動物実験結果より設定された知見である

ために 10 で除して算出した MOE（Margin of Exposure）は 920,000 となる。環境媒体から食物

経由で摂取される本物質の曝露量は少ないと推定されることから、その曝露量を加えても

MOE が大きく変化することはないと考えられる。このため、本物質の経口曝露については、

健康リスクの評価に向けて経口曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.045 µg/m3程度 0.36 µg/m3程度 

8.8 mg/m3 ラット 
2,400 

室内空気 0.53 µg/m3程度 3.9 µg/m3程度 230 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.045 µg/m3

程度、予測最大曝露濃度は 0.36 µg/m3程度であった。無毒性量等 8.8 mg/m3と予測最大曝露濃

度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE は 2,400 と

なる。また、化管法に基づく平成 24 年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排出事業

所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 6.2 µg/m3であったが、参考としてこれから算出

した MOE は 140 となる。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

一方、室内空気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.53 µg/m3 程度、予測最大曝露

濃度は 3.9 µg/m3程度であり、予測最大曝露濃度から求めた MOE は 230 となる。 

従って、本物質の一般環境大気及び室内空気の吸入曝露による健康リスクについては、現

時点では作業は必要ないと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなっ

た。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間 

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性 
文献 No.

藻 類  ○ 220 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE) 

3  E C 3)-1 

  ○ 1,490 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
NOEC  
GRO(RATE) 

3  C C 4)-1 

 ○  2,010 Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC50  
GRO(RATE) 

3  B B 4)-1 

 ○  2,600 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC50  GRO 3  B B 1)-13142

 ○  8,770 
Chlamydomonas 
angulosa 

緑藻類 EC50  PHY 3 時間  D C 1)-5065 

 ○  21,300 Chlorella vulgaris 緑藻類 EC50  PHY 3 時間  D C 1)-5065 

甲殻類  ○ 350 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 4)-2 

 ○  601 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2  C C 1)-11936

 ○  1,300 Americamysis bahia アミ科 LC50  MOR 4 E C 3)-2 

 ○  1,400 Daphnia magna オオミジンコ IC50  IMM 1  B B 1)-13142

 ○  1,600 Americamysis bahia アミ科 LC50  MOR 2 B B 2)-2006026

 ○  4,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2  B B 2)-2006026

 ○  7,400 Artemia sp. アルテミア属 EC50  IMM 2  C C 1)-7069 

  ○  10,600 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2  C C 1)-7069 

 ○  13,700 Artemia salina アルテミア属 LC50  MOR 1  B B 1)-11926

魚 類 ○  2,700 Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50  MOR 4  A A 1)-13142

 ○  4,700 
Cyprinodon 
variegatus 

キプリノドン科 LC50  MOR 4  A A 2)-2006026

  ○  4,800 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50  MOR 4  A A 2)-2006026

 ○  5,100 Poecilia reticulata グッピー LC50  MOR 4  A A 1)-13142

その他   12 Colpidium colpoda ミズケムシ目 TT    POP 18 時間 C C 1)-11553
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生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間 

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性 
文献 No.

   3,020 Tetrahymena elliozzi テトラヒメナ属 TT    POP 1 B C 1)-11553

 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験はある程度信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 

E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値はある程度採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 
EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 
IC50 (Median Immobilization Concentration)：半数遊泳阻害濃度、TT (Toxicity threshold)：増殖阻害閾値 
NOEC (No Observed Effect Concentration)： 無影響濃度 

影響内容 
GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 
PHY (Physiology)：生理機能（ここでは光合成阻害）、POP (Population change)：個体群の変化、 
REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 
RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

EU の試験方法 (EU-Regulation 440/2008 C.3) 及び OECD テストガイドライン No. 201 に準拠

して、緑藻類Desmodesmus subspicatusの生長阻害試験が、GLP試験として実施された 4)-1。設定

試験濃度は、0（対照区）、5、10、20、40、80 mg/L（公比 2）であり、試験培地には通常の 2

倍濃度の NaHCO3を含んだ OECD 培地が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び

終了時において、それぞれ設定濃度の 0.28～42.93%及び 0.12～0.28%であった。毒性値の算出

には、実測濃度（試験開始時及び終了時の幾何平均値）が用いられた。速度法による 72 時間半

数影響濃度 (EC50) は 2,010 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

Galassi ら 1)-13142は、OECD テストガイドライン No. 202 (1981) を揮発物質用に変更した方法

に従って、オオミジンコ Daphnia magna の急性遊泳阻害試験を実施した。試験は止水式（密閉

容器使用）で行われた。24 時間半数遊泳阻害濃度 (IC50) は、実測濃度に基づき 1,400 μg/L であ

った。 

また、OECD テストガイドライン No. 211 に準拠して、オオミジンコ Daphnia magna の繁殖

試験が、GLP 試験として実施された 4)-2。試験は半止水式（密閉容器使用）で行われ、設定試験

濃度は、0（対照区）、0.3、0.6、1.2、2.5、5.0 mg/L（公比 2）であった。被験物質の実測濃度は、

0（対照区）、0.17、0.35、0.66、1.5、3.0 mg/L であった。繁殖阻害（累積産仔数）に関する 21

日間無影響濃度 (NOEC) は 350 µg/L であった。 
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3） 魚類 

Galassi ら 1)-13142は、OECD テストガイドライン No. 203 (1981) を揮発物質用に変更した方法

に従って、ニジマス Oncorhynchus mykiss (＝Salmo gairdneri) の急性毒性試験を実施した。試験

は、半止水式 (48 時間後換水、密閉容器使用) で行われた。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、実

測濃度に基づき 2,700 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度（PNEC）の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Desmodesmus subspicatus 72 時間 EC50（生長阻害） 2,010 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 24 時間 IC50（遊泳阻害） 1,400 µg/L

魚 類 Oncorhynchus mykiss 96 時間 LC50  2,700 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得られ

たため］ 

これらの毒性値のうち最も小さい値（甲殻類の 1,400 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 14 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 350 µg/L

アセスメント係数：100［1 生物群（甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 得られた毒性値（甲殻類の 350 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、慢性毒

性値に基づく PNEC 値 3.5 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 3.5 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比 

公共用水域・淡水 
データは得られなかった

[過去のデータではあるが

0.01 µg/L未満程度 (2000)]

データは得られなかった

[過去のデータではあるが

0.03 µg/L程度 (2000)] 3.5 

µg/L 

― 

公共用水域・海水 
データは得られなかった

[過去のデータではあるが

0.01 µg/L未満程度 (2000)]

データは得られなかった

[過去のデータではあるが

0.01 µg/L程度 (2000)] 
― 
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 注：1) 環境中濃度での（     ）内の数値は測定年度を示す 
      2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

  

 

 

 

 

本物質については、予測環境中濃度 (PEC) を設定できるデータが得られなかったため、生

態リスクの判定はできなかった。なお、過去のデータではあるが公共用水域の淡水域の 0.03 

µg/L 程度及び海水域の 0.01 µg/L 程度と PNEC の比は、0.01 より小さくなる。 

本物質の近年における公共用水域濃度は得られていないが、平成 13 年度と現在の製造・輸

入数量を比較すると、公共用水域・淡水及び海水の濃度が一桁以上増加している可能性は低い、

と考えられる。 

したがって、本物質については新たな情報を収集する必要性は低いと考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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本物質は、パイロット事業（化学物質の環境リスク評価 第 1 巻）において環境リスク初期

評価結果が公表されているが、改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： エチルベンゼン 

（別の呼称：フェニルエタン、エチルベンゾール） 

CAS 番号：100-41-4 
化審法官報告示整理番号：3-28、3-60 (モノ（又はジ）メチル（エチル，ブロモアリル，ブロモプ

ロピルオキシカルボニル，又はクロロプロピルオキシカルボニル）

ベンゼン) 
化管法政令番号：1-53 
RTECS 番号：DA0700000 

分子式 ： C8H10 

分子量：106.2 
換算係数：1 ppm = 4.34 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 

 
 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は、常温では無色透明な液体で、揮発性物質である 1)。 

融点 -94.95℃ 2)、-95.01℃ 3)、-94.975℃ 4)、-94.97℃5) 

沸点 
136.2℃ (760 mmHg) 2)、136.193℃ (760 mmHg) 4)、

136.25℃ 3)、136.2℃ 5) 

比重 0.8626 g/cm3 (25℃) 2) 

蒸気圧 
9.60 mmHg (=1.28×103 Pa) (25℃) 2) , 4)、 
7 mmHg (=900 Pa) (20℃) 5) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 3.15 2) , 4) , 5) , 6) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
161 mg/1,000 g (25℃) 2)、169 mg/L (25℃) 4)、 
152 mg/L (20℃) 5)、212.3 mg/L (20℃)7) 

 

［2］エチルベンゼン            
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（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 （分解性が良好と判断される化学物質8) ） 

分解率：BOD 0%、HPLC 0% 

（試験期間：4 週間、被験物質：100 mg/L、活性汚泥：30 mg/L）9) 

分解率： HPLC 100% 

（試験期間：4 週間、逆転条件（開放系））9) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 7.1×10-12 cm3/(分子･sec) （25℃、測定値）10) 

半減期： 9～90 時間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 11) と仮定し計算）

硝酸ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：≦ 5.7×10-16 cm3/(分子･sec) （25℃、測定値）10) 
半減期：≧ 59 年（硝酸ラジカル濃度を 2.4×108分子/cm3 12)と仮定し計算） 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF) ： 56（BCFBAF13) により計算） 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数（Koc）：7914) ～2,30014) 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す15),16),17),18)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21 22 23 24 

製造・輸入数量(t) a) 1,814,140 b) 1,975,937 c) 1,335,987 c) 1,329,738 c) 

注： a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
 b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
 c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す19),20),21)。 
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表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び輸入量 a) 
100,000～1,000,000 t

/年未満 
100,000～1,000,000 t

/年未満 
100,000～1,000,000 t

/年未満 
注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入を 

した者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

 

 

本物質の輸出量及び輸入量22) の推移を表 1.3 に示す。 

 
表 1.3 輸出量及び輸入量の推移 

平成（年） 16 17 18 19 20 

輸出量（t）a) 3,415 257 241 4,258 113 

輸入量（t）a) 0.001 －b) －b) 0 －b) 

平成（年） 21 22 23 24 25 

輸出量（t）a) 2,198 109 2,130 7,109 82 

輸入量（t）a) －b) －b) －b) －b) －b) 

注：a) 普通貿易統計[少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く]品別国別表より。 
         b) 公表されていない。 

 

また、OECD に報告している生産量は 100,000～1,000,000 t 未満、輸入量は 1,000～10,000 t

未満である。本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、

100 t 以上である23)。 

 

② 用 途 

本物質は、ほとんどがスチレンの原料として使われているほか、油性塗料、接着剤、イン

キなどの溶剤として広く使用されている 1)。 

本物質は混合キシレンの一成分として含まれているほか、ガソリンや灯油にも含まれてい

る 1)。本物質の平均含有率は、プレミアムガソリンで 1.50%、レギュラーガソリンで 1.20%、

灯油では 0.27%である24)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、人健康影響の観点から化学物質審査規制法優先評価化学物質（通し番号：50）に

指定されているほか、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：53）に指

定されている。 

本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されているほか、水生生物

保全に係る水質目標を優先的に検討すべき物質に選定されている。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 24年度の届出排

出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表2.1に

示す。 

 

表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 14,085,669 1,593 11 0 3,070 3,500,244 4,413,003 9,215,809 472,048 4,074,200 14,087,273 18,175,060 32,262,333

エチルベンゼン

業種等別排出量(割合) 14,085,669 1,593 11 0 3,070 3,500,244 4,413,003 9,215,808 472,048 4,074,199

4,282,607 0 0 0 0 257,949 届出 届出外

(30.4%) (7.4%) 44% 56%

3,566,761 52 0 0 1,790 285,681 495,243

(25.3%) (3.3%) (58.3%) (8.2%) (11.2%)

1,572,756 19 0 0 6 308,649 537,174

(11.2%) (1.2%) (0.2%) (8.8%) (12.2%)

1,676,825 60 0 0 66 218,399 419,470

(11.9%) (3.8%) (2.2%) (6.2%) (9.5%)

7,361 0 0 0 0 870 2,088,606

(0.05%) (0.02%) (47.3%)

471,081 0 0 0 0 134,298 99,544

(3.3%) (3.8%) (2.3%)

500,261 0 0 0 412 91,765 62,905

(3.6%) (13.4%) (2.6%) (1.4%)

389,213 316 11 0 658 1,785,228 3,963

(2.8%) (19.8%) (100%) (21.4%) (51.0%) (0.09%)

294,840 5 0 0 0 13,145 27,148

(2.1%) (0.3%) (0.4%) (0.6%)

86,491 0 0 0 9 33,540 226,567

(0.6%) (0.3%) (1.0%) (5.1%)

283,698 0 0 0 0 67,309 19,230

(2.0%) (1.9%) (0.4%)

276,041 0 0 0 0 53,515 14,357

(2.0%) (1.5%) (0.3%)

247,900 0 0 0 0 390 28,794

(1.8%) (0.01%) (0.7%)

3,750 0 0 0 0 2,360 129,127

(0.03%) (0.07%) (2.9%)

23,106 0 0 0 0 0 109,357

(0.2%) (2.5%)

63,273 4 0 0 0 7,968 44,946

(0.4%) (0.2%) (0.2%) (1.0%)

69,060 0 0 0 0 38,981 19,810

(0.5%) (1.1%) (0.4%)

32,112 0 0 0 0 21,077 39,995

(0.2%) (0.6%) (0.9%)

28,453 0 0 0 0 0 32,624

(0.2%) (0.7%)

51,214 0 0 0 120 3,045 3,571

(0.4%) (3.9%) (0.09%) (0.08%)

53,982 0 0 0 0 1,330

(0.4%) (0.04%)

37,920 0 0 0 0.9 11,573

(0.3%) (0.03%) (0.3%)

11,724 0 0 0 0 618

(0.08%) (0.02%)

10,199 0.2 0 0 0 15,438

(0.07%) (0.01%) (0.4%)

石油製品・石炭製品

製造業

出版・印刷・同関連

産業

燃料小売業

精密機械器具製造業

電気業

鉄道車両・同部分品

製造業

石油卸売業

鉄鋼業

繊維工業

パルプ・紙・紙加工品

製造業

木材・木製品製造業

その他の製造業

非鉄金属製造業

プラスチック製品

製造業

電気機械器具製造業

化学工業

ゴム製品製造業

家具・装備品製造業

窯業・土石製品

製造業

総排出量の構成比(%)

船舶製造・修理業、

舶用機関製造業

輸送用機械器具

製造業

金属製品製造業

一般機械器具製造業

自動車整備業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計
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大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 14,085,669 1,593 11 0 3,070 3,500,244 4,413,003 9,215,809 472,048 4,074,200 14,087,273 18,175,060 32,262,333

業種等別排出量(割合)

3,240 0 0 0 0 3,700 6,267 届出 届出外

(0.02%) (0.1%) (0.1%) 44% 56%

8,565 0 0 0 0 0

(0.06%)

8,400 0 0 0 0 260 0.7

(0.06%) (0.007%) (0.00002%)

7,700 6 0 0 0 190

(0.05%) (0.4%) (0.005%)

4,420 0 0 0 0 736 1,350

(0.03%) (0.02%) (0.03%)

3,300 1,000 0 0 0 15,000

(0.02%) (62.8%) (0.4%)

1,100 0 0 0 0 190 2,953

(0.008%) (0.005%) (0.07%)

3,214 0 0 0 0 43,000

(0.02%) (1.2%)

2,180 0 0 0 0 3,200

(0.02%) (0.09%)

1,732 132 0 0 2 52,843

(0.01%) (8.3%) (0.08%) (1.5%)

850 0 0 0 0 5,514

(0.006%) (0.2%)

170 0.3 0 0 5 21,103

(0.001%) (0.02%) (0.2%) (0.6%)

58 0 0 0 0 0

(0.0004%)

57 0 0 0 0 0

(0.0004%)

44 0 0 0 0 81

(0.0003%) (0.002%)

10 0 0 0 0 1,300

(0.00007%) (0.04%)

2 0 0 0 0 0

(0.00002%)

1

(0.00003%)

8,352,253 449,954

(90.6%) (95.3%)

97,900

(1.1%)

746,808 22,094

(8.1%) (4.7%)

18,847

(0.2%)

3,273,536

(80.3%)

400,621

(9.8%)

特殊自動車 81,620

(2.0%)

船舶 314,234

(7.7%)

鉄道車両 4,188

(0.1%)

総排出量の構成比(%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

排出量　　(kg/年)

高等教育機関

塗料

汎用エンジン

農薬

殺虫剤

自動車

二輪車

鉄スクラップ卸売業

食料品製造業

なめし革・同製品

・毛皮製造業

特別管理産業廃棄物

処分業

医療用機械器具

・医療用品製造業

医薬品製造業

自然科学研究所

農薬製造業

自動車卸売業

電気計測器製造業

計量証明業

産業廃棄物処分業

鉄道業

衣服・その他の

繊維製品製造業

倉庫業

機械修理業

電子応用装置製造業

 

 

本物質の平成 24 年度における環境中への総排出量は、約 32,000 t となり、そのうち届出排出

量は約 14,000 t で全体の 44%であった。届出排出量のうち約 14,000 t が大気へ、約 1.6 t が公共

用水域へ排出されるとしており、大気への排出量が多い。この他に下水道への移動量が約 3 t、

廃棄物への移動量が約 3,500 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業種

は船舶製造・修理業、舶用機関製造業（30%）、輸送用機械器具製造業（25%）、一般機械器具

製造業（12%）、金属製品製造業（11%）であり、公共用水域への排出が多い業種は食料品製造

業（63%）、化学工業（20%）であった。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排
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出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の媒体別配分は「PRTR

届出外排出量の推計方法等の詳細」3)をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合

計したものを表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

31,442,735 

19,861 

769,996 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本

固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4)を用いて予測した。予測の

対象地域は、平成 24 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった東京都（大気への排出量

2,400 t、公共用水域への排出量 0.92 t、土壌への排出量 1.8 t）、公共用水域への排出量が最大で

あった神奈川県（大気への排出量 1,820 t、公共用水域への排出量 1.5 t、土壌への排出量 6.5 t）

及び土壌への排出量が最大であった北海道（大気への排出量 878 t、公共用水域への排出量 0.2 t、

土壌への排出量 130 t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 土 壌 

東京都 東京都 神奈川県 北海道 

大 気 90.4 90.4 69.9 28.6 

水 域 0.2 0.2 1.1 0.2 

土 壌 9.4 9.4 29.0 71.1 

底 質 0.0 0.0 0.0 0.0 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示

す。 

表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文献 
平均値 a) 平均値 a) 下限値 b)

                      

一般環境大気 c) µg/m3 1.7 2 0.17 10 －d) 58/58 全国 2012 5) 

  1.4 1.7 0.16 5 －d) 41/41 全国 2011 6) 

  1.6 1.8 0.57 3.8 －d) 30/30 全国 2010 7) 
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媒体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文献 
平均値 a) 平均値 a) 下限値 b)

  2.3 2.5 0.61 5 －d) 27/27 全国 2009 8) 

  2.7 3 0.5 5.4 －d) 28/28 全国 2008 9) 

  2.8 3 0.91 5.3 －d) 27/27 全国 2007 10) 

  3.7 4.2 0.7 8.1 －d) 30/30 全国 2006 11) 
  2.4 3.4 0.38 23 －d) 42/42 全国 2005 12) 
  3.1 3.5 0.59 6.7 －d) 31/31 全国 2004 13) 
             

室内空気 e) µg/m3 －d) －d) －d) 140 f) －d) －d) 全国 2013 14) h) 

  －d) －d) －d) 220 g)
－d) －d) 全国 2013 14) h) 

  －d) －d) －d) 36 f) －d) －d) 全国 2012 14) h) 

  －d) －d) －d) 73 g)
－d) －d) 全国 2012 14) h) 

  －d) －d) －d) 26 f) －d) －d) 全国 2012 15) i) 

  －d) －d) －d) 25 g) －d) －d) 全国 2012 15) i) 

  －d) 5.3 －d) 710 －d) －d)/602 全国 2011~2013 16) h) 

  －d) 4.4 －d) 240 －d) －d)/602 全国 2012~2013 16) i) 

  6.4 7.3 1.6 16 0.08 24/24 －d) 2006 17) 

  8.7 10 2.8 25 0.08 26/26 －d) 2005 18) 

  －d) 5.3 ND j) 26 －d) 49/50 全国 2004 19) 

食物 µg/g          
             
飲料水 µg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.12 0.05 4/19 大阪府 2007 20) 
             
地下水 k) µg/L <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.03 0/4 全国 2005 21) 
  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0/3 全国 2005 21) 
             
土壌 µg/g          
             
公共用水域・淡水 l)   µg/L <0.02 <0.02 <0.02 0.03 0.02 8/11 全国 2012 22) 
  <0.1 <0.1 <0.1 0.4 0.1 3/34 全国 2005 21)

  <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.03 0/48 全国 2005 21) 
             
公共用水域・海水 m)   µg/L <0.02 <0.02 <0.02 0.05 0.02 8/14 全国 2012 22) 
  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0/7 全国 2005 21) 
  <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.03 0/12 全国 2005 21) 
             
底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/14 全国 2002 23) 
  <0.003 <0.003 <0.003 0.0048 0.003 2/35 全国 2001 24) 
  <0.0005 0.00070 <0.0005 0.0071 0.0005 1/15 全国 1986 25) 
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.001 3/10 全国 2002 23) 

  <0.0005 0.0011 <0.0005 0.015 0.0005 9/25 全国 1986 25) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g <0.001 0.0017 <0.001 0.0065 0.001 4/13 全国 1986 25) 

                      

魚類(公共用水域・海水) µg/g <0.001 0.0011 <0.001 0.004 0.001 11/30 全国 1986 25) 

             

注： a) 最大値又は平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
       b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 
       c) 過去のデータではあるが、一般環境大気において最大12 μg/m3程度(2003)26)がある。 
       d) 報告されていない。 
       e) 過去のデータではあるが、室内空気において最大723 μg/m3(1997)27)がある。 
       f) 居間  

g) 寝室  
   h) 夏季調査結果（原著のデータを転記） 

       i) 冬季調査結果（原著のデータを転記） 
       j) ND : 定量下限値未満 
       k) 過去のデータではあるが、地下水において最大0.15 μg/L程度(1999)28)がある。 
       l) 過去のデータではあるが、公共用水域・淡水において最大0.47 μg/L(1999)28)がある。 
       m) 過去のデータではあるが、公共用水域・海水において最大1.1 μg/L(1986)25)がある。 
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（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気、室内空気、地下水及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露

の推定を行った（表 2.5）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸

量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15m3、2L 及び 2,000g と仮定し、体重を 50kg と仮定してい

る。 

 
表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     

  一般環境大気 1.7 µg/m3程度(2012) 0.51 µg/kg/day 程度 

  室内空気 5.3 µg/m3 (2011~2013)（算術平均値） 1.6 µg/kg/day（算術平均値） 

平      

  水 質    

  飲料水 データは得られなかった（限られた地域

で 0.05 µg/L 未満の報告がある(2005)）
データは得られなかった（限られた地域

で 0.002 µg/kg/day 未満の報告がある）

  地下水 概ね 0.1 µg/L 未満(2005) 概ね 0.004 µg/kg/day 未満 

均 公共用水域・淡水 0.1 µg/L 未満程度(2005) 0.004 µg/kg/day 未満程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

       

  大 気   

  一般環境大気 10 µg/m3程度(2012) 3 µg/kg/day 程度 

最  室内空気 710 µg/m3 (2011~2013) 210 µg/kg/day 

     

大 水 質   

 飲料水 データは得られなかった（限られた地域

で 0.12 µg/L の報告がある(2005)） 
データは得られなかった（限られた地域

で 0.0048 µg/kg/day の報告がある） 
値  地下水 概ね 0.1 µg/L 未満(2005) 概ね 0.004 µg/kg/day 未満 

 公共用水域・淡水 0.4 µg/L 程度(2005) 0.016 µg/kg/day 程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.6 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 10 µg/m3程度となった。また、

室内空気の予測最大曝露濃度は、710 µg/m3となった。一方、化管法に基づく平成 24 年度の大

気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル29) を用いて推定した大気中濃度の年平均値

は、最大で 130 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、地下水のデータから算定すると概ね 0.004 µg/kg/day 未満、公

共用水域・淡水のデータから算定すると 0.016 µg/kg/day 程度であった。本物質の経口曝露の予

測最大曝露量は、0.016 µg/kg/day 程度を採用する。なお、限られた地域を調査対象とした飲料

水のデータ 0.12 μg/L から算定した経口曝露量は 0.0048 µg/kg/day となった。 
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一方、化管法に基づく平成24年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データ

ベース30) の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 14 μg/L と

なった。推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出すると 0.56 μg/kg/day となった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.6 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気  一般環境大気 0.51 3 

   室内空気 1.6 210 

水 質  飲料水 (限られた地域で 0.002) (限られた地域で 0.0048) 

  地下水 (0.004) (0.004) 

   公共用水域・淡水 0.004 0.016 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.004 0.016 

 総曝露量 0.51+0.004 3.016 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
3)（ ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.4 µg/L 程度、海水域では 0.05 µg/L 程度となった。 

化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベー

ス30) の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 14 μg/L となっ

た。 

 
表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

0.1 µg/L 未満程度(2005) 
 
0.02 µg/L 未満程度(2012)

0.4 µg/L 程度(2005) 
 
0.05 µg/L 程度(2012) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルした本物質 30 mg/kg を単回強制経口投与した結果、48 時間で投与した

放射活性の 82.4％が尿中に、1.5％が糞中に排泄されたが、そのほぼすべてが 24 時間以内の排泄

であり、吸収、排泄は速やかであった。尿中放射活性の 23％がマンデル酸、34％が馬尿酸、8％

が 1-フェニルエチルグルクロン酸であった 1) 。また、ラットに 350 mg/kg を単回強制経口投与

し、尿中代謝物（マンデル酸、フェニルグリオキシル酸）を調べた結果、これらの代謝物は投

与後最初の尿中から検出され、約 15～19 時間後にピーク濃度に達して、48 時間後までに不検出

となった 2) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 1,000 mg/m3 を 6 時間吸入させた結果、平均で 16 mg/匹が

吸収されており、吸収率は吸入した本物質の 44％と見積もられた。42 時間で吸収した放射活

性の 82.6％が尿に、0.7％が糞中に排泄され、呼気中には 14CO2 として 0.03％、炭化水素類と

して 8.2％が排泄され、体内残留は 0.2％であり、そのほとんどがカーカス（内臓を除いた体

部）にあった 3) 。 

ラットに 300、600 ppm（1,300、2,600 mg/m3）を 6 時間吸入させた結果、48 時間で 14 種類の

代謝物が尿中に排泄されたが、主要な代謝物は 1-フェニルエタノール、マンデル酸、安息香酸

であり、両濃度群ともにこれらの代謝物が全体の約 75％（各 25％）を占めていた。300 ppm 群

では 48 時間で吸収量の 83％（曝露時間内に 13％）が尿中に排泄されたが、600 ppm 群では 59％

（同 6％）の尿中排泄であった 4) 。また、50、300、600 ppm を 16 週間（6 時間/日、5 日/週）吸

入させて主要な尿中代謝物（数％以上の 6 種類）を調べた結果、1 日当たりの総排泄量は曝露濃

度とともに増加したが、直線的な変化ではなかった。曝露濃度の増加とともに 1-フェニルエタ

ノール、ω-ヒドロキシアセトフェノンは増加し、マンデル酸、フェニルグリオキシル酸、馬尿

酸は減少し、曝露期間の増加とともにマンデル酸は減少した。腎周囲脂肪中の本物質濃度は曝

露期間による影響をほとんど受けず、50、300、600 ppm 群で 8～25 µg/g、170～212 µg/g、212

～319 µg/g であった 5) 。 

マウスに 75、200、500、1,000 ppm（326、868、2,170、4,340 mg/m3）を 4 時間吸入させ、曝

露開始から 2～6 時間内の血液中の本物質濃度を調べた結果、2～4 時間はほぼ平衡状態にあった

が、ピーク濃度は各群とも 4 時間後にみられた。各群のピーク濃度は 75 ppm 群に対して 4、36、

135 倍大きく、各群の AUC（血中濃度時間曲線下面積）を求めて比較すると、75 ppm 群に対し

て 5、41、216 倍であり、500 ppm 以上の群では曝露濃度の増加割合から予想される値よりも数

倍以上大きく、代謝の飽和が示唆された。また、75、750 ppm を 1、7 日間（4 時間/日）吸入さ

せた結果、血液中の本物質濃度は 75 ppm 群では 7 日後>1 日後の関係にあったが、750 ppm 群で

は 1 日後>7 日後の関係にあり、高濃度の反復曝露により代謝経路が変化した可能性が示唆され

た 6) 。 

ヒトでは、ボランティアに 150 ppm（651 mg/m3）を 4 時間吸入させ、曝露開始から 24 時間内

に排泄された尿中代謝物を測定した結果、対象とした9種類の代謝物はいずれも検出されたが、

全体の 72％をマンデル酸、19％をフェニルグリオキシル酸、4％を 1-フェニルエタノールが占

めていた 7) 。また、200 mg/m3を 4 時間吸入させ、24 時間の尿中に排泄された未変化体を調べ
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た結果、吸収量の 0.0024％とごくわずかであった 8) 。 

酸素マスクを装着したボランティアの全身（体表面積の 90～95%）に 650～1,300 mg/m3を 2

時間曝露させ、曝露前・中・後の尿中マンデル酸濃度を調べた結果、曝露後 2～4 時間の尿中で

わずかな増加がみられた程度で、6 時間後までほぼ変化はなかった。このため、経皮曝露経路は

無視できるものと考えられた 9) 。また、ヘアレスマウスの背部に 14C でラベルした本物質（5 µL）

を 4 時間塗布した結果、適用量の 3.4％が吸収され、この間に吸収量の 66％が糞尿中に、14％が

呼気中に排泄された 10) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 11) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 3,500 mg/kg 
ラット 吸入 LCLo 4,000 ppm[17,360 mg/m3] (4hr) 
ラット 吸入 LC50 55,000 mg/m3 (2hr) 
マウス 吸入 LCLo 5,000 ppm[21,700 mg/m3] (30min) 
マウス 吸入 LCLo 10,000 ppm[43,400 mg/m3]  
マウス 吸入 LCLo 50,000 mg/m3 (2hr) 
マウス 吸入 LC50 35,500 mg/m3 (2hr) 

モルモット 吸入 LCLo 2,500 ppm[10,850 mg/m3] (8hr) 
モルモット 吸入 LCLo 10,000 ppm[43,400 mg/m3]  
ウサギ 吸入 LC50 4,000 ppm[17,360 mg/m3] (4hr) 
ウサギ 経皮 LD50 >5,000 mg/kg 
ウサギ 経皮 LD50 17,800 µL/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、皮膚、気道を刺激し、液体を飲み込むと、肺に吸い込んで化学性肺炎を起こ

すことがある。中枢神経に影響を与えることがある。吸入すると咳、咽頭痛、眩暈、嗜眠、

頭痛を生じ、経口摂取では咽喉や胸部の灼熱感の症状も加わる。眼に入ると発赤、痛み、皮

膚に付くと発赤を生じる 12) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）雌ラット（系統不明）10 匹を 1 群とし、0、13.6、136、408、680 mg/kg/day を 6 ヶ月間

（5 日/週）強制経口投与した結果、408 mg/kg/day 以上の群で肝臓及び腎臓重量の有意な増

加、肝臓の実質細胞及び腎臓の尿細管で混濁腫脹を認めたが、136 mg/kg/day 以下の群には

影響はなかった 13) 。この結果から、NOAEL を 136 mg/kg/day（曝露状況で補正：97 mg/kg/day）

とする。 

イ）Wistar ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、75、250、750 mg/kg/day を 4 週間（7 日/週）強

制経口投与した結果、250 mg/kg/day 以上の群の雄の全数及び 750 mg/kg/day 群の雌 1 匹で

流涎を認め、750 mg/kg/day 群の雄では第 1 週目に体重増加の有意な抑制がみられた。肝臓

では 250 mg/kg/day 以上の群の雄及び 750 mg/kg/day 群の雌で絶対及び相対重量の有意な増

加、小葉中心性の肝細胞肥大、腎臓では 250 mg/kg/day 以上の群の雄で相対重量の有意な増
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加と尿細管上皮への硝子滴沈着の発生率増加、750 mg/kg/day 群の雌雄で血清 GPT の有意な

上昇などがみられた。 

  そこで、雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、75、250、750 mg/kg/day を 13 週間（7 日/週）強制

経口投与した結果、250 mg/kg/day 以上の群の雌雄の全数で流涎、750 mg/kg/day 群の雄で体

重増加の有意な抑制を認め、行動検査では 750 mg/kg/day 群の雄で着地時開脚の有意な減少、

雌で運動活性の有意な増加、尿検査では 250 mg/kg/day 以上の群の雄で移行上皮の変性細胞、

顆粒及び上皮円柱の発生率の有意な増加、血液生化学検査では 250 mg/kg/day 以上の群の雄

で血清の GPT、γ-GTP、総ビリルビン、総コレステロールの有意な上昇等を認め、GPT や

総ビリルビンの有意な上昇は 750 mg/kg/day 群の雌でもみられた。また、250 mg/kg/day 以

上の群の雌雄で肝臓の絶対及び相対重量の有意な増加と小葉中心性の肝細胞肥大の発生率

増加を認め、250 mg/kg/day 以上の群の雄で腎臓の絶対及び相対重量の有意な増加と尿細管

上皮への硝子滴沈着の増加、雌で腎臓相対重量の有意な増加と胸腺の絶対及び相対重量の

有意な減少を認めた 14) 。この結果から、NOAEL を 75 mg/kg/day とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌雄 10 匹（高用量群 16 匹）を 1 群とし、0、50、250、500 mg/kg/day

を 13 週間（7 日/週）強制経口投与し、4、8、13 週の終わりに実施した神経行動学検査で

は、それらの検査成績に有意差はなかった。また、500 mg/kg/day 群の神経や筋肉、肝臓、

腎臓の組織に影響はなかった。雄の 250 mg/kg/day 以上の群では一過性の体重増加の有意な

抑制がみられ、最終の体重や肝臓及び腎臓の絶対重量に有意差はなかったものの、肝臓及

び腎臓の相対重量は雄の 250 mg/kg/day 以上の群で有意に高かった 15) 。この結果から、

NOAEL は 50 mg/kg/day となるが、神経系については NOAEL を 500 mg/kg/day 以上とする。 

エ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス、New Zealand White ウサギ雌雄各 5 匹を 1 群とし、

ラット及びマウスに 0、99、382、782 ppm、ウサギに 0、382、782、1,610 ppm を 4 週間（6

時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラットでは 382 ppm 以上の群で流涎及び流涙の散発的

な発生がみられ、382 ppm 以上の群の雄及び 782 ppm 群の雌で肝臓の絶対重量、382 ppm 以

上の群の雌及び 782 ppm 群の雄で肝臓の相対重量、782 ppm 群の雄で血小板、雌で白血球

数の有意な増加を認めた。マウスでは 782 ppm 群の雄で肝臓の相対重量、雌で肝臓の絶対

及び相対重量の有意な増加を認めた。ウサギでは 1,610 ppm 群で体重増加の抑制傾向がみ

られたが、有意差のある変化ではなかった。なお、いずれの動物種にも血液生化学や尿、

組織への影響はなかった 16) 。この結果から、NOAEL をラットで 99 ppm（曝露状況で補正：

17.7 ppm (77 mg/m3)）、マウスで 382 ppm（曝露状況で補正：68.2 ppm (296 mg/m3)）、ウサギ

で 1,610 ppm（曝露状況で補正：288 ppm (1,250 mg/m3)）とする。 

オ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、100、250、500、750、

1,000 ppm を 13～14 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラットでは雄の 500 ppm

以上の群で腎臓、750 ppm 以上の群で肝臓の絶対及び相対重量、雌の 500 ppm 以上の群で

腎臓、750 ppm 以上の群で肺の絶対重量の有意な増加を認め、250 ppm 以上の群の雄の各

9/10 匹、雌の各 10/10 匹で肺の炎症がみられたが、その重症度には用量依存性がなく、750 

ppm 群が最も軽微であった。マウスでは 750 ppm 以上の群の雌雄で肝臓の絶対及び相対重

量、1,000 ppm 群の雌で腎臓の相対重量の有意な増加を認めた。しかし、これら以外には、

組織や血液生化学への影響はなかった 17) 。この結果から、NOAEL をラットで 250 ppm（曝

露状況で補正：44.6 ppm (194 mg/m3)）、マウスで 500 ppm（曝露状況で補正：89.3 ppm (388 
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mg/m3)）とする。 

カ）Sprague-Dawley ラット雄 14 匹を 1 群とし、0、199、404、599、803 ppm を 13 週間（6 時

間/日、6 日/週）吸入させ、聴覚への影響を検討した結果、404 ppm 以上の群で 4 週目から

2、4、8、16 kHz の音に対する聴力閾値の有意な上昇を認め、曝露日数の増加に伴う聴力閾

値のさらなる上昇はなかったものの、8 週間の回復期間後も聴力閾値に大きな変化はなく、

有意に上昇したままであった。内耳のコルチ器官では、199 ppm 以上の群で中程度から重

度の外有毛細胞の消失が用量に依存して有意な発生率でみられ、本物質による聴器毒性が

示された 18) 。この結果から、LOAEL を 199 ppm（曝露状況で補正：42.6 ppm (185 mg/m3)）

とする。 

キ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、75、250、750 ppm を 104 週間（6 時間/日、

5 日/週）吸入させた結果、750 ppm 群の雄で生存率の有意な低下を認め、雄の 250 ppm 以

上の群の体重は 20 週以降、雌の 75 ppm 以上の群の体重は 2 年目以降から一貫してやや低

かった。対照群を含めた雄の 86％以上、雌の 76％以上で加齢に伴う慢性腎症の発生がみら

れ、その発生率に有意差はなかったが、重症度は雌の 75 ppm 以上の群及び雄の 750 ppm 群

で濃度に依存して有意に高く、750 ppm 群の雌雄で尿細管過形成及び腎乳頭部移行上皮過

形成の発生率の有意な増加を認めた。さらに雄では 75 ppm 以上の群で前立腺の炎症、750 

ppm 群で肺の浮腫やうっ血、出血、腸間膜及び腎リンパ節の出血、肝臓の嚢胞様変性の発

生率に有意な増加もみられたが、前立腺の炎症については濃度に依存した変化ではなかっ

た 19, 20) 。しかし、腎症重症度の有意差検定は 2 群間の統計手法を用いて行われていたこと

から、統計処理前のデータを入手して多重比較の統計手法で検定した結果、雌の 75 ppm 群

については有意差がなかった。この結果から、NOAEL は 75 ppm（曝露状況で補正：13.4 ppm 

(58 mg/m3)）となるが、自然発生した腎症の増悪のみによる判断であることから、評価には

用いないこととする。 

ク）B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、75、250、750 ppm を 103 週間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、250 ppm 以上の群の雄で肝細胞の合胞体変化（多核化）、雌の下垂

体前葉で過形成、750 ppm 群の雌雄で甲状腺濾胞細胞の過形成、雄で小葉中心性の肝細胞

肥大、肝細胞壊死、肺胞上皮の細気管支上皮細胞化生、雌で肝細胞の好酸性巣の発生率に

有意な増加を認めた 19, 20) 。この結果から、NOAEL を 75 ppm（曝露状況で補正：13.4 ppm (58 

mg/m3)）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、100、250、500、750、

1,000 ppm を 13～14 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラット及びマウスの精巣

や精子、発情周期への影響はなかった 17) 。 

イ）雌の Wistar ラットに 0、97、959 ppm を 3 週間（7 時間/日、5 日/週）吸入させて未処置の

雄と交尾させ、妊娠ラット約 38 匹/群のサブグループを設けて交尾前 0 ppm 群は 0、96、985 

ppm、交尾前 97 ppm 群は 0、96 ppm、交尾前 959 ppm 群は 0、985 ppm を妊娠 1 日から 19

日まで吸入（7 時間/日）させた結果、959→985 ppm 群で肝臓、腎臓、脾臓の絶対及び相対

重量の有意な増加を認め、0→985 ppm でも同様の変化（腎臓絶対重量を除く）を認めたが、
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妊娠率や黄体数、着床数、胎仔数、吸収胚数等に影響はなかった。胎仔では体重や頭臀長、

性比に影響はなく、奇形の発生率に有意な増加もなかったが、0→985 ppm 群で過剰肋の発

生率に有意な増加がみられた。なお、過剰肋を痕跡状のものと比較的長いものに分けて比

較すると、痕跡状は 959→985 ppm 群、比較的長いものは 0→96、0→985、959→985 ppm 群

で発生率が有意に高かったが、97→96 ppm 群ではどちらの発生率にも有意な増加はなかっ

たことから、0→96ppm 群にみられた変化の毒性学的意義は不明であった 21, 22) 。この結果

から、母ラット及び胎仔で NOAEL を 96 ppm（曝露状況で補正：28 ppm (122 mg/m3)）とす

る。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 30 匹（仔世代は 25 匹）を 1 群とし、少なくとも交尾の 70

日前から 0、25、100、500 ppm を吸入（6 時間/日）させて実施した 2 世代試験の結果、500 

ppm 群の親世代（F0）で性周期の有意な短縮を認めたが、仔世代（F1）の性周期に影響は

なかった。また、F1の雄の 500 ppm 群で包皮分離日齢の遅延、雌の 25 ppm 以上の群で膣開

口日齢の短縮に有意差を認めたが、500 ppm 群の日齢は正常値であったことから、悪影響

ではないと考えられた。その他の生殖・発生に関するパラメーターには影響はなかった。

500 ppm 群の F0の雄で肝臓及び腎臓の絶対及び相対重量、雌で肝臓の相対重量、F1の雄で

肝臓及び腎臓の相対重量、雌で肝臓の相対重量の有意な増加を認め、肝臓及び腎臓に対す

る影響は 500 ppm 群の両世代の雌雄に共通してみられた。この他に、F0雄では 100 ppm 以

上の群で甲状腺の絶対及び相対重量の有意な増加、500 ppm 群で肺の絶対重量の有意な増

加がみられたが、これらの変化は F0雌や F1にはみられなかったことから、曝露による影響

ではないと考えられた 23) 。この結果から、NOAEL を親世代で 100 ppm（曝露状況で補正：

25 ppm (109 mg/m3)）、生殖・発生毒性で 500 ppm（曝露状況で補正：125 ppm (543 mg/m3)）

以上とする。 

エ）上記 2 世代試験で得られた孫世代（F2）では、生後の生存率や体重に影響はなく、発育

の目安となる耳介展開、切歯萌出、包皮分離、膣開口の日齢にも影響はなかったが、25 ppm

以上の群の雌雄で毛生、25 ppm 及び 100 ppm 群の雄で眼瞼開裂の日齢に有意な遅延がみら

れた。しかし、毛生や眼瞼開裂の日齢は F1の対照群で認めた日齢と同程度であり、眼瞼開

裂については用量依存性もなかったことから、曝露による影響ではないと考えられた。ま

た、生後 4 日から 72 日の間に実施した各種神経行動学検査の成績にも影響はなかった 24) 。

この結果から、仔の発育に関するNOAELを 500 ppm（曝露状況で補正：125 ppm (543 mg/m3)）

以上とする。 

オ）New Zealand White ウサギ雌 30 匹を 1 群とし、0、99、962 ppm を妊娠 1 日から 24 日まで

吸入（7 時間/日）させた結果、962 ppm 群で肝臓相対重量の有意な増加と生存同腹仔数の

有意な減少を認めた以外には、肝臓等の組織や生殖・発生に関するパラメーターに影響は

なかった 21, 22) 。この結果から、NOAEL を 99 ppm（曝露状況で補正：28.9 ppm (125 mg/m3)）

とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）本物質の臭気閾値として気中濃度で 2.3 ppm（10 mg/m3）、水溶液濃度で 0.029 ppm とし

た報告 25) 、臭気閾値を 8.7～870 mg/m3、刺激閾値を 870 mg/m3 とした報告 26) があり、我
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が国で三点比較式臭袋法によって測定された臭気閾値は 0.17 ppm であったと報告されて

いる 27) 。 

イ）ボランティア 25 人に本物質を 10％含むワセリンを塗布した結果、感作反応はみられなか

った 28) 。 

ウ）本物質を製造するチェコスロバキア（当時）の工場では、過去 20 年以上にわたって 200

人を超える男性労働者（平均年齢 36.6 歳、平均勤続年数 12.2 年）の血液検査と尿中代謝物

の測定（2 回/年）を実施しており、マンデル酸の尿中平均濃度は換気の悪かった 1964～1974

年には 46 mg/Lであったが、労働環境の改善によって 1976～1985年は 30 mg/Lに低下した。

血液検査では血球数や生化学成分に異常はみられず、肝障害の記録もなかった 29) 。 

エ）中国の石油化学工場で本物質及び騒音に曝露される労働者（A 工場 246 人、B 工場 307

人）、年齢でマッチさせて選んだ騒音のみに曝露される発電所労働者（290 人）及び事務所

勤務の労働者（327 人）を対象として聴力及び神経機能への影響を検討した断面研究では、

本物質の曝露濃度は A 工場で 123 mg/m3、B 工場で 135 mg/m3、その他の揮発性芳香族炭化

水素（スチレン、ベンゼン、トルエン、キシレン）は検出限界値未満であり、騒音レベル

は A 工場で 83 dB(A)、B 工場で 84 dB(A)、発電所で 84 dB(A)、事務所で 67 dB(A)であった。

25 dB 以上の聴力損失は A 工場で 78％、B 工場で 80％、発電所で 57％、事務所で 5.2％の

労働者にみられ、両工場の有病率は発電所や事務所に比べて有意に高く、年齢や喫煙、飲

酒で調整したオッズ比も両工場の労働者で有意に高かった。また、神経行動学的機能検査

の結果、両工場の労働者では単純反応時間、数唱、手先の器用さ、視覚記銘力、指標追跡

力の成績が事務所勤務の労働者に比べて有意に劣り、勤続年数でみると、3 年以上の労働者

が有意に劣っていた。このため、両工場及び事務所労働者の神経伝達物質を調べると、両

工場の労働者ではアセチルコリンエステラーゼ活性が有意に低かった。これらのことから、

本物質の曝露によって聴力の損失、神経機能の抑制、神経伝達物質の乱れが生じることが

示唆された 30) 。 

オ）テキサス州の先天異常登録に 1999 年から 2004 年の間に登録された神経管欠損児を対象

とした症例対照研究では、生年や人種、出産歴で調整した二分脊椎、無脳症のリスクは本

物質の大気からの妊娠時曝露濃度との関連はなかった 31) 。また、1999 年から 2008 年に登

録された口蓋裂についても、本物質との関連はなかった 32) 。 

カ）メキシコのゴム工場で 2～24 年間勤務し、炭化水素の曝露を受けた労働者 48 人と非曝露

の対照群 42 人を対象として精子への影響を調べた調査では、正常な精液は対照群の 76％に

対し、曝露群では 17％と低く、精子数の減少や異常精子数の増加など精巣機能低下がみら

れた。炭化水素濃度は本物質 221～234 mg/m3、ベンゼン 32～48 mg/m3、トルエン 190～213 

mg/m3、キシレン 47～56 mg/m3であり、本物質濃度が最も高かったが、どの物質による影

響かは不明であった 33) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
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表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (2000) 2B ヒトに対して発がん性があるかもしれない 

EU EU －  

 EPA (1991) D ヒト発がん物質として分類できない 

USA ACGIH (1998) A3 動物に対して発がん性が確認されたが、ヒトへの関連

性は不明な物質 

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 

(2001) 

第2群

B 

ヒトに対しておそらく発がん性があると判断できる

物質のうち、証拠が比較的十分でない物質 

ドイツ DFG (2011) 4 発がん物質の可能性はあるが、遺伝子傷害性がないか、

あってもわずかな寄与しかない物質 
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 34~37) 、

大腸菌 36) 、酵母 36, 38) で遺伝子突然変異を誘発せず、S9 無添加の細菌（シュードモナス

属）でも誘発しなかったが 39) 、S9 無添加のマウスリンパ腫細胞（L5178Y）で遺伝子突

然変異を誘発した 40) 。S9 添加の有無にかかわらずチャイニーズハムスター卵巣細胞

（CHO）で染色体異常、姉妹染色分体交換を誘発せず 17) 、S9 無添加のラット肝細胞（RL1、

RL4）で染色体異常を誘発しなかったが 36) 、S9 無添加のシリアンハムスター胚細胞（初

代培養）で小核 41) 、形質転換 42) 、ヒト肝細胞で姉妹染色分体交換 43) 、ヒトリンパ球で

一本鎖 DNA 切断 44) を誘発した。 

in vivo 試験系では、吸入曝露したマウスの肝細胞で不定期 DNA 合成 45) 、末梢血で小

核 17) 、腹腔内投与したマウスの骨髄細胞で小核 46) を誘発しなかった。また、投与経路は

不明であるが、ショウジョウバエで劣性致死突然変異を誘発しなかった報告があった 47) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Sprague-Dawley ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、500 mg/kg/day を 104 週間（4 日/週）

強制経口投与し、その後、自然死するまで飼育した結果、悪性腫瘍の発生率増加はなかっ

た。しかし、同様にして 0、800 mg/kg/day を強制経口投与した結果、800 mg/kg/day の雄 3/50

匹、雌 1/50 匹の鼻腔に嗅神経上皮腫の発生がみられ、同系統のラットで非常に稀な腫瘍で

あったことから、本物質の発がん性を示す証拠とされている 48) 。 

Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、75、250、750 ppm を

103～104 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラットでは 750 ppm 群の雄で尿細管

腺腫、尿細管腺腫＋癌、雌で尿細管腺腫の発生率に有意な増加を認めた。750 ppm 群の雄

では、精巣の片側ないし両側性の間質細胞腺腫の発生率に有意な増加がみられたが、これ

らの精巣腫瘍は加齢の雄動物に高頻度にみられることから、本物質の発生促進作用による

ものと思われた。マウスでは 750 ppm 群の雄で肺胞/細気管支腺腫、肺胞/細気管支腺腫＋癌、

雌で肝細胞腺腫、肝細胞腺腫＋癌の発生率に有意な増加を認めた 19, 20) 。 
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これらの結果から、雄ラットでは尿細管腫瘍の発生率増加による発がん作用の明瞭な証

拠があり、雌ラットでは尿細管腺腫、雄マウスでは肺胞/細気管支腫瘍、雌マウスでは肝細

胞腫瘍の発生率増加による幾つかの証拠があると NTP（1999）は結論した 20)。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

本物質を製造するチェコスロバキア（当時）の工場の調査では、少なくとも過去 10 年間

については、悪性腫瘍が発生したという記録はなかった 29) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られている。発

がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果が得られているものの、ヒトでの知見

は十分でなく、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存

在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定する

こととする。 

経口曝露については、経口投与試験の用量段階を考慮すると、中・長期毒性ア）のラット

の試験から得られた NOAEL 136 mg/kg/day（肝臓及び腎臓の重量増加、混濁腫脹）を曝露状

況で補正して 97 mg/kg/day とし、試験期間が短いことから 10 で除した 9.7 mg/kg/day が信頼

性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性ク）のマウスの試験から得られた NOAEL 75 ppm（肝

細胞の合胞体変性、下垂体前葉の過形成）を曝露状況で補正した 13.4 ppm（58 mg/m3）が信

頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

9.7 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.004 µg/kg/day 

未満程度 
0.016 µg/kg/day 程度 12,000 

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.004 

µg/kg/day 未満程度、予測最大曝露量は 0.016 µg/kg/day 程度であった。無毒性量等 9.7 mg/kg/day

と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発

がん性を考慮して 5 で除して求めた MOE（Margin of Exposure）は 12,000 となる。さらに、化

管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量をもとに推定した高排出事業所

の排出先河川中濃度から算出した最大曝露量は 0.56 µg/kg/day であり、それから参考として

MOE を算出すると 350 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定さ

れることから、その曝露量を加えても MOE が大きく変化することはないと考えられる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 1.7 µg/m3程度 10 µg/m3程度 

58 mg/m3 マウス 
120 

室内空気 5.3 µg/m3 710 µg/m3 2 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 1.7 µg/m3程

度、予測最大曝露濃度は 10 µg/m3 程度であった。無毒性量等 58 mg/m3と予測最大曝露濃度か

ら、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考慮して 5

で除して求めた MOE は 120 となる。一方、化管法に基づく平成 24 年度の大気への届出排出

量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 130 µg/m3であっ

たが、参考としてこれから算出した MOE は 9 となる。 

一方、室内空気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 5.3 µg/m3、予測最大曝露濃度は

710 µg/m3であり、予測最大曝露濃度から求めた MOE は 2 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝

露の情報収集等を行う必要性があり、室内空気の吸入曝露については詳細な評価を行う候補

と考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなっ

た。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 
／和名 

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

藻 類  ○ <1,000 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-9607

 ○  1,340 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50    
GRO (Yield) 

2 B B 1)-100638

  ○ 3,400 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE)

3 E C 3) 

  ○ 3,400 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 NOEC  GRO 4 D C 4)-2 

 ○  3,600 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC50   GRO 4 B B 1)-4189

  ○ 4,500 Skeletonema 
costatum 珪藻類 NOEC  GRO 4 B B 4)-1 

甲殻類 ○  
424 

(0.49µL/L) 
Crago franciscorum エビジャコ属 LC50   MOR 4 C C 1)-558 

  ○ 956 Ceriodaphnia dubia
ニセネコゼ 
ミジンコ 

NOEC  REP 7 B B 1)-19326

 ○  1,810 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 1)-6984

 ○  1,940 
Gammarus 
pseudolimnaeus 

ヨコエビ属 LC50   MOR 4 B B 1)-14339

 ○  2,100 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 C C 1)-11936

魚 類 ○  
3,720 

(4.3µL/L) 
Morone saxatilis スズキ科 LC50   MOR 4 D C 1)-558 

 ○  4,200 Oncorhynchus 
mykiss ニジマス LC50   MOR 4 B B 1)-13142

 ○  5,100 Menidia menidia 
トウゴロウ 
イワシ科 

LC50   MOR 4 A A 1)-4189

その他 ○  37,800 Chironomus 
plumosus 

オオユスリカ LC50  MOR 2 B B 1)-165107

 ○  
322,000 

(373µL/L) 
Crassostrea gigas マガキ（胚）

EC50   
MOR・DVP 

2 D C 1)-8621

－87－
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生物群 
急

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 
／和名 

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

 ○  
4,100,000 
(0.474%) 

Amphimelania 
holandri 

トウガタカワニ

ナ科 
LC50  MOR 4 C C 1)-71861

 ○  
33,000,000 

(3.812%) 
Viviparus viviparus タニシ科 LC50  MOR 4 C C 1)-71861

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

REP (Reproduction)：繁殖、再生産、POP (Population Change)：個体群の変化（増殖） 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

Yield：試験期間の収量より求める方法 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

TsaiとChen1)-100638は、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitataの生長阻害試験を実施した。試験

は密閉系（ヘッドスペースなし）で行われた。EPA の試験方法 (OPPTS 850.5400.1996) 及び

ASTM の試験方法 (E1218) を改変し、EDTA を除いた培地（硬度 7.5 mg/L、CaCO3換算）が用

いられた。試験期間の細胞収量より求めた 48 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき

1,340 µg/L であった。 

また、米国 EPA の試験方法 (1985) に準拠して、珪藻類 Skeletonema costatum の生長阻害試験

が GLP 試験として実施された 4)-1。試験には密閉容器が使用された。設定試験濃度は、0（対照

区）、2.7、4.5、7.2、10.8、18.0 mg/L であり、試験用水には滅菌海水が用いられた。被験物質の

実測濃度は、0（対照区）、2.6、4.5、6.2、9.0、18.0 mg/L であった。72 時間無影響濃度 (NOEC) 

は、実測濃度に基づき 4,500 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

Vigano1)-6984は、オオミジンコDaphnia maganaの急性遊泳阻害試験を実施した。試験は止水式

（密閉系）で行われた。試験用水として、硬度 150 mg/L (CaCO3換算) の合成培地が用いられた。

48 時間半数影響濃度 (EC50) は 1,810 µg/L であった。 

また、Niederlehner ら 1)-19326は、米国 EPA の試験方法 (EPA600/4-91-003, 1994) を若干改変し

た方法に従い、ニセネコゼミジンコ Ceriodaphnia dubia の繁殖試験を実施した。試験は半止水

式（毎日換水、密閉系）で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区であった。試験用水
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には、米国 EPA の試験方法 (EPA600/4-91-003, 1994) に従った人工中硬水（硬度 68.3 mg/L、

CaCO3換算）が用いられた。被験物質の平均実測濃度は、0（対照区）、6、9、16、33、50 µM

であった。繁殖阻害（産仔数）に関する 7 日間無影響濃度 (NOEC) は、実測濃度（幾何平均値）

に基づき 956 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

Galassi ら 1)-13142は、OECD テストガイドライン No. 203 (1981) を揮発性物質用に改変した方

法に従って、ニジマス Oncorhynchus mykiss (＝Salmo gairdneri) の急性毒性試験を実施した。試

験は、半止水式（48 時間後換水、密閉容器使用）で行われた。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、

実測濃度に基づき 4,200 µg/L であった。 

 

4） その他生物 

Liら 1)-165107は、オオユスリカChironomus plumosusの急性毒性試験を実施した。試験は半止水

式 (12 時間毎換水) で行われた。設定試験濃度は、0（対照区、助剤対照区）、15、23、35、54、

83 mg/L（公比 1.5）であった。試験溶液の調製には、ジメチルスルホキシド (DMSO) と界面活

性作用のある硬化ひまし油 (Tween80) が、合わせて 100 µL/L 以下の濃度で用いられた。48 時

間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 37,800 µg/L であった。 
 

 

（2）予測無影響濃度(PNEC)の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度(PNEC)を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 48 時間 EC50（生長阻害）  1,340 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害）  1,810 µg/L 

魚 類 Oncorhynchus mykiss 96 時間 LC50  4,200 µg/L 

その他 Chironomus plumosus 48 時間 LC50 37,800 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他生物について信頼できる

知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、その他生物を除いた最も小さい値（藻類の 1,340 µg/L）をアセスメン

ト係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 13 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻 類 Skeletonema costatum 96 時間 NOEC（生長阻害） 4,500 µg/L 

甲殻類 Ceriodaphnia dubia 7 日間 NOEC（繁殖阻害） 956 µg/L 

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値の小さい方（甲殻類の 956 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することによ

り、慢性毒性値に基づく PNEC 値 9.5 µg/L が得られた。 
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本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 9.5 µg/L を採用する。 

 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度(PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.1 µg/L 未満程度(2005) 0.4 µg/L 程度(2005) 
9.5 

µg/L 

0.04 

公共用水域・海水 0.02 µg/L未満程度(2012) 0.05 µg/L程度(2012) 0.005 

注：1) 水質中濃度の（  ）内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 
 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域で 0.1 µg/L 未満程度、海水域

では 0.02 µg/L未満程度であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予

測環境中濃度(PEC)は、淡水域で 0.4 µg/L 程度、海水域では 0.05 µg/L 程度であった。 

予測環境中濃度(PEC)と予測無影響濃度(PNEC)の比は、淡水域で 0.04、海水域では 0.005とな

る。 

化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を、全国河道構造データベ

ースの平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 14 μg/L であり、

PNEC よりも高濃度の地点が存在する可能性も考えられる。 

したがって、本物質については情報収集に努める必要があり、PRTR データを踏まえた環境

中濃度の測定について検討する必要があると考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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本物質は、第 5 次とりまとめにおいて環境リスク初期評価結果が公表されているが、改めて

初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：クロトンアルデヒド 
（別の呼称：2-ブテナール） 
CAS 番号：4170-30-3 
化審法官報告示整理番号：2-524 
化管法政令番号：1-375 
RTECS 番号：GP9499000 
分子式：C4H6O 
分子量：70.09 
換算係数：1 ppm = 2.87 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 

     
   cis-体                   trans-体 

（2）物理化学的性状 

本物質は刺激臭のある液体である1)。 

融点 
-76.6℃ (trans-体) 2)、-69℃3)、-76.5℃4)、-74℃ (trans-
体) 5)、-69℃ (trans-体、凝固点) 5)、-75℃ 6) 

沸点 
102.2℃ (760 mmHg、trans-体) 2)、102.2℃ 3)、104℃ (760 
mmHg) 4)、104℃ (760 mmHg、trans-体) 5)、104℃ 6)、

99℃6)  

密度 0.8516 g/cm3 (20℃, trans-体) 2)、0.85 g/cm3 6) 

蒸気圧 

36.9 mmHg (=4.92×103 Pa) (25℃、trans-体) 2)、30.0 
mmHg (=4.0×103 Pa) (20℃) 4) , 7)、30.0 mmHg (=4.0×103 

Pa) (25℃、trans-体) 5)、19 mmHg (=2.5×103 Pa) (20℃) 6)、

<32 mmHg (<4.3×103 Pa) (20℃) 6) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 0.60 (KOWWIN 8)により計算) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
1.81×105 mg/L (20℃) 4)、1.81×105 mg/1000g (20℃) 9)、

1.50×105 mg/L (20℃、trans-体) 5)、1.55×105 mg/L 6) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

［3］クロトンアルデヒド 

－99－



3 クロトンアルデヒド 

生物分解性 

好気的分解（分解性が良好と判断される物質 10)） 

分解率： TOC 64%（平均値）、HPLC 100%（平均値） 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）11) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：36.0×10-12 cm3/(分子･sec)（trans-体、25℃、測定値）12)  

半減期：1.8～18 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3  13)と仮定し計算） 

オゾンとの反応性（大気中） 

反応速度定数：1.74×10-18 cm3/(分子･sec)（測定値）12)  

半減期：1.5～9.2 日（オゾン濃度を 3×1012～5×1011 分子/cm3  13)と仮定して計算） 

オゾンとの反応性（大気中） 

反応速度定数：9.0×10-19 cm3/(分子･sec)（trans-体、測定値）12) 

半減期：3.0～18 日（オゾン濃度を 3×1012～5×1011分子/cm3  13)と仮定して計算） 

硝酸ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：5.1×10-15 cm3/(分子･sec)（trans-体、測定値）12) 

半減期：6.6 日（硝酸ラジカル濃度を 2.4×108分子/cm3  14)と仮定して計算） 

加水分解性 

環境中で加水分解性の基を持たない15) 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF)：3.2（BCFWIN 16) により計算） 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：1.8（KOCWIN 17) により計算） 

 

（4）製造輸入量等及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推移を表 1.1

に示す18),19),20)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22  23 24 

製造・輸入数量(t) a) 2,000 X b) X b) 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

      b) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 

 

クロトンアルデヒド（trans-体）としての生産量21) の推移を表 1.2 に示す。 
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表 1.2 生産量の推移 

平成（年） 9 10 11 12 13 14 

生産量（t） 約 8,000 約 16,000 約 16,000 約 16,000 約 16,000 約 16,000 

平成（年） 15 16 17 18 19 20 

生産量（t） 約 16,000 約 16,000 約 3,000 約 3,000 約 3,000 約 3,000 
注：生産量は推定値である。 

 

OECD に報告している本物質の生産量は 1,000～10,000 t 未満である。また化学物質排出

把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、100 t 以上である22)。 

本物質は、有機物質の不完全燃焼や熱分解、特にガソリンエンジンやディーゼルエンジ

ンの燃料の燃焼、木材の燃焼、喫煙中に生成される23)。また、本物質は脂質の過酸化過程で

内因的に産成される23)。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、ブタノール、クロトン酸、ソルビン酸などの各種化学品及び医薬

品原料とされている24)。 

 

(5) 環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：375）に指定されて

いる。 

本物質は有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されているほか、生態影響の

観点から水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されている。 
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2．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 24 年度の届出排

出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表 2.1 に

示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 8 474 0 0 0 0 - - - - 482 - 482

２－ブテナール

業種等別排出量(割合) 8 474 0 0 0 0 0 0 0 0

8 474 0 0 0 0 届出 届出外

(100%) (100%) 100% -

総排出量の構成比(%)

化学工業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 

 

本物質の平成 24 年度における環境中への総排出量は約 0.48 t となり、すべて届出排出量であ

った。届出排出量のうち、0.008 t が大気、約 0.47 t が公共用水域へ排出されるとしており、公

共用水域への排出量が多い。届出排出量の排出源は、化学工業のみであった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への排出量を基に USES3.0 をベースに日本固有

のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4) を用いて予測した。予測の対象

地域は、平成 24 年度に環境中及び公共用水域への排出量が最大であった広島県（公共用水域へ

の排出量 0.47 t）及び大気への排出量が最大であった熊本県（大気への排出量 0.0041 t）とした。

予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

広島県 熊本県 広島県 

大 気 0.1 45.4 0.1 

水 域 99.8 52.7 99.8 

土 壌 0.0 1.7 0.0 

底 質 0.1 0.1 0.1 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 
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（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率 調査地域 測定年度 文献 

平均値 a) 平均値 a) 下限値

                      

一般環境大気  µg/m3 0.039 0.081 <0.015 0.23 0.015 7/10 全国 1998 5) 

  < 1 < 1 < 1 < 1b) 1 0/14 全国 1997 6) 
  < 3 < 3 < 3 4.2 3 1/18 全国 1995 7) 
                     

室内空気 c) µg/m3 －d) 0.2 －d) 18 －d) - d)/602 全国 2012~2013 8)e) 

  －d) 0.5 －d) 18 －d) - d)/602 全国 2011~2013 8)f) 

                      

食物 µg/g <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0/45 全国 1999 9) 
                      

飲料水 µg/L                   
                      

地下水 µg/L                   
                      

土壌 µg/g                   
                      

公共用水域・淡水 µg/L 0.033 0.062 <0.012 0.21 0.012 11/14 全国 2009 10) 
           
公共用水域・海水 µg/L 0.052 0.081 <0.012 0.19 0.012 7/9 全国 2009 10) 
           
底質(公共用水域・淡水) µg/g          
           
底質(公共用水域・海水) µg/g          
           

注： a) 最大値又は平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
     b) 統一検出下限値未満の値として 0.7 µg/m3が得られている。 

c) 過去のデータではあるが室内空気において最大 112.5 μg/m3(2003)がある11)。 
   d) 報告されていない 。  
     e) 夏季調査結果（原著のデータを転記）   
   f) 冬季調査結果（原著のデータを転記）   

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

室内空気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。

化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそ

れぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒 体 濃 度 一 日 曝 露 量 

  大気   

  
一般環境大気 

過去のデータではあるが 0.039 µg/m3 

程度(1998) 
過去のデータではあるが 0.012 µg/kg/day
程度 

  室内空気 0.5µg/m3 (2011~2013)（算術平均値） 0.15µg/kg/day（算術平均値） 

平     

  水質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
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  媒 体 濃 度 一 日 曝 露 量 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 0.033 µg/L 程度(2009) 0.0013 µg/kg/day 程度 

      

  
食 物 

過去のデータではあるが 0.1 µg/g 未満程

度(1999) 
4 µg/kg/day 未満程度 
 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

  大気   

  
一般環境大気 

過去のデータではあるが 0.23 µg/m3程度
(1998) 

過去のデータではあるが 0.069 µg/kg/day
程度 

  

室内空気 18 µg/m3 (2011~2013) 5.4 µg/kg/day 最 

 

大 水質   

 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

 公共用水域・淡水 0.21 µg/L 程度(2009) 0.0084 µg/kg/day 程度 

      

  
食 物 

過去のデータではあるが 0.1 µg/g 未満程

度(1999) 
4 µg/kg/day 未満程度 
 

  
 

土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気については設定できるデータは得られず、室

内空気では 18 µg/m3となった。なお、過去のデータではあるが一般環境大気では 0.23 µg/m3程

度となった。一方、化管法に基づく平成 24 年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パ

フモデル13) を用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.00095 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると 0.0084 µg/kg/day 程

度であった。なお、公共用水域・淡水と過去のデータではあるが食物のデータから算定した予

測最大曝露量は 4 µg/kg/day 未満程度となり、この値を上回る食物からの経口曝露量の報告12)も

ある。本物質は生体内で生成され、また、多くの食品で酵素的または非生物学的（自動酸化、

熱処理）変性により生じる12)。 

一方、化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データ

ベース14) の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.03 μg/L と

なった。推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出すると 0.0012 μg/kg/day となった。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気 (過去のデータではあるが 0.012) (過去のデータではあるが 0.069)

 室内空気 0.15 (算術平均値) 5.4 

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 0.0013 0.0084 

 食 物   (過去のデータではあるが 4) (過去のデータではあるが 4) 

 土 壌     
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媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

 経口曝露量合計 0.0013 0.0084 

  参考値 1 0.0013+4 0.0084+4 

 総曝露量 0.0013 0.0084 

  参考値 1 0.0133+4 0.0774+4 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2)（  ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
3) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
4) 参考値 1 は、過去のデータを用いた場合を示す。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.21 μg/L 程度、同海水域では 0.19 μg/L 程度となった。 

化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベース
14) の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.03 μg/L となった。 

 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 0.033 µg/L 程度 (2009) 0.21 µg/L 程度 (2009) 

海 水 0.052 µg/L 程度 (2009) 0.19 µg/L 程度 (2009) 
       注：1)（ ）内の数値は測定年度を示す。 

2) 公共用水域・淡水は、河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

本物質は吸入あるいは経皮的に体内に取り込まれて酸化され、クロトン酸を経て最終的に水

と CO2に分解される 1) 。 

一般的にアルデヒドは代謝されやすく、①アルデヒド脱水素酵素によるカルボン酸への酸化、

②アルコールへの還元、③グルタチオンなどチオールとの抱合が主要な代謝経路である。ラッ

トのミトコンドリアでの酸化を調べた実験では、本物質の酸化はアセトアルデヒドの 1/5 から

1/10 程度で、シアナミドによる酸化阻害もアセトアルデヒドに比べてわずかであったことなど

から、本物質はミトコンドリア基質に局在する低 Km 値（ミカエリス定数）のアルデヒド脱水

素酵素（ALDH）の基質とはなりにくく、ミトコンドリアの膜間腔に局在する高 Km 値の ALDH

によって主に酸化されるものと考えられている 2) 。 

グルタチオン S-トランスフェラーゼの有無にかかわりなく、本物質を添加した試験系でグル

タチオン抱合が報告されており 3~ 7) 、0.75 mmol/kg を皮下投与したラットで 24 時間の尿中に 3-

ヒドロキシ-1-メチルプロピルメルカプツール酸が排泄され、量的には少ないが 2-カルボキシ-1-

メチルエチルメルカプツール酸も時折検出されており、本物質とグルタチオンの直接的な抱合

が認められた 8) 。また、ラットに 0.45 mmol/kg を腹腔内投与した結果、30 分後には肝臓のグル

タチオン濃度が 31％減少し、MFO 活性に変化はなかったが、24 時間後にはチトクローム P450

活性は 33％、エチルモルヒネ N-デメチラーゼ活性は 77％、チトクローム c レダクターゼ活性は

30％減少し、グルタチオン濃度も 25％の減少であった 9) 。 

なお、本物質は 1,3-ブタジエンの中間代謝物として知られており、その推定代謝経路では、

本物質は CO2とアクロレインに酸化され、アクロレインはグルタチオンと抱合して 2-カルボキ

シエチルメルカプツール酸、3-ヒドロキシプロピルメルカプツール酸となり、尿中に排泄され

るものと考えられている 10) 。また、本物質は肝臓に対する発がん物質の N-ニトロソピロリジン

の肝ミクロソームによる代謝物でもある 11) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性  

表 3.1 急性毒性 12) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 80 mg/kg 
マウス 経口 LD50 104 mg/kg 
ラット 吸入 LC50 9,600 mg/m3 (5 min) 
ラット 吸入 LC50 4,800 mg/m3 (10 min) 
ラット 吸入 LC50 2,400 mg/m3 (15 min) 
ラット 吸入 LC50 1,700 mg/m3 (30 min) 
ラット 吸入 LC50 1,100 mg/m3 (60 min) 
ラット 吸入 LC50 300 mg/m3 (4 hr) 
ラット 吸入 LC50 200 mg/m3 (2 hr) 
マウス 吸入 LC50 580 mg/m3 (2 hr) 

モルモット 経皮 LD50 30 µL/kg 
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動物種 経路 致死量、中毒量等 
ウサギ 経皮 LD50 380 µL/kg 
マウス 経口 LD50 240 mg/kg trans-体 
ラット 吸入 LC50 4,000mg/m3 (30 min) trans-体 
マウス 吸入 LC50 1,510 mg/m3 (2 hr) trans-体 
ウサギ 経皮 LD50 380 mg/kg trans-体 
注：（ ）内の時間は曝露時間を示す 

 

本物質は催涙性を有し、蒸気は皮膚、気道を重度に刺激し、眼に対して腐食性を示す。経口

摂取では腹痛、灼熱感、下痢、吐き気、嘔吐、吸入では灼熱感、咳、息苦しさ、息切れ、咽頭

痛を生じ、高濃度蒸気の吸入では肺水腫や死亡の可能性がある。皮膚に付くと発赤、灼熱感、

痛み、眼に入ると発赤、痛み、重度の熱傷を生じる 13) 。 
 

② 中・長期毒性  

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、雄に 0、19、36、73、139 mg/kg/day、雌

に 0、17、36、68、136 mg/kg/day を 14 日間混餌投与した結果、死亡率、一般状態、体重、

摂餌量、餌料効率、主要臓器重量に有意な変化はなく、投与に関連した肉眼的病変もみら

れなかった 14) 。この結果から、NOAEL は 136～139 mg/kg/day となるが、上記強制経口投

与の LD50を上回る値であるため、混合した餌との化学変化等が想定される。 

イ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、2.5、5、10、20、40 mg/kg/day

を 13 週間（5 日/週）強制経口投与した結果、ラットでは 5 mg/kg/day 以上の群で用量に依

存した死亡率の増加を認め、40 mg/kg/day 群の雄の体重は有意に低かった。また、ラット

の前胃では 10 mg/kg/day 以上の群で上皮細胞の過形成、20 mg/kg/day 以上の群で肥厚又は

結節、40 mg/kg/day 群で角質増殖、潰瘍、中程度の壊死、急性炎症がみられ、急性炎症か

らなる鼻腔病変を 20 mg/kg/day 以上の群の雄及び 5 mg/kg/day 以上の群の雌で認めた。マウ

スの前胃でも 40 mg/kg/day 群で上皮細胞の過形成を認め、雄ではさらに慢性活動性炎症も

あったが、死亡率や体重、鼻腔への影響はみられなかった 15) 。この結果から、NOAEL を

ラットで 2.5 mg/kg/day（曝露状況で補正：1.8 mg/kg/day）、マウスで 20 mg/kg/day（曝露状

況で補正：14 mg/kg/day）とする。 

ウ）Fischer 344 ラット雄 23～27 匹を 1 群とし、本物質の trans-体を 0、0.6、6 mmol/L の濃度

（0、2、17 mg/kg/day）で 113 週間飲水投与した結果、6 mmol/L 群の体重は試験期間を通

して 0、0.6 mmol/L 群よりも 10％程度低かった。0.6 mmol/L 以上の群で肝腫瘍の前病変と

考えられる変異肝細胞巣の発生（各群で 1/23、23/27、13/23）に有意な増加を認め、6 mmol/L

群の約半数で中程度から高度の肝障害（脂肪変性、限局性壊死、線維化、胆汁うっ滞、単

核細胞浸潤）がみられた 16) 。この結果から、LOAEL を 0.6 mmol/L（2 mg/kg/day）とする。 

エ）Fischer 344 ラット及び BDF1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、本物質の trans-体を 0、1.5、

3、6、12、24 ppm で 13 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、両種の雌雄に死亡は

みられなかったが、6 ppm 群の雄マウス及び 12 ppm 以上の群のラット及びマウスの雌雄で

体重増加の抑制がみられ、特に 24 ppm 群で著しく、対照群に対してラットの雄は 69％、

雌は 80％、マウスの雄は 69％、雌は 75％の体重しかなかった。また、ラット、マウスの

雌雄とも 12 ppm 群では鼻腔、24 ppm 群では鼻腔から気管にかけて組織変化（主に扁平上
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皮化生）がみられた 17) 。この結果から、NOAEL を 3 ppm（8.6 mg/m3。曝露状況で補正：

1.5 mg/m3）とする。 

オ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、本物質の trans-体を 0、3、6、12 ppm で 104

週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、生存率及び一般状態に影響はみられなかった

が、12 ppm 群の雌雄で体重増加の抑制（9％）と摂餌量の低下を認めた。また、雄の鼻腔

では 3 ppm 以上の群で呼吸上皮の炎症と扁平上皮化生、嗅上皮の呼吸上皮化生、6 ppm 以

上の群で異物性鼻炎、呼吸上皮の過形成、12 ppm 群で扁平上皮の過形成、嗅上皮の萎縮が

増加した。雌の鼻腔でも 3 ppm 以上の群で呼吸上皮の扁平上皮化生、6 ppm 以上の群で呼

吸上皮の炎症、過形成、12 ppm 群で扁平上皮の過形成、異物性鼻炎、嗅上皮の萎縮及び呼

吸上皮化生が増加した。また、嗅上皮の壊死が 6 ppm 以上の群の雌雄で少数にみられた。

この他には、3 ppm 以上の群の雌で甲状腺 C 細胞、12 ppm 群の雄で副腎髄質の過形成がそ

れぞれ減少した 17) 。この結果から、LOAEL を 3 ppm（8.6 mg/m3。曝露状況で補正：1.5 mg/m3）

とする。 

カ）BDF1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、本物質の trans-体を 0、3、6、12 ppm で 104 週間（6

時間/日、5 日/週）吸入させた結果、生存率及び一般状態に影響はみられなかったが、雄で

は 6 ppm 以上の群で用量に依存した体重増加の抑制（それぞれ 10％、34％）を認め、雌の

12 ppm 群でも体重増加の抑制（21％）がみられた。また、雄の鼻腔では 6 ppm 以上の群で

呼吸上皮細胞の立方化、12 ppm 群で呼吸上皮の扁平上皮化生、壊死、萎縮、嗅上皮の萎縮、

呼吸上皮化生、鼻腔内の滲出液、腺の過形成及び呼吸上皮化生、粘膜固有層の浮腫の増加、

12 ppm 群では呼吸上皮の炎症、過形成、嗅上皮の壊死もみられた。雌の鼻腔でもほぼ同様

の変化がみられた。この他には、6 ppm 群の雄の脳で鉱質沈着の減少、12 ppm 群の雌雄で

腺胃の過形成の減少などがみられた 17) 。この結果から、NOAEL を 3 ppm（8.6 mg/m3。曝

露状況で補正：1.5 mg/m3）とする。 
 

③ 生殖・発生毒性 

ア）本物質の trans-体を Fischer 344 ラットに 113 週間経口投与した実験 16) 、Fischer 344 ラッ

ト及び BDF1マウスに 104 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた実験 17) では、曝露に関連

した生殖器官への影響は報告されていない。 

イ）Q 系統の雄マウスに 1 mg を腹腔内投与して精子形成への影響を 1 ヶ月間調べたところ、

減数分裂の異常（退行性の核、多様な紡錘細胞、倍数細胞など）がみられ、200 mg/L の濃

度で飲水に添加して 1 ヶ月間投与した場合にも、同様の影響がみられた 18) 。また、同様の

影響はブチルアルデヒドの投与でもみられたが、その程度は本物質の方が低く、その原因

として本物質の方が不安定性が大きいためか、あるいは素早く解毒化されるためと考えら

れた 19) 。なお、マウスの体重を 0.03 kg、飲水量を 0.0057 L/day と仮定すると、200 mg/L

の飲水投与はおよそ 38 mg/kg/day に相当する。 
 

④ ヒトへの影響 

ア）我が国で実施された三点比較式臭袋法による本物質の臭気閾値は 0.023 ppm（0.066 mg/m3）

であった 20) 。 
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イ）男性ボランティア 12 人に 12 mg/m3（4.1 ppm）を 10～15 分間曝露させたところ、粘膜（特

に鼻及び上気道）に対する強い刺激がみられ、平均 30 秒後に流涙が始まったが、その後は

目刺激の増強はなかった 21) 。また、ラットの急性毒性試験時に故意に本物質を曝露したと

ころ、45～50 ppm の数秒間の曝露では強く、刺激的な不快臭であったが、特に鼻が刺激さ

れることはなく、結膜の灼熱感と繰り返し瞬きをしたいという強い欲望はあったが、涙が

出るほどではなかった。15 ppm ではまだ強いにおいはあったが、短時間であれば耐えられ

ないほどではなく、眼の不快感も顕著ではなかった 22) 。 

ウ）オランダの皮膚科クリニックに通う湿疹患者 600 人を対象に、本物質 7.4％とラウリル硫

酸ナトリウム 4％の混液のパッチテストを実施した結果、55％に陽性反応がみられたが、0

～30 才、31～50 才、51～73 才、74 才以上で区分した群の陽性率に年令との相関はみられ

なかった。また、陽性反応はアレルギー性湿疹患者の 56％、非アレルギ―性湿疹患者の 54％、

皮膚疾患のない対照群（33 人）の 57％にみられ、大差のない結果であった 23) 。 

エ）アメリカの紡績工場で働く女性（55 才）の腕、首、顔に掻痒性発疹が発症し、掻痒感等

の問題は特定の作業を行った日にだけ繰り返したことから種々の物質についてパッチテス

トを行った結果、水系統の防腐剤として使用されていたジメトキサン（DXN）で陽性反応

がみられた。また、DXN は速やかに加水分解して酢酸、アセトアルデヒド、3-ヒドロキシ

ブチルアルデヒド及び本物質を生じるため、これらについてもパッチテストを実施したと

ころ、本物質及びアセトアルデヒドで陽性反応が現れたことから、掻痒性発疹は DXN 又は

その分解産物の本物質、アセトアルデヒドによるものと考えられた 24) 。 

オ）DXN を取り扱う化学工場の労働者からの依頼で実施された国立労働安全衛生研究所

（NIOSH）の健康被害調査では、DXN の加水分解産物である本物質の気中濃度測定が実施

されており、職場濃度は検出限界値未満から 3.2 mg/m3、2 台の個人サンプラーによる濃度

は 1.9、2.1 mg/m3であり、DXN による健康被害は存在しなかったと報告されている 25) 。 
 

（3）発がん性 

①主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2 に示

すとおりである。 

 
表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関（年） 分  類 

WHO IARC（1995 年） 3 ヒトに対する発がん性については分類できない 

EU EU － 評価されていない 

USA 

EPA － 評価されていない 

ACGIH（1996 年） A3 
動物に対して発がん性が確認されたが、ヒトへの関連性は

不明な物質 

NTP － 評価されていない 

日本 日本産業衛生学会 － 評価されていない 

ドイツ DFG（2002 年） 3B 
ヒトの発がん性物質として証拠は不十分であり、現行の許

容濃度との関係も不明な物質 
 

－109－



3 クロトンアルデヒド 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、ネズミチフス菌で遺伝子突然変異を誘発し 26~29) 、仔ウシ胸腺 30) 、

チャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）31) 、ヒトの気管支線維芽細胞や皮膚線維芽細胞

（GM5509、GM04539）32) で DNA 付加体の形成、ネズミチフス菌 33) 及び大腸菌 34) で DNA

傷害の弱い誘発がみられたが、ラット肝細胞で不定期 DNA 合成を誘発しなかった 35) 。 

in vivo 試験系では、ショウジョウバエで伴性劣性致死突然変異及び相互転座 36) 、経口投

与または腹腔内投与したマウスの精原細胞で染色体異常 37) を誘発し、皮膚塗布したマウス

の皮膚 38) 、経口投与したラットの肝臓 39) で DNA 付加体がみられた。 

なお、無処置のマウスやラット、ヒトの肝臓などで本物質に由来した DNA 付加体が検出

されており 40, 41)、多価不飽和脂肪酸の過酸化によって生じた脂肪酸ヒドロペルオキシドを

経由した内因性の形成経路 42) の他に、食事や喫煙などによる本物質の曝露も原因 43) と考

えられている。 
 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雄 23～27 匹を 1 群とし、本物質の trans-体を 0、0.6、6 mmol/L の濃度

（0、2、17 mg/kg/day）で 113 週間飲水投与した結果、0.6 mmol/L 以上の群で肝腫瘍の前病

変と考えられる変異肝細胞巣の発生（各群で 1/23、23/27、13/23）に有意な増加を認め、6 

mmol/L 群の約半数で中程度から重度の肝障害がみられたが、肝腫瘍としては結節性腫瘍が

それぞれ 0/23、9/27、1/23 に、肝細胞がんが 0/23、2/27、0/23 にみられただけであった。こ

の他、膀胱で移行上皮乳頭腫、睾丸でライディヒ細胞腺腫、白血病などの発生もみられた

が、いずれも用量依存性はなく、有意な増加もなかった 16) 。 

Fischer 344 ラット及び BDF1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、本物質の trans-体を 0、3、6 

ppm で 104 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、両種の雌雄で発生率の有意な増加

を示した腫瘍はなかった。なお、自然発生が稀な鼻腔腫瘍がラットに認められ、腺腫が雄

の 3、6 ppm 群で各 1 匹、12 ppm 群で 2 匹、雌の 12 ppm 群で 1 匹に、横紋筋肉腫が雄の 12 

ppm 群の 1 匹に発生していたことから、本物質のラットに対する発がん性を示唆する証拠

と考えられた 17) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

旧東ドイツのアルデヒド製造工場で 1967 年から 1972 年に雇用された労働者 220 人の調

査では、9 人が悪性腫瘍（口腔の扁平上皮がん 2 人、肺の扁平上皮がん 5 人、胃の腺がん 1

人、大腸の腺がん 1 人）と診断されており、これを国レベルの数値と比較（未調整）する

と、労働者の過剰発がんリスクが疑われた。また、職場濃度の調査では本物質は 1～7 mg/m3

であったが、同時に他の化学物質も検出された 44) 。なお、IARC は本報告から結論を得る

には余りにも貧弱なものとしている 45) 。 
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（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性に関する知見が得られているが、生殖・発生毒性について

は十分な知見は得られていない。また、発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対

する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存在を前提とする有害性につ

いて、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性ウ）のラットの試験から得られた LOAEL 2 mg/kg/day（変

異肝細胞巣）を LOAEL であるために 10 で除した 0.2 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知

見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性オ）のラットの試験から得られた LOAEL 8.6 mg/m3（鼻

腔の傷害）を曝露状況で補正して 1.5 mg/m3とし、さらに LOAEL であるために 10 で除した 0.15 

mg/m3が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 
 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

0.2 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.0013 µg/kg/day 程度 0.0084 µg/kg/day 程度 2,400 

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.0013 

µg/kg/day 程度、予測最大曝露量は 0.0084 µg/kg/day 程度であった。無毒性量等 0.2 mg/kg/day

と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた

MOE（Margin of Exposure）は 2,400 となる。また、化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・

淡水への届出排出量をもとに推定した高排出事業所の排出先河川中濃度から算出した最大曝

露量は 0.0012 µg/kg/day であり、それから参考として MOE を算出すると 17,000 となる。 

一方、食物のデータとして過去に報告（2000 年）のあった最大値から算定した経口摂取量

4 µg/kg/day 未満程度から、参考として MOE を算出すると 5 超となるが、この値を上回る食

物からの経口摂取量も過去に報告されており、その値を用いると MOE は 5 を下回る。 

従って、本物質の経口曝露については、健康リスクの評価に向けて経口曝露の情報収集等

を行う必要性があると考えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － － 

0.15 mg/m 3 ラット 
－ 

室内空気 0.5 µg/m3 18 µg/m3 1 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、曝露濃度が把握されていな

いため、健康リスクの判定はできなかった。なお、過去のデータとして報告（1998 年）のあ

った最大値 0.23 µg/m3程度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

算出した MOE は 65 となる。また、化管法に基づく平成 24 年度の大気への届出排出量をもと

に推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 0.00095 µg/m3であり、参

考としてこれから算出した MOE は 16,000 となるが、本物質は燃焼等で生成することから、

化管法に基づく届出排出量を用いて推定した大気中濃度では、リスクを過小評価している可

能性があると考えられる。 

一方、室内空気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.5 µg/m3、予測最大曝露濃度は

18 µg/m3であり、予測最大曝露濃度から求めた MOE は 1 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝

露の情報収集等を行う必要性があり、室内空気については詳細な評価を行う候補と考えられ

る。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用可能性を確認

したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなった。 

 
表4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間 

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性 
文献 No.

藻 類  ○ 42 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC   
GRO(RATE) 

3 A A  3) *1 

 ○  597 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC50   GRO 3 A B 1)-151657

  ○  939 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50   
GRO(RATE) 

3 A A 3) *1 

甲殻類  ○ 20 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 2)-1 

  ○  995 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 2)-1 

魚 類  ○ 24.7 Oryzias latipes メダカ NOEC  GRO 41 A A 2)-2 

  ○  72 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 A A 2)-1 

  ○  1,300 Menidia beryllina 
トウゴロウイワシ

科 
LC50   MOR 4 C C 1)-863 

  ○  3,500 
Lepomis  
macrochirus ブルーギル LC50   MOR 4 C C 1)-863 

その他 ○  6,170 
Tetrahymena  
pyriformis テトラヒメナ属 IGC50  POP 40 時間 D C 1)-112789

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration) ：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration) ：半数致死濃度、 

IGC50 (Median Inhibitory Growth Concentration) ：半数増殖阻害濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration) ：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth) ：生長（植物）、成長（動物）、IMM (Immobilization) ：遊泳阻害、MOR (Mortality) ：死亡、 

POP (Population Change) ：個体群の変化（増殖）、REP (Reproduction) ：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

 RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 文献 2)-1 における 0-48 時間の結果に基づき、上位 2 濃度区を除き、実測濃度（幾何平均値）を用いて、速度法による 0-72
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時間の毒性値の再計算結果を掲載 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻類 

Eastman Kodak Co.1)-151657 は、米国 40CFR 797.1050 に準拠して、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を実施した。試験には密閉容器が

使用され、米国 EPA の試験方法 (EPA-600/9-78-018, 1978) に従った培地が用いられた。設定試

験濃度は、0（対照区）、0.1、0.625、1.25、2.5、5、10 mg/L（公比 2）であった。被験物質の実

測濃度は、試験開始時において<0.002（対照区）、0.1、0.6、1.2、2.7、5.2、10.6 mg/L、72 時間

後には<0.002（対照区）、<0.010、<0.062、0.09、0.7、2.3、5.8 mg/L であった。72 時間半数影

響濃度 (EC50) は、実測濃度に基づき 597 µg/L であった。 

また、環境省 2)-1 は OECD テストガイドライン No. 201 (1984) に準拠し、緑藻類

Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を、GLP 試験と

して実施した。試験には密閉容器が用いられ、設定試験濃度は 0（対照区）、0.18、0.32、0.56、

1.0、1.8、3.2、5.6 mg/L（公比 1.8）であった。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び 72 時間

後において、それぞれ設定濃度の 119～125%及び 2.8～87%であった。毒性値の算出には実測濃

度（試験開始時と終了時の幾何平均値）が用いられ、速度法による 72 時間無影響濃度 (NOEC) 

は 42 µg/L であった 3)。 

 

2） 甲殻類 

環境省 2)-1 は OECD テストガイドライン No. 202 (1984) に準拠し、オオミジンコ Daphnia 

magna の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (24 時間後換水) で行

われた。設定試験濃度は 0（対照区）、0.32、0.56、1.0、1.8、3.2、5.6 mg/L（公比 1.8）であり、

試験用水には脱塩素水（硬度 30.5 mg/L、CaCO3 換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、

試験 24 時間後（換水前）において設定濃度の 61～73%であった。毒性値の算出には実測濃度（換

水前後の幾何平均値）が用いられ、48 時間半数影響濃度 (EC50) は 995 µg/L であった。 

また、環境省 2)-1はOECDテストガイドラインNo. 211 (1998) に準拠し、オオミジンコDaphnia 

magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (24 時間毎換水) で行われた。

設定試験濃度は 0（対照区）、0.022、0.046、0.10、0.22、0.46、1.0 mg/L（公比 2.2）であり、試

験用水には脱塩素水（硬度 30.5mg/L、CaCO3 換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、換

水前において設定濃度の約 2～41%に減少しており、毒性値の算出には実測濃度（時間加重平均

値）が用いられた。繁殖阻害（累積産仔数）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は 20 µg/L で

あった。 

 

3） 魚類 

環境省 2)-1は OECD テストガイドライン No. 203 (1992) に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急

性毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (24 時間毎換水) で行われた。試験用
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水には脱塩素水（硬度 30.5mg/L、CaCO3換算）が使用された。設定試験濃度区は 0（対照区）、

0.10、0.18、0.32、0.56、1.0、1.8、3.2 mg/L（公比 1.8）であった。被験物質の実測濃度は、試験

24 時間後（換水前）において設定濃度の 0.9～28%に減少しており、毒性値の算出には実測濃度

（換水前後の幾何平均値）が用いられた。96 時間半数致死濃度 (LC50) は 72 µg/L であった。 

また、環境省 2)-2は OECD テストガイドライン No. 210 (1992) に準拠し、メダカ Oryzias latipes

の胚を用いて、初期生活段階毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は流水式（約 38 倍容

量換水／日、水面はテフロンシートで被覆）で行われ、設定試験濃度は、0（対照区）、0.0015、

0.0040、0.011、0.028、0.075 mg/L（公比 2.7）であった。試験用水には、硬度 57 mg/L (CaCO3

換算) の脱塩素水道水が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験中を通して設定濃度の 81～

100%であった。毒性値の算出には実測濃度 (0、7、14、21、28、35、41 日目の算術平均値) が

用いられた。成長阻害（体重及び体長）に関する 41 日間無影響濃度 (NOEC) は、24.7 µg/L で

あった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害）  597 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 995 µg/L 

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 72 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得られ

たため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（魚類の 72 µg/L）をアセスメント係数 100 で除するこ

とにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 0.72 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 42 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 20 µg/L 

魚 類 Oryzias latipes 41 日間 NOEC（成長阻害） 24.7 µg/L 

アセスメント係数：10［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得られた

ため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 20 µg/L）をアセスメント係数 10 で除する

ことにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 2 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、魚類の急性毒性値から得られた 0.72 µg/L を採用する。 
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（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC)  PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.033 µg/L程度 (2009) 0.21 µg/L程度 (2009) 
0.72 

µg/L 

0.3 

公共用水域・海水 0.052 µg/L程度 (2009) 0.19 µg/L程度 (2009) 0.3 

注：1) 水質中濃度の（ ）内の数値は測定年度を示す  
2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域では 0.033 µg/L 程度、海水域

では 0.052 µg/L 程度であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、淡

水域では 0.21 µg/L 程度、海水域では 0.19 µg/L 程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.3 となる

ため、情報収集に努める必要があると考えられる。 

本物質については、発生源に関する情報の収集に努めた上で環境中濃度を測定する必要があ

ると考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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Biodegradability Study as Required by the Testing Consent Order. EPA/OTS Doc. #40-9012050: 

392 p.. 

2) 1. 環境省 (2003)：平成 14 年度 生態影響試験 

 2. 環境省 (2007)：平成 18 年度 生態影響試験 

3) (独)国立環境研究所 (2005)：平成 16 年度 化学物質環境リスク評価検討調査報告書 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：2-クロロプロピオン酸 

（別の呼称：α-クロロプロピオン酸） 

CAS 番号： 598-78-7 
化審法官報公示整理番号：2-1157（クロルプロピオン酸） 
化管法政令番号： 1-122 
RTECS 番号： UE8575000 

分子式：C3H5ClO2 

分子量： 108.52 
換算係数：1 ppm = 4.44 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は無色透明の液体である1)。 

融点 -12℃ 2) 

沸点 186℃ 2)、185℃ (760mmHg) 3) , 4)  

密度 1.27 g/cm3 (20℃) 2)、1.2585 g/cm3 (20℃) 3)  

蒸気圧 3 mmHg (=400 Pa) (60℃) 2) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) < -2.4 (pH=7.2) 2) 

解離定数（pKa） 2.83 (25℃) 3)、2.80 (25℃) 4)  

水溶性（水溶解度） 自由混和 2) , 3)、自由混和 (20℃)4)  

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解（分解性が良好と判断される物質である 5) ） 

分解率： BOD 77% (平均値)、TOC 87% (平均値) 、HPLC 88% (平均値) 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）6) 

分解率： TOC 98% (平均値)、HPLC 100% (平均値) 

（試験期間：4 週間、逆転条件（開放系））6) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 1.1×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 7) により計算） 

半減期：4.8～48 日 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 8) と仮定し計算、

［4］ 2-クロロプロピオン酸          
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一日を 12 時間として計算） 

 

生物濃縮性 

  生物濃縮係数(BCF)： 3.2（BCFBAF 9) により計算） 

 

土壌吸着性 

  土壌吸着定数(Koc)： 2.3（KOCWIN 10) により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

クロルプロピオン酸の化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推移

を表 1.1 に示す11),12),13)。 

 

表 1.1 クロルプロピオン酸の製造・輸入数量の推移 
平成(年度) 22  23 24 

製造・輸入数量(t) a) X b) 1,000 未満 X b) 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

b) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によるクロルプロピオン酸の製造（出荷）及び

輸入量を表 1.2 に示す14)。 

 

表 1.2 クロルプロピオン酸の製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び輸入量(t) a) －b) －b) 10～100 t/年未満 

注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入を 
した者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

b) 公表されていない。 

 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）の製造・輸入量区分は 1 t 以上 100 t 未満であ

る15)。 

本物質の平成 16 年から平成 18 年における生産量は、400 t/年とされている16)。 

② 用 途 

本物質の主な用途は、有機合成原料（農薬、医薬）であり、特に農薬原料とされている1)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：122）に指定されてい

る。 

本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

－124－



4 2-クロロプロピオン酸 

  

２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保する

観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価することとし、

データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度により評価を

行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 24 年度の届出排出

量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2),3) から集計した排出量等を表 2.1 に示す。

なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0

２－クロロプロピオン酸

業種等別排出量(割合) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 届出 届出外

0% -

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

 
 

本物質の平成 23 年度における環境中への総排出量は 0.0001 t であり、すべて届出排出量であっ

たが、平成 24 年度における環境中への総排出量は 0 t であった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model4)により媒体

別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大 気 水 域 土 壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 19.1 0.0 0.1 0.6 

水 域 21.3 99.8 19.4 45.2 

土 壌 59.6 0.0 80.5 54.1 

底 質 0.0 0.2 0.0 0.1 

注：環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認された

調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示す。 
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表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

                      

一般環境大気  µg/m3 0.00064 0.00073 <0.0004 0.0009 0.0004 4/5 全国 2006 5) 

             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L          

           

土壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水   µg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 0/3 北海道、

大阪府、

和歌山県 

2006 5) 

           

公共用水域・海水   µg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 0/2 三重県、

大阪府 

2006 5) 

           

底質(公共用水域・淡水) µg/g          

                      

底質(公共用水域・海水) µg/g          

             

           

注：a) 最大値又は平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。

化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞ

れ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     

  一般環境大気 概ね 0.00064 µg/m3 (2006)  概ね 0.00019 µg/kg/day  

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     

  水 質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 概ね 0.006 µg/L 未満 (2006)  概ね 0.00024 µg/kg/day 未満 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
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  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

      

  大 気   

  一般環境大気 概ね 0.0009 µg/m3 (2006)  概ね 0.00027 µg/kg/day  

最  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

大 水 質   

 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

値  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

 公共用水域・淡水 概ね 0.006 µg/L 未満 (2006)  概ね 0.00024 µg/kg/day 未満 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから概ね 0.0009 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると概ね 0.00024 µg/kg/day

未満となった。一方、化管法に基づく公共用水域・淡水への届出排出量は平成 24 年度では 0 kg/年

であったため、平成 23 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベース6) の

平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.00084 μg/L となった。推

定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出すると 0.000034 µg/kg/day となった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体から

食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気 0.00019 0.00027 

 室内空気   

水 質  飲料水   

   地下水   

   公共用水域・淡水 0.00024 0.00024 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.00024 0.00024 

 総曝露量 0.00019+0.00024 0.00027+0.00024 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。水質

について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水域では概

ね 0.006 µg/L 未満、海水域では 0.006 µg/L 未満の報告があった。 

化管法に基づく公共用水域・淡水への届出排出量は平成 24 年度では 0 kg/年であったため、平成
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23 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベース6)の平水流量で除し、希釈

のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.00084 μg/L となった。 

 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

概ね 0.006 µg/L 未満 (2006) 

0.006 µg/L 未満の報告がある

(2006) 

概ね 0.006 µg/L 未満 (2006) 

0.006 µg/L 未満の報告がある 
(2006) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

本物質はピルビン酸脱水素酵素複合体（PDH）のキナーゼを阻害し、PDH を活性化させる作用

を有しており 1, 2) 、24 時間絶食させたラットに本物質の Na 塩を時間当たり 300 mg/kg の割合で静

脈内に注入した結果、血糖値の低下がみられたが、それに先だって血液中のピルビン酸及び乳酸の

急激な減少とケトン体の著明な増加がみられた 2) 。しかし、353 mg/kg/day の本物質を Na 塩として

12 週間混餌投与したラットでは、血液中のトリアシルグリセロールに有意な低下がみられたが、

血糖値の低下はなかった 3) 。 

本物質の光学異性体（L-CPA）250、750 mg/kg を 14C でラベルしてラットに強制経口投与した結

果、血漿中濃度のピークは 1 時間以内にみられ、2.6 時間の半減期で速やかに血漿中から消失した。

血漿中で検出された代謝物は 2-S-システイニルプロピオン酸のみであり、グルタチオン抱合体に由

来するものと考えられた。24 時間以内に投与した放射活性の約 60％が未変化のままで、約 9％が

メルカプツール酸（2-S-N-アセチルシステイニルプロピオン酸）として尿中に排泄された。糞中へ

の排泄は 10％以内であり、250 mg/kg 投与では約 16％が 14CO2として呼気中に排泄された。なお、

小脳、前脳、肝臓で放射活性が残存する傾向がみられ、250 mg/kg/day を 3 日間投与した後には小

脳で放射活性の選択的な残留がみられた 4) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 5) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 800 mg/kg 
マウス 経口 LD50 400 mg/kg 

モルモット 経皮 LD50 126 mg/kg 
 

本物質は眼、皮膚、気道に対して腐食性を示し、経口摂取でも腐食性を示す。吸入すると咽頭

痛、咳、灼熱感、息苦しさ、息切れを生じ、経口摂取すると腹痛、灼熱感、ショック又は虚脱を

生じる。皮膚に付いたり眼に入ると、発赤、痛み、重度の熱傷を生じる 6) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雄 5 匹を 1 群とし、0、0.1、0.25、0.5、1％の濃度で餌に添加して投

与した結果、1％群では 3 日目に歩行が困難となり、4 日目に一般状態が悪化して全数で振戦、

運動失調がみられたため、全数を切迫屠殺した。0.5％群の摂餌量は1％群の2倍であったため、

本物質の摂取量は 1％群と同程度であり、6 日目に 1 匹が死亡し、他の 4 匹にも 1％群と同様

の症状がみられたため、試験を終了した。0.25％群には 42 日間投与したところ、全数で 2 日

後に脱毛、6 日後までに運動失調の兆候と刺激（特に音）に対する感受性の増加がみられるよ

うになり、その後もこれらの症状は大きな変化はなく持続した。体重増加の抑制が 0.5％以上
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の群で重度に、0.25％群で中程度にみられた。0.1％群には 38 日間投与したが、体重や一般状

態に変化はなかった。しかし、組織検査を行った 0.1、0.25％群で精巣と性上皮（精細管上皮

細胞）の萎縮、0.25％群で小脳顆粒細胞の壊死がみられた。摂餌量から求めた各群の用量は 0、

78、171、220、207 mg/kg/day であった。なお、1％を 7 日間混餌投与（320 mg/kg/day）し、そ

の後 36 日間観察したところ、投与 3 日後からみられた歩行困難の兆候、運動失調、振戦のう

ち、運動失調とよろめき歩行は回復期間も残存し、精巣の性上皮傷害と小脳顆粒細胞の変性が

全数にみられた。pH 7.5 に調整した Na 塩として 1％濃度で混餌投与（314 mg/kg/day）した場

合には、10 日後に起立不能となり、神経症状の発現に遅れがみられたが、重度の体重増加の

抑制や組織への影響は他の 1％群と同様にみられた 7) 。この結果から、LOAEL を 78 mg/kg/day

とする。 

イ）Wistar ラット雄 6 匹を 1 群とし、0、353 mg/kg/day を Na 塩として 12 週間混餌投与した結果、

353 mg/kg/day 群では 2～4 週頃から後肢の脱力、歩行異常がみられ、有意な体重増加抑制を認

めた。また、353 mg/kg/day 群の肝臓、脾臓、腎臓、心臓、精巣・精巣上体、脳の絶対重量が

有意に低く、頸骨神経及び腓腹神経の伝導速度は有意に遅かったが、頸骨神経の面積、周囲長、

直径も有意に低かった。このことから、神経の発育不全が伝導速度に影響を与えていた可能性

も考えられた 3) 。 

ウ）Wistar ラット雌雄各 13 匹を 1 群とし、0、0.01、0.08、0.4％の濃度で L-CPA を餌に添加して

3 ヶ月間投与した結果、0.4％群の雌雄で体重増加抑制、運動失調、音に対する驚愕反射の増強、

前肢の握力低下、雄で後肢の握力低下がみられ、数匹では攣縮、振戦もみられた。また、0.4％

群では試験終了時の検査で着地時の後肢開脚が明瞭にみられ、機能観察総合評価検査（FOB）

では過敏反応、運動失調、振戦が雄 10 匹、雌の全数で 7 日目から試験終了時まで一貫してみ

られ、雌雄で血清 ALT 及び ALP の上昇、小脳皮質の顆粒層で多巣性の神経節細胞の壊死、雄

で性上皮の変性を伴った精巣重量の減少もみられた。0.08％群では 5 匹の雌で一過性の過敏反

応がみられ、87 日目に実施した FOB でも雌の 6 匹で過敏反応を認めた。なお、摂餌量から求

めた各群の用量は 0、8、62、325 mg/kg/day であった 8) 。この結果から、NOAEL を雄で 0.08％

（62 mg/kg/day）、雌で 0.01％（8 mg/kg/day）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雄 5 匹を 1 群とし、0.1％濃度で餌に添加して 38 日間（78 mg/kg/day）、

0.25％濃度を 42 日間（171 mg/kg/day）、1％濃度を 7 日間（320 mg/kg/day）投与した結果、各

群で精巣と性上皮の萎縮を認めた 7) 。この結果から、LOAEL を 78 mg/kg/day とする。 

イ）Wistar ラット雄 6 匹を 1 群とし、Na 塩として 0、353 mg/kg/day を 12 週間混餌投与した結果、

353 mg/kg/day 群で体重増加の有意な抑制を認め、精巣・精巣上体の絶対重量が有意に低下し

た。353 mg/kg/day 群では全数の精巣で成熟停止、生殖細胞の変性がみられ、数匹では核の肥

大や多核化もみられた。また、353 mg/kg/day 群の精細管では生殖細胞は著明に減少し、成熟

した精子細胞や精子はなく、重度の精細管内水腫がみられ、セルトリ細胞のみになった精細管

もあった 3) 。 
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④ ヒトへの影響 

ア）ヒトへの影響に関して、知見は得られなかった。 

 なお、ACGIH（1980）の文書には、気中の平均濃度が 0.35 ppm、ピーク濃度が 1.95 ppm の職

場で労働者から刺激の訴えはなかったとした記載があったが、その後の更新された文書にはこ

のような記載はなかった 9） 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2 に示

すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 10, 11) で遺

伝子突然変異、S9 無添加の大腸菌 12) で DNA 傷害を誘発しなかった。 

in vivo 試験系については、知見が得られなかった。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

実験動物での発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性に関する知見が得られているが、生殖・発生毒性については
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

十分な知見が得られていない。また、発がん性についても十分な知見が得られず、ヒトに対する

発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、

非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性ウ）のラットの試験から得られた NOAEL 8 mg/kg/day（過

敏反応）を試験期間が短いことから 10 で除した 0.8 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見

と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

0.8 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
概ね 0.00024 µg/kg/day

未満 
概ね 0.00024 µg/kg/day

未満 
330,000 超

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量、予測最大曝

露量はともに概ね 0.00024 µg/kg/day 未満であった。無毒性量等 0.8 mg/kg/day と予測最大曝露量

から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE（Margin of 

Exposure）は 330,000 超となる。また、化管法に基づく平成 24 年度の環境中への総排出量は 0 t

であったが、平成 23 年度の公共用水域・淡水への届出排出量をもとに推定した高排出事業所の

排出先河川中濃度から算出した最大曝露量は 0.000034 µg/kg/day であり、それから参考として

MOE を算出すると 2,400,000 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定

されることから、その曝露量を加えても MOE が大きく変化することはないと考えられる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考えら

れる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 概ね 0.00064 µg/m3 概ね 0.0009 µg/m3 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 
吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等に換算すると

2.7 mg/m3となるが、参考としてこれと予測最大曝露濃度 0.0009 µg/m3から、動物実験結果より設

定された知見であるために 10 で除して算出した MOE は 300,000 となる。このため、本物質の一

般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行う必要

性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確認

したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなった。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 

／和名 

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類 
 

○ 25,000 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE) 

3 B B 1)-1 

 ○  73,400 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50    
GRO (RATE) 

3 B B 1)-1 

甲殻類 ○  74,400 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 1)-2 

魚 類   ― ― ― ― ― ― ― ― 

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験はある程度信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 

E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 
 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値はある程度採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 
EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)： 無影響濃度 

影響内容 
GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害 

毒性値の算出方法 
RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれぞ

れについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の概要

は以下のとおりである。 

 

1） 藻類 

OECD テストガイドライン No. 201 及び EU の試験方法 (EU Method C.3) に準拠して、緑藻類

Pseudokirchnerella subcapitata の生長阻害試験が実施された 1)-1。設定試験濃度は、0（対照区）、6、

12、25、50、100 mg/L（公比 2）であった。被験物質の実測濃度は、設定濃度の 20%の変動の範囲

内であった。速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 73,400 µg/L、72 時

間無影響濃度 (NOEC) は、設定濃度に基づき 25,000 µg/L であった。 
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2） 甲殻類 

OECD テストガイドライン No. 202 及び EU の試験方法 (EU Method C.2) に準拠して、オオミジ

ンコ Daphnia magna の急性遊泳阻害試験が実施された 1)-2。試験は半止水式で行われた。設定試験

濃度は、0（対照区）、6、12、25、50、100 mg/L（公比 2）であった。被験物質の実測濃度は、設

定濃度の 20%の変動の範囲内であった。48時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 74,400 

µg/L であった。 
 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じたア

セスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 73,400 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 74,400 µg/L

アセスメント係数：1,000［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、小さい方（藻類の 73,400 µg/L）をアセスメント係数 1,000 で除すること

により、急性毒性値に基づく PNEC 値 73 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 25,000 µg/L

アセスメント係数：100［1 生物群（藻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 得られた毒性値（藻類の 25,000 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、慢性毒性

値に基づく PNEC 値 250 µg/L が得られた。 
 

本物質の PNEC としては、藻類の急性毒性値から得られた 73 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 概ね0.006 µg/L未満(2006) 概ね0.006 µg/L未満(2006) 
73 

µg/L 

<0.00008

公共用水域・海水 
0.006 µg/L未満の報告があ

る (2006) 
0.006 µg/L未満の報告があ

る (2006) <0.00008

注：1) 環境中濃度での (   ) 内の数値は測定年度を示す 
2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 
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本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域で概ね 0.006 µg/L 未満であり、海

域では 0.006 µg/L 未満の報告がある。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、

淡水域で概ね 0.006 µg/L 未満であり、海域では 0.006 µg/L 未満の報告がある。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.00008 未満

となる。また、化管法に基づく公共用水域・淡水への届出排出量は平成 24 年度では 0 kg/年であっ

たため、平成 23 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベースの平水流量

で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.00084 μg/L であり、PNEC との比

は 0.1 よりも小さな値となる。 

したがって、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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本物質は、第 9 次とりまとめにおいて生態リスク初期評価結果が公表されているが、健康リ

スクとともに改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： 3,4-ジクロロアニリン 
CAS 番号：95-76-1 
化審法官報公示整理番号：3-261（ジクロルアニリン） 
化管法政令番号：1-156（ジクロロアニリン） 
RTECS 番号：BX2625000 
分子式：C6H5Cl2N 
分子量：162.02 
換算係数：1 ppm = 6.63 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
  

H2N Cl

Cl

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は、常温で無色から茶色の固体である 1)。 

融点 72.0℃2)、71～72℃3) , 4)、71℃5) 

  

沸点 
273.0℃ (760mmHg) 2)、272℃ (760mmHg) 4)、 
272℃3) , 5)  

密度 1.36 g/cm3 (20℃) 5) 

蒸気圧 
9.75×10-3 mmHg (=1.30 Pa) (20℃) 4)、 
0.015 mmHg (=2 Pa) (20℃) 5) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 2.69 4) , 6)、2.7 5) 

解離定数（pKa） 2.97(25℃) 4)  

水溶性（水溶解度） 92.0 mg/L (20℃) 4)、580 mg/L (20℃) 5) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 

分解率：BOD 0%、TOC 3.0%、GC 1.4%  

   （試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L7) ）

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

［5］3,4-ジクロロアニリン            
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反応速度定数：22×10-12 cm3/(分子･sec) （AOPWIN 8) により計算） 

半減期：2.9～29 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 9) と仮定して計

算） 

 

加水分解性 

 分子構造から、環境条件下での加水分解は予期されない 10) 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される物質 11) ） 

 生物濃縮係数(BCF)： 

7.1～14.4（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：0.2 mg/L）12) 

(4.1) ～(13.4)（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：0.02 mg/L）12) 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：10,00010)、11013) ～25013) 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

ジクロルアニリンの化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推

移を表 1.1 に示す 14),15),16)。 

 
表 1.1 ジクロルアニリンの製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 

製造・輸入数量(t) a) 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値を示す。 

 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によるジクロルアニリンの製造（出荷）及

び輸入量を表 1.2 に示す 17),18)。 

 

表 1.2 ジクロルアニリンの製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び輸入量 a) －b) 100～1,000 t/年未満 10～100 t/年未満 

注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入 
    をした者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

b) 公表されていない。 

 

ジクロロアニリンの化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、

1 t 以上 100 t 未満である 19)。 
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② 用 途 

ジクロロアニリンは、他の化学物質の原料として用いられ、染料や顔料、ジウロンやプロ

パニルなどの農薬の原料に使われている 1)。 

土壌中では、ジウロン、プロパニル（2007 年 8 月 16 日農薬登録失効）などの分解により

本物質が生成する 1)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

ジクロロアニリンは、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：156）に

指定されている。 

なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第三種監視化学物質（通

し番号:191）に指定されていた。ジクロロアニリン類は水環境保全の向けた取組のための要調

査項目に選定されていたが、平成 26 年 3 月改訂の要調査項目リストから除外された。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

ジクロロアニリンは化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 24

年度の届出排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2),3)から集計した排出

量等を表 2.1 に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなさ

れていない。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

（ジクロロアニリン） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 0 0 0 0 15 252 - - - - 0 - 0

ジクロロアニリン

業種等別排出量(割合) 0 0 0 0 15 252 0 0 0 0

0 0 0 0 15 252 届出 届出外

(100%) (100%) 0% -

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

 
 

ジクロロアニリンの平成 24 年度における環境中への総排出量は、0 t であった。この他に下

水道への移動量が 0.015 t、廃棄物への移動量が約 0.25 t であった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model4)により

媒体別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大 気 水 域 土 壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 1.4 0.0 0.0 0.0 

水 域 0.6 38.1 0.1 0.2 

土 壌 97.1 2.3 99.8 99.4 

底 質 0.9 59.6 0.1 0.4 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 
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表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献 
平均値 a) 平均値 下限値

                      

一般環境大気  µg/m3          

             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0/7 全国 2006 5) 

             

土壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水   µg/L 0.0034 0.006 <0.0026 0.025 0.0026 6/12 全国 2013 6) 

  <0.1 <0.1 <0.1 0.68 0.1 2/54 全国 2006 5) 

             

公共用水域・海水 b)   µg/L <0.0026 <0.0026 <0.0026 0.0032 0.0026 1/6 全国 2013 6) 

  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0/17 全国 2006 5) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.0095 <0.0095 0.0081 <0.0095 0.0081～
0.0095

0/2 川崎市 1999 7) 

  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01c) 0.01 0/6 全国 1998 8) 

           

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.019 <0.019 <0.011 0.031 0.011～
0.019 

7/13 川崎市 1999 7) 

  <0.01 <0.01 <0.01 0.013 0.01 1/7 全国 1998 8) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
    b) 過去の限られた地域を対象とした公共用水域・海水の調査（洞海湾内7地点について、水深0 mから2 m毎に

測定）において最大1.0 μg/L(1997)9)の報告がある。 
   c) 底質の統一検出下限値未満の値として最大0.0073μg/g (1998)が得られている。 

    

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

地下水及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。

化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそ

れぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 
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  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

平       

  水 質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 0.1 µg/L 未満程度 (2006) 0.004 µg/kg/day 未満程度 

均 公共用水域・淡水 0.1 µg/L 未満程度 (2006) 0.004 µg/kg/day 未満程度 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  大 気     

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最       

 水 質     

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 0.1 µg/L 未満程度 (2006) 0.004 µg/kg/day 未満程度 

値 公共用水域・淡水 0.68 µg/L 程度 (2006) 0.027 µg/kg/day 程度 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度を設定できるデータは得られなかった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、地下水のデータから算定すると 0.004 µg/kg/day 未満程度、公

共用水域・淡水のデータから算定すると 0.027 µg/kg/day 程度であった。本物質の経口曝露の予

測最大曝露量は、0.027 µg/kg/day 程度を採用する。 

生物濃縮性は高くないため、本物質の環境媒体から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

  媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 一般環境大気   

 室内空気   

水 質 飲料水   

 地下水 (0.004) (0.004) 

 公共用水域・淡水 0.004 0.027 

食 物    

土 壌    

経口曝露量合計 0.004 0.027 

総曝露量 0.004 0.027 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2)（ ）内の数字は、曝露量合計の算出に用いていない。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。
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水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.68 µg/L 程度、同海水域では 0.1 µg/L 未満程度となった。 

 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平 均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

0.1 µg/L 未満程度 (2006) 
 

0.1 µg/L 未満程度 (2006) 

0.68 µg/L 程度 (2006) 
 

0.1 µg/L 未満程度 (2006) 

注：1)（   ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルした本物質 5.04 µg を強制経口投与した結果、72 時間で投与した放射活

性の 81％が尿中に、26％が糞中に排泄され、尿中排泄のほぼすべてが 24 時間以内の排泄であっ

た。72 時間後の体内濃度は血液で投与量の約 1％、肝臓、腎臓、筋肉で投与量の 1％以下、副腎、

甲状腺、脾臓で投与量の 0.1％未満であり、体内組織への蓄積は極めて少ないと考えられた 1) 。 

296 mg/kg を腹腔内投与したラット、マウス、モルモットでは、本物質の血漿中濃度は 1 時間

でほぼピークに達したが、ピーク濃度はマウスの方がラット、モルモットよりも約 2 倍高かっ

た。肝臓では本物質のピーク濃度は 30 分から 1 時間後にみられ、ラット、マウスの方がモルモッ

トより約 2 倍高かった。メトヘモグロビン濃度のピークは 30 分から 1 時間後にみられ、ラット

で約 75％、マウスで約 55％、モルモットで約 32％であった 2) 。 

in vitro の代謝試験では、本物質の代謝物として 2-ヒドロキシ-3,4-ジクロロアニリン、6-ヒド

ロキシ-3,4-ジクロロアニリン、N-ヒドロキシ-3,4-ジクロロアニリン、N-(3,4-ジクロロフェニル)

アセトアミド、N-(3,4-ジクロロフェニル)ホルムアミドが検出されている 3, 4) 。 

0.5 mmol/kg（81 mg/kg）を単回強制経口投与したラットでは、24 時間後の血液中でヘモグロ

ビン付加体の生成を認め、アニリン類やニトロベンゼン類の溶血と関連するバイオマーカーの

ヘモグロビン結合指数 HBI は 9（mmol/mol Hb/用量(mmol/kg)）であった。これは N,N-ジメチル

アニリンの HBI（= 11.4）と同程度であったが、4-クロロアニリンの HBI（= 569）に比べると大

きな差があった 5) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 6) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 545 mg/kg 
マウス 経口 LD50 740 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 675 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 675 mg/kg 
ラット 吸入 LCLo 65 mg/m3 (4 hr) 
ウサギ 経皮 LDLo 300 mg/kg 
ネコ 経皮 LD50 700 mg/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼を刺激する。血液に影響を与え、メトヘモグロビンを生成することがある。吸

入するとチアノーゼ、眩暈、頭痛、吐き気、息切れ、錯乱、痙攣、意識喪失を生じ、経口摂

取すると腹痛や吸入時の症状が生じることがある。皮膚に付くと吸収されて吸入時の症状を

生じることがあり、眼に入ると発赤、痛み、かすみ眼を生じる 7) 。 
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② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雄 10 匹を 1 群とし、0、17.76 mg/m3を 2 週間（4 時間/日、5 日/週）

吸入させた結果、17.76 mg/m3群では曝露時に流涎、浅薄呼吸、音刺激に対する反応性の低

下がみられ、ヘモグロビン濃度の減少と平均赤血球容積、メトヘモグロビン濃度の増加を

認めたが、剖検や主要組織に異常はなかった。なお、14 日間の回復期間後も 17.76 mg/m3

群の 5 匹中 2 匹ではメトヘモグロビン濃度が増加した状態にあった 8) 。この結果から、

LOAEL を 17.76 mg/m3（曝露状況で補正：2.1 mg/m3）とする。 

イ）Sprague-Dawley ラット雄 20 匹を 1 群とし、0、10、45、200 mg/m3を 2 週間（6 時間/日、

5 日/週）鼻部のみに吸入させた結果、10 mg/m3以上の群で曝露濃度に依存したメトヘモグ

ロビン血症を認め、各群のメトヘモグロビン濃度は対照群よりも 2.5 倍、5.0 倍、40 倍高かっ

た。45 mg/m3以上の群の脾臓でヘモジデリン沈着がみられ、200 mg/m3 群の脾臓では絶対及

び相対重量の有意な増加と髄外造血がみられた。200 mg/m3群で体重増加の有意な抑制と赤

血球数の有意な減少を認め、ヘモグロビン濃度及びヘマトクリット値の減少、血小板数、

平均赤血球容積及び平均赤血球ヘモグロビン量、平均赤血球ヘモグロビン濃度の増加もみ

られ、貧血は明確であった。なお、14 日間の回復期間後もヘモジデリン沈着は 45 mg/m3以

上の群で強度を増してみられ、赤血球数は 10 mg/m3以上の群で有意に少なかった。メトヘ

モグロビン濃度は 10 mg/m3群では回復 3 日後に対照群と同程度になったが、45 mg/m3以上

の群では回復期間後も有意に高かった 9, 10) 。この結果から、LOAEL を 10 mg/m3（曝露状況

で補正：1.8 mg/m3）とする。 

ウ）ラット（系統等不明）15～18 匹を 1 群とし、0、0.015、0.03、0.08 mg/m3を最大 100 日間

吸入させた結果、0.03 mg/m3以上の群で可逆性の神経機能障害、0.08 mg/m3群でヘモグロビ

ン濃度の減少、スルフヘモグロビン濃度の増加がみられたとした報告があったが 11) 、詳細

は不明であった。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雄 20 匹を 1 群とし、0、10、45、200 mg/m3を 2 週間（6 時間/日、

5 日/週）鼻部のみに吸入させた結果、精巣の重量、精巣及び精巣上体の組織に影響はなかっ

た 9, 10) 。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌 28 匹を 1 群とし、0、5、25、125 mg/kg/day を妊娠 6 日から妊娠

15 日まで強制経口投与した結果、25 mg/kg/day 以上の群で体重増加の有意な抑制を認め、

125 mg/kg/day 群で着床後胚損失（有意差なし）がみられた。胎仔では 125 mg/kg/day 群で骨

化遅延の発生率に有意な増加がみられた 12, 13) 。この結果から、NOAEL を母ラットで 5 

mg/kg/day、胎仔で 25 mg/kg/day とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）工業用の本物質の曝露後にみられた塩素ざ瘡については、本物質に不純物として含まれ

ていた 3,3’,4,4’-テトラクロロアゾベンゼン及び 3,3’,4,4’-テトラクロロアゾキシベンゼン

がもつ角質増殖及びざ瘡形成作用が原因と考えられており、これらの不純物をほとんど含
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まない本物質が使用されるようになってから、ドイツでは塩素ざ瘡の症例は発生していな

い 14～17) 。なお、労働者の肝酵素、脂質への影響については、塩素ざ瘡の有無にかかわら

ず、本物質との関連はなかった 17) 。 

イ）農薬工場の全労働者 111 人を対象にした調査では、102 人（全体の 92％）から回答が得

られ、11 人が化学物質の曝露が原因で入院した経験があった。最も一般的な入院の原因

はカーバメイト系殺虫剤のメソミル（可逆性のコリンエステラーゼ阻害）と本物質（メト

ヘモグロビン血症）であった 16) 。 

ウ）化学工場の本物質製造部門で働く労働者 151 人の調査では、メトヘモグロビン濃度及び

ヘモグロビン濃度への影響はなかった 18) 。 

エ）イギリスでは 1961～1980 年の間に職業曝露によるチアノ－ゼの届け出が 325 例あり、

そのうち 5 例がジクロロアニリンによるものであった 19) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 20～24) 、

チャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）23) で遺伝子突然変異を誘発しなかったが、S9 無

添加の糸状菌で遺伝子突然変異を誘発した 25) 。ヒトリンパ球では、S9 添加の有無にかかわ

らず染色体異常を誘発せず、S9 無添加で姉妹染色分体交換を誘発しなかったが、S9 添加で

は姉妹染色分体交換を誘発した 26) 。ラット肝細胞（初代培養）で不定期 DNA 合成を誘発

しなかったが 23, 27) 、チャイニーズハムスター肺細胞（V79）で紡錘体形成を阻害した 26, 28) 。 

in vivo 試験系では、腹腔内投与したラットの骨髄細胞で小核を誘発しなかった 29) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

実験動物での発がん性に関して、知見は得られなかった。 
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○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。

このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無

毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、生殖・発生毒性イ）のラットの試験から得られた NOAEL 5 mg/kg/day

（妊娠期の体重増加の抑制）が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等

に設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性イ）のラットの知見から得られた LOAEL 10 mg/m3（メ

トヘモグロビン血症、赤血球数の減少）を曝露状況で補正して 1.8 mg/m3とし、LOAEL であ

るために 10 で除し、さらに試験期間が短いことから 10 で除した 0.018 mg/m3が信頼性のある

最も低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

5 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.004 µg/kg/day 未満程度 0.027 µg/kg/day 程度 19,000 

 
 
経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.004 

µg/kg/day 未満程度、予測最大曝露量は 0.027 µg/kg/day 程度であった。無毒性量等 5 mg/kg/day

と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた

MOE（Margin of Exposure）は 19,000 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少

ないと推定されることから、その曝露量を加えても MOE が大きく変化することはないと考え

られる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － － 

0.018 mg/m3 ラット 
－ 

室内空気 － － － 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

吸入曝露については、曝露濃度が把握されていないため、健康リスクの判定はできなかっ

た。 

なお、本物質の環境中への総排出量は 0 t であり、媒体別分配割合の予測結果では、大気に

排出した場合でもほとんど大気には分配されないと予測されている。また、非意図的な生成

状況も不明である。このため、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの

評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなっ

た。なお、本物質については多くの知見が収集されたが、表 4.1 では急性毒性、慢性毒性の

PNEC の導出の際に参照された知見を中心に整理している。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類／和名

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容

（試験条件等）

曝露 
期間[日] 

（試験条件等） 

試験の

信頼性 
採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 260 
Chlamydomonas 
reinhardi 緑藻類 NOEC  GRO

4 
（流水式） 

D C 1)-4008

 ○  450 Phaeodactylum 
tricornutum 珪藻類 EC50  GRO 4 B B 1)-15149

  ○ 500 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 NOEC  GRO
3 

（止水式） 
D C 1)-4008

  ○ <590*1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 NOEC  POP 1 C C 1)-15651

 ○  740 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50  GRO 4 B B 1)-102281

  ○ 1,000 
Scenedesmus 
pannonicus 緑藻類 NOEC  GRO 4 D C 4)-2009139

 ○  1,100 
Phaeodactylum 
tricornutum 珪藻類 

EC50   
GRO（RATE)

3 A A 1)-7087

  ○ 1,250 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC  
GRO(RATE)

3 B*2 B*2 3)*3 

 ○  1,650 
Chlamydomonas 
reinhardi 

緑藻類 EC50  GRO 
4 

（流水式） 
D C 1)-4008

 ○  2,200 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 EC50  GRO 4 B B 1)-15149

   2,400 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC10  
GRO(RATE)

2 B C 1)-2997

 ○  3,200 
Chlorella 
pyrenoidosa 緑藻類 EC50  GRO 4 B B 1)-15149

 ○  4,800 
Scenedesmus 
pannonicus 緑藻類 EC50  GRO 4 D C 4)-2009139

 ○  5,880 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50  POP 2 C C 1)-15651

 ○  6,470 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50   
GRO（RATE)

3 A A 3)*3 

 ○  15,000 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 EC50  GRO 

3 
（止水式） 

D C 1)-4008

 ○  27,000 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC50   
GRO（RATE)

2 B B 1)-2997

甲殻類  ○ <2 
Ceriodaphnia 
quadrangula ネコゼミジンコ NOEC  REP 21 C C 1)-16885

  ○ 2.5 Ceriodaphnia cf. 
dubia 

ニセネコゼミジ

ンコと同属 

NOEC  REP
(5腹目の
Brood size) 

～5腹目 B B 1)-65825
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生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類／和名

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容

（試験条件等）

曝露 
期間[日] 

（試験条件等） 

試験の

信頼性 
採用の

可能性
文献 No.

  ○ 2.5 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 14 B B 1)-17942

 
 

 ○ 3.1 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 1)-20249

  ○ <5 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 19 B B 1)-5857

  ○ 5 
Ceriodaphnia cf. 
dubia 

ニセネコゼミジ

ンコと同属 
NOEC  REP 34 B B 1)-60979

  ○ 5 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B*2 B*2 2) 

 ○  14.58*4 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 3 B C 1)-47311

 ○  54 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 A A 1)-55961

 ○  100 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2 D C 1)-5375

 ○  100 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2 B B 1)-49794

 ○  550 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B*2 B*2 2) 

魚 類  ○ <2*5 Poecilia reticulata 
グッピー 
(F0世代) 

NOEC   
REP / GRO  
(FI世代) 

182 B B 1)-3602

  ○ 2.9 Pimephales promelas 
ファットヘッドミ

ノー（胚） 
NOEC  MOR 32 C C 1)-102328

  ○ 5.1 Pimephales promelas 
ファットヘッドミ

ノー（胚） 
NOEC  GRO 28 B B 1)-12122

  ○ 20 Danio rerio 
ゼブラフィッシュ

（胚） 
NOEC  MOR 42 B B 1)-379 

  ○ 20 Perca fluviatilis スズキ目（胚） NOEC  MOR 18 B B 1)-8323

   1,620 Danio rerio 
ゼブラフィッシュ

（胚） 
EC50  MOR 2 B C 1)-16033

 ○  1,940 Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50  MOR 4 A A 1)-11597

 ○  2,400 Gobius microps ハゼ科 LC50  MOR 4 B B 1)-15149

 ○  2,400 
Oncorhynchus 
mykiss ニジマス LC50  MOR 4 B B 1)-104278

 ○  3,100 Perca fluviatilis スズキ目 LC50  MOR 4 A A 1)-8323

 ○  3,500 Poecilia reticulata グッピー LC50  MOR 4 B B 1)-15149

   3,600 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 21 B*1 C 2) 

 ○  6,990 Pimephales promelas 
ファットヘッドミ

ノー 
LC50  MOR 4 A A 1)-12122

 ○  11,000 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 B*1 B*1 2) 

その他  ○ 3 Ophryotrocha 
diadema 

ノリコイソメ

科 (2～3日齢

幼体) 

NOEC   
MOR・GRO・
REP 

38 A A 1)-6435

 ○  4.37*6 Aedes aegypti 
ネッタイシマ

カ 
LC50  MOR 4 B B 1)-15064
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生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類／和名

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容

（試験条件等）

曝露 
期間[日] 

（試験条件等） 

試験の

信頼性 
採用の

可能性
文献 No.

  ○ 130 Lymnaea stagnalis 
モノアラガイ

科（胚） 
NOEC   
MOR・HAT

16 A A 1)-15149

  ○ <1,000*7 Hydra littoralis ヒドラ属 NOEC  POP 11 B B 1)-102275

  ○ 1,560 Lemna perpusilla アオウキクサ NOEC  GRO 7 C C 1)-102279

  ○ <2,500*5 
Brachionus 
calyciflorus ツボワムシ NOEC  REP 4 B B 1)-16572

  ○ <2,500*5 
Brachionus 
calyciflorus ツボワムシ NOEC  REP ～10 B B 1)-6855

 ○  2,500 Pristina longiseta 
トガリミズミ

ミズ 
LC50  MOR 4 C C 1)-14220

 ○  4,000 
Ophryotrocha 
diadema 

ノリコイソメ

科 
LC50  MOR 4 C C 1)-6435

  ○ 5,500 
Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ

属 
NOEC  GRO 2 B B 1)-4008

 ○  9,200 
Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ

属 
EC50  GRO 2 B B 1)-4008

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 
EC50 (Median Effective Concentration) : 半数影響濃度、EC10 (10% Effective Concentration) : 10%影響濃度、 
LC50 (Median Lethal Concentration) : 半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration) : 無影響濃度 

影響内容 
GRO (Growth) : 生長（植物）、成長（動物）、HAT (Hatch) : 孵化、IMM (Immobilization) : 遊泳阻害、 
MOR (Mortality) : 死亡、POP (Population Changes) : 個体群の変化、REP (Reproduction) : 繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 
RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 文献では LOEC 590µg/L が報告されている 

*2 界面活性作用のある助剤を用いているため、試験の信頼性、採用の可能性とも「B」とした 

*3 文献 2)をもとに、試験時の設定濃度を用いて速度法により 0-72 時間の毒性値を再計算したものを掲載 

*4 成体から曝露を開始した試験における仔虫の LC50値 

*5 最低濃度区においても有意差が確認された 

*6 同条件で実施された 3 試験結果の算術平均 

*7 文献では Threshold concentration 1,000 µg/L が報告されている 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻類 

Adema と Vink1)-15149は、オランダ応用科学研究機構 (TNO) の試験方法 (1980) に準拠し、珪

藻類 Phaeodactylum tricornutum の生長阻害試験を実施した。試験には、栄養塩強化海水培地が

用いられた。被験物質の実測濃度は、設定濃度の 70%以上を維持していた。96 時間半数影響濃

度 (EC50) は、実測濃度に基づき 450 µg/L であった。 

また、環境庁 2) は OECD テストガイドライン No.201 (1984) に準拠し、緑藻類
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Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を GLP 試験と

して実施した。設定試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、0.31、0.63、1.25、2.5、5.0、10 mg/L

（公比 2.0）であった。試験溶液は、助剤としてエタノール 20mg/L 及び界面活性作用のある硬

化ひまし油 (HCO-30) 20 mg/L を用いて調製された。被験物質の実測濃度は、試験終了時にお

いても設定濃度の 82～92%を維持しており、毒性値の算出には設定濃度が用いられた。速度法

による 72時間無影響濃度 (NOEC) は 1,250 µg/Lであった 3)。なお、界面活性作用のある助剤を

用いているため、試験の信頼性、採用の可能性とも「B」とした。 

 

2） 甲殻類 

Pedersen ら 1)-55961は、米国 EPA の試験方法 (40 CFR 797.1300, 1992) に準拠し、オオミジンコ

Daphnia magna の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (24 時間後換

水、プラスチックシートで容器を蓋) で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、0.0125、0.025、

0.05、0.10、0.20、0.40、0.80 mg/L（公比 2）であった。試験用水には、ISO 培地（硬度 250 mg/L、

CaCO3 換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、0（対照区）、0.00847、0.0169、0.0339、

0.0678、0.1356、0.2712、0.5423 mg/L であった。48 時間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度に基

づき 54 µg/L であった。 

また、Diamantinoら 1)-17942はオオミジンコDaphnia magnaの繁殖試験を実施した。試験は半止

水式 (2 日毎換水、密閉容器使用)で行われ、設定試験濃度区は 0（対照区）、2.5、5、10、25、

50 µg/L（公比約 2）であった。被験物質のストック溶液の実測濃度が安定していたため、毒性

値の算出には設定濃度が用いられた。繁殖阻害（産仔数）に関する 14 日間無影響濃度 (NOEC) 

は 2.5 µg/L であった。 

また、Rose1)-65825らは、ニセネコゼミジンコと同属である Ceriodaphnia cf. dubia の長期毒性試

験を実施した。試験は半止水式（毎日換水）で行われ、設定試験濃度は、0（対照区）、2.5、5、

10、15 µg/L（公比 1.5 又は 2）であった。試験用水として、濾過したシドニーの水道水（硬度

65 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。繁殖阻害 (5 腹目の Brood size) に関する、5 腹目までの

無影響濃度 (NOEC) は、2.5 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

Hodson1)-11597 は前報の試験方法に従って、ニジマス Oncorhynchus mykiss (= Salmo gairdneri) 

の急性毒性試験を実施した。試験は流水式（流速 21～111 mL／分）で行われ、設定試験濃度は、

それぞれ試験最高濃度の 0（対照区）、10、18、32、56、100%（公比 1.8）であった。試験には、

脱塩素処理したオンタリオ湖由来の水道水（硬度 135 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。実測

濃度に基づく 96 時間半数致死濃度 (LC50) は 1,940 µg/L であった。 

また、Schafersと Nagel1)-3602は、グッピーPoecilia reticulataのライフサイクル毒性試験を実施

した。試験は流水式 (3 回換水／24 時間) で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、2、20、200 

µg/L（公比 10）であった。試験には活性炭ろ過水道水（硬度 246 mg/L、CaCO3換算）が用いら

れた。被験物質の平均実測濃度は 1.9、20.4、185 µg/L（対照区は除く）であり、設定濃度の 93

～102%であった。FI 世代（二世代目）の繁殖阻害（産仔数）又は成長阻害（5 回目産仔の雌の

湿重量）に関する 182 日間無影響濃度 (NOEC) は、設定濃度に基づき 2 µg/L 未満とされた。 
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4） その他生物 

Ribeiro ら 1)-15064は、ネッタイシマカ Aedes aegypti の急性毒性試験を実施した。試験は止水式

（密閉容器使用）で行われた。設定試験濃度は 1、2、4、8、16、32 mg/L（公比 2）であった。

試験には Elendt M7 培地が用いられた。大容量の試験系（試験生物なし）において、10 mg/L 及

び 50 mg/L の被験物質について安定性を調べたところ、4 日後にも濃度減少はほとんど見られな

かった。大容量の試験系における 96 時間半数致死濃度 (LC50) は、4.37 µg/L (3 試験結果の算術

平均値) であった。 

また、Hooftman と Vink1)-6435は、Åkesson (1975) 及びオランダ応用科学研究機構 (TNO) の試

験方法 (1979) に従って、ノリコイソメ科 Ophryotrocha diadema の 2～3 日齢幼体を用いて長期

毒性試験を実施した。試験は半止水式（週 3 回換水）で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、

0.003、0.010、0.032、0.100、0.320、1.00 mg/L（公比約 3.2）であった。試験には人工海水（塩

分 33）が用いられた。被験物質の平均実測濃度は、0（対照区）、0.003、0.008、0.028、0.104、

0.324、0.86 mg/L であった。死亡、成長、繁殖に関する 38 日間無影響濃度 (NOEC) は、実測濃

度に基づき 3 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Phaeodactylum tricornutum 96 時間 EC50（生長阻害）  450 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 54 µg/L 

魚 類 Oncorhynchus mykiss 96 時間 LC50 1,940 µg/L 

その他 Aedes aegypti 96 時間 LC50 4.37 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他生物について信頼できる

知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、その他生物を除いた最も小さい値（甲殻類の 54 µg/L）をアセスメン

ト係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 0.54 µg/L が得られた。なお、そ

の他生物を採用した場合、急性毒性値に基づく PNEC の参考値は 0.044 µg/L となる。 
 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害）  1,250 µg/L 未満

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 2.5 µg/L 未満

 Ceriodaphnia cf. dubia 5 腹目 NOEC（繁殖阻害） 2.5 µg/L 未満

魚 類 Poecilia reticulata 182 日間 NOEC（繁殖／成長阻害） 2 µg/L 未満

その他 Ophryotrocha diadema 38 日間 NOEC 
（死亡・成長阻害・繁殖阻害） 

3 µg/L 未満

アセスメント係数：10［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他生物について信頼できる知

見が得られたため］ 
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 これらの毒性値のうち、その他生物を除いた最も小さい値（魚類の 2 µg/L 未満）をアセスメ

ント係数 10 で除することにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 0.2 µg/L 未満が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、魚類の慢性毒性値から得られた 0.2 µg/L 未満を採用する。なお、

その他生物を採用した場合、PNEC の参考値は急性毒性値から得られた 0.044 µg/L となる。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC)  PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.1 µg/L 未満程度 (2006) 0.68 µg/L 程度 (2006) <0.2 

(0.044) 

µg/L 

>3.4 

(15) 

公共用水域・海水 0.1 µg/L未満程度 (2006) 0.1 µg/L未満程度 (2006) 
― 

(<2.3) 

注：1) 水質濃度の(    )内の数値は測定年度を示す 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 
    3) PNEC、PEC/PNEC 比の欄の(    )の数値は、その他生物を採用した場合の参考値を示す 

 

 
 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに 0.1 µg/L 未満

程度であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) 

は、淡水域で 0.68 µg/L、海水域では 0.1 µg/L 未満程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で 3.4 超となるため、詳細

な評価を行う候補と考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 

－156－



     5 3,4-ジクロロアニリン  

  

５．引用文献等 

（1）物質に関する基本的事項 

1) 環境省(2012)：化学物質ファクトシート －2012 年版－, 

(http://www.env.go.jp/chemi/communication/factsheet.html). 

2) Haynes.W.M.ed. (2013) : CRC Handbook of Chemistry and Physics on DVD, (Version 2013), 

CRC Press. 

3) O'Neil, M.J. ed. (2013) : The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and 

Biologicals. 15th Edition, The Royal Society of Chemistry. 

4) Howard, P.H., and Meylan, W.M. ed. (1997): Handbook of Physical Properties of Organic 

Chemicals, Boca Raton, New York, London, Tokyo, CRC Lewis Publishers: 126. 

5) Verschueren, K. ed. (2009): Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals, 5th Edition, 

New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto, John Wiley & Sons, Inc. 

(CD-ROM). 

6) Hansch, C. et al. (1995) : Exploring QSAR Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants, 

Washington DC, ACS Professional Reference Book: 18. 

7) 3,4-ジクロロアニリンの分解度試験成績報告書. 

8) U.S. Environmental Protection Agency, AOPWIN™ v.1.92. 

9) Howard, P.H., Boethling, R.S., Jarvis, W.F., Meylan, W.M., and Michalenko, E.M. ed. (1991): 

Handbook of Environmental Degradation Rates, Boca Raton, London, New York, Washington 

DC, Lewis Publishers: xiv. 

10) European Commission (2006) : European Union Risk Assessment Report 3rd Priority List 

Volume 65.3,4-DICHLOROANILINE. 

11) 通産省公報(1979.12.25). 

12) 3,4-ジクロロアニリンの濃縮度試験成績報告書. 

13) Donald Mackay, Wan Ying Shiu, Kuo-Ching Ma, Sum Chi Lee (2006): Handbook of 

Physical-Chemical Properties and Environmental Fate for Organic Chemicals, Second Edition on 

CD-ROM. Boca Raton, FL, U.S.A., CRC Press : 3261-3262. 

14) 経済産業省 (2012)：一般化学物質等の製造・輸入数量（ 22 年度実績）につい

て,(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/H22jisseki-matom

e-ver2.html, 2012.3.30 現在). 

15) 経済産業省 (2013)：一般化学物質等の製造・輸入数量（23 年度実績）について , 

(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/H23jisseki-matome.h

tml, 2013.3.25 現在). 

16) 経済産業省 (2014)一般化学物質等の製造・輸入数量（ 24 年度実績）について , 

(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/H24jisseki-matome.h

tml, 2014.3.7 現在). 

17) 経済産業省(2007)：化学物質の製造・輸入量に関する実態調査（平成 16 年度実績）の確

報値,(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/jittaichousa/kakuhou18.html, 

2007.4.6 現在). 

－157－



     5 3,4-ジクロロアニリン  

  

18) 経済産業省(2009)：化学物質の製造・輸入量に関する実態調査（平成 19 年度実績）の確

報値,(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/kakuhou19.html, 

2009.12.28 現在). 

19) 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会 PRTR 対象物質調査会、化学物

質審議会管理部会、中央環境審議会環境保健部会 PRTR 対象物質等専門委員会合同会合

(第 4 回)(2008)：参考資料 2 追加候補物質の有害性・暴露情報, 

(http://www.env.go.jp/council/05hoken/y056-04.html, 2008.11.6 現在). 

 

（2）曝露評価 

1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課、環境省環境保健部環境安全課 (2014)：平成 24

年度特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学

物質排出把握管理促進法)第１１条に基づき開示する個別事業所データ. 

2) 経済産業省製造産業局化学物質管理課、環境省環境保健部環境安全課 (2014)：届出外排

出量の推計値の対象化学物質別集計結果 算出事項(対象業種・非対象業種・家庭・移

動体)別の集計表 3-1 全国, (http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/csv/2012a/2012a3-1.csv, 2014.3.26

現在). 

3) 経済産業省製造産業局化学物質管理課、環境省環境保健部環境安全課 (2014)：平成 24

年度 PRTR 届出外排出量の推計方法の詳細. 

(http://www.env.go.jp/chemi/prtr/result/todokedegaiH24/syosai.html, 2014.3.26 現在). 

4) U.S. Environmental Protection Agency, EPI Suite™ v.4.11. 

5) 環境省水・大気環境局水環境課 (2008) : 平成 18 年度要調査項目測定結果. 

6) 環境省環境保健部環境安全課 (2014) : 平成 25 年度化学物質環境実態調査. 

7) 関昌之, 柴田幸雄, 黒沢康弘 (2000) : 川崎市内の河川,海域における化学物質濃度分布調

査結果 (2)アニリン類について. 川崎市公害研究所年報. 26:26-32. 

8) 環境庁環境保健部環境安全課 (1999) : 平成 10 年度化学物質環境汚染実態調査. 

9) 陣矢大介, 門上希和夫, 岩村幸美, 濱田健一郎, 山田真知子, 柳哲雄 (2001) : 閉鎖系内湾

－洞海湾における化学物質の分布と挙動. 水環境学会誌. 24(7):441-446. 

 

（3）健康リスクの初期評価 

1) Worobey BL, Shields B. (1991): Preliminary studies on the bioavailability and disposition of 

bioincurred carrot residues of [14C] linuron and [14C]3,4-dichloroaniline in rats. Food Addit 

Contam. 8: 193-200. 

2) Chow AY, Murphy SD. (1975): Propanil (3,4-dichloropropionanilide)-induced methemoglobin 

formation in relation to its metabolism in vitro. Toxicol Appl Pharmacol. 33: 14-20. 

3) Lenk W, Sterzl H. (1984): Peroxidase activity of oxyhaemoglobin in vitro. Xenobiotica. 14: 

581-588. 

4) McMillan DC, Bradshaw TP, Hinson JA, Jollow DJ. (1991): Role of metabolites in 

propanil-induced hemolytic anemia. Toxicol Appl Pharmacol. 110: 70-78. 

－158－



     5 3,4-ジクロロアニリン  

  －159－

5) Birner G, Neumann HG. (1988): Biomonitoring of aromatic amines II: Hemoglobin binding of 

some monocyclic aromatic amines. Arch Toxicol. 62: 110-115. 

6) US National Institute for Occupational Safety and Health, Registry of Toxic Effects of Chemical 

Substances (RTECS) Database. 

7) IPCS (2000): International Chemical Safety Cards. 0144. 3,4-Dichloroaniline. 

8) Haskell Laboratory (1976): 2-Week inhalation toxicity study using 3,4-dichloroaniline. DuPont de 

Nemours and Co. NTIS/OTS0215198. 

9) Haskell Laboratory (1986): Subchronic inhalation toxicity of 3,4-dichloroaniline. Report No. 10-86. 

DuPont de Nemours and Co. NTIS/OTS0513350. 

10) Kinney LA, Slone TW, Kennedy GL. (1987): A 2-week subchronic inhalation study on 

3,4-dichloroaniline in rats. Toxicologist. 7: 192. 

11) Andreeshcheva NG. (1970): Characteristics and criteria of the toxic effects of certain nitro and 

amino derivatives of benzene. Hyg Sanit. 35: 51-55. 

12) Clemens GR, Hartnagel RE Jr. (1990): Teratology study in the rat with 3,4-dichloroaniline. 

Toxicology Department Miles Inc. Elkhart. IN. USA. Unpublished Report No. MTDO 179. 

October 23. Cited in: European Chemical Bureau.（2006）: European Union Risk Assessment 

Report. 3,4-Dichloroaniline. 

13) LanXess Corp. (2008): Results of a teratology study in rats with 3,4-dichloroaniline. 

NTIS/OTS0600391. 

14) Poland A, Clover E, Kende AS, DeCamp M, Giandomenico CM. (1976): 3,4,3',4'-Tetrachloro 

azoxybenzene and azobenzene: potent inducers of aryl hydrocarbon hydroxylase. Science. 194: 

627-630. 

15) Taylor JS, Wuthrich RC, Lloyd KM, Poland A. (1977): Chloracne from manufacture of a new 

herbicide. Arch Dermatol. 113: 616-619. 

16) Morse DL, Baker EL Jr, Kimbrough RD, Wisseman CL 3rd. (1979): Propanil-chloracne and 

methomyl toxicity in workers of a pesticide manufacturing plant. Clin Toxicol. 15: 13-21. 

17) Scarisbrick DA, Martin JV. (1981): Biochemical changes associated with chloracne in workers 

exposed to tetrachlorazobenzene and tetrachlorazoxybenzene. J Soc Occup Med. 31: 158-163. 

18) Rohm and Haas Co. (1982): Review of Philadelphia plant methemoglobin data. 

NTIS/OTS0205983. 

19) Sekimpi DK, Jones RD. (1986): Notifications of industrial chemical cyanosis poisoning in the 

United Kingdom 1961-80. Br J Ind Med. 43: 272-279. 

20) Haskell Laboratory (1975): In Vitro Microbial Mutagenicity Studies of 3,4-Dichloroaniline. 

DuPont de Nemours and Co. NTIS/OTS0215198. 

21) Monsanto Co. (1977): Mutagenicity plate assay: 3,4-Dichloroaniline. NTIS/OTS0206222. 

22) Gilbert P, Saint-Ruf G, Poncelet F, Mercier M. (1980): Genetic effects of chlorinated anilines and 

azobenzenes on Salmonella typhimurium. Arch Environ Contam Toxicol. 9: 533-541. 

23) McMillan DC, Shaddock JG, Heflich RH, Casciano DA, Hinson JA. (1988): Evaluation of 

propanil and its N-oxidized derivatives for genotoxicity in the Salmonella typhimurium reversion, 



     5 3,4-ジクロロアニリン  

  

Chinese hamster ovary/hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase, and rat 

hepatocyte/DNA repair assays. Fundam Appl Toxicol. 11: 429-439. 

24) Zeiger E, Anderson B, Haworth S, Lawlor T, Mortelmans K. (1992): Salmonella mutagenicity 

tests: V. Results from the testing of 311 chemicals. Environ Mol Mutagen. 19 (Suppl. 21): 2-141. 

25) Prasad I. (1970): Mutagenic effects of the herbicide 3',4'-dichloropropionanilide and its 

degradation products. Can J Microbiol. 16: 369-372. 

26) Bauchinger M, Kulka U, Schmid E. (1989): Cytogenetic effects of 3,4-dichloroaniline in human 

lymphocytes and V79 Chinese hamster cells. Mutat Res. 226: 197-202. 

27) Yoshimi N, Sugie S, Iwata H, Niwa K, Mori H, Hashida C, Shimizu H. (1988): The genotoxicity 

of a variety of aniline derivatives in a DNA repair test with primary cultured rat hepatocytes. 

Mutat Res. 206: 183-191. 

28) Salassidis K, Bauchinger M. (1990): Mitotic spindle damage induced by 3,4-dichloroaniline in 

V79 Chinese hamster cells examined by differential staining of the spindle apparatus and 

chromosomes. Mutagenesis. 5: 367-370. 

29) Haskell Laboratory (1989): Mouse bone marrow micronucleus assay of 3,4-dichlorobenzenamine. 

DuPont de Nemours and Co. NTIS/OTS0532110. 

 

（4）生態リスクの初期評価 

1) U.S.EPA「ECOTOX」 

379：Nagel, R., H. Bresch, N. Caspers, P.D. Hansen, M. Markert, R. Munk, N. Scholz, and B.B. Ter 

Hofte (1991): Effect of 3,4-Dichloroaniline on the Early Life Stages of the Zebrafish 

(Brachydanio rerio): Results of a Comparative Laboratory Study. Ecotoxicol.Environ.Saf. 

21(2):157-164. 

2997：Kühn, R., and M. Pattard (1990): Results of the Harmful Effects of Water Pollutants to Green 

Algae (Scenedesmus subspicatus) in the Cell Multiplication Inhibition Test. Water Res. 

24(1):31-38. 

3602：Schafers, C., and R. Nagel (1991): Effects of 3,4-Dichloroaniline on Fish Populations. 

Comparison Between r- and K-Strategists: A Complete Life Cycle Test with the Guppy (Poecilia 

reticulata). Arch.Environ.Contam.Toxicol. 21(2):297-302. 

4008：Schafer, H., H. Hettler, U. Fritsche, G. Pitzen, G. Roderer, and A. Wenzel (1994): Biotests 

Using Unicellular Algae and Ciliates for Predicting Long-Term Effects of Toxicants. 

Ecotoxicol.Environ.Saf. 27(1):64-81. 

5375：Maas-Diepeveen, J.L., and C.J. Van Leeuwen (1986): Aquatic Toxicity of Aromatic Nitro 

Compounds and Anilines to Several Freshwater Species. Laboratory for Ecotoxicology, Institute 

for Inland Water Management and Waste Water Treatment, Report No.86-42:10 p. 

5857：Soares, A.M.V.M., D.J. Baird, and P. Calow (1992): Interclonal Variation in the Performance 

of Daphnia magna Straus in Chronic Bioassays. Environ.Toxicol.Chem. 11(10):1477-1483. 

－160－



     5 3,4-ジクロロアニリン  

  

6435：Hooftman, R.N., and G.J. Vink (1980): The Determination of Toxic Effects of Pollutants 

with the Marine Polychaete Worm Ophryotrocha diadema. Ecotoxicol.Environ.Saf. 

4(3):252-262. 

6855：Ferrando, M.D., C.R. Janssen, E. Andreu, and G. Persoone (1993): Ecotoxicological Studies 

with the Freshwater Rotifer Brachionus calyciflorus. II. An Assessment of the Chronic Toxicity 

of Lindane and 3,4-Dichloroaniline Using Life Tables. Hydrobiologia 255/256:33-40. 

7087：Kusk, K.O., and N. Nyholm (1992): Toxic Effects of Chlorinated Organic Compounds and 

Potassium Dichromate on Growth Rate and Photosynthesis of Marine Phytoplankton. 

Chemosphere 25(6):875-886. 

8323：Schafers, C., and R. Nagel (1993): Toxicity of 3,4-Dichloroaniline to Perch (Perca 

fluviatilis) in Acute and Early Life Stage Exposures. Chemosphere 26(9):1641-1651. 

11597：Hodson, P.V. (1985): A Comparison of the Acute Toxicity of Chemicals to Fish, Rats and 

Mice. J.Appl.Toxicol. 5(4):220-226. 

12122：Call, D.J., S.H. Poirier, M.L. Knuth, S.L. Harting, and C.A. Lindberg (1987): Toxicity of 

3,4-Dichloroaniline to Fathead Minnows, Pimephales promelas, in Acute and Early Life-Stage 

Exposures. Bull.Environ.Contam.Toxicol. 38(2):352-358. 

14220：Schmitz, A., and R. Nagel (1995): Influence of 3,4-Dichloroaniline (3,4-DCA) on Benthic 

Invertebrates in Indoor Experimental Streams. Ecotoxicol.Environ.Saf. 30:63-71. 

15064：Ribeiro, R., L.M. Lima, F. Goncalves, and A.M.V.M. Soares (1995): Metier (Modular 

Ecotoxicity Tests in Incorporating Ecological Relevance) for Difficult Substances: Aedes aegypti 

(Diptera: Culicidae) Initial Module Test Development Using 3,4-Dichloroaniline. Environ. 

Toxicol.Chem. 14(7):1241-1246. 

15149：Adema, D.M.M., and G.J. Vink (1981): A Comparative Study of the Toxicity of 

1,1,2-Trichloroethane, Dieldrin, Pentacholorophenol, and 3,4-Dichloroaniline for Marine and 

Fresh Water Organisms. Chemosphere 10(6):533-554. 

15651：Sosak-Swiderska, B., D. Tyrawska, and B. Maslikowska (1998): Microalgal Ecotoxicity 

Test with 3,4-Dichloroaniline. Chemosphere 37(14/15):2975-2982. 

16033：Lange, M., W. Gebauer, J. Markl, and R. Nagel (1995): Comparison of Testing Acute 

Toxicity on Embryo of Zebrafish, Brachydanio rerio and RTG-2 Cytotoxicity as Possible 

Alternatives to the Acute Fish Test. Chemosphere 30(11):2087-2102. 

16572：Janssen, C.R., G. Persoone, and T.W. Snell (1994): Cyst-Based Toxicity Tests. VIII. 

Short-Chronic Toxicity Tests with the Freshwater Rotifer Brachionus calyciflorus. Aquat. 

Toxicol. 28(3/4):243-258. 

16885：Kluttgen, B., N. Kuntz, and H.T. Ratte (1996): Combined Effects of 3,4-Dichloroaniline 

and Food Concentration on Life-Table of Two Related Cladocerans, Daphnia magna and 

Ceriodaphnia quadrangula. Chemosphere 32(10):2015-2028. 

17942：Diamantino, T.C., R. Ribeiro, F. Goncalves, and A.M.V.M. Soares (1997): METIER 

(Modular Ecotoxicity Tests Incorporating Ecological Relevance) for Difficult Substances. 4. Test 

Chamber for Cladocerans in Flow-Through Conditions. Environ.Toxicol.Chem. 16(6):1234- 

1238. 

－161－



     5 3,4-ジクロロアニリン  

  

20249：Samel, A., M. Ziegenfuss, C.E. Goulden, S. Banks, and K.N. Baer (1999): Culturing and 

Bioassay Testing of Daphnia magna Using Elendt M4, Elendt M7, and COMBO Media. 

Ecotoxicol.Environ.Saf. 43(1):103-110. 

47311：Barata, C., and D.J. Baird (2000): Determining the Ecotoxicological Mode of Action of 

Chemicals from Measurements Made on Individuals: Results from Instar-Based Tests with 

Daphnia magna Straus. Aquat.Toxicol. 48(2/3):195-209. 

49794：Guilhermino, L., T. Diamantino, M.C. Silva, and A.M.V.M. Soares (2000): Acute Toxicity 

Test with Daphnia magna: An Alternative to Mammals in the Prescreening of Chemical 

Toxicity?. Ecotoxicol.Environ.Saf. 46(3):357-362. 

55961：Pedersen, F., E. Bjornestad, T. Vulpius, and H.B. Rasmussen (1998): Immobilisation Test 

of Aniline Compounds with the Crustacean Daphnia magna. Proj.No.303587, Report to the 

Danish EPA, Copenhagen, Denmark :93 p. 

60979：Rose, R.M., M.S.J. Warne, and R.P. Lim (2001): The Presence of Chemicals Exuded by 

Fish Affects the Life-History Response of Ceriodaphnia cf. dubia to Chemicals with Different 

Mechanisms of Action. Environ.Toxicol.Chem. 20(12):2892-2898. 

65825：Rose, R.M., M.St.J. Warne, and R.P. Lim (2002): Food Concentration Affects the Life 

History Response of Ceriodaphnia cf. dubia to Chemicals with Different Mechanisms of Action. 

Ecotoxicol.Environ.Saf. 51(2):106-114.  

102275 ： Shell Oil Co. (1985): Effects of Copper Chloride, Potassium Dichromate, 

3,4-Dichloroaniline, Nonylphenol Ethoxylate and Phenol on the Growth Rate of Populations of 

Hydra littoralis with Cover Letter. EPA/OTS Doc.#878214955 :13 p. (NTIS/OTS 0206734). 

102279：Shell Oil Co. (1987): Use of Lemna perpusilla for Phytotoxicity Tests. EPA/OTS Doc. 

#86-870001654 :30 p. (NTIS/OTS 0515730). 

102281：Shell Oil Co. (2000): 3,4-Dichloroaniline: Acute Toxicity to Daphnia magna and 

Selenastrum capricornutum - Submission of Lists and Copies of Health and Safety Studies (47 

FR 38780). EPA/OTS Doc.#40-8376326 :17 p. (NTIS/OTS 0516826). 

102328 ： Shell Oil Co. (1992): Initial Submission:  An Early Life Stage Test with 

3,4-Dichloroaniline in the Fathead Minnow (Pimephales promelas) with Cover Letter Dated 

052892. EPA/OTS Doc.#88-920003418 :28 p. (NTIS/OTS0540069). 

104278：Monsanto Co. (1983): Acute Toxicity of ACD to Rainbow Trout (Salmo gairdneri). 

EPA/OTS Doc.#878211018 :32 p. (NTIS/OTS 0206222). 

2) 環境庁(1996)；平成 7 年度 生態影響試験 

3) (独)国立環境研究所(2009)：平成 20 年度化学物質環境リスク評価検討調査報告書 

4) その他 

2009139：Adema, D.M.M., J. Kuiper, A.O. Hanstveit, and H.H. Canton (1983): Consecutive 

System of Tests for Assessment of the Effects of Chemical Agents in the Aquatic Environment. 

In: Pesticide chemistry-Human welfare and the environment. Proceedings of the Fifth 

International Congress on Pesticide Chemistry,Kyoto, Japan, 29 August - 4 September, 1982, 

Oxford, New York, Pergamon Press, Vol. 3, pp. 537-544. 

－162－



     6 ジメチルスルホキシド 

  

本物質は、第 7 次とりまとめにおいて環境リスク初期評価結果が公表されているが、改めて

初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： ジメチルスルホキシド 

（別の呼称：DMSO） 

CAS 番号： 67-68-5 

化審法官報公示整理番号： 2-1553 

化管法政令番号：  

RTECS 番号： PV6210000 

分子式 ： C2H6OS 

分子量： 78.13 

換算係数：1 ppm = 3.20 mg/m3 (気体、25℃) 

構造式： 

O
S

CH3

CH3  

（2）物理化学的性状 

本物質は無色無臭の吸湿性液体で、わずかに苦味を有する1)。 

融点 18.52℃2)、18.55℃3)、18.45℃4)、8～18.5℃5) 

沸点 
191.9℃ (760 mmHg) 2)、189℃ (760 mmHg) 3) , 4)、

189℃（分解）5) 

密度 1.1010 g/cm3 (25℃) 2)、1.1 5) 

蒸気圧 

0.63 mmHg (=84 Pa) (25℃) 2)、 
0.61 mmHg (=81 Pa) (25℃) 4)、 
0.42 mmHg (=56 Pa) (20℃) 5) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) -1.352) , 4) , 6)、-2.035) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 2.53×105 mg/1000g (25℃) 2)、自由混和4) , 5) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

 好気的分解 

分解率：BOD 3.1%、TOC (－)※%、GC 0.3% 

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）7) 

（備考 ※：負の値が得られた）7) 

 

［6］ジメチルスルホキシド            
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化学分解性 

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：62.0×10-12 cm3/(分子･sec)（25℃、測定値）8) 

半減期：1.0 時間～10 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 9) と仮定し

計算） 

加水分解性 

環境中で加水分解性の基を持たない 10) 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される物質 11) ） 

 生物濃縮係数(BCF)： 

N.D.～トレース（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：1.0 mg/L）12) 

N.D.～トレース（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：0.1 mg/L）12) 

（備考 N.D.及びトレースは、試験濃度 1.0 mg/L では BCF 0.4 以下、0.1 mg/L では

BCF 4 以下に相当する 12) ） 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：2.1（KOCWIN 13) により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推移を表 1.1

に示す14),15),16)。 

 
表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 

製造・輸入数量(t) X b) X b) 10,000 
注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値を示す。 

        b) 届出業者が 2 社以下のため公表されていない。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す17)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及

び輸入量 a) 
1,000～10,000 t/年未満 1,000～10,000 t/年未満 －b) 

注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入を 
した者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

b) 公表されていない。 
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本物質の生産量の推移を表 1.3 に示す18)。 

 
表 1.3 生産量の推移 

平成（年） 15 16 17 18 19 

生産量（t） 4,800 10,000 10,000 10,000 10,000 

平成（年） 20 21 22 23 24 

生産量（t） 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
注：生産量は推定値である。 

 

なお、地下水及び公共用水域・淡水の環境実測データが得られた平成 12 年（2000 年）の

生産量は、4,800 t（推定値）19) とされている。 

OECD に報告している本物質の生産量は 1,000～10,000 t 未満、輸入量は 1,000 t/未満である。 

本物質（DMSO）は天然水中に自然に存在する20)。DMSO は硫化ジメチル（DMS）として

植物プランクトンにより生成され、海水へ放出される20)。還元硫黄の海洋から大気へのフラ

ックスの 90%を構成すると推定される DMS は、地球環境の硫黄サイクルの一部として DMSO、

二酸化硫黄、硫酸塩に酸化される20)。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、アクリル繊維、医・農薬等の合成や、染料・顔料用溶剤、はく離・

洗浄剤、メンブレンの加工とされている21)。 

国内において、アクリル繊維の重合・紡糸用溶媒としての需要が立ち上がったが、1980 年

代後半に TFT 液晶のフォトリソグラフィー工程の剥離液原料や剥離後の置換液として採用さ

れている22)。また、ライフサイエンス分野の溶媒としても使用されている22)。内需 1 万トン強

の内、約 7 割が IT 分野、残りがライフサイエンス分野とその他とされている22)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されていたが、平成 26 年 3 月改

訂の要調査項目リストから除外された。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出量

及び移動量は得られなかった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity モデル1) により

媒体別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.1 に示す。 

 

表 2.1 Level Ⅲ Fugacity モデルによる媒体別分配割合（％） 

媒 体 大 気 水 域 土 壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 4.6 0.0 0.0 0.1 

水 域 43.5 99.8 41.5 60.4 

土 壌 51.7 0.0 58.4 39.4 

底 質 0.1 0.2 0.1 0.1 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に示す。 

 

表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

           

一般環境大気  µg/m3 <0.022 <0.022 <0.022 0.032 0.022 6/14 全国 2010 2) 

             

室内空気 µg/m3          

             

食 物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L <60 <60 <60 <60 60 0/15 全国 2000 3) 

             

土 壌 µg/g          
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

             

公共用水域・淡水   µg/L <60 <60 <60 <60 60 0/65 全国 2000 3) 

  0.45 0.97 <0.2 3.5 0.2 5/8 全国 1992 4) 

             

公共用水域・海水   µg/L <60 75 <60 310 60 2/11 全国 2000 3) 

  <0.2 <0.2 <0.2 0.28 0.2 1/7 全国 1992 4) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.3 <0.3 <0.15 0.48 0.15~0.3 2/14 全国 2002 5) 

  0.0063 0.011 <0.005 0.040 0.005 4/7 全国 1992 4) 

                      

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.15 0.47 <0.15 3.3 0.15 2/10 全国 2002 5) 

  <0.005 0.0093 <0.005 0.041 0.005 2/7 全国 1992 4) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g <0.005 <0.005 <0.005 0.0095 0.005 1/6 全国 1992 4) 

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g <0.005 <0.005 <0.005 0.012 0.005 2/7 全国 1992 4) 

             

注：a) 最大値または平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.3）。化学物質の人に

よる一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 m3、2 L

及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 

表 2.3 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

 大 気     

 一般環境大気 0.022 µg/m3未満程度(2010) 0.0066 µg/kg/day 未満程度 

 室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平      

 水 質    

 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 
過去のデータではあるが 60 µg/L 未満 
程度(2000) 

過去のデータではあるが 2.4 µg/kg/day 
未満程度 

均 公共用水域・淡水 
過去のデータではあるが 60 µg/L 未満 
程度(2000) 

過去のデータではあるが 2.4 µg/kg/day 
未満程度 

     

 食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

 土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

 大 気   

 一般環境大気 0.032 µg/m3程度(2010) 0.0096 µg/kg/day 程度 

最 室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

大 水 質   

 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 地下水 
過去のデータではあるが 60 µg/L 未満 
程度(2000) 

過去のデータではあるが 2.4 µg/kg/day 
未満程度 
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 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

 公共用水域・淡水 
過去のデータではあるが 60 µg/L 未満 
程度(2000) 

過去のデータではあるが 2.4 µg/kg/day 
未満程度 

     

 食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

 土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.4 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.032 µg/m3程度となった。 

経口曝露の予測最大曝露量を設定できるデータは得られなかった。なお、過去のデータでは

あるが地下水のデータから経口曝露量を算定すると 2.4 µg/kg/day 未満程度となった。 

生物濃縮性は高くないため、本物質の環境媒体から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 

表 2.4 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気 0.0066 0.0096 

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水 （過去のデータではあるが 2.4） （過去のデータではあるが 2.4） 

   公共用水域・淡水 （過去のデータではあるが 2.4） （過去のデータではあるが 2.4） 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計   

  参考値 1 2.4 2.4 

 総曝露量 0.0066 0.0096 

  参考値 1 2.4066 0.0096+2.4 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2)（ ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
3) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
4) 参考値 1 は、過去のデータを用いた場合を示す。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.5 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定できるデータは得られなか

った。なお、過去のデータではあるが公共用水域の淡水域では 60 µg/L 未満程度、海水域では

310 µg/L 程度となった。公共用水域・淡水、海水の測定結果は、10 年以上前のデータではある

が、生産量の推移や自然界での存在を考慮しても濃度が大幅に増加している可能性は低いと考

えられる。 
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表 2.5 公共用水域濃度 

水 域 平    均 最 大 値 

淡 水 
 
 
 

海 水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

60 µg/L 未満程度 (2000)] 
 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

60 µg/L 未満程度 (2000)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

60 µg/L 未満程度 (2000)] 
 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

310 µg/L 程度 (2000)] 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

本物質（DMSO）の主な尿中代謝物は酸化によって生じたジメチルスルホン（DMSO2）であ

るが、呼気中には還元によって生じたジメチルスルフィド（DMS）が排泄される。 
35S でラベルした本物質 550 mg/kg をラットに強制経口投与又は腹腔内投与、皮膚塗布した結

果、経口投与又は腹腔内投与で 30 分～1 時間後、皮膚塗布で 2 時間後に血漿中放射活性のピー

クが同程度でみられ、24 時間後にはピーク値の約 5～10％まで減少し、半減期は約 6 時間であ

った。各組織間の放射活性に大きな差はなく、経口投与の 4 時間後の肝臓、精巣、腎臓、脾臓、

小腸、心臓及び血漿では DMSO2/DMSO の割合は約 6.5％（4.1～10.6％）であった。24 時間で投

与した放射活性の約 67％が尿中に、4～10％が糞中に排泄された。また、皮膚塗布ラットで求め

た呼気中への排泄割合は 24 時間で 6％、腹腔内投与ラットで求めた DMSO2の尿中排泄は 24 時

間で 12.8％（尿中放射活性の約 17％）であった。同用量を皮膚塗布したウサギでは 24 時間で

30％が尿中に、腹腔内投与したモルモットでは 24 時間で尿中に 52％、糞中に 4％が排泄され、

モルモットではさらに次の 24 時間で 16％が尿中に排泄された 1) 。 

サルに 3,000 mg/kg/day を 14 日間強制経口投与した結果、血清中の本物質は初回投与の 4 時

間後にピーク（2.3 mg/L）に達し、その後急速に減少して 24 時間後に 0.95 mg/L となり、半減

期は 16 時間であった。 毎日の投与前血清中濃度は 2 日目にわずかに増加して 1.1 mg/L となっ

たが、4 日目からは約 0.9 mg/L でほぼ平衡状態となり、最終投与後は急速に減少して 72 時間後

には未検出となった。一方、DMSO2は初回投与の 2 時間後には血清中に現れて 24 時間後に 0.18 

mg/L となり、その後も増加を続けて 4 日目に 0.34 mg/L となってほぼ平衡状態となり、最終投

与後は約 38 時間の半減期でゆっくりと減少したが、120 時間後もわずかに検出された。本物質

の尿中排泄は 2 日目から約 9 g/day の定常状態となり、最終投与後は 72 時間でわずかに検出さ

れる程度になったが、DMSO2はゆっくりと増加して 5 日目に約 3 g/day のピークに達した後は 2

～3 g/day で推移し、最終投与後も 5 日間にわたってゆっくりと尿中に排泄され、最終的に投与

量の約 60％が本物質、約 16％が DMSO2 として尿中に排泄された。糞からは本物質も DMSO2

も検出されなかったが、糞中の本物質分解速度が 0.34 g/hr/g（37℃）であったことから、数週間

の保存期間内に分解して未検出になったと考えられた 2) 。また、呼気中の DMS は未測定であ

ったが、本物質を静脈内投与したネコの呼気に独特の甘い臭気の正体が DMS であることが確認

されており 3) 、サルの呼気にも甘い匂いがあったため、投与量の 3～7％程度が DMS として呼

気中に排泄されていたと考えられた 2) 。 

ヒトでは、ボランティア 2 人に 1,000 mg/kg を皮膚塗布した結果、血清中の本物質は 4～8 時

間後にピークに達し、半減期 11～14 時間で減少して 36～48 時間後に未検出となったが、DMSO2

のピークは 36～72 時間後にあり、半減期は 60～70 時間で、312 時間後も塗布後 4～8 時間と同

程度の濃度が血清中に存在した。 本物質の尿中排泄は塗布後すぐに始まり、ほぼ 48 時間続い

たが、DMSO2の尿中排泄は約 8 時間後から始まって 456 時間後もわずかに継続しており、平均

で投与量の 13％が本物質、17.8％が DMSO2として尿中に排泄された 4) 。 

ボランティア 5 人に 1,000 mg/kg を経口投与した結果、血清中の本物質は 4 時間以内にピーク

に達して約 20 時間の半減期で減少し、120 時間後に未検出となったが、DMSO2のピークは 72
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～96 時間後にあり、約 72 時間の半減期でゆっくりと減少して 400 時間後も微量が検出された。

本物質の尿中排泄は投与後すぐに始まり、排泄がほぼ終了する 120 時間後まで一定の速度で継

続して投与量の 50.8％が排泄されたが、DMSO2 の尿中排泄は約 20 時間後までほとんどなく、

120 時間で投与量の 9.6％が排泄された。このうち 2 人について 480 時間後まで測定を継続した

ところ、DMSO2の排泄は 22％まで増加し、本物質及び DMSO2は合計で 53.6％、89.5％であっ

た。また、500 mg/kg/day を 1 人に 14 日間経口投与した場合、血清中の本物質及び DMSO2はと

もに 9 日目まで増加してピーク（1.85 mg/mL、1.04 mg/mL）となり、本物質はその後減少して

12～14 日目に投与初期と同程度になり、最終投与の 72 時間後に未検出となったが、DMSO2で

はピーク後の減少はゆっくりと最終投与の 48 時間後まで継続し、その後減少は急になったもの

の最終投与の 10 日後でも 0.17 mg/mL（ほぼ投与 2 日目）の濃度であった。本物質の尿中排泄は

ほぼ 15 日間で終了して投与量の 53.7％、DMSO2の排泄は 24 日間で 17.2％であった 4) 。 

このように、ラットやサルなどの実験動物に比べてヒトでは排泄が遅く、特に代謝物の

DMSO2で著明であったが、この原因として DMSO2の腎クリアランスがヒトで低いこと、DMSO2

と組織との結合性がヒトで高いこと、組織に結合した本物質がゆっくりと DMSO2へと代謝され

ていたことが考えられた 2, 4) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 

動物種 経路 致死量、中毒量等 

ヒト 経皮 TDLo 1,800 mg/kg 5) 

ラット 経口 LD50
14,500 mg/kg 5) 

ラット 経口 LD50 17,400 mg/kg 5) 
マウス 経口 LD50 7,920 mg/kg 5) 
マウス 経口 TDLo 10.91 mL/kg5) 

モルモット 経口 LDLo >11,000 mg/kg 5) 
イヌ 経口 LD50 >10,000 mg/kg 5) 

ラット 吸入 LCLo >1,400 mg/m3 (4hr) 6) 
ラット 経皮 LD50 40,000 mg/kg 5) 
マウス 経皮 LD50 50,000 mg/kg 5) 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、皮膚を刺激し、高濃度の場合、意識低下を引き起こすことがある。吸入する

と頭痛、吐き気、経口摂取すると吐き気、嘔吐、嗜眠を引き起こし、眼に入ると発赤、かす

み眼を起こす。皮膚に付くと皮膚の乾燥を起こし、吸収されて吐き気等を起こす可能性があ

る。なお、本物質は他の物質の皮膚吸収を促進するため、本物質中に他の有害物質が存在す

ると注意が必要である 7) 。 

 

② 中・長期毒性  

ア）ラットに 440、7,040 mg/kg/day を 13 週間強制経口投与しても死亡はなかったが、14,080 
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mg/kg/day の投与では 24 時間で 2 匹、28 日間で 10 匹が死亡した 8) 。また、ラットに 2,000 

mg/kg/day を 45 日間経口投与しても悪影響はみられなかったが、5,000 mg/kg/day では軽度

の体重減少と肝障害（門脈周囲の炎症と刺激を伴った肝細胞壊死）がみられた 9) 。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、1,100、3,300、9,900 mg/kg/day を 18

ヶ月間強制経口投与（5 日/週）した結果、腹側部や腹部を引っ込めながら背筋を曲げ伸ば

しする動作が時おり投与後に 5 分間程度持続したが、原因は腹部不快感によるものであっ

た。3,300 mg/kg/day 以上の群の雄及び 1,100 mg/kg/day 以上の群の雌で用量に依存した体重

増加の抑制を認め、臨床検査は血液のみであったが、9,900 mg/kg/day 群の雄でヘモグロビ

ン濃度及び赤血球沈殿容積に軽度の減少がみられた。眼の検査では 9,900 mg/kg/day 群の 3

匹でレンズの屈折率に若干の変化がみられたが、網膜やガラス体液に異常はなかった 10) 。

この結果から、LOAEL を 1,100 mg/kg/day（曝露状況で補正：786 mg/kg/day）とする。 

ウ）コーギー犬雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、1,100、3,300、9,900 mg/kg/day を 2 年間強制経口

投与（5 日/週）した結果、3,300 mg/kg/day 以上の群で持続的な利尿作用、9,900 mg/kg/day

群でヘモグロビン濃度、赤血球数、赤血球沈殿容積の有意な増加を認めたが、平均赤血球

血色素濃度、平均赤血球容積などの指数や骨髄の組織に異常はなく、腎障害もみられなか

ったことから、血球成分の変化は利尿作用を反映したものであった可能性が考えられた。

また、9,900 mg/kg/day 群では 5～10 週間後から両眼のレンズで屈折率の変化、5 ヶ月後か

らレンズの乳白化、9～10 ヶ月後からレンズ後方のガラス体液で線状亀裂が半数以上にみら

れるようになり、3,300 mg/kg/day 群でも同様の変化がやや遅れてみられ、レンズでは不溶

性タンパク質が増加し、可溶性タンパク質、グルタチオン、水分が減少していた。1,100 

mg/kg/day 群では 9 ヵ月後から屈折率の変化がみられるようになったが、その程度はごく軽

微で、乳白化への進行もみられなかった 10) 。この結果から、NOAEL を 1,100 mg/kg/day（曝

露状況で補正：786 mg/kg/day）とする。 

エ）アカゲザル雌雄各 2～3 匹を 1 群とし、0、990、2,970、8,910 mg/kg/day を 18 ヶ月間強制

経口投与（7 日/週）した結果、8,910 mg/kg/day では流涎及び嘔吐が散発的にみられ、6 匹

全数が 15～53 週後に死亡（うち 1 匹は事故死）した。8,910 mg/kg/day 群では食欲減退がみ

られ、体重は 6 週間後までに全数で減少し、その後 5 匹では若干の体重増加がみられたも

のの、いずれも死亡時の体重は試験開始時の体重よりも低かった。いずれの群でも検診項

目（血圧や心拍数、体温、反射運動、心電図など）や血液、血液生化学、尿、眼、臓器重

量に異常はなく、組織の検査でも 8,910 mg/kg/day 群で死因と考えられた無気肺及び気腫を

認めただけであった 11) 。この結果から、NOAEL を 2,970 mg/kg/day とする。 

オ）Sprague-Dawley ラット雄 32 匹を 1 群とし、0、200 mg/m3を 6 週間（7 時間/日、5 日/週）

吸入させた結果、一般状態や体重、血液、血液生化学に影響はなかった。また、対照群を

含むほぼすべてのラットで非特異的な炎症性変化が肺及び肝臓にみられた以外には、いず

れの組織にも異常はなかった。なお、初回曝露後の呼気に特徴的なニンニク臭があり、2

週間後から被毛が若干黄色味を帯びるようになった 6) 。この結果から、NOAEL を 200 mg/m3

（曝露状況で補正：42 mg/m3）以上とする。 

カ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、310、954、2,783 mg/m3を 13 週間（6

時間/日、7 日/週）吸入させた結果、954 mg/m3群では 5 週間後から一部のラットで曝露後

に鼻部周囲が赤く着色したが、2,783 mg/m3群では同様の着色は 4 週間後からすべてのラッ
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トで曝露前にもみられ、さらに曝露期間終了時まで持続していた。また、2,783 mg/m3群の

雌で鼻道の呼吸上皮に偽腺形成、扁平上皮の過形成、嗅上皮で好酸性封入体の増加を認め、

大多数の咽頭で杯細胞の存在が顕著であった。なお、体重増加の抑制傾向がみられたが、

その変化は小さく、雄の肺重量にも有意な増加がみられたが、その増加はわずかで濃度依

存性もなく、雌にはみられなかったことなどから、曝露に関連した影響とは考えられなか

った。この他、眼や血液、尿などにも影響はなかった 12) 。この結果から、NOAEL を 954 mg/m3

（曝露状況で補正：240 mg/m3）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）アカゲザル雌雄各 2～3 匹を 1 群とし、0、990、2,970、8,910 mg/kg/day を 18 ヶ月間強制

経口投与（7 日/週）した試験では、雌雄の生殖器に影響はなかった 11) 。また、Sprague-Dawley

ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、310、954、2,783 mg/m3を 13 週間（6 時間/日、7 日/週）

吸入させた試験では、雌の性周期及び雄の精子（数、運動性、形態）、雌雄の生殖器に影響

はなかった 12) 。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌 25 匹を 1 群とし、0、1,000、5,000、10,000 mg/kg/day を妊娠 6

日から 15 日まで強制経口投与した結果、5,000 mg/kg/day 以上の群で摂餌量の減少（14％、

21％）及び体重増加の抑制（32％、50％）がみられたが、死亡や流産はなく、一般状態に

も影響はなかった。5,000 mg/kg/day 以上の群で早期胚吸収及び着床後胚損失の発生率が高

くて生存胎仔の割合はやや低く、胎仔の体重は軽度～中程度で低かったが、外表系の奇型

や変異は胎仔になかった 13) 。この結果から、NOAEL を 1,000 mg/kg/day とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌 25 匹を 1 群とし、0、200、1,000、5,000 mg/kg/day を妊娠 6 日か

ら 15 日まで強制経口投与した結果、5,000 mg/kg/day 群で摂餌量が減少して体重増加は軽度

だが有意に抑制され、胎仔の体重も軽度だが有意に低かった。また、200 mg/kg/day 以上の

群の胎仔で腎盂の拡張、5,000 mg/kg/day 群の胎仔で尿管の拡張、肋骨の骨化遅延の発生率

が増加したが、胎仔の腎組織に影響はなかったことから、腎盂や尿管の拡張は本物質の利

尿作用に関連したものと考えられた。なお、一般状態や流産、着床前及び着床後胚損失、

胎仔数や性比などに影響はなく、奇形の発生増加もなかった 14) 。この試験では、NOAEL

は 1,000 mg/kg/day と報告されていたが、腎盂拡張の発生率について記載はなかった。 

エ）Wistar ラットに 0、5,000、10,000 mg/kg/day を妊娠 6 日から 12 日まで強制経口投与した

結果、雌の妊娠状態に影響はなく、胎仔の死亡率も増加しなかったが、対照群で 1 匹、5,000、

10,000 mg/kg/day 群で各 4 匹の胎仔に奇形がみられた。また、Swiss マウスに 0、5,000、8,000、

10,000、12,000 mg/kg/dayを妊娠 6日から 12日まで強制経口投与、ウサギに 0、5,000 mg/kg/day

を妊娠 6 日から 14 日まで強制経口投与した試験では、いずれも雌の妊娠状態や胎仔の死亡

率、体重、奇形の発生率に影響はなかった 9) 。 

オ）妊娠 2 日から 5 日まで Swiss マウス 20 匹に 275 mg/kg/day を強制経口投与して着床の阻

害作用を調べた試験、妊娠 8 日から 12 日まで Swiss マウス 18 匹に 275 mg/kg/day を強制経

口投与して流産の誘発作用を調べた試験では、いずれの発生率も 0％で、本物質には着床阻

害作用も流産誘発作用もなかった 15) 。 
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④ ヒトへの影響 

ア）17～36 才の外傷による脊髄損傷患者 7 人（男性 5 人、女性 2 人）に 10～40％濃度の本物

質を 3 日間、静脈内投与（1,000 mg/kg/day）した結果、20～40％濃度の投与ではすべての

患者で投与後数分以内にヘモグロビン尿症による著しい尿の着色がみられたが、投与を中

止すると2～3時間以内に着色は消失し、10％濃度でのヘモグロビン尿症はごく稀であった。

ヘモグロビン尿症は血管内での溶血反応によるもので、腎臓への影響はみられなかった 16) 。

また、膝の関節痛のため、100 g/day を 20％濃度で 3 日間静脈内投与する計画で治療を受け

ていた老夫婦（妻 1,400 mg/kg/day、夫 1,500 mg/kg/day）では、2 回目の投与後に妻に嗜眠

がみられ、吐血して入院した。入院時の検査では軽度の黄疸と羽ばたき振戦を認め、肝不

全による前昏睡と診断された。夫も軽度の黄疸がみられたために入院したが、自覚症状等

は何もなかった。しかし、血液検査結果は夫妻で同じような傾向にあり、ヘモグロビン濃

度及び白血球数の減少、プロトロンビン時間及び部分トロンボプラスチン時間の短縮がみ

られた 17) 。一方、700 mg/kg/day 又は 1,000 mg/kg/day を 5 日間経口投与（5 人）、500 mg/kg

を 14 日間経口投与（1 人）して尿中排泄を調べた男性ボランティアの試験では、いずれも

悪影響の報告はなかった 4) 。 

イ）8,900 mg を男性 20 人の躯幹部に 2 回/日の頻度で 3 週間塗布した結果、皮膚症状（紅斑、

落屑、接触性蕁麻疹、刺痛感又は灼熱感）がみられた以外には、2 週目に入って 2 人に重度

の腹痛、軽度の吐き気、胸部痛の全身性症状がみられただけであった。2 人のうち 1 人は以

後の試験を辞退し、他の 1 人は継続したが、これらの症状はそのうち軽減した。臨床所見

や血液、尿等の検査では、副作用を示す所見はみられなかった。また、8,900 mg を 20 人に

1 回/日の頻度で 26 週間塗布した結果、皮膚症状がみられただけであった 18) 。 

  また、1,000 mg/kg/day を 90 日間塗布した 54 人（対照群 26 人）では、事前に予測された

皮膚の反応と呼気の異臭以外には、投与群で好酸球増多症の割合が高く、若干の鎮静や散

発的不眠、吐き気が副作用としてみられただけで、眼や肝機能、肺機能などへの影響はな

かった 19) 。 

ウ）ボランティアの男性 10 人に本物質の水溶液 2 滴を結膜嚢に滴下した試験では、50％まで

濃度を増加させると一時的な灼熱感の訴えがあり、90％濃度では全員が一時的な刺すよう

な痛みと灼熱感を訴えた。また、外眼部は 24 時間後には全く正常であった 18) 。 

エ）間質性膀胱炎は一般的な膀胱炎とは異なり、原因不明であるために対症療法しかないが、

本物質を膀胱に注入する膀胱内注入療法は 1968 年に初めて実施されて以降、現在でも有用

な治療法の一つとされ、アメリカでは 50％溶液が食品医薬品局（FDA）によって承認され

ている。膀胱内に 50 mL を注入して 10～20 分我慢して本物質を吸収させるもので、これを

週 1 度で 4～8 週間継続し、効果が不十分な場合には 2 週に 1 度の割合で 4～6 ヶ月間継続

する。この際、注意すべき点として、肥満細胞が脱顆粒されて一時的に症状の悪化（疼痛

など）をみることがあるが、通常しばらくすれば治まり、投与後にニンニク臭やその味を

感じることがあるが、1 日以上続くことはまれである 20) 。 

オ）ロサンゼルスの総合病院の救急外来で、不整脈と呼吸困難で搬送されてきた末期の乳が

ん患者の採血をしていた看護師が意識を失って倒れ、これを引き継いだ医師も倒れて断続

的な呼吸困難と痙攣を示し、最終的に 20 人を超す医療従事者が影響を受け、6 人の救急外
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来スタッフが他の施設に入院し、患者も急性腎不全による不整脈で死亡した。看護師等に

よると、患者の呼気からは甘い、ニンニク様の臭いがし、注射器内の血液には白い結晶が

あったが、その後の室内空気や患者の血液、組織などの分析では原因となるような物質は

検出されず、マスコミ等ではミステリーとして注目されていた。しかし、その後の検討で

本物質の代謝物のジメチルスルホン（DMSO2）が胆汁から検出されていたこと、患者の呼

気に本物質の代謝物に特有のニンニク臭があったことから、酸素吸入を受けていた患者の

体内でより多くの DMSO2に代謝され、採血後は室温まで低下して結晶化し、さらに酸化さ

れて硫酸ジメチル（DMSO4）を生成した経路が考えられた。DMSO4はかつて毒ガス兵器と

しての利用も検討されたほどの物質で、看護師等は DMSO4を吸入して倒れたものと推定さ

れた。なお、アメリカでは本物質の利用は間質性膀胱炎に限定されているが、局方外の家

庭薬（筋肉痛や関節痛など）として古くから使用されており、がん患者の間では抗菌剤と

しての利用もあることなどから、本物質の具体的な摂取経路が不明であることについては

問題ないとされている 21, 22, 23) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP －  
日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌で遺伝

子突然変異を誘発しなかった 24～27) 。S9 添加又は無添加の酵母 28, 29, 30) 、マウスリンパ腫細

胞（L5178Y）31) 、チャイニーズハムスター肺線維芽細胞（V79）32) 、チャイニーズハムス

ター卵巣細胞（CHO）33) で遺伝子突然変異、ラット初代肝細胞で不定期 DNA 合成 34) 、CHO

細胞で染色体異常及び姉妹染色分体交換 35) 、シリアンハムスター胚細胞（SHE）で形質転

換 36) 及び小核 37) を誘発しなかった。なお、5～15％の高濃度での umu 試験で遺伝子突然変

異の誘発を認めたとした報告もあった 38) 。 

in vivo 試験系では、経口投与したショウジョウバエで体細胞突然変異 39, 40) 及び染色体の
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数的異常 41) 、腹部注入したショウジョウバエで伴性劣性致死突然変異 42) 、腹腔内投与し

たラット 43) 及びマウス 44) で優性致死突然変異、腹腔内投与したマウスの骨髄 45, 46) 及び胎

仔肝細胞 45) で姉妹染色分体交換、骨髄で小核 46, 47) を誘発せず、囓歯類を用いた宿主経由

試験 48) でも陰性であった。しかし、腹腔内投与したマウスの主要臓器の中で腎臓でのみ

DNA 一本鎖切断の誘発を認めたとした報告 49) 、骨髄で染色分体切断を認めたとした報

告 50) もあった。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Sprague-Dawley ラット雌雄各 50 匹を 1 群として 0、1,100、3,300、9,900 mg/kg/day を 18

ヶ月間強制経口投与（5 日/週）した試験 10) 、コーギー犬雌雄各 5 匹を 1 群として 0、1,100、

3,300、9,900 mg/kg/day を 2 年間強制経口投与（5 日/週）した試験 10) 、アカゲザル雌雄各 2

～3 匹を 1 群として 0、990、2,970、8,910 mg/kg/day を 18 ヶ月間強制経口投与（7 日/週）

した試験 11) では、いずれも腫瘍の発生について報告がなかった。これは本物質の投与に関

連した腫瘍の発生増加がみられなかったことによるものと考えられ、下記に示すように得

られた発がん性の知見は本物質のプロモーター作用に関するものに限られた。 

Sprague-Dawley ラット雌 50 匹を 1 群として 20 mg の 7,12-ジメチルベンズ[a]アントラセ

ン（DMBA）を単回強制経口投与し、第 1 群には DMBA 投与の 3 日前から、第 2 群には

DMBA 投与の 3 日後から 0.005％濃度で本物質を 18 ヶ月間飲水投与し、第 3 群には 0％濃

度を飲水投与して対照群として飼育した。その結果、体重や生存率に有意な差はなかった

が、12 ヶ月後以降の体重は本物質投与群（第 1、2 群）が上回った。また、第 1 群の 49/50

匹、第 2 群及び対照群の 48/50 匹の乳腺で腺癌の発生を認め、発生の時期や数に有意な差

はなかったが、発生数は本物質投与群（第 1、2 群）の方が少ない傾向にあった 51) 。 

ICR/Ha Swiss マウス雌 30 匹を 1 群とし、1 匹当たり 0、0.05 mL を 76 週皮下投与した試

験では、投与部位に腫瘍の発生はなかった 52) 。 

ICR/Ha Swiss マウス雌 20 匹を 1 群とし、20 µg の DMBA を単回皮膚塗布した後に、0.1 mL

の本物質を 400 日間（3 回/週）塗布した試験では、塗布部位に腫瘍の発生はなかった 53) 。 

C3H マウス雄 8～25 匹を 1 群とし、13～16℃、23℃、31～32℃の温度条件下で、本物質

又はアセトンを溶媒としてベンゾ[a]ピレン 125 mg を背部に週 2 回の頻度で塗布した結果、

20 週間後の背部の腫瘍数は低温群ほど多く、平均腫瘍数はアセトン群の 1.3 に対し、本物

質群では 3.4 と倍増した。一方、CD-1 マウス雄 9～10 匹を 1 群として 25 µg の DMBA を背

部に塗布してイニシエートし、本物質又はアセトンを溶媒としてホルボール-12-ミリスチン

酸-13-アセテート（PMA）1 µg を週 2 回の頻度で背部に塗布してプロモートした結果、15

週間後の背部の腫瘍数は低温群ほど多い傾向にあったが、平均腫瘍数はアセトン群の 2.4

に対し、本物質群では 0.8 で、1/3 と少なかった。また、CD-1 マウス雄 9～10 匹を 1 群とし

て 100 µg の DMBA で背部をイニシエートし、週 2 回の頻度で 5 µg の PMA（溶媒はアセト

ン）を背部に塗布してプロモートする前（1 分未満、1 分、1 時間の 3 群）に 0、40 µL の本

物質を背部、腹部（40 µL のみ）に塗布した結果、10 週間後の背部の平均腫瘍数は対照群

の 4.0 に対し、本物質群では 1.1 で 1/3 以下であったが、イニシエート部位でない腹部の平

均腫瘍数は 8.1 で、対照群背部の約 2 倍多かった。この他にも、本物質又はアセトンを溶媒
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として 100 µg の DMBA で背部をイニシエートし、週 2 回の頻度で 5 µg の PCA でプロモー

トした試験では、10 週間後の背部の平均腫瘍数はアセトン群で 9.3、本物質群は 10.2 で有

意差はなかった。100 µg の DMBA でイニシエートした後に、プロモーターとして 40 µL の

本物質を背部又は腹部に週 2 回の頻度で塗布した試験では、12 週間後までに塗布部位で腫

瘍の発生はなかった。このように腫瘍形成における本物質の多様な影響は実験や治療での

利用に対する警告を示唆していると考えられた 54) 。 

55 匹の雌 C3H/He マウスに 0、0.05％濃度で N-ブチル-N-(4-ヒドロキシブチル)ニトロソア

ミン（BBN）を 8 週間飲水投与した後に 2 群に分け、1 群を無処置の対照群とし、他の 1

群には本物質 0.1 mL を週１回の割合で 10 回膀胱内注入（膀注）し、実験開始後 30 週まで

飼育した結果、本物質投与群の 94％（15/16 匹）、対照群の 27％（6/22 匹）に膀胱癌がみら

れ、その発生率には有意差があった。また、BBN を 5 週間飲水投与した第 1 群（28 匹）、

第 2 群（26 匹）、第 3 群（27 匹）、BBN 未投与の第 4 群（21 匹）、第 5 群（18 匹）に分け、

第 1、4 群には 6 週目から 13 週目まで週 1 回の割合で本物質 0.05 mL を膀注し、第 2 群に

は同様にして 0.05 mL の蒸留水を膀注し、30 週まで飼育した結果、膀胱癌は第 1 群の 6/25

匹（25％）、第 2 群の 0/22 匹（0％）、第 3 群の 0/25 匹（0％）、第 4 群の 0/20 匹（0％）、第

5 群の 0/18 匹（0％）にみられ、第 1 群とその他の群の発生率には有意差があった。これら

の結果から、本物質の膀注はマウスの膀胱癌発生に対してプロモーション効果のあること

が示唆された 55) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関する情報は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性イ）のラットの試験から得られた LOAEL 1,100 mg/kg/day

（体重増加の抑制）を曝露状況で補正して 786 mg/kg/day とし、LOAEL であることから 10 で

除した 79 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定す

る。 

吸入曝露については、中・長期毒性カ）のラットの試験から得られた NOAEL 954 mg/m3（鼻

腔粘膜の変性）を曝露状況で補正して 240 mg/m3とし、試験期間が短いことから 10 で除した

24 mg/m3が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

79 mg/kg/day ラット 
－ 

地下水 － － － 
 

経口曝露については、曝露量が把握されていないため、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、参考として地下水の過去のデータとして報告（2000 年）のあった最大値から算定し

た経口摂取量 2.4 µg/kg/day 未満程度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10

で除して算出した MOE（Margin of Exposure）は 3,300 超となる。環境媒体から食物経由で摂

取される曝露量は少ないと推定されることから、その曝露量を加えても MOE が大きく変化す

ることはないと考えられる。このため、本物質の経口曝露については、健康リスクの評価に

向けて経口曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.022 µg/m3未満程度 0.032 µg/m3程度 

24 mg/m3 ラット 
75,000 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.022 µg/m3

未満程度、予測最大曝露濃度は 0.032 µg/m3程度であった。無毒性量等 24 mg/m3 と予測最大曝

露濃度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10で除して求めたMOEは 75,000

となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露による健康リスクについては、現時点では作業

は必要ないと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなっ

た。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類 

／和名 

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間 
[日] 

（試験条件等） 

試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

藻 類  ○ 462,000*1 Pavlova lutheri パブロバ藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-60960

  ○ 638,000*1 Isochrysis galbana
コッコリサス藻

類 
NOEC  GRO 4 D C 1)-60960

  ○ 1,760,000*1 Heterosigma 
akashiwo ラフィド藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-60960

  ○ 7,590,000*1 Tetraselmis 
tetrathele 

クロロデンドロ

ン藻類 
NOEC  GRO 4 D C 1)-60960

  ○ 7,700,000*1 Prorocentrum 
minimum 渦鞭毛藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-60960

  ○ 10,900,000*1 Dunaliella 
tertiolecta 緑藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-60960

  ○ 11,000,000*1 Chlamydomonas 
eugametos 緑藻類 NOEC  GRO 2 B C 1)-6513 

  ○ 12,100,000*1 Chaetoceros 
calcitrans 珪藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-60960

  ○ 12,100,000*1 Skeletonema 
costatum 珪藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-60960

 ○  17,000,000 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50   
GRO (RATE) 3 B B 3)-1 

 ○  44,700,000 
Dunaliella 
tertiolecta 緑藻類 EC50  PHY 1 C C 1)-66270

甲殻類  ○ <5,000 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 25 D C 1)-71991

   27,700 Ceriodaphnia dubia
ニセネコゼ 
ミジンコ 

IC25   REP 7 D C 2)-2014047

   53,300 Daphnia magna オオミジンコ IC25   REP 21 D C 2)-2014047

 ○  91,000 Americamysis bahia アミ科 LC50  MOR 4 D C 2)-2014047

 ○  100,000 Ceriodaphnia dubia
ニセネコゼ 
ミジンコ 

EC50  IMM 2 D C 2)-2014047

 ○  186,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 D C 2)-2014047

 ○  6,830,000*2 Artemia salina アルテミア属 LC50  MOR 1 B B 1)-13763

 ○  27,500,000*1 Daphnia pulex ミジンコ LC50  MOR 18 時間 C C 1)-2192 

 ○  37,000,000*1 Palaemonetes 
kadiakensis テナガエビ科 LC50  MOR 18 時間 C C 1)-2192 
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生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類 

／和名 

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間 
[日] 

（試験条件等） 

試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

 ○  42,400,000*1 Hyalella azteca ヨコエビ科 LC50  MOR 18 時間 C C 1)-2192 

魚 類 ○  >25,000,000*3 Danio rerio 
ゼブラフィッシ

ュ 
LC50  MOR 4 B B 3)-2 

 ○  33,000,000 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 2 D C 2)-2014043

 ○  34,000,000 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50  MOR 4 A A 1)-3217 

 ○  38,500,000 
Oncorhynchus 
mykiss ニジマス LC50  MOR 4 B B 1)-6797 

 ○  39,000,000 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR
2 

（30℃） 
B C 1)-12497

 ○  47,000,000 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR
2 

（20℃） 
B B 1)-12497

 ○  60,500,000*1 Oncorhynchus 
kisutch ギンザケ TLm  MOR

2 

（止水式） 
C C 2)-2007021

 ○  >440,000,000 
Lepomis 
macrochirus ブルーギル LC50  MOR 4 B B 1)-6797 

その他  ○ 1,210,000*1 Eutreptiella sp. ユーグレナ藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-60960

 ○  >11,000,000*1 Paramecium 
caudatum ゾウリムシ属 IC50  POP 2 B B 1)-82825

 ○  >11,000,000*1
Paramecium 
trichium パラメシウム属 IC50  POP 2 B B 1)-82825

 ○  23,200,000 Culex pipiens  アカイエカ LC50  MOR 1 A A 1)-186 

 ○  31,100,000*1 Culex restuans ナミカ属 LC50  MOR 18 時間 B B 1)-2192 

 ○  32,000,000 
Tetrahymena 
pyriformis テトラヒメナ属 EC50  GRO 1 B C 1)-11258

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 

A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 

E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 

A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、IC25 (25% Inhibition Concentration)：25%阻害濃度、 

IC50 (Median Inhibition Concentration)：半数阻害濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度、TLm (Median Tolerance Limit)：半数生存限界濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長、IMM（Immobilization）：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

PHY（Physiology）：生理機能（ここでは同化阻害）、POP (Population Changes)：個体群の変化（ここでは個体群増殖）、

REP(Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 比重を 1.1 として概算した値 

*2 有効数字 3 桁で表示 

*3 限度試験（毒性値を求めるのではなく、定められた濃度において毒性の有無を調べる試験）より得られた値 
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評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 
1） 藻類 

OECD テストガイドライン No. 201 に準拠して、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata の生長

阻害試験が実施された 3)-1。設定試験濃度は、0（対照区）、10、2.13、4.70、10.33、22.7、50 g/L

（公比 2.2）であった。72 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 17,000,000 µg/L であ

った。 

 
2） 甲殻類 

Barahona-Gomariz ら 1)-13763は、アルテミア属 Artemia salina の急性毒性試験を実施した。試験

は止水式で行われ、試験用水には、塩分 35 の人工海水が用いられた。24 時間齢における 24 時

間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 6,830,000 µg/L であった。 

 
3） 魚類 

 OECD テストガイドライン No. 203 に準拠して、ゼブラフィッシュ Danio rerio (=Brachydanio 

rerio) の急性毒性試験が実施された 3)-2。試験は止水式で行われ、設定試験濃度は、0（対照区）、

25 g/L（限度試験）であった。96時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 25,000,000 µg/L

超とされた。 

 

4） その他生物 

Miyoshi ら 1)-82825 はゾウリムシ属 Paramecium caudatum 及びパラメシウム属 Paramecium 

trichium の増殖阻害試験を実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃度の範囲は 0.01～1.0% 

(v/v) であった。試験培地には、餌として Enterobacter aerogenes を含有するレタス浸出液が用い

られた。最高濃度区においても毒性影響は見られず、個体群増殖に関する 48 時間半数阻害濃度 

(IC50) は、両種ともに 11,000,000 μg/L 超とされた。 

 

（2）予測無影響濃度（PNEC）の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度(PNEC)を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 17,000,000 µg/L 

甲殻類 Artemia salina 24 時間 LC50 6,830,000 µg/L 

魚 類 Danio rerio 96 時間 LC50 25,000,000 µg/L 超

その他 Paramecium caudatum 48 時間 IC50（増殖阻害） 11,000,000 µg/L 超

 Paramecium trichium 48 時間 IC50（増殖阻害） 11,000,000 µg/L 超

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他生物について信頼できる

知見が得られたため］ 
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 これらの毒性値のうち、その他生物を除いた最も小さい値（甲殻類の 6,830,000 µg/L）をアセ

スメント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 68,000 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性については信頼できる知見が得られなかったため、本物質の PNEC としては、甲殻

類の急性毒性値から得られた 68,000 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度（PEC） PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

60µg/L未満程度 (2000)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

60µg/L未満程度 (2000)] 
68,000 

µg/L 

― 

公共用水域・海水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

60µg/L未満程度 (2000)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

310µg/L程度 (2000)] 
― 

注：1) 水質中濃度の (   ) 内の数値は測定年度を示す  

   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質については、予測環境中濃度 (PEC) を設定できるデータが得られなかったため、生態

リスクの判定はできなかった。 

過去のデータではあるが、公共用水域・海水の 310 µg/L 程度と PNEC の比は 0.005 である。

この測定結果は 10 年以上前のデータではあるが、生産量の推移や自然界での存在を考慮しても

濃度が大幅に増加している可能性は低いと考えられる。 

したがって、本物質については新たな情報を収集する必要性は低いと考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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１．物質に関する基本的事項  

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：N-(1,3-ジメチルブチル)-N'-フェニル-p-フェニレンジアミン 

（別の呼称：N-(1,3-ジメチルブチル)-N'-フェニル-1,4-ベンゼンジアミン、6PPD） 
CAS 番号：793-24-8 
化審法官報公示整理番号：3-136 (N-アルキル(C3～9)-N'-フェニル-p-フェニレンジアミ

ン）、3-368(N-アルキル-N'-フェニルパラフェニレンジアミン

(C3～10))  
化管法政令番号：1-230 
RTECS 番号：ST0900000 

分子式：C18H24N2 

分子量：268.40 
換算係数：1 ppm = 10.98 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は黒褐色固体である1)。 

融点 46℃ 2)、50℃ 3) 

沸点 369.67℃ (MPBVPWIN 4) により計算) 

密度 0.995 g/cm3 (50℃) 3) 

蒸気圧 
4.93 × 10-6 mmHg (=6.57 × 10-5 Pa) (25 ℃ 、

MPBVPWIN 4) により計算) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 4.68 (KOWWIN 5) により計算) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 約 1 mg/L (50℃) 3) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解 

分解率：BOD 約 2 %、HPLC 約 92 % 

（試験期間：28 日、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）3) 

（分解生成物：p-ベンゾキノン(CAS 番号 106-51-4)、1,3-ジメチルブチルアミン

(CAS 番号 108-09-8)、4-アミノフェノール(CAS 番号 122-37-2)、アニリン(CAS 番

号 62-53-3)）3) 

［7］N-(1,3-ジメチルブチル)-N'-フェニル-p-フェニレンジアミン           
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水環境中では不安定で、好気的条件下の半減期は 1 日未満3) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 230×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 6) により計算） 

半減期：0.28～2.8 時間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 7) と仮定し

計算） 

 

生物濃縮性（高濃縮性ではないと判断される物質 8) ） 

  生物濃縮係数(BCF)：570（BCFBAF 9) により計算）  

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)：2.3×104（KOCWIN 10) により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す11),12),13),14)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21 22 23 24 

製造・輸入数量(t) a) 14,426 b) 
20,000c) ,d) 20,000 c) ,d) 10,000 c) ,d) 

1,000 未満 c) ,e) 1,000 未満 c) ,e) 1,000 未満 c) ,e) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
d) N-アルキル(C3～9)-N'-フェニル-p-フェニレンジアミンとしての値を示す。 
e) N-アルキル-N'-フェニルパラフェニレンジアミン(C3～10)としての値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す15), 16), 17)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び

輸入量 a) 

1,000～10,000 t 
/年未満 b) 1,000～10,000 t 

/年未満 b) 
10,000～100,000 t 

/年未満 b) 100～1,000 t 
/年未満 c) 

注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は 
輸入をした者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

  b) N-アルキル(C3～9)-N'-フェニル-p-フェニレンジアミンとしての値を示す。 
c) N-アルキル-N'-フェニルパラフェニレンジアミン(C3～10)としての値を示す。 

 

 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 100 t 以上で
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ある18)。 

 

本物質の生産量の推移を表 1.3 に示す19)。 

 

表 1.3 生産量の推移 

平成（年） 15 16 17 18 19 

生産量（t） 400 200 200 200 150 

平成（年） 20 21  22 23 24 

生産量（t） 150 150 150 150 150 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、ゴムの老化防止剤である3) 。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：230）に指定されてい

る。 

なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第三種監視化学物質（通し番

号:189）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 24 年度の届

出排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表

2.1 に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていな

かった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 3,402 0 0 0 0 185,793 - - - - 3,402 - 3,402

Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－Ｎ’－フェニル－パラ－フェニレンジアミン

業種等別排出量(割合) 3,402 0 0 0 0 185,793 0 0 0 0

3,402 0 0 0 0 185,379 届出 届出外

(100%) (99.8%) 100% -

0 0 0 0 0 250

(0.1%)

0 0 0 0 0 164

(0.09%)

総排出量の構成比(%)

ゴム製品製造業

自然科学研究所

化学工業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 
 

本物質の平成 24年度における環境中への総排出量は、3.4 tとなり、すべて届出排出量であっ

た。届出排出量はすべて大気へ排出されるとしている。この他に廃棄物への移動量が約 190 t

であった。届出排出量の主な排出源は、ゴム製品製造業のみであった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本

固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4)を用いて予測した。予測の

対象地域は、平成 24 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった兵庫県（大気への排出量

3.3 t）とした。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 

兵庫県 兵庫県 

大 気 0.0 0.0 

水 域 0.2 0.2 

土 壌 97.7 97.7 

底 質 2.1 2.1 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 
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（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献 
平均値 a) 平均値 下限値

                      

一般環境大気  µg/m3 0.00004 b) 0.00005 b) 0.00002 b) 0.00008 b) －c) 2/2 神奈川県 2010～
2011 

5) 

  <0.00002 0.000038 <0.00002 0.00024 0.00002 5/13 全国 2005 6) 

           

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L          

           

土壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水   µg/L <0.0001 d) <0.0001 d) <0.0001 d) <0.0001 d) 0.0001 0/2 神奈川県 2010～
2011

5) 

  <0.00045 <0.00045 <0.00045 <0.00045 0.00045 0/1 和歌山県 2005 6) 

           

公共用水域・海水   µg/L <0.00045 <0.00045 <0.00045 <0.00045 0.00045 0/3 大阪府、 
山口県 

2005 6) 

           

底質(公共用水域・淡水) µg/g 0.000022 e) 0.000023 e) 0.000019 e) 0.000026 e) 0.00001 2/2 神奈川県 2010～
2012

5) 

                      

底質(公共用水域・海水) µg/g         

           

注：a) 最大値又は平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
b) 粒径10 μm以上、10～2.5 μm、2.5 μm以下の粉じん中濃度の合計値。 
c) 報告されていない。 
d) バイパス排水を除いた河川水。 
e) バイパス排水流入口底質を除いた河川底質。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.4）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事

量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 
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表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 
  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     

  一般環境大気 0.00002 µg/m3未満程度 (2005)  0.000006 µg/kg/day 未満程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     

  水 質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 0.00045 µg/L 未満の報告がある (2005) 0.000018 µg/kg/day 未満の報告がある 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

  大 気   

  一般環境大気 0.00024 µg/m3程度 (2005)  0.000072 µg/kg/day 程度 

最  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

大 水 質   

 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

値  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

 公共用水域・淡水 0.00045 µg/L 未満の報告がある (2005) 0.000018 µg/kg/day 未満の報告がある 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.00024 µg/m3程度となった。一

方、化管法に基づく平成 24 年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル7)を用

いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 1.1 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると 0.000018 µg/kg/day

未満の報告があった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 
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表 2.5 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気 0.000006 0.000072 

 室内空気   

水 質  飲料水   

   地下水   

   公共用水域・淡水 0.000018 0.000018 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.000018 0.000018 

 総曝露量 0.000024 0.000072+0.000018 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.00045 µg/L 未満の報告があり、海水域では概ね 0.00045 µg/L 未満であった。 

 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 
 

海 水 

0.00045 µg/L 未満の報告がある

(2005) 
 
概ね 0.00045 µg/L 未満 (2005) 

0.00045 µg/L 未満の報告がある

(2005) 
 
概ね 0.00045 µg/L 未満 (2005) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
       2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

本物質の体内動態、代謝に関して、知見は得られなかった。 

なお、本物質を取り扱うゴム工場の労働者の尿中から本物質が検出されており 1) 、吸入や経

皮経路で吸収された可能性が考えられた。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 2) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 3,580 mg/kg 
ラット 経口 LD50 1,120 mg/kg 
ラット 経口 LD50 271 mg/kg 
ラット 吸入 LC50 >200 mg/m3 (6hr) 
ウサギ 経皮 LD50 >7,940 mg/kg 
ウサギ 経皮 LD50 2,806 mg/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、皮膚を軽度に刺激する。吸入すると咳を生じ、皮膚に付いたり眼に入ると発

赤を生じる 3) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、4、20、100 mg/kg/day を 28 日間強制経

口投与した結果、100 mg/kg/day 群の雌雄のほぼ全数で投与後に一過性の流涎がみられ、100 

mg/kg/day 群の雄で肝臓の相対重量、雌で肝臓の相対及び絶対重量の有意な増加を認め、20 

mg/kg/day 以上の群の雌及び 100 mg/kg/day 群の雄で肝門脈周囲における肝細胞脂肪化の発

生率に有意な増加を認めた。また、20 mg/kg/day 以上の群の雌及び 100 mg/kg/day 群の雄で

血漿の総タンパク、100 mg/kg/day 群の雄で総コレステロールの有意な増加、100 mg/kg/day

群の雌雄でヘマトクリット値及び平均赤血球容積の有意な減少と血小板の有意な増加、雄

で平均赤血球ヘモグロビン濃度の有意な増加、雌でヘモグロビン濃度の有意な減少と活性

部分トロンボプラスチン時間の有意な短縮を認めた 4) 。この結果から、NOAEL を 4 

mg/kg/day とする。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 12 匹を 1 群とし、0、6、25、100 mg/kg/day を交尾前 14 日

から雄には 48 日間、雌には分娩を経て哺育 3 日まで強制経口投与した結果、一過性の流涎

が 25 mg/kg/day 群の雄 2～4 匹、100 mg/kg/day 群の雄 4～9 匹、雌 3 匹で投与後にみられた。

雄の 25 mg/kg/day 以上の群で肝臓の相対重量、100 mg/kg/day 群で肝臓の絶対重量、副腎の

絶対及び相対重量の有意な増加を認め、100 mg/kg/day 群の肝臓で空胞変性の発生率は有意

に高かった 5) 。この結果から、NOAEL を 6 mg/kg/day とする。 
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ウ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 25 匹を 1 群とし、0、0.025、0.1、0.25％の濃度で餌に添加

して 13 週間投与（雄 0、15.7、62.3、153.8 mg/kg/day、雌 0、18.5、75.0、172.1 mg/kg/day）

した結果、0.1％以上の群の雄及び 0.25％群の雌で体重増加の有意な抑制を認め、0.1％群の

雌でも程度は低いが体重増加の有意な抑制がみられた。0.1％以上の群の雌雄でヘモグロビ

ン濃度の減少と血小板の増加、雄で平均赤血球容積の減少、0.1％以上の群の雌と 0.25％群

の雄で赤血球数及びヘマトクリット値の減少、0.25％群の雄で網赤血球数の増加などの有意

な変化がみられ、貧血が示唆された。0.25％群の雌雄で血清の総タンパク、グロブリン、総

コレステロールの有意な増加もみられた。0.1％以上の群の雌及び 0.25％群の雄で肝臓の絶

対及び相対重量の有意な増加、0.25％群の雄で精巣、雌で脾臓の絶対重量の有意な減少がみ

られたが、これらの組織に病変はなかった 6) 。この結果から、NOAEL を 0.025％（15.7 

mg/kg/day）とする。 

エ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.01、0.03、0.1％の濃度で餌に添加し

て 2 年間投与（0、8、23、75 mg/kg/day）した結果、0.1％群で体重増加の抑制を認め、赤

血球数やヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値の減少が試験期間中の検査で一時的にみら

れたが、投与期間終了時の検査では、血液への影響はなかった。投与に関連した組織への

影響はなかったが、0.1％群の雌で腎臓及び脾臓の重量増加がみられた 7, 8) 。なお、本報告

は概要のみであったが、上記ウ）の 13 週間の試験とほぼ同様の結果が得られていた。また、

上記ア）及びイ）の強制経口投与の試験では本物質投与時の溶媒としてコーン油が使用さ

れており、脂溶性の本物質がより速く吸収されて混餌投与時よりも影響が強く現れたもの

と考えられた。 

オ）Sprague-Dawley ラット雌雄（匹数不明）を 1 群とし、0、54、236、477 mg/m3を 4 週間（6

時間/日、5 日/週）吸入させた結果、236 mg/m3以上の群で肝臓相対重量の増加、血清 GPT

の上昇と血糖値の低下、477 mg/m3 群で平均赤血球ヘモグロビン量の減少がみられたとした

報告があったが 9) 、詳細は不明であった。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 12 匹を 1 群とし、0、6、25、100 mg/kg/day を交尾前 14 日

から雄には 48 日間、雌には分娩を経て哺育 3 日まで強制経口投与した結果、100 mg/kg/day

群で雌 1 匹が妊娠 23 日に死亡した。雌の 100 mg/kg/day 群で妊娠期間中に 1～5 匹、その後

は 1～3 匹に一過性の流涎がみられ、100 mg/kg/day 群で肝臓の絶対及び相対重量の有意な

増加を認めた。しかし、受胎率や性周期、黄体数、着床率、出生率、性比、仔の 4 日生存

率等に影響はなく、25 mg/kg/day 群以上の群で仔（雄は哺育 0 日、雌は哺育 0、4 日）の体

重は有意に高かった 5) 。この結果から、母ラットで NOAEL を 6 mg/kg/day、生殖能及び仔

で NOAEL を 100 mg/kg/day 以上とする。 

イ）Sprague-Dawley ラット雄 8 匹、雌 16 匹を 1 群とし、0、0.01、0.03、0.1％の濃度で餌に添

加して投与した三世代試験では、0.03％以上の群の親（F0）で体重増加の抑制がみられたが、

繁殖試験結果に影響はなく、親及び仔（F3）の器官・組織にも影響はなかった 7, 8) 。 

ウ）雌ラット（系統等不明）に 0、50、100、250 mg/kg/day を妊娠 6 日から 15 日まで強制経

口投与した結果、100 mg/kg/day 以上の群で流涎、軟便、下痢、排便の減少、緑色便の発生
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増加がみられたが、催奇形性や胚/胎仔への影響はなかったとした報告があった 10) 。 

エ）用量設定のため、New Zealand White ウサギ雌 5 匹を 1 群として 0、30、100、300 mg/kg/day

を妊娠 6 日から 18 日まで強制経口投与した予備試験では、300 mg/kg/day 群の 4/5 匹が死亡

し、100 mg/kg/day 以上の群では体重の減少がみられ、妊娠 29 日の屠殺時に生存胎仔数は 0

匹であった。30 mg/kg/day 群では軽度の体重増加の抑制がみられ、吸収胚の発生率もやや

増加した。そこで、17～23 匹の雌を 1 群とし、0、10、30 mg/kg/day を妊娠 6 日から 18 日

まで強制経口投与した結果、各群の 5/17、3/17、6/23 匹が死亡したが、ほとんどの死因が

呼吸不全であり、本物質が原因ではないと考えられた。対照群を含む各群で平均体重の減

少、10 mg/kg/day 以上の群で各 2 匹に流産がみられ、10 mg/kg/day 以上の群で胎仔死亡、30 

mg/kg/day 群で吸収胚の発生率が軽度に高かったが、いずれも有意な変化ではなく、用量依

存性も明らかでなかった。また、胎仔の体重や 24 時間生存率、外表系、内臓系、骨格系の

奇形や変異の発生率に影響はなかった 11) 。この試験結果から、母ウサギ及び胎仔で NOAEL

を 30 mg/kg/day 以上とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）N-イソプロピル-N’-フェニル-p-フェニレンジアミン（IPPD）に感作された 15 人の患者

に対して実施した本物質のパッチテストでは全員が陽性反応を示し、同濃度の IPPD とほ

ぼ同程度の反応であったことから接触皮膚炎を惹起するアレルゲンであることが示唆さ

れた 12) 。 

イ）ゴム靴によるアレルギー性接触皮膚炎を発症した 9 人の農夫に対して実施したパッチテ

ストでは、5 人が本物質に対して陽性反応を示し、そのうち 5 人が IPPD、4 人が 6-エトキ

シ-2,2,4-トリメチル-1,2-ジヒドロキノリン（ETMDQ）にも陽性反応を示した 13) 。 

ウ）接触皮膚炎の患者 135 人に対して実施したゴム添加物のパッチテストでは、6 人が本物

質に対する陽性反応を示し、2 人が刺激反応を示した。また、IPPD に感作された 28 人中

23 人が本物質に対して陽性反応を示し、交差感作が示唆された 14) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  
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② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 15～19) 、

大腸菌 19) 、チャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）20) で遺伝子突然変異を誘発しなかっ

た。また、S9 添加の有無にかかわらずチャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）で染色体

異常、姉妹染色分体交換を誘発せず 21) 、S9 無添加のラットの肝細胞（初代培養）で不定期

DNA 合成を誘発しなかったが 22) 、S9 無添加のチャイニーズハムスター肺細胞（CHL）で

染色体異常を誘発した 23) 。 

in vivo 試験系では、経口投与したラットの骨髄細胞で染色体異常 24) 、腹腔内投与したマ

ウスの骨髄細胞で染色体異常 25)、小核 25, 26) を誘発しなかった。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Sprague-Dawley ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.01、0.03、0.1％の濃度で餌に添加し

て 2 年間投与（0、8、23、75 mg/kg/day）した結果、腫瘍の発生に投与の影響はなかったと

した報告があった 7, 8) 。 

雌雄のラット（系統等不明）に 0、0.005、0.025、0.15％の濃度で餌に添加して 2 年間投

与（0、4、20、120 mg/kg/day）した結果、腫瘍の発生に投与の影響はなかったとした報告

があったが、詳細は不明であった 27) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性ア）のラットの試験から得られた NOAEL 4 mg/kg/day

（肝細胞脂肪化、血漿総タンパクの増加）を試験期間が短いことから 10で除した 0.4 mg/kg/day

が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

0.4 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.000018 µg/kg/day 

未満の報告 
0.000018 µg/kg/day 

未満の報告 
2,200,000

超 
 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量、予測最

大曝露量はともに 0.000018 µg/kg/day 未満の報告であった。無毒性量等 0.4 mg/kg/day と予測

最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE

（Margin of Exposure）は 2,200,000 超となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少

ないと推定されることから、その曝露量を加えても MOE が大きく変化することはないと考え

られる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.00002 µg/m3未満程度 0.00024 µg/m3程度 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等に換算する

と 1.3 mg/m3となるが、参考としてこれと予測最大曝露濃度 0.00024 µg/m3から、動物実験結

果より設定された知見であるために 10 で除して算出した MOE は 540,000 となる。また、化

管法に基づく平成24年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中

濃度（年平均値）の最大値は 1.1 µg/m3であったが、参考としてこれから算出した MOE は 120

となる。このため、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向け

て吸入曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなっ

た。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 
／和名 

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

藻 類 
 

 200 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC10   GRO 4 B C 2)-1 

 ○  600 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC50   GRO 4 B B 2)-1 

甲殻類 ○  230 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 1)-1 

 ○  510 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 2)-2 

 ○  820 Daphnia magna オオミジンコ LC50   MOR 2 B B 2)-3 

魚 類 
 
○ 3.71 Oryzias latipes メダカ（胚） NOEC  GRO*1 41 B B 1)-2 

 ○  28 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 B B 1)-1 

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、EC10 (10% Effective Concentration)：10%影響濃度、 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）又は成長（動物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡 

 

*1 影響内容は、曝露 41 日後の稚魚の体長によるもの。稚魚の体重も抑制はされていたが、バラツキが大きく有意な差とはな

らなかった 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
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1） 藻類 

モンサント社 2)-1 は、米国 EPA の試験方法  (AAPBT, 1971) に準拠し、緑藻類

Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を実施した。被

験物質として Santoflex 13 が用いられた。設定試験濃度は、0（対照区、助剤対照区）、0.1、0.3、

0.6、1、3 mg/L（公比 1.7～3）であった。96 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 600 

µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

環境庁 1)-1 は OECD テストガイドライン No. 202 (1984) に準拠し、オオミジンコ Daphnia 

magna の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は流水式 (5 倍容量換水／日) で

行われ、設定試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、0.11、0.19、0.34、0.62、1.11、2.00 mg/L

（公比 1.8）であった。試験溶液の調製には、試験用水として Elendt M4 培地（硬度 253 mg/L、

CaCO3換算）が、助剤として界面活性作用のある硬化ひまし油 (HCO-50) が 50 mg/L 以下の濃

度で用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び 24 時間後に、それぞれ設定濃度の

14.5～51.0%及び 4.8～71.5%であり、毒性値の算出には実測濃度（試験開始時と 24 時間後の算

術平均値）が用いられた。48 時間半数影響濃度 (EC50) は 230 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

環境庁 1)-1は OECD テストガイドライン No. 203 (1992) に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急性

毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は流水式 (8 倍容量換水／日) で行われた。設定試

験濃度は、0（対照区、助剤対照区）、0.07、0.10、0.15、0.22、0.34、0.51、0.76、1.14 mg/L （公

比 1.5）であった。試験溶液の調製には、試験用水として硬度 41.0 mg/L (CaCO3換算) の脱塩素

水道水が、助剤として界面活性作用のある硬化ひまし油 (HCO-50) が 11.4 mg/L 以下の濃度で

用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び 24時間後に、それぞれ設定濃度の 12.9～

33.3%及び 10.0～46.5%であり、毒性値の算出には実測濃度（試験開始時と 24 時間後の幾何平均

値）が用いられた。96 時間半数致死濃度 (LC50) は 28 µg/L であった。 

 また、環境省 1)-2は OECD テストガイドライン No. 210 (1992) に準拠し、メダカ Oryzias latipes

の胚を用いて魚類初期生活段階毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は流水式 (18 倍容量

換水／日) で行われた。設定試験濃度は、0（対照区、助剤対照区）、0.002、0.0053、0.014、0.038、

0.1 mg/L （公比 2.7）であった。試験溶液の調製には、試験用水として硬度 73 mg/L (CaCO3換

算) の脱塩素水道水が、助剤として約 0.1 mL/L のジメチルホルムアミド (DMF) 及び界面活性

作用のある硬化ひまし油 (HCO-60) が 0.2 mg/L の濃度で用いられた。被験物質の実測濃度は、

試験を通して設定濃度の 59～105%であった。毒性値の算出には実測濃度 (0、7、14、22、28、

35 日後の算術平均値) が用いられ、成長阻害（稚魚の体長）に関する 41 日間無影響濃度 (NOEC) 

は 3.71 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
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急性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 96 時間 EC50（生長阻害） 600 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 230 µg/L

魚類 Oryzias latipes 96 時間 LC50  28 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

 これらの毒性値のうち、最も小さい値（魚類の 28 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 0.28 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

魚類 Oryzias latipes 41日間NOEC（成長阻害） 3.71 µg/L

アセスメント係数：100［1 生物群（魚類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 得られた毒性値（魚類の 3.71 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、慢性毒

性値に基づく PNEC 値 0.037 µg/L が得られた。 
 

本物質の PNEC としては、魚類の慢性毒性値から得られた 0.037 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度(PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 
0.00045 µg/L 未満の報告が

ある (2005) 
0.00045 µg/L 未満の報告が

ある (2005) 0.037 

µg/L 

<0.01 

公共用水域・海水 
概ね0.00045 µg/L未満 
(2005) 

概ね0.00045 µg/L未満 
(2005) <0.01 

注：1) 環境中濃度での (  ) 内の数値は測定年度を示す 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 

 

本物質の公共用水域における濃度について、平均濃度及び安全側の評価値として設定された

予測環境中濃度 (PEC) ともに、淡水域で 0.00045 µg/L 未満の報告があった。海水域では概ね

0.00045 µg/L 未満であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.01 未満

となるため、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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日報社(2013)：16313 の化学商品; 化学工業日報社(2014)：16514 の化学商品. 

 

（2）曝露評価 

1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課、環境省環境保健部環境安全課 (2014)：平成 24 年

度特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物

質排出把握管理促進法)第１１条に基づき開示する個別事業所データ. 

2) 経済産業省製造産業局化学物質管理課、環境省環境保健部環境安全課 (2014)：届出外排

出量の推計値の対象化学物質別集計結果 算出事項(対象業種・非対象業種・家庭・移動

体)別の集計表 3-1 全国, (http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/csv/2012a/2012a3-1.csv, 2014.3.26 現

在). 

3) 経済産業省製造産業局化学物質管理課、環境省環境保健部環境安全課 (2014)：平成 24 年

度 PRTR 届出外排出量の推計方法の詳細. 

(http://www.env.go.jp/chemi/prtr/result/todokedegaiH24/syosai.html, 2014.3.26 現在). 

4) (独)国立環境研究所 (2015)：平成 26 年度化学物質環境リスク初期評価等実施業務報告書. 

5) 三島聡子, 田中達也, 北野大 (2013) : 自動車交通を発生源とした有機ゴム添加剤の環境

中における動態と発生源付近の環境リスク評価. 環境化学. 23(4):163-176. 

6) 環境省環境保健部環境安全課 (2007) : 平成 17 年度化学物質環境実態調査結果. 

7) 経済産業省 (2012)：経済産業省－低煙源工場拡散モデル (Ministry of Economy , Trade and 

Industry － Low rise Industrial Source dispersion Model) METI-LIS モデル ver.3.02. 

 

（3）健康リスクの初期評価 

1) Rimatori V, Catellino N. (1989): Aromatic amines in occupational environment and in biological 

samples. J Univ Occup Environ Health. 11(Suppl): 699–705. 

2) US National Institute for Occupational Safety and Health, Registry of Toxic Effects of Chemical 

Substances (RTECS) Database. 

3) IPCS (2006): International Chemical Safety Cards. 1635. N-(1,3-dimethylbutyl)-N’-phenyl-p-phenylen- 

diamine. 

4) 化学物質点検推進連絡協議会 (1999): N-(1,3-ジメチルブチル)-N’-フェニル-p-フェニレンジ

アミンのラットを用いる 28 日間反復経口投与毒性試験. 化学物質毒性試験報告書. 7: 

520-529. 

5) 化学物質点検推進連絡協議会 (2001): N-(1,3-ジメチルブチル)-N’-フェニル-p-フェニレンジ

アミンのラットを用いる経口投与簡易生殖毒性試験 . 化学物質毒性試験報告書 . 8: 

797-808. 

－206－



7  N-(1,3-ジメチルブチル)-N'-フェニル-p-フェニレンジアミン 

  －207－

6) Naylor MW, Thake DC. (1987): Three month feeding study with Santoflex 13 in Sprague-Dawley 

rats. NTIS/OTS0545431. 

7) Stevens MW, Levinskas GJ, Graham PR. (1981): Chronic toxicity and reproduction studies on 

rubber antiozonants (substituted paraphenylenediamines). Toxicologist 1: 58. 

8) Monsanto data. Chronic toxicity and reproduction studies on Santoflex® 13 and Santoflex® 77. 

Unpublished report. Cited in: European Commission - European Chemicals Bureau (2000): 

IUCLID Dataset Year 2000 CD-ROM edition. 

9) Monsanto study data BT-76-142. Cited in: European Commission - European Chemicals Bureau 

(2000): IUCLID Dataset Year 2000 CD-ROM edition. 

10) Monsanto study data WI-86-363. Cited in: European Commission - European Chemicals Bureau 

(2000): IUCLID Dataset Year 2000 CD-ROM edition. 

11) Industrial BIO-TEST laboratories Inc. (1976): Teratogenic study with Santoflex 13 in Albino 

rabbits. NTIS/OTS0524068. 

12) Herve-Bazin B, Gradiski D, Duprat P, Marignac B, Foussereau J, Cavelier C, Bieber P. (1977): 

Occupational eczema from N-isopropyl-N’-phenylparaphenylenediamine (IPPD) and 

N-dimethy-1,3 butyl-N’-phenylparaphenylenediamine (DMPPD) in tyres. Contact Dermatitis 3: 

1–15. 

13) Nishioka K, Murata M, Ishikawa T, Kaniwa M. (1996): Contact dermatitis due to rubber boots 

worn by Japanese farmers, with special attention to 

6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline (ETMDQ) sensitivity. Contact Dermatitis 35: 

241–245. 

14) Heise H, Mattheus A, Schubert H. (1997): Comparative tests of different rubber compounds. 

Dermatosen / Occup Environ. 45: 226-228. (in German). 

15) NTP (1983 and 1999): National Toxicology Program. Search Results for ‘793-24-8’. Salmonella.  

http://tools.niehs.nih.gov/ntp_tox/index.cfm?fuseaction=salmonella.overallresults&cas_no=793-2

4-8&endpointlist=SA.（2014.1.22 現在） 

16) Pharmakon Research International (1984): Ames Salmonella/microsome plate test (EPA/OECD). 

PH 301-UN-002-84. Flexzone 7F. Cited in: European Commission - European Chemicals Bureau 

(2000): IUCLID Dataset Year 2000 CD-ROM edition. 

17) Rannug A, Rannug U, Ramel C. (1984): Genotoxic effects of additives in synthetic elastomers 

with special consideration to the mechanism of action of thiurams and dithiocarbamates. Prog 

Clin Biol Res. 141: 407-419. 

18) Zeiger E, Anderson A, Haworth S, Lawlor T, Mortelmans K, Speck W. (1987): Salmonella 

mutagenicity tests: III. Results from the testing of 255 chemicals. Environ Mutagen 9(Suppl 9): 

1-110. 

19) 化学物質点検推進連絡協議会 (1999): N-(1,3-ジメチルブチル)-N’-フェニル-p-フェニレン

ジアミンの細菌を用いる復帰変異試験. 化学物質毒性試験報告書. 7: 530-536. 

20) Pharmakon Research International (1984): CHO/HGPRT mammalian cell forward gene mutation 

assay. PH 314-UN-001-84. Flexzone 7F. Cited in: European Commission - European Chemicals 

Bureau (2000): IUCLID Dataset Year 2000 CD-ROM edition. 
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22) Pharmakon Research International (1984): Rat hepatocyte primary culture DNA repair test. PH 

311-UN-001-84. Flexzone 7F. Cited in: European Commission - European Chemicals Bureau 

(2000): IUCLID Dataset Year 2000 CD-ROM edition. 

23) 化学物質点検推進連絡協議会 (1999): N-(1,3-ジメチルブチル)-N’-フェニル-p-フェニレン

ジアミンのチャイニーズ・ハムスター培養細胞を用いる染色体異常試験. 化学物質毒性

試験報告書. 7: 537-541. 

24) Pharmakon Research International (1988): In vivo bone marrow cytogenetics rat metaphase 

analysis. PH 315-MO-001-87 (Monsanto PK-87-316). Santoflex 13. NTIS/OTS0546286.  

25) George J, Kuttan R. (1996): Lack of induction of chromosome aberration and micronuclei by 

N-(1,3-dimethylbutyl)-N-phenylparaphenylendiamine in mouse bone marrow cells. Mutat Res. 
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26) Pharmakon Research International (1984): Micronucleus test (MNT) OECD. PH 

309A-UN-001-84. Flexzone 7F. Cited in: European Commission - European Chemicals Bureau 
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27) Monsanto Study BD–87–151. Cited in: European Commission - European Chemicals Bureau 

(2000): IUCLID Dataset Year 2000 CD-ROM edition. 

 

（4）生態リスクの初期評価 

1) 環境省（庁）データ 

1：環境庁 (2000)：平成 11 年度生態影響試験 

2：環境省 (2003)：平成 14 年度生態影響試験 

2) OECD High Production Volume Chemicals Program (2001)：SIDS (Screening Information Data 

Set) Initial Assessment Report, N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine.  

1：Monsanto (1978): Acute Toxicity of Santoflex 13 (BN-78-1384316) to the Freshwater Alga 

Selenastrum capricornutum. Unpublished study No. BN-78-362. 

2：Monsanto (1984): Santoflex 13 Degradation Toxicity Test with Daphnia magna. Unpublished 

study MO-92-9050 (ES-80-SS-36). 

3：Monsanto (1978): Aquatic Toxicity Studies with Santoflex 13. Unpublished study No. AB-78- 

121A.  
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本物質は、パイロット事業（化学物質の環境リスク評価 第 1 巻）において環境リスク初期

評価結果が公表されているが、改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： スチレン 
（別の呼称：エテニルベンゼン、スチロール、ビニルベンゼン、フェニルエチレン、ス

チレンモノマー） 

CAS 番号：100-42-5 
化審法官報告示整理番号：3-4  
化管法政令番号：1-240 
RTECS 番号：WL3675000 

分子式 ：C8H8 

分子量：104.2 
換算係数：1 ppm = 4.26 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

C
H

CH2

 
 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で無色透明の液体で、揮発性物質である 1)。 

融点 -30.65℃ 2)、-30.6℃ 3) , 4)、-30.628℃ 5) 

沸点 
145.3℃ (760mmHg) 2)、145～146℃ 3)、 
145.14℃ (760mmHg) 5)、145.2℃ 4) 

比重 0.9016 (25℃) 2)、0.9059 (20℃) 2) 

蒸気圧 
6.1 mmHg (=810 Pa) (25℃) 2)、 
6.4 mmHg (=850 Pa) (25℃) 5)、 
5 mmHg (=700 Pa) (20℃) 4) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 2.95 5) , 6)、3.05 2)  

解離定数（pKa） 解離基なし7) 

水溶性（水溶解度） 
320 mg/1000g (25℃) 2)、310 mg/L (25℃) 5)、 
300 mg/L (20℃) 4) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 （分解性が良好と判断される物質8) ） 

分解率：BOD 100%（平均値）、GC 100% 

（試験期間：2 週間、被験物質：30 mg/L、活性汚泥：100 mg/L）9) 

［8］スチレン 
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化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：58×10-12 cm3/(分子･sec)（25℃、測定値）10) 

半減期：1.1～11 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 11) と仮定し計

算） 

オゾンとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：2.2×10-17 cm3/(分子･sec)（測定値）10) 

半減期： 2.9～18 時間（オゾン濃度を 3×1012～5×1011分子/cm3 11) と仮定して計

算） 

硝酸ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：1.5×10-13 cm3/(分子･sec) （測定値）10) 

半減期：5.4 年（硝酸ラジカル濃度を 2.4×108分子/cm3 12) と仮定して計算） 

加水分解性 
加水分解性の基を持たない 13) 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF)： 41（BCFBAF 14) により計算） 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)： 352（計算値）15) 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す16),17),18),19)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21 22  23 24 

製造・輸入数量(t) a) 3,014,982 b) 2,979,156 c) 2,546,810 c) 2,429,955 c) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す20),21),22)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び

輸入量 a) 
1,000,000～10,000,000 t 

/年未満 
1,000,000～10,000,000 t 

/年未満 
1,000,000～10,000,000 t 

/年未満 
注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入 

をした者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 
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本物質の国内生産量23)、輸出量及び輸入量24)の推移を表 1.3 に示す。 

 

表 1.3 生産量、輸出量及び輸入量の推移 

平成（年） 16 17 18 19 20 

生産量（t） 3,345,334 3,392,021 3295,,314 3,533,494 2,846,805 

輸出量（t）a) 1,340,848 1,451,553 1,378,024 1,628,083 1,132,468 

輸入量（t）a) 11,975 12,420 11,865 9,768 2,995 

平成（年） 21 22 23 24 25 

生産量（t） 2,996,462 2,938,613 2,739,045 2,392,007 2,592,035 

輸出量（t）a) 1,593,313 1,398,480 1,275,641 1,003,246 1,165,267 

輸入量（t）a) 2,815 54 219 －b) 30 

注：a) 普通貿易統計[少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く]品別国別表より。 
    b) 公表されていない。 

     

なお、公共用水域・淡水、海水の環境実測データで検出されていた昭和 61 年（1986 年）

及び平成 10 年（1998 年）の生産量25)、輸出量及び輸入量26)を表 1.4 に示す。 

 

表 1.4 昭和 61 年及び平成 10 年の生産量、輸出量及び輸入量 

年 度 昭和 61 年 平成 10 年 

生産量（t） 1,416,810 2,770,099 

輸出量（t）a) －b) 830,639 

輸入量（t）a) －b) 39,153 

注：a) 普通貿易統計[少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く]品別国別表より。 
     b) 公表されていない。 

 

化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 100 t 以上27)であり、

OECD に報告している生産量は、1,000,000～10,000,000 t/年未満、輸入量は 1,000 t 未満であ

る。 

② 用 途 

本物質の主な用途は、合成樹脂（ポリスチレン樹脂、ABS 樹脂、AS 樹脂、不飽和ポリエ

ステルなど）の原料であり、消費量の 80%程度を占める 1)。10%弱が合成ゴムの原料であり、

このほかエポキシ樹脂塗料、アクリル樹脂塗料などの合成樹脂塗料の原料としても使われて

いる 1)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、人健康影響の観点から化学物質審査規制法優先評価化学物質（通し番号：47）に

指定されているほか、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：240）に指

定されている。 

本物質は有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されているほか、悪臭防止法

の特定悪臭物質に指定されている。本物質は水道水質基準の要検討項目に位置づけられてい

る。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 24年度の届出排

出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表2.1に

示す。なお、届出外排出量家庭の推計はなされていなかった。 

 

表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 2,173,582 3,146 10 0 462 1,895,248 135,159 66,195 - 1,207,097 2,176,737 1,408,451 3,585,188

スチレン

業種等別排出量(割合) 2,173,582 3,146 10 0 462 1,895,248 135,158 66,196 0 1,207,096

905,221 0 0 0 0 195,958 届出 届出外

(41.6%) (10.3%) 61% 39%

396,285 3,145 0 0 455 1,380,252 6,249

(18.2%) (100.0%) (98.5%) (72.8%) (4.6%)

247,135 0 0 0 0 63,658 3,027

(11.4%) (3.4%) (2.2%)

138,298 0 0 0 0 46,230 27,931

(6.4%) (2.4%) (20.7%)

165,540 0 0 0 0 28,079

(7.6%) (1.5%)

71,403 0 0 0 0 13,277

(3.3%) (0.7%)

522 0 0 0 0 179 53,658

(0.02%) (0.009%) (39.7%)

37,579 0 0 0 7 86,160 15,727

(1.7%) (1.5%) (4.5%) (11.6%)

46,230 0 0 0 0 33,527 397

(2.1%) (1.8%) (0.3%)

21,677 0 0 0 0 950 18,966

(1.0%) (0.05%) (14.0%)

38,535 0 0 0 0 1,413

(1.8%) (0.07%)

25,740 0 10 0 0 7,130 849

(1.2%) (100%) (0.4%) (0.6%)

22,776 0 0 0 0 300

(1.0%) (0.02%)

21,945 0 0 0 0 2,192 604

(1.0%) (0.1%) (0.4%)

14,510 0 0 0 0 8,613 6,779

(0.7%) (0.5%) (5.0%)

6,190 0 0 0 0 2,131

(0.3%) (0.1%)

3,571 0 0 0 0 13,720

(0.2%) (0.7%)

3,369 0 0 0 0 40

(0.2%) (0.002%)

2,910 0 0 0 0 961

(0.1%) (0.05%)

1,518 0 0 0 0 207

(0.07%) (0.01%)

1,300 0 0 0 0 0

(0.06%)

200 0 0 0 0 400 837

(0.009%) (0.02%) (0.6%)

570 0.6 0 0 0 0

(0.03%) (0.02%)

399 0 0 0 0 3,100

(0.02%) (0.2%)

出版・印刷・同関連

産業

ゴム製品製造業

繊維工業

衣服・その他の

繊維製品製造業

電子応用装置製造業

非鉄金属製造業

石油製品・石炭製品

製造業

木材・木製品製造業

鉄道車両・同部分品

製造業

鉄鋼業

家具・装備品製造業

鉄道業

倉庫業

その他の製造業

自動車整備業

一般機械器具製造業

窯業・土石製品

製造業

金属製品製造業

電気業

総排出量の構成比(%)

プラスチック製品

製造業

化学工業

電気機械器具製造業

輸送用機械器具

製造業

船舶製造・修理業、

舶用機関製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計
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大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 2,173,582 3,146 10 0 462 1,895,248 135,159 66,195 - 1,207,097 2,176,737 1,408,451 3,585,188

業種等別排出量(割合)

134 届出 届出外

(0.10%) 61% 39%

90 0 0 0 0 0

(0.004%)

45 0 0 0 0 6,600

(0.002%) (0.3%)

24 0 0 0 0 171

(0.001%) (0.009%)

0.2 0 0 0 0 0

(0.000009%)

504

(0.8%)

65,692

(99.2%)

707,581

(58.6%)

218,798

(18.1%)

76,849

(6.4%)

203,868

(16.9%)

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

塗料

汎用エンジン

自動車

二輪車

特殊自動車

船舶

精密機械器具製造業

機械修理業

自然科学研究所

パルプ・紙・紙加工品

製造業

産業廃棄物処分業

 

 

本物質の平成 24 年度における環境中への総排出量は、約 3,600 t となり、そのうち届出排出

量は約 2,200 t で全体の 61%であった。届出排出量のうち約 2,200 t が大気へ、約 3.1 t が公共用

水域へ排出されるとしており、大気への排出量が多い。この他に下水道への移動量が約 0.46 t、

廃棄物への移動量が約 1,900 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業種

はプラスチック製品製造業（41%）、化学工業（18%）、電気機械器具製造業（11%）、船舶製

造・修理業、舶用機関製造業（7.6%）、輸送用機械器具製造業（6.4%）であり、公共用水域へ

の排出は化学工業のみであった。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに、届出外排出量対象業種・非対象業種・移動体の媒体別配分は「平成 24 年度

PRTR 届出外排出量の推計方法の詳細」3) をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別

に合計したものを表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

 3,581,837 

3,341 

11 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本

固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4)を用いて予測した。予測の

対象地域は、平成 24 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった茨城県（大気への排出量

285 t、公共用水域への排出量 0.0086 t、土壌への排出量 0.0001 t 未満）、公共用水域への排出量

が最大であった広島県（大気への排出量 58 t、公共用水域への排出量 1.7 t）及び土壌への排出
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量が最大であった北海道（大気への排出量 75 t、公共用水域への排出量 0.0059 t、土壌への排出

量 0.010 t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 土 壌 

茨城県 茨城県 広島県 北海道 

大 気 97.3 97.3 89.8 96.9 

水 域 1.8 1.8 9.4 2.2 

土 壌 0.9 0.9 0.7 0.9 

底 質 0.0 0.0 0.1 0.0 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示

す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

                      

一般環境大気  µg/m3
0.12 0.33 <0.011 2.8 0.011 20/21 全国 2012 5) 

  0.23 0.31 0.048 1.7 －b) 41/41 全国 2012 6) 

  0.22 0.31 0.03 2.8 －b) 41/41 全国 2011 7) 

  0.18 0.19 0.037 0.42 －b) 30/30 全国 2010 8) 

  0.21 0.24 0.048 0.6 －b) 28/28 全国 2009 9) 

  0.29 0.35 0.07 0.94 －b) 28/28 全国 2008 10) 

  0.37 0.47 0.06 2.1 －b) 27/27 全国 2007 11) 

  0.47 1.3 0.058 23 －b) 31/31 全国 2006 12) 
  0.27 0.32 0.045 0.8 －b) 42/42 全国 2005 13) 
  0.4 0.55 0.1 4.8 －b) 41/41 全国 2004 14) 
             

室内空気 g) µg/m3 －b) －b) －b) 66 c) －b) －b) 全国 2013 15) e) 

  －b) －b) －b) 110 d) －b) －b) 全国 2013 15) e) 

  －b) －b) －b) 45 c) －b) －b) 全国 2012 15) e) 

  －b) －b) －b) 130 d) －b) －b) 全国 2012 15) e) 

  －b) －b) －b) 13 c) －b) －b) 全国 2012 16) f) 

  －b) －b) －b) 47 d) －b) －b) 全国 2012 16) f) 

  0.55 1.7 <0.2 15 0.2 18/24 全国 2006 17) 

  <0.2 0.46 <0.2 5.9 0.2 8/26 全国 2005 18) 

  －b) 2.3 －b) 40 －b) 49/50 全国 2004 19) 
             

食物 µg/g <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 1/45 全国 1997 20) 
             

飲料水 µg/L －b) －b) －b) ND －b) 0/45 全国 2011 21) 
  －b) －b) －b) ND －b) 0/44 全国 2010 21) 
  －b) －b) －b) 0.04 －b) 1/72 全国 2009 21) 
  －b) －b) －b) 1 －b) 2/87 全国 2008 21) 
  －b) －b) －b) 0.02 －b) 1/80 全国 2007 21) 

－214－



     8 スチレン 

  
 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

  －b) －b) －b) ND －b) 0/4 全国 2006 21) 
             

地下水 µg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/23 全国 1999 22) 
  0.022 0.069 <0.01 0.5 0.01 8/12 全国 1998 23) 
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水 h)   µg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.04 0/11 全国 2012 5) 
             

公共用水域・海水 i)   µg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.04 0/14 全国 2012 5) 
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 0.004 0.001 5/36 全国 1999 22) 
  <0.001 <0.001 <0.001 0.003 0.001 5/133 全国 1998 23) 
  <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/8 全国 1998 24) 
           

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/12 全国 1999 22) 
  <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/19 全国 1998 23) 
          

魚類(公共用水域・淡水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 0.004 0.001 11/123 全国 1998 23) 
  <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/8 東京都、 

千葉県 

1998 24) 

          

魚類(公共用水域・海水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.001 5/17 東京都、 
千葉県 

1998 23) 

          

貝類(公共用水域・淡水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/1 三重県 1998 23) 
          

貝類(公共用水域・海水) µg/g         
             

注：a) 最大値又は平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

   b) 報告されていない。 

     c) 居間 
     d) 寝室 
     e) 夏期調査結果（原著のデータを転記） 
     f) 冬期調査結果（原著のデータを転記） 
     g) 過去のデータではあるが室内空気において最大183 μg/m3(1997)25)がある。 
     h) 過去のデータではあるが公共用水域・淡水において最大1 μg/L(1998)23)がある。 
     i) 過去のデータではあるが公共用水域・海水において最大0.34 μg/L(1986) 26)がある。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気、室内空気、飲料水及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露

の推定を行った（表 2.5）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸

量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15m3、2L 及び 2,000g と仮定し、体重を 50kg と仮定してい

る。 

 
表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

 大 気     

 一般環境大気 0.23 µg/m3程度(2012) 0.069 µg/kg/day 程度 

 室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     

 水 質   

 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
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 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

 地下水 
過去のデータではあるが 0.022 µg/L 程度
(1998) 

過 去 の デ ー タ で は あ る が 0.00088
µg/kg/day 程度 

均 公共用水域・淡水 0.04 µg/L 未満程度(2012) 0.0016 µg/kg/day 未満程度 

     

 食 物 
過去のデータではあるが 0.01 µg/g 未満

程度(1997) 
過去のデータではあるが 0.4 µg/kg/day 
未満程度 

 土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

 大 気   

 一般環境大気 2.8 µg/m3程度(2012) 0.84 µg/kg/day 程度 

最 室内空気 130 µg/m3程度(2012) 39 µg/kg/day 程度 

     

大 水 質   

 飲料水 0.04 µg/L 程度(2009) 0.0016 µg/kg/day 程度 

値 地下水 
過去のデータではあるが 0.5 µg/L 程度
(1998) 

過去のデータではあるが 0.02 µg/kg/day
程度 

 公共用水域・淡水 0.04 µg/L 未満程度(2012) 0.0016 µg/kg/day 未満程度 

     

 食 物 
過去のデータではあるが 0.01 µg/g 程度
(1997) 

過去のデータではあるが 0.4 µg/kg/day 
程度 

 土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

     

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.6 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 2.8 µg/m3程度となった。また、

室内空気の予測最大曝露濃度は 130 µg/m3程度となった。一方、化管法に基づく平成 24 年度の

大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル27) を用いて推定した大気中濃度の年平均

値は、最大で 33 μg/m3 となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、飲料水のデータから算定すると 0.0016 µg/kg/day 程度であり、

公共用水域・淡水データから算定すると 0.0016 µg/kg/day 未満程度であった。また、化管法に

基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベース28) の平水

流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.1 μg/L となった。推定し

た河川中濃度を用いて経口曝露量を算出すると 0.004 μg/kg/day となった。なお、飲料水又は公

共用水域・淡水と過去のデータではあるが食物のデータから算定した予測最大曝露量は、とも

に 0.4 µg/kg/day 程度となった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.6 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

 大 気  一般環境大気 0.069 0.84 

   室内空気  39 

   飲料水  0.0016 

 水 質  地下水 (過去のデータではあるが 0.00088) (過去のデータではあるが 0.02) 

   公共用水域・淡水 0.0016 0.0016 

 食 物   (過去のデータではあるが 0.4) (過去のデータではあるが 0.4) 
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媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

 土 壌     

 経口曝露量合計  ケース 1  0.0016 

 

 ケース 2 0.0016 0.0016 

 参考値 1 0.4 0.4016 

 参考値 2 0.4016 0.4+0.0016 

 総曝露量  ケース 1 0.069 0.8416 

 

 ケース 2 0.069+0.0016 0.84+0.0016 

 参考値 1 0.069+0.4 1.2416 

 参考値 2 0.069+0.4016 1.24+0.0016 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
3)（ ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
4) ケース 1 は飲料水のデータ、ケース 2 は公共用水域・淡水のデータを用いた場合を示す。 
5) 参考値 1、2 は、ケース 1、2 に過去のデータを加えた場合を示す。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域、同海水域ともに0.04 µg/L未満程度であった。なお、過去のデータではあるが公共用水域の

淡水域で 1 µg/L (1998) 、同海水域で 0.34 µg/L 程度 (1986)の報告がある。 

化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベー

ス28)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.1 μg/L となっ

た。 

 
表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 
 
 

海 水 

0.04 µg/L 未満程度(2012) 
[過去のデータではあるが

0.01 µg/L 未満(1998)] 
 

0.04 µg/L 未満程度(2012)
[過去のデータではあるが

0.03 µg/L 未満程度(1986)]

0.04 µg/L 未満程度(2012) 
[過去のデータではあるが 
1 µg/L(1998)] 

 
0.04 µg/L 未満程度(2012) 
[過去のデータではあるが 
0.34 µg/L 程度(1986)] 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルした本物質 20 mg/kg を単回強制経口投与した結果、24 時間で投与した

放射活性の 90％が尿中に、2％未満が糞中に排泄された。体内濃度は 4 時間後には既にピークに

達しており、腎臓で最も高く、次いで肝臓、膵臓の順で高かったが、24 時間後にはすべての組

織で 1 µg/g 未満となり、72 時間後には不検出となった 1) 。800 mg/kg の単回強制経口投与では、

血液中の本物質濃度は最初の 30 分間に急速に増加し、その後は 6 時間後までほぼ平衡状態にあ

った。800 mg/kg/day を 6 日間経口投与した場合の血液中濃度も単回投与時と同様であり、約 6

時間後に平衡状態から低下に転じて 24 時間後にはほぼ不検出となった。このため、日々の反復

投与によって血液中濃度の挙動が変化することはないと考えられた 2) 。 

ラットに 80、200、600、1,200 ppm を 6 時間吸入させた結果、血液中の本物質濃度は急速に

増加し、80、200 ppm 群では 1 時間以内、600、1,200 ppm 群では 3～4 時間後にゆっくりとした

増加に転じて曝露終了時にピーク濃度となった。本物質の血液からの消失は 80、200 ppm 群で

は 2 相性であったが、600、1,200 ppm 群は 1 相性であり、80 ppm 群のピーク濃度に対して 200、

600、1,200 ppm 群のピーク濃度は 1.9、31、80 倍であった。また、24 時間吸入させて求めた各

群の AUC（血中濃度時間曲線下面積）は 80 ppm 群に対して 1.8、31、112 倍であったことから、

200～600 ppm のどこかで代謝が飽和するものと考えられた 3) 。 

ヒトでは、13C でラベルした本物質 50 ppm を自転車エルゴメーターによる軽運動（50W）中

の男性ボランティア 4 人にマスクを介して 2 時間吸入させた結果、吸入量の 67％（60～73％）

が吸収され、曝露終了後に 1.4％（0.7～2.2％）が未変化体として呼気中に排泄された。血液中

の本物質濃度は最初の 30 分間に急速に増加し、その後はゆっくりとした増加に転じて曝露終了

後は 2 相性で急速に減少した。血液中のピーク濃度は、50～54 ppm を 6 時間又は長期間繰り返

し吸入させた直後の血液中濃度として報告のあったラットの値に比べて 1.5～2 倍、マウスの値

に比べて 4 倍高かった。血液中のスチレンオキシド濃度は初回採血時（2.3 時間後）に最も高く、

半減期は 1.8 時間で、翌朝（23.5 時間後）には不検出となったが、マウスに比べて約 1/4 の濃度

レベルであった。尿中の本物質濃度は曝露終了後の初回採取時に最も高く、血液中と同様に 2

相性で減少したが、その濃度は血液中に比べて一桁以上低かった。尿中代謝物のマンデル酸、

フェニルグリオキシル酸のピーク濃度はともに 4 時間後にみられ、半減期はそれぞれ 3.1 時間、

9.2 時間で、24 時間後にはほぼ消失し、吸収量のそれぞれ 14％（6.4～29％）、4.1％（3.7～5.8％）

が 46.3 時間後までに尿中へ排泄された 4) 。また、種々の運動負荷をかけながら 50 ppm を 2 時

間吸入させた結果、概算で吸収量の 8％を上回る量が皮下脂肪に蓄積され、半減期は 2.2～4 時

間で、13 日後まで検出可能な濃度で皮下脂肪中にあった 5) 。 

酸素マスクを装着したボランティアの全身に 600 ppm を 3.5 時間曝露した結果、経皮吸収量

は吸入曝露時（600 ppm を 3.5 時間）の 1.9％と見積もられ、10 ppm を 3.5 時間吸入させた試験

における吸収量の 2 倍であった 6) 。 

本物質はチトクローム P-450（CYP）によってスチレンオキシドに代謝された後にエポキシド

脱水素酵素による加水分解を受けてスチレングリコールとなり、マンデル酸 → フェニルグリ

オキシル酸へと代謝される経路がヒトでは主であるが、マンデル酸 → ベンズアルデヒド → 
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安息香酸 → 馬尿酸へと代謝される経路もある。ラットやマウスではスチレンオキシドがグル

タチオン抱合を受けた後にヒドロキシフェニルエチルメルカプツール酸へと代謝される経路の

寄与も大きい 2, 7~12) 。 

ラット、マウス、ヒトの肝細胞を用いた in vitro 試験の結果、スチレンオキシドの生成能はマ

ウス＞ラット＞ヒトの順に高く、スチレンオキシドの加水分解能はヒトで最も高かった。これ

は本物質に対する感受性がラットよりもマウスで高かったことと一致し、本物質の毒性は主に

スチレンオキシドによるものとする仮定と矛盾がないと考えられた 13) 。また、本物質に長期間

曝露された労働者及び曝露経験のないボランティアに 70 ppm を 2 時間吸入させた結果、吸収量

は同程度（労働者群で吸入量の 63％、ボランティア群で吸入量の 68％）であったが、労働者群

では血液中の本物質濃度はボランティア群の約 70％と低く、みかけの血液クリアランスは労働

者群で有意に高く、スチレンオキシド濃度はまれに検出限界値を超過する程度であったことか

ら、労働者では長期間の曝露によって本物質の代謝が亢進していた可能性が示唆された 14) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 15) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD10 5 mL/kg 
ラット 経口 LD50 2,650 mg/kg 
ラット 経口 LD50 5,000 mg/kg 
マウス 経口 LD50 316 mg/kg 
ヒト 吸入 LCLo 10,000 ppm[42,600 mg/m3](30min) 

ラット 吸入 LC50 11,800 mg/m3 (4hr) 
ラット 吸入 LC50 2,770 ppm[11,800 mg/m3](4hr) 
マウス 吸入 LC50 9,500 mg/m3 (4hr) 
マウス 吸入 LC50 21,000 mg/m3 (2hr) 
マウス 吸入 LC50 4,940 ppm[21,040 mg/m3](2hr) 

モルモット 吸入 LCLo 12,000 mg/m3 (14hr) 
ウサギ 吸入 LCLo 4,000 ppm[17,040 mg/m3](4hr) 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、皮膚、気道を刺激し、液体を飲み込むと、肺に吸い込んで化学性肺炎を起こ

すことがある。中枢神経に影響を与えることがある。吸入すると眩暈、嗜眠、頭痛、吐き気、

嘔吐、脱力感、意識喪失を生じ、経口摂取すると吐き気、嘔吐を生じる。眼に入ったり、皮

膚に付くと発赤、痛みを生じる 16) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）雌ラット（系統不明）10 匹を 1 群とし、0、66.7、133、400、667 mg/kg/day を 6 ヶ月間

（5 日/週）強制経口投与した結果、400 mg/kg/day 以上の群で用量に依存した体重増加の有

意な抑制と肝臓及び腎臓重量の有意な増加を認めた 17) 。この結果から、NOAEL を 133 

mg/kg/day（曝露状況で補正：95 mg/kg/day）とする。 

イ）Beagle 犬雌雄各 4 匹を 1 群とし、0、200、400、600 mg/kg/day を 19 ヶ月間（7 日/週）強
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制経口投与した結果、400 mg/kg/day 以上の群の雌雄の赤血球中で用量に依存したハインツ

小体の生成を認め、主に 600 mg/kg/day 群の雌雄で赤血球数やヘモグロビン濃度、赤血球沈

降速度の減少が時々みられた。また、肝臓では 400 mg/kg/day 以上の群の雌雄で細網内皮細

胞へのヘモジデリン沈着、600 mg/kg/day 群の雌雄で好酸性結晶の肝細胞核内封入体の増加

がみられた。600 mg/kg/day 群では 318 日から 469 日まで投与を中止したが、中止後 41 日

の検査でハインツ小体の消失を認め、再開後 28 日の検査でハインツ小体の出現を認めた。

なお、200 mg/kg/day 群でも雌 1 匹にハインツ小体がみられたが、その程度はわずかで、散

発的なものであったことから、投与との関連は疑わしかった 18, 19) 。この結果から、NOAEL

を 200 mg/kg/day とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雄 50 匹、雌 70 匹を 1 群とし、0、0.0125、0.025％の濃度で飲水に

添加して 2 年間投与した結果、0.025％群の雌で体重増加の有意な抑制を認めた以外には、

生存率や血液、血液生化学、尿、臓器重量、組織に影響はなかった。なお、飲水量から求

めた本物質の摂取量は雄で 0、7.7、14 mg/kg/day、雌で 0、12、21 mg/kg/day であった 20) 。

この結果から、NOAEL を雄で 0.025％（14 mg/kg/day）以上、雌で 0.0125％（12 mg/kg/day）

とする。 

エ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、ラットに 0、1,000、2,000 

mg/kg/day を 103 週間（5 日/週）、マウスに 0、150、300 mg/kg/day を 78 週間（5 日/週）強

制経口投与する計画の発がん試験では、雌雄のラットの 2,000 mg/kg/day 群で生存率が有意

に低下したことから、1,000、2,000 mg/kg/day 群への投与を 78 週間とし、その後の 27 週間

は観察期間とするとともに、500 mg/kg/day 群を新たに 23 週目に設けて 103 週間投与し、

その後 1 週間観察した。マウスでは、78 週間の投与後、13 週間観察した。この結果、ラッ

トでは 500 mg/kg/day 以上の群の雄で試験期間を通して用量に依存した体重増加の抑制を

認め、雌では 1,000mg/kg/day 群で軽度の体重増加の抑制がみられた。2,000 mg/kg/day 群で

は死亡したラットの何匹かで肝細胞壊死がみられたことから、同群の高い死亡率との関連

が示唆された以外には、一般状態や組織に影響はなかった。マウスでは 150 mg/kg/day 以上

の群の雌で試験期間を通して用量に依存した軽度の体重増加の抑制がみられたが、雄の体

重に影響はなかった。雄の生存率には用量に依存した有意な低下傾向があったが、150 

mg/kg/day群の生存率自体は対照群と同程度であり、一般状態や組織に影響はなかった 21) 。

この結果から、LOAEL をラットで 500 mg/kg/day、マウスで 150 mg/kg/day とする。 

オ）Wistar ラット雄 9～19 匹を 1 群とし、0、100、300、600 ppm を 4 週間（12 時間/日、5 日

/週）吸入させて聴力への影響を調べた結果、600 ppm 群で聴力閾値の有意な上昇を認め、

内耳のコルチ器官では重度の外有毛細胞の消失が 600 ppm 群でみられ、本物質による聴器

毒性が示された 22) 。この結果から、NOAEL を 300 ppm（曝露状況で補正：107 ppm (263 

mg/m3)）とする。 

カ）Sprague-Dawley ラット雄 10 匹を 1 群とし、0、30、800 ppm を 8 週間（4 時間/日、7 日/

週）吸入させ、鼻腔及び気管の粘膜への影響を電子顕微鏡で観察した結果、30 ppm 群の鼻

粘膜で軽度の分泌亢進と高電子密度物質の増加、800 ppm 群の鼻腔及び気管で上皮細胞の

空胞化、核濃縮、剥離がみられた報告があったが 23) 、定性的な報告であったことから、

NOAEL 等の判断はできなかった。 

キ）Sprague-Dawley ラット及び CD-1 マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、ラットに 0、200、500、
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1,000、1,500 ppm、マウスに 0、50、100、150、200 ppm を 13 週間（6 時間/日、5 日/週）吸

入させた結果、ラットでは、1,500 ppm 群の雄で 10％以上の体重増加の抑制を認め、尿の

pH は用量依存的に低下したが、これは代謝物のマンデル酸及びフェニルグリオキシル酸の

排出量増加を反映したものと思われた。一般状態（曝露時の刺激症状を除く）や血液、血

液生化学、臓器重量に影響はなかった。組織への影響は 500 ppm 以上の群の雌雄で鼻腔の

嗅上皮にみられ、初期のロゼット形成や基底細胞の巣状過形成、単細胞壊死、明瞭な細胞

消失などを伴った巣状の組織変化であった。BrdU の取り込みによる細胞増殖活性の検査

（BrdU 染色法）では、肝臓、肺胞、細気管支で有意な変化はなかった。マウスでは、200 ppm

群の雌で第 1 週目に体温低下、嗜眠、呼吸数減少がみられ、2 匹が死亡した。マウスでも一

般状態や血液、血液生化学、臓器重量に影響はなかったが、組織への影響は肝臓、肺、鼻

腔でみられ、肝臓では 150 ppm 以上の群の雌及び 200 ppm 群の雄で炎症や線維化を伴った

小葉中心性の鉄貪食細胞の凝集、200 ppm 群の雌雄で鉄貪食細胞を伴った巣状の肝細胞の

消失、雌で肉眼的に小葉の癒着があった。さらに死亡した 2 匹では著明な小葉中心性の肝

細胞壊死と類洞毛細血管のうっ血がみられ、肝臓の病変が死因と考えられた。肺では 50 ppm

以上の群の雌雄で細気管支上皮細胞の好酸性減少、100 ppm 以上の群の雌雄の細気管支で

非線毛細胞の巣状叢生を伴い、100 ppm 以上の群の雌各 1 匹では細気管支に限局性の上皮

増生もあった。鼻腔では 50 ppm 以上の群の雌雄で嗅上皮の萎縮、上皮内の嚢胞、嗅神経線

維の萎縮、ボーマン腺の拡張や肥厚、過形成、呼吸上皮及び移行上皮の好酸性封入体、100 

ppm 以上の群の雌雄で嗅上皮の呼吸上皮化生、ボーマン腺内腔の炎症細胞浸潤などがみら

れた。BrdU 染色法では、2 週間後の細気管支、5 週間後の肝臓で BrdU 陽性細胞率の有意な

増加がみられたが、13 週間後には肝臓、肺胞、細気管支で有意な変化はなかった 24) 。この

結果から、ラットで NOAEL を 200 ppm（曝露状況で補正：35.7 ppm (88 mg/m3)）、マウスで

LOAEL を 50 ppm（曝露状況で補正：8.93 ppm (22 mg/m3)）とする。 

ク）Sprague-Dawley ラット雌雄各 70 匹を 1 群とし、0、50、200、500、1,000 ppm を 104 週間

（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、500 ppm 群の雌雄で体重増加の抑制を認めたが、

曝露時の刺激に関連した症状を除く一般状態や血液、血液生化学、尿、臓器重量に影響は

なく、500 ppm 以上の群の雌で生存率はむしろ対照群を上回った。組織への影響は鼻腔の

粘膜に限られ、50 ppm 以上の群の雌雄で上皮の萎縮や変性性変化、ボーマン腺の顕在化、

50 ppm 以上の群の雄及び 200 ppm 以上の群の雌でボーマン腺の萎縮や拡張、肥厚、過形成

などがみられた 25) 。この結果から、LOAEL を 50 ppm（曝露状況で補正：8.93 ppm (22 mg/m3)）

とする。 

ケ）CD-1 マウス雌雄各 70 匹を 1 群とし、0、20、40、80、160 ppm を雄に 104 週間、雌に 98

週間吸入（6 時間/日、5 日/週）させた結果、80 ppm 以上の群の雄及び 160 ppm 群の雌で体

重増加の有意な抑制を認めたが、一般状態や生存率、血液、血液生化学、尿、臓器重量に

影響はなかった。しかし、20 ppm 以上の群の雌雄では鼻腔の嗅上皮とその下のボーマン腺

で呼吸上皮化生、拡張、上皮過形成、好酸性物質、コレステロール結晶、40 ppm 以上の群

の雌雄で嗅神経線維の萎縮がみられ、肺では 20 ppm 以上の群の雌雄で細気管支上皮過形成、

終末細気管支のクララ細胞で好酸性の減少、肺胞管に及ぶ細気管支で上皮過形成、細気管

支/肺胞過形成がみられた。これらの病変は曝露濃度及び曝露期間の増加に伴って発生率が

増加し、症状は増悪した 26)  。この結果から、LOAEL を 20 ppm（曝露状況で補正：3.57 ppm 
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(8.8 mg/m3)）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Wistar ラット雄 6 匹を 1 群とし、0、200、400 mg/kg/day を 60 日間（6 日/週）強制経口投

与した結果、体重や精巣重量、精巣上体重量に変化はなかったが、400 mg/kg/day 群で精子

数の有意な減少と精巣酵素活性の有意な変化（SDH、ACP の低下、LDH、γ-GGT、GUS、

G6-PDH の上昇）、精細管の萎縮を認めた 27) 。そこで 0 日齢の雄ラット 32 匹を 1 群とし、

母ラットに授乳期を通して 0、200、400 mg/kg/day を強制経口投与（7 日/週）して仔の精巣

への影響を調べた結果、精巣酵素活性への影響は 31、61 日齢の 400 mg/kg/day 群でみられ

たが、91 日齢では有意差はなくなり、一過性の影響であった。精子数の有意な減少は 31、

61 日齢の 400 mg/kg/day 群でみられたが、精巣の組織に影響はなかった 28) 。しかし、1 日

齢の雄ラット 21 匹を 1 群とし、0、100、200 mg/kg/day を 60 日間（6 日/週）強制経口投与

した結果、200 mg/kg/day 群で精巣の絶対及び相対重量の有意な減少と精子数の有意な減少

を認め、精巣の酵素活性にも有意な変化がみられた 29) 。 

イ）Sprague-Dawley ラット雄 10 匹、雌 20 匹を 1 群とし、0、0.0125、0.025％の濃度で飲水に

添加し、交尾前に約 90 日間投与して実施した 3 世代試験の結果、0.025％群の仔（F1）及び

孫（F2）で授乳期生存率の有意な低下、ひ孫（F3）で生後 7、14 日に体重増加の有意な抑制

を認めたが、その他の生殖・発生パラメーターには影響はなかった。なお、飲水量から求

めた本物質の摂取量は雌で 0、12、21 mg/kg/day であった 20) 。この結果から、NOAEL を

0.0125％（12 mg/kg/day）とする。 

ウ）BMR/T6T6 マウス雌 13 匹を 1 群とし、0、250 ppm を妊娠 6 日から 16 日まで吸入（6 時

間/日）させた結果、250 ppm 群で胎仔の死亡又は吸収の発生率に有意な増加を認めた。胎

仔の奇形の発生率に軽度の増加がみられたが、有意差のある変化ではなかった。また、チ

ャイニーズハムスター雌 2～7 匹を 1 群とし、0、300、500、750、1,000 ppm を妊娠 6 日か

ら 18 日まで吸入（6 時間/日）させた結果、1,000 ppm 群で胎仔の死亡又は吸収の発生率に

有意な増加を認めたが、奇形の発生はなかった 30) 。この結果から、マウスで LOAEL を 250 

ppm（曝露状況で補正：62.5 ppm (154 mg/m3)）、ハムスターで NOAEL を 750 ppm（曝露状

況で補正：188 ppm (462 mg/m3)）とする。 

エ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 25 匹を 1 群とし、交尾の 70 日以上前から交尾、妊娠、哺

育の各期間を通して 0、50、150、500 ppm を吸入（6 時間/日）させた 2 世代試験では、150 

ppm 以上の群の雄の F0及び F1で体重増加の有意な抑制を認め、雌では 500 ppm 群の F0で

非妊娠期、F1で非妊娠期及び妊娠期に体重増加の有意な抑制がみられ、500 ppm 群の F0雌

では性周期の有意な短縮もみられた。F2では 150 ppm 以上の群の雄及び 500 ppm 群の雌で

離乳時の体重が有意に低く、500 ppm 群の雄で下垂体の絶対及び相対重量、150 ppm 以上の

群の雌で下垂体の絶対重量、500 ppm 群の雌で子宮や胸腺の絶対重量が有意に低かったが、

これらの臓器重量の変化は体重増加の抑制（成長の遅れ）を反映したものと考えられた。

その他の生殖・発生パラメーターには各世代で影響はなかった 31) 。 

  F1及び F2の発育についてみると、500 ppm 群の F2で切歯萌出の有意な遅延、60 日齢の行

動試験で後肢握力の有意な低下を認めた。また、500 ppm 群の F2では 24 日齢の行動試験で

－222－
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回避反応時間に軽度の遅延、21 日齢時の剖検で脳半球高さの有意な増加と脳の長さの有意

な低下がみられたが、その後の検査では影響はなく、一過性のものと考えられた 32) 。この

結果から、親及び仔で NOAEL を 50 ppm（曝露状況で補正：12.5 ppm (31 mg/m3)）とする。 

オ）New Zealand White ウサギ雌 20 匹を 1 群とし、0、300 ppm を妊娠 6 日から 18 日まで吸

入（7 時間/日）させた結果、一般状態や体重、着床数、同腹仔数、生存胎仔数、胎仔の

体重や頭臀長などに影響はなく、奇形（外表系、内臓系、骨格系）の発生もなかった。そ

こで、濃度を高めて 0、600 ppm を同様に吸入させたものの、母ウサギ及び胎仔に影響は

なかった 33) 。この結果から、NOAEL を 600 ppm（曝露状況で補正：175 ppm (431 mg/m3)）

以上とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）ボランティアの男性 2 人に 800 ppm を 4 時間曝露した結果、直ぐに眼、喉の刺激が現れ

て鼻汁分泌が亢進し、著明で持続性の金属味、気力低下、眠気、バランス感覚の不調を生

じた。曝露終了後は軽度の筋低下と不安定さ、無気力、抑うつがみられた 34) 。 

イ）フィンランドのプラスチック製造工場で本物質に曝露された労働者 98 人（平均曝露濃度

25 ppm、平均曝露期間 4.9 年）、非曝露のコンクリート工場の労働者 43 人を対象とした調

査では、曝露群の労働者で鏡像模写テストによる手の巧緻性が有意に低く、試験結果と尿

中マンデル酸濃度の間には有意な関連がみられた 35) 。 

  国内の強化プラスチック製造工場で本物質に曝露された男性労働者 12 人（平均曝露濃度

26 ppm）と非曝露群 11 人の調査では、両群で年齢、学歴、飲酒量に有意差はなく、絵画完

成テスト、数字符号テスト、モーズレイ性格検査の成績にも有意差はなかったが、年齢、

学歴、飲酒量で調整した絵画完成テストの成績は曝露群で有意に低かった。しかし、曝露

指標（尿中代謝物濃度や曝露期間）と絵画完成テストの成績に有意な関連はなかった 36) 。 

ウ）イタリアのガラス繊維サイロ製造工場で本物質に曝露された労働者 50 人（平均年齢 40

歳、平均曝露期間 8.6 年）と性、年齢、学歴でマッチさせた対照群 50 人について神経心理

学的検査を実施した結果、曝露群では選択反応時間、短期及び長期の論理的記憶、短期及

び長期の言語記憶、積み木テスト、埋没図形テストの成績が有意に低かった。そこで、本

物質曝露のマーカーとして土曜日朝の尿に含まれるマンデル酸＋フェニルグリオキシル酸

の濃度に着目して曝露群労働者を 4 群に分け、テストの成績を性や年齢などで調整して量

反応関係をみたところ、気中濃度で 25 ppm 超に対応する尿中濃度群で言語学習能が有意に

低く、気中濃度で 50 ppm 超に対応する尿中濃度群で論理的記憶及び視覚構成能が有意に低

かった 37) 。この結果から、NOAEL を 25 ppm（曝露状況で補正：5 ppm (12 mg/m3)）とする。 

エ）国内の強化プラスチック製造工場で本物質に曝露された労働者 32 人（平均年齢 44.5 歳、

平均曝露期間 11.6 年）と年齢、性でマッチさせた事務員 28 人について末梢神経症状と末梢

神経伝導速度を比較した結果、両群で差はなかった。そこで終業後（月曜日）の尿中マン

デル酸濃度から曝露群を低高の 2 群に分けて比較したところ、高曝露群で尺骨及び腓骨の

運動神経遠位潜時の有意な延長を認めた。また、高曝露群の尺骨及び腓骨の運動神経伝導

速度は対照群に比べて有意に低かった。職場の本物質濃度は本物質をタンクに投入した直

後には約 100 ppm であったが、通常は 10 ppm 未満であったものの、尿中のマンデル酸と尺
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骨及び腓骨の運動神経遠位潜時には正の有意な関連があったことから、ACGIH の許容限界

値（50 ppm）未満でも末梢神経系に影響を及ぼす可能性が示唆された 38) 。 

  また、尿中のマンデル酸とフェニルグリオキシル酸の濃度から 22 ppm の本物質曝露と推

定された男性労働者 11 人（平均年齢 40 歳、平均曝露期間 5 年）と年齢でマッチさせた対

照群 11 人の調査では、曝露群で正中神経の運動神経伝導速度に影響はなかったが、知覚神

経伝導速度分布の V80 速度の有意な低下がみられ、心電図検査では自律神経への影響指標

となる心拍変動係数が有意に低下していた 39) 。 

オ）国内で強化プラスチックを製造する 7 工場で本物質に曝露された男性労働者 105 人、本

物質を含む有機溶剤に非曝露の対照群 117 人で実施した色彩弁別検査では、曝露群、対照

群でともに色覚異常の指標となる CCI（color confusion index）と年齢には有意な関連があり、

年齢（3 歳以内）でマッチさせた 87 組について比較すると、曝露群の CCI は有意に高かっ

た。色彩弁別検査実施日の終業後に採取した尿のマンデル酸濃度で曝露群を低、中、高の 3

群に分け、各群内で年齢をマッチさせた対照群と CCI を比較した結果、中濃度群及び高濃

度群の CCI は有意に高かった。なお、低、中、高濃度群の平均マンデル酸濃度に対応する

気中の本物質濃度はそれぞれ 4、10、46 ppm であった 40) 。この結果から、NOAEL を 4 ppm

（曝露状況で補正：0.8 ppm (2 mg/m3)）とする。 

カ）本物質に曝露された労働者の選択反応時間への影響を報告した 4 報、CCI への影響を報

告した 5 報を用いてメタ分析を実施した結果、本物質の累積曝露量と選択反応時間、CCI

の増加には有意な関連がみられた。そこで、ACGIH の許容限界値 20 ppm についてみると、

8 年間の 20 ppm 曝露で選択反応時間は 6.5％増加し、交通事故の確率は有意に増加し、1.7

歳の加齢に相当する CCI の増加をもたらすと推定された 41) 。 

キ）ドイツの造船所で本物質を含有したコーティング材を取り扱う労働者 128 人、組み立て

等に従事して低濃度の本物質に曝露された労働者 127 人を対象とした断面研究では、尿中

のマンデル酸＋フェニルグリオキシル酸の濃度で労働者を 3 群に分けて聴力への影響を検

討した結果、明瞭な影響はなく、量反応関係もなかった。そこで、換気設備が改善される

以前に雇用され、高濃度の本物質に長期間（平均 14.6 年）曝露された労働者 17 人と年齢で

マッチさせた低濃度で短期間（平均 6.4 年）曝露された労働者 34 人で比較したところ、高

濃度長期間曝露群で聴力損失（>25 dB(A)）のオッズ比は有意に高かった。高濃度長期間曝

露群の平均曝露濃度は 30～50 ppm であったが、過去には 50 ppm を超えており、20 ppm 未

満の曝露濃度で聴力への影響を認めたとして報告のあった論文の結果を確認することはで

きなかった 42) 。 

ク）フィンランドの化学工場で働く女性労働者（9,000 人）の調査では、1973 年から 1976 年

に 52 人が自然流産を経験しており、その割合は 15.57％で、国全体の 7.98％に比べて約 2

倍高かった。部門別にみると、本物質の製造及び使用が 31.59％で最も高く、他にもプラス

チック、ビスコースレーヨン、クリーニング、製薬の各部門が有意に高かった 43) 。 

  また、カナダ・モントリオール市内の 11 病院で 1982 年から 1984 年に出産又は流産した

56,012 人の調査では、193 人が週に 30 時間以上プラスチック工場で勤務しており、製造部

門では 154 人中 30 人（19％）、非製造部門では 39 人中 2 人（5％）が自然流産を経験して

いた。プラスチック製造部門をポリビニル、ポリスチレン、ポリウレタン、ポリオレフィ

ンに分けて自然流産のオッズ比を求めると、いずれもオッズ比に増加がみられたものの、

－224－
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有意な増加はポリスチレンの 1.58（95％CI: 1.02～2.35）だけであった 44) 。 

  一方、本物質に曝露された女性労働者の調査で自然流産の発生率に増加を認めなかった

報告もあり 45, 46) 、1973 年から 1981 年に妊娠したプラスチック産業の女性労働者（スウェ

ーデン 1,397 人、ノルウェー288 人）の症例対照研究では、本物質を取り扱っていた女性労

働者で先天異常、子宮内胎児死亡、未熟児のオッズ比に有意な増加はなかった 47) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (2002) 2B ヒトに対して発がん性があるかもしれない 

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH (1995) A4 ヒトに対する発がん性物質として分類できない 

 NTP (2011) 合理的にヒトに対して発がん性のあることが懸念される物

質 

日本 日本産業衛生学会 

(1992) 

第 2 群

B 

ヒトに対しておそらく発がん性があると判断でき

る物質のうち、証拠が比較的十分でない物質 

ドイツ DFG (2001) 5 遺伝子傷害性のある発がん性物質の可能性はあるが、

その効力は非常に低いと考えられるため、許容濃度が

遵守されればヒト発がんリスクが問題にならないと考

えられる物質 
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 48~55) で

フレームシフト型遺伝子突然変異、大腸菌 54)で遺伝子突然変異を誘発せず、S9 無添加の

ネズミチフス菌で塩基対置換型遺伝子突然変異を誘発しなかったが 49~52, 54, 55) 、S9 添加で

は誘発した 48, 53, 56) 。酵母では S9 添加の有無にかかわらず遺伝子突然変異を誘発しなかっ

た報告 57) 、S9 無添加で点突然変異、遺伝子変換、遺伝子組換えを誘発した報告 58) があ

り、チャイニーズハムスター肺細胞（V79）では S9 無添加で遺伝子突然変異を誘発しな

かったが 57, 59) 、S9 添加で誘発した 59) 。S9 無添加の大腸菌で DNA 傷害を誘発しなかっ

た 55) 。チャイニーズハムスター肺細胞（CHL）では S9 無添加で染色体異常を誘発しなか

ったが、S9 添加で染色体異常を誘発した 60) 。チャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）

では S9 添加の有無にかかわらず姉妹染色分体交換を誘発しなかったが、エポキシド脱水

素酵素を阻害させて S9 を添加すると姉妹染色分体交換を誘発した 61) 。S9 無添加のヒト

リンパ球で小核 62) 、染色体異常 63, 64) 、姉妹染色分体交換 65, 66) を誘発した。ラット肝細
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胞（初代培養）で DNA 鎖切断を誘発したが 67) 、S9 無添加のマウス胚細胞（C3H/10T1/2）

で細胞形質転換 68) を誘発しなかった。 

in vivo 試験系では、経口投与したキイロショウジョウバエで伴性劣性致死突然変異を誘

発したが 69) 、異数性を誘発しなかった 70) 。宿主経由法によってマウスの腹膜に接種した

ネズミチフス菌で遺伝子突然変異を誘発した 57) 。吸入曝露したラットの骨髄細胞で染色

体異常を誘発した報告もあるが 71) 、吸入曝露したラット 72)、チャイニーズハムスター73)、

経口投与したマウス 74)、腹腔内投与したマウス 75) の骨髄細胞、吸入曝露したマウスの脾

細胞、肺細胞 76, 77) 、ラットの末梢血リンパ球 77) では染色体異常を誘発しなかった。腹腔

内投与したマウスの骨髄細胞で小核を誘発したが 78, 79) 、吸入曝露したマウスの脾細胞、

末梢血リンパ球 76, 77) 、ラットの骨髄細胞 77, 80)、末梢血リンパ球 77) 、末梢血網赤血球 81) 、

腹腔内投与したラット 79) 、チャイニーズハムスター65, 70) の骨髄細胞で小核を誘発しなか

った。吸入曝露したマウスの骨髄細胞 82, 83)、肝細胞 82, 83)、肺胞マクロファージ 83) 、脾細

胞、肺細胞、末梢血リンパ球 76, 77) 、ラットの末梢血リンパ球 77) 、腹腔内投与したマウス

の骨髄細胞 75) 、マウス及びラットの脾細胞 79) で姉妹染色分体交換を誘発した。吸入曝露

したラットの肝細胞で不定期 DNA 合成を誘発しなかった 84) 。腹腔内投与したマウスの

諸臓器（腎臓、肝臓、肺、精巣、脳）で DNA 一本鎖切断を誘発したが 85) 、吸入曝露し

たラットの末梢血リンパ球では DNA 一本鎖切断を誘発しなかった 77) 。 

本物質に曝露された労働者では、末梢血リンパ球で染色体異常を誘発した報告 86~ 89) 、

誘発しなかった報告 90, 91) 、小核を誘発した報告 91, 92) 、誘発しなかった報告 89, 90, 93, 94) 、

姉妹染色分体交換を誘発した報告 87, 93, 94, 95) 、誘発しなかった報告 86, 89, 90, 92)、DNA 傷害を

誘発した報告 88, 89, 92, 96) 、誘発しなかった報告 81, 94) 、不定期 DNA 合成を誘発した報告 97) が

あった。 

なお、本物質の代謝によって生じたスチレンオキシドの DNA 付加体形成が認められて

いるが、ラットやマウスを用いた動物実験では DNA 付加体の形成状況とがんの発生状況

に対応がみられなかったことから、本物質の発がん性との関連はないものと考えられてい

る 12, 98, 99) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、ラットに 0、1,000、2,000 

mg/kg/day を 103 週間（5 日/週）、マウスに 0、150、300 mg/kg/day を 78 週間（5 日/週）強

制経口投与する計画の発がん試験では、雌雄のラットの 2,000 mg/kg/day 群で生存率が有意

に低下したことから、1,000、2,000 mg/kg/day 群への投与を 78 週間とし、その後の 27 週間

は観察期間とするとともに、500 mg/kg/day 群を新たに 23 週目に設けて 103 週間投与し、

その後 1 週間観察した。マウスでは、78 週間の投与後、13 週間観察した。この結果、ラッ

トでは腫瘍の発生率に有意な増加はなかった。マウスでは 300 mg/kg/day 群の雄で肺胞/細

気管支の腺腫＋癌の発生率に有意な増加がみられたが、これまでに同系統の雄の対照群で

認めた自然発生率の範囲内にあった。これらの結果から、ラット及びマウスの雌雄で本物

質の発がん性を示す確かな証拠は得られなかったと結論された 21) 。 

Sprague-Dawley ラット雄 50 匹、雌 70 匹を 1 群とし、0、0.0125、0.025％の濃度で飲水に
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添加して 2 年間投与（雄 0、7.7、14 mg/kg/day、雌 0、12、21 mg/kg/day）した結果、腫瘍

の発生率に有意な増加はなかった 20) 。 

Sprague-Dawley ラット雌雄各 40 匹を 1 群とし、0、50、250 mg/kg/day を 52 週間強制経口

投与（4～5 日/週）した後に自然死するまで飼育した結果、腫瘍の発生率に有意な増加はな

かった 100) 。 

妊娠 17 日の BD Ⅳラット雌 10 匹に 0 mg/kg、21 匹に 1,350 mg/kg を単回強制経口投与し

て分娩させ、離乳した対照群の仔（雄 36 匹、雌 39 匹）、投与群の仔（雄 73 匹、雌 71 匹）

を 1 群として 0、500 mg/kg を週に 1 回、120 週間強制経口投与した結果、腫瘍の発生率に

有意な増加はなかった 101) 。 

妊娠 17 日の O20マウス雌 9 匹に 0 mg/kg、29 匹に 1,350 mg/kg を単回強制経口投与して分

娩させ、離乳した対照群の仔（雄 20 匹、雌 22 匹）、投与群の仔（雄 45 匹、雌 39 匹）を 1

群として 0、1,350 mg/kg を週 1 回の頻度で強制経口投与したところ、毒性症状が現れ、16

週で投与を中止し、120 週まで飼育した。また、無処置対照群の仔（雄 54 匹、雌 47 匹）を

120 週間飼育した。その結果、投与群では雄の 89％、雌の 100％に肺腫瘍が発生したが、対

照群での肺腫瘍の発生率は 42～64％であった。投与群の肺腫瘍の発生率は対照群に比べる

と雌雄で有意に高かったが、無処置対照群と比べると雌のみが有意に高かった。肺以外の

部位では対照群及び無処置対照群の方が腫瘍の発生率は高かったが、これは生存率が高く、

生存期間が長かったことによるものと考えられた 101) 。 

妊娠 17 日の C57BL マウス雌 5 匹に 0 mg/kg、15 匹に 300 mg/kg を単回強制経口投与して

分娩させ、離乳した対照群の仔（雄 12 匹、雌 13 匹）、投与群の仔（雌雄各 27 匹）を 1 群

として 0、300 mg/kg を週に 1 回、120 週間強制経口投与し、無処置対照群の仔（雄 51 匹、

雌 49 匹）を 120 週間飼育した。その結果、腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 101) 。 

Sprague-Dawley ラット雌雄各 40 匹を 1 群とし、0、25、50、100、200、300 ppm を 52 週

間（4 時間/日、5 日/週）吸入させた後に自然死するまで飼育した結果、25 ppm 以上の群の

雌で乳腺の腫瘍の発生率に増加がみられ、悪性腫瘍は用量に依存して有意に増加したとし

た報告 100) があったが、有意差に関する具体的な記載はなく、不十分な報告であった。 

Sprague-Dawley ラット雌雄各 70 匹を 1 群とし、0、50、200、500、1,000 ppm を 104 週間

（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、雌雄のラットで腫瘍の発生率に有意な増加はなか

った 25)  。 

CD-1 マウス雌雄各 70 匹を 1 群とし、0、20、40、80、160 ppm を 98～104 週間吸入（6

時間/日、5 日/週）させた結果、20、40、160 ppm 群の雌及び 40 ppm 以上の群の雄で肺胞/

細気管支腺腫、160 ppm 群の雌で肺胞/細気管支癌の発生率に有意な増加を認めた 26) 。 

Sprague-Dawley ラット雌雄各 40 匹を 1 群とし、0、50 mg/匹を皮下投与、0、50 mg/匹を

2 ヶ月毎に 4 回腹腔内投与した後に自然死するまで飼育した結果、いずれの投与群でも腫瘍

の発生率に有意な増加はなかった 100) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

本物質やポリスチレンを製造するアメリカの工場で 1960 年の時点で 5 年以上雇用された

労働者 560 人を対象としたコホート調査では、1975 年末までに 83 人が死亡していたが、全
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がんの死亡者は米国人口より求めた期待値よりも少なく、部門別でみると、メンテナンス

部門の死亡者（10 人）が期待値（8.05 人）を上回るだけであった。また、がんの種類では

白血病（1 人）が期待値（0.79 人）を上回るだけであった 102) 。 

本物質を用いた製品の開発や製造を行う米国の工場で 1937 年から 1970 年に 1 年以上雇

用された男性労働者 2,740 人を対象としたコホート調査では、1975 年末までに 303 人が死

亡しており、米国人口より求めた全死亡、悪性腫瘍の標準化死亡比（SMR）に増加はなか

ったが、白血病（SMR 176）、白血病を除くリンパ・造血系がん（SMR 132）に増加がみら

れた。労働者は複数の化学物質の曝露を受けていたため、主要な曝露物質で労働者を分類

してリンパ・造血系がんの罹患状況をみたところ、主に本物質とエチルベンゼンを曝露し

ていた群で標準化罹患比（SIR）に増加はなかったが、1 つの曝露群でリンパ性白血病の SIR

に有意な増加がみられた。この曝露群では本物質を含む多様な化学物質に曝露されていた

が、発症数の増加には曝露期間や曝露レベルとの関連がみられず、発症者の全員が同時期

（1947 年）に同じ職場で作業していたことから、この時の曝露が疑われた 103) 。 

上記開発製造工場のコホートを 1986 年末まで追跡した調査では、死亡者は 687 人に増加

していたが、主に本物質とエチルベンゼンを曝露していた群でリンパ・造血系がんの SMR

に有意な増加はなかった 104) 。 

本物質やポリスチレンを製造するイギリスの工場で 1945 年から 1974 年に 1 年以上雇用

されて本物質に曝露された労働者 622 人、本物質の曝露がない作業場の労働者 3,072 人を対

象としたコホート調査では、1978 年末までに曝露群の 34 人、非曝露群の 219 人が死亡して

いたが、どちらの群も地方人口より求めた全がん、悪性腫瘍の SMR に増加はなかった。白

血病による死亡はどちらの群にもなかったが、リンパ腫による死亡が両群でそれぞれ 3 人

あり、リンパ腫の SMR は曝露群で有意に高くなったものの、曝露群では 44 歳以下の死亡

がリンパ腫の 2 人だけであったことから、曝露群で 44 歳以下全死亡の SMR は有意に低か

った。死亡者の数が少なく、曝露期間や曝露レベルとの関連がなかったことから、結果の

解釈には注意が必要と考えられた 105) 。 

デンマーク、フィンランド、イタリア、ノルウェー、スウェーデン、イギリスの 6 ヶ国

にある強化プラスチック製造工場の労働者 40,688 人（男性 34,560 人、女性 6,128 人）を対

象としたコホート調査では、追跡期間は国により異なったが、最長はイギリスの 1945～1990

年、最短がデンマークの 1970～1990 年であった。初回曝露からの経過年や曝露期間、累積

曝露量、平均曝露濃度に応じて本物質の曝露労働者を分類し、それぞれの SMR や相対リス

ク（RR）を求めた結果、リンパ・造血系、白血病、悪性腫瘍の値に有意な増加がみられる

場合もあったが、一貫した傾向にはなく、曝露との関連は不明であった 106) 。 

デンマークで強化プラスチックを製造している386社で1964年から1988年に雇用され、

1970 年以降も同国に居住していた男性労働者 36,525 人を対象としたコホート調査では、

1989 年末の時点で同国男性人口より求めた労働者群のリンパ・造血系悪性腫瘍の SIR に有

意な増加はなかった。しかし、1960 年代に雇用された労働者群で白血病の SIR（1.54, 95％

CI: 1.04～2.19）は有意に高く、全従業員の 50％以上が製造に従事していた工場の労働者群

でも白血病の SIR（1.38, 95%CI: 0.75～2.32）に増加がみられた 107) 。また、固形がんについ

て検討した結果、労働者群の SIR に有意な増加はなかったが、類似工場の非曝露群コホー

トでの罹患状況と比較したところ、50％以上の従業員が製造に従事していた工場の労働者
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群で膵臓がんの罹患率比（IRR）は 2.2（95%CI: 1.1～4.5）と有意に高く、その中でも 1970

年以前に雇用された労働者で膵臓がんの IRR（2.6, 95%CI: 1.1～6.3）は有意に高かった 108) 。 

欧州 6 ヶ国のリンパ腫患者 2,348 人と性、年齢、居住地域でマッチさせた対照群 2,462 人

を対象として有機溶剤の職業曝露リスクを調べた症例対照研究では、本物質曝露群で B 細

胞非ホジキンリンパ腫のオッズ比（1.6, 95％CI: 1.1～2.3）が有意に高かった 109) 。 

アメリカ国内で強化プラスチックを製造する 30 工場で 1948 年から 1977 年に 6 ヶ月以上

雇用され、比較的高濃度の本物質に曝露された労働者 15,826 人のコホート調査では、2008

年末までに 5,026 人が死亡しており、米国人口より求めた全がんの SMR 112（95%CI: 105

～118）、肺がんの SMR 134（95%CI: 123～145）は有意に高かったが、リンパ・造血系がん

の SMR に有意な増加はなかった。また、労働者を累積曝露量、あるいは 100 ppm 以上の曝

露があった日数で 4 群に分けて比較してもリンパ・造血系がんの SMR に有意な増加はなか

った。肺がんの SMR は高曝露群ほど低下する傾向にあり、最高曝露群の SMR は有意でな

くなったことから、肺がんについては本物質以外の原因（恐らく喫煙）が考えられた 110) 。 

スチレン－ブタジエンゴム（SBR）合成工場のコホート調査では、白血病の SMR に有意

な増加がみられるが、本物質との有意な関連は認められず、ブタジエンが原因物質と考え

られており 111, 112, 113) 、1,3-ブタジエンの有害大気汚染物質に係る指針値は SBR 合成工場に

おける白血病の知見をもとに設定されている 114) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られている。発

がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果が得られているものの、ヒトでの知見

は十分でなく、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存

在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定する

こととする。 

経口曝露については、中・長期毒性ウ）のラットの試験から得られた NOAEL 12 mg/kg/day

（体重増加の抑制）が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定す

る。 

吸入曝露については、ヒトへの影響オ）の研究から得られた NOAEL 4 ppm（色覚異常）を

曝露状況で補正した 0.8 ppm（2 mg/m3）が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを

無毒性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － 0.0016 µg/kg/day 程度 

12 mg/kg/day ラット 
150,000 

公共用水

域・淡水 
0.0016 µg/kg/day 

未満程度 
0.0016 µg/kg/day 

未満程度 
150,000 超
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

経口曝露については、飲料水を摂取すると仮定した場合、予測最大曝露量は 0.0016 µg/kg/day

程度であった。無毒性量等 12 mg/kg/day と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定され

た知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考慮して 5 で除して求めた MOE（Margin of 

Exposure）は 150,000 となる。公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、予測最大曝露量

は 0.0016 µg/kg/day 未満程度であったことから、MOE は 150,000 超となる。また、化管法に

基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量をもとに推定した高排出事業所の排出

先河川中濃度から算出した最大曝露量は 0.004 µg/kg/day であり、それから参考として MOE

を算出すると 60,000 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定され、

食物のデータとして過去に報告（1997 年）のあった最大値から算定した経口摂取量 0.4 

µg/kg/day 程度から、参考として MOE を算出すると 600 となる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.23 µg/m3程度 2.8 µg/m3程度 

2 mg/m3 ヒト 
140 

室内空気 － 130 µg/m3程度 3 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.23 µg/m3

程度、予測最大曝露濃度は 2.8 µg/m3程度であった。無毒性量等 2 mg/m3と予測最大曝露濃度

から、発がん性を考慮して 5 で除して求めた MOE は 140 となる。また、化管法に基づく平成

24 年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）

の最大値は 33 µg/m3であったが、参考としてこれから算出した MOE は 12 となる。 

一方、室内空気中の濃度についてみると、予測最大曝露濃度は 130 µg/m3程度であり、予測

最大曝露濃度から求めた MOE は 3 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝

露の情報収集等を行う必要性があると考えられ、室内空気については詳細な評価を行う候補

と考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなっ

た。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 
／和名 

エンドポイント

／影響内容

曝露期間

[日] 
試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

藻 類  ○ 63 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 NOEC  GRO 4 B B 1)-18326

 ○  720 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50  GRO 4 B B 1)-18326

 ○  4,900 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50  
GRO(RATE)

3 B B 3)-1 

 ○  33,000 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50  GRO 4 D C 1)-9607

 ○  78,000 
Skeletonema 
costatum 

珪藻類 EC50  GRO 4 D C 1)-9607

甲殻類  ○ 0.06 Ceriodaphnia dubia
ニセネコゼ 
ミジンコ 

NOEC  REP 7 D C 1)-66284

  ○ 1,010 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 3)-2 

 ○  2,990 Gammarus 
pseudolimnaeus ヨコエビ属 LC50  MOR 4 B B 1)-14339

 ○  4,700 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B B 1)-18326

 ○  9,500 Hyalella azteca ヨコエビ科 LC50  MOR 4 B B 1)-18326

 ○  12,100 Americamysis bahia アミ科 LC50  MOR 4 D C 1)-9607

 
○  

52,000 
(0.0058%) 

Gammarus 
fossarum 

ヨコエビ属 LC50  MOR 4 B B 1)-13419

 
○  

53,000 
(0.0059%) 

Asellus aquaticus ミズムシ科 LC50  MOR 4 B B 1)-13419

 ○  
81,000 

(0.009%) 
Gammarus 
fossarum ヨコエビ属 LC50  MOR 4 B B 1)-71861

 ○  
510,000 

(0.057%) 
Asellus aquaticus ミズムシ科 LC50  MOR 4 C C 1)-71861

魚 類 ○  4,020 Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50  MOR 4 B B 1)-3217

－231－
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生物群 
急

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 
／和名 

エンドポイント

／影響内容

曝露期間

[日] 
試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

 
○  4,080 

Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50  MOR 4 B B 1)-14339

 
○  4,700 

Lepomis 
macrochirus 

ブルーギル LC50  MOR 4 D C 1)-9607

 
○  5,900 

Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50  MOR 4 E C 2)-1 

その他 ○  97,000 
(0.0108%) 

Amphimelania 
holandri 中腹足目 LC50  MOR 4 B B 1)-13419

 ○  
460,000 

(0.0510%) 
Lymnaea stagnalis モノアラガイ科 LC50  MOR 4 C C 1)-13419

 ○  
802,000 

(0.089%) 
Amphimelania 
holandri 中腹足目 LC50  MOR 4 C C 1)-71861

 ○  
17,000,000 

(1.831%) 
Viviparus viviparus タニシ科 LC50  MOR 4 C C 1)-71861

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験はある程度信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 

E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値はある程度採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 
EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 
NOEC (No Observed Effect Concentration)： 無影響濃度 

影響内容 
GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 
REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 
RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻類 

Cushman ら 1)-18326 は、米国 EPA 40CFR 797.1050 に準拠して、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を実施した。試験は密閉系（ヘッ

ドスペースなし）で行われた。設定試験濃度は、0（対照区）、0.073、0.24、0.81、2.7、9.0、30、

100 mg/L（公比 3.3）であった。被験物質の実測濃度は、設定濃度の 22～31%であり、<0.011（対

照区）、0.023、0.063、0.28、0.68、2.0、7.0、28 mg/L であった。実測濃度に基づき、96 時間半

数影響濃度 (EC50) は 720 µg/L、96 時間無影響濃度 (NOEC) は 63 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

Brooke1)-14339は、ヨコエビ属 Gammarus pseudolimnaeus の急性毒性試験を実施した。試験は流

水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区（公比 2）であった。試験用水には、硬度
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52.8 mg/L (CaCO3 換算) の砂濾過スペリオル湖水又は脱塩素スペリオル市水道水が用いられた。

被験物質の実測濃度は、分析の平均回収率で補正された。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、実

測濃度に基づき 2,990 µg/L であった。 

また、OECD テストガイドライン No. 211 に準拠して、オオミジンコ Daphnia magna の繁殖試

験が実施された 3)-2。試験は半止水式（毎日換水、密閉容器使用）で行われた。設定試験濃度は、

0（対照区、助剤対照区）、0.313、0.625、1.25、2.50、5.00 mg/L（公比 2）であった。試験溶液

の調製には、試験用水として硬度 35.5～41.5 mg/L (CaCO3 換算) の脱塩素水道水が、助剤とし

てジメチルホルムアミド (DMF) が用いられた。被験物質の平均実測濃度は、0（対照区、助剤

対照区）、0.249、0.523、1.01、2.06、3.84 mg/L であり、試験溶液調製時において設定濃度の

71.4～103%、換水前には設定濃度の 64.5～92.4%であった。繁殖阻害（累積産仔数）に関する

21 日間無影響濃度 (NOEC) は、実測濃度（幾何平均値）に基づき 1,010 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

Geiger ら 1)-3217は、ファットヘッドミノーPimephales promelas の急性毒性試験を実施した。試

験は流水式 (15.4倍容量換水／日) で行われ、設定濃度は 0（対照区）、3.12、6.25、12.5、25.0、

50.0 mg/L（公比 2）であった。試験用水には、スペリオル湖水（濾過又は未濾過）、或いは脱

塩素スペリオル市水道水が用いられた。試験溶液の硬度は 52.8 mg/L (CaCO3換算) であった。

被験物質の実測濃度は分析の回収率により補正され、1 連目は <0.04（対照区）、0.21、0.85、

2.04、6.51、13.8 mg/L、2 連目は <0.04（対照区）、0.34、0.65、2.01、6.66、14.3 mg/L であった。

96 時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 4,020 µg/L であった。 

 

4） その他生物 

Erben と Pisl1)-13419は、中腹足目である Amphimelania holandri の急性毒性試験を実施した。試

験は半止水式で行われた。設定試験濃度は、0（対照区）、0.01、0.02、0.03、0.07 % (v/v)（公

比 1.5～2）であった。試験用水には、硬度 300～400 mg/L (CaCO3換算) の水道水が用いられた。

96 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 97,000 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度(PNEC)の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 96 時間 EC50（生長阻害）  720 µg/L 

甲殻類 Gammarus pseudolimnaeus 96 時間 LC50 2,990 µg/L 

魚 類 Pimaphales promelas 96 時間 LC50 4,020 µg/L 

その他 Amphimelania holandri 96 時間 LC50 97,000 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他生物について信頼できる

知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、その他生物を除いた最も小さい値（藻類の 720 µg/L）をアセスメン
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ト係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 7.2 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 96 時間 NOEC（生長阻害）  63 µg/L  

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 1,010 µg/L  

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、小さい方（藻類の 63 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することに

より、慢性毒性値に基づく PNEC 値 0.63 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、藻類の慢性毒性値から得られた 0.63 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度(PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 

0.04 µg/L 未満程度(2012) 
[過去のデータではあるが

0.01 µg/L 未満(1998)] 

0.04 µg/L 未満程度(2012) 
[過去のデータではあるが 
1 µg/L(1998)] 

0.63 

µg/L 

<0.06 

公共用水域・海水 

0.04 µg/L未満程度(2012) 

[過去のデータではあるが

0.03 µg/L未満程度(1986)]

0.04 µg/L 未満程度(2012) 
[過去のデータではあるが

0.34 µg/L程度(1986)] 
<0.06 

注：1) 水質中濃度の (   ) 内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに0.04 µg/L未満

程度であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 

(PEC) も、淡水域、海水域ともに平均濃度と同様に 0.04 µg/L未満程度であり、検出下限値未満

であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.06 未満

となる。 

化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベー

スの平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると最大で 0.1 μg/L であり、

PNEC との比が 0.1 を超える地点が存在する可能性も考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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したがって、本物質については情報収集に努める必要があり、PRTR データを踏まえた環境

中濃度の測定について、検討する必要があると考えられる。 
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本物質は、第 2 次とりまとめにおいて生態リスク初期評価結果が公表されているが、健康リ

スクとともに改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： チオ尿素 

（別の呼称：チオウレア、チオカルバミド、チオカーバミド） 

CAS 番号： 62-56-6 

化審法官報公示整理番号： 2-1733 
化管法政令番号：1-245 
RTECS 番号：YU2800000 

分子式：CH4N2S 

分子量： 76.12 
換算係数：1 ppm = 3.11 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は水に溶けやすく、常温で白色の固体である1)。 

融点 176℃ 2)、176～178℃ 3) , 4)、182℃ 5) 

沸点 分解する5) 

密度 1.405 g/cm3 (25℃) 2)、1.405 g/cm3 3) 

蒸気圧 
7.49×10-8 mmHg (=9.98×10-6 Pa) (20℃) 6)、 
2.8×10-3 mmHg (=0.37 Pa) (25℃) 7) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) -1.02 8)、-1.08 4)  

解離定数（pKa） -1 (25℃) 2) 

水溶性（水溶解度） 
1.06×105 mg/1,000 g (20℃) 2)、 
1.42×105 mg/L (25℃) 4)  

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解 

分解率：BOD 2.6%、TOC 7.1%、HPLC 10.0%、UV-VIS 13.5%  

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：30 mg/L、活性汚泥濃度：100 mg/L）9)  

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：42×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 10) により計算）  

［9］チオ尿素 
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半減期：1.5～15 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3  11) と仮定し計算）

加水分解性 

  加水分解性の基をもたない12) 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される物質13) ） 

  生物濃縮係数(BCF)：  

          <0.2（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：3 mg/L）14) 

<2 （試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：0.3 mg/L）14) 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)：26～31515) 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す16),17),18),19),20)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 15 16 17 18 19 

製造・輸入数量(t) a) 2,567b) 3,410 b) 3,315 b) 4,543 b) 4,727 b) 

平成(年度) 20 21 22 23 24 

製造・輸入数量(t) a) 5,857 b) 4,271 b) 4,020 c) 4,413 c) 4,176 c) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す21)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び輸入量 a) －b) －b) 
1,000～10,000 t 

/年未満 
注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入を 

した者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 
  b) 公表されていない。 

 

OECD に報告している生産量は、1,000～10,000 t/年未満、輸入量は 1,000 t/年未満である。

また、化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、100 t 以上であ

る22)。 

 

② 用 途 

本物質の多くは、ウレタン樹脂の原料として使われるほか、医薬品、染料、界面活性剤、

－249－



9 チオ尿素 

  

殺そ剤、金属防さび剤、有機ゴム添加剤など、さまざまな有機化合物の原料として使われて

いる1)。このほか、メッキ薬品、繊維や紙の加工剤、ボイラー等の洗浄剤、染色助剤として配

合されるなど、広範囲の用途に用いられている1)。 

なお、我が国における本物質の農薬登録（用途区分：殺菌剤）は、昭和 46 年 7 月 11 日に

失効している23)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、人健康影響の観点から化学物質審査規制法優先評価化学物質（通し番号:40）に指

定されているほか、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：245）に指定

されている。 

本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されているほか、人健康影

響及び生態影響の観点から水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されている。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 24 年度の届出

排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1  化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 2 151,479 0 0 3,560 304,412 14,096 - - - 151,481 14,096 165,577

チオ尿素

業種等別排出量(割合) 2 151,479 0 0 3,560 304,412 14,096 0 0 0

2 150,011 0 0 1,251 60,840 届出 届出外

(100%) (99.0%) (35.1%) (20.0%) 91% 9%

14,096

(100%)

0 1,458 0 0 2,300 233,200

(1.0%) (64.6%) (76.6%)

0 10 0 0 0 1,920

(0.007%) (0.6%)

0 0 0 0 0 3,550

(1.2%)

0 0 0 0 0 2,560

(0.8%)

0 0 0 0 9 1,800

(0.3%) (0.6%)

0 0 0 0 0 500

(0.2%)

0 0 0 0 0 42

(0.01%)

総排出量の構成比(%)

化学工業

下水道業

電気機械器具製造業

金属製品製造業

非鉄金属製造業

医薬品製造業

自然科学研究所

ゴム製品製造業

石油製品・石炭製品

製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 
 

本物質の平成 24 年度における環境中への総排出量は、約 170 t となり、そのうち届出排出量

は約 150 t で全体の 91%であった。届出排出量のうち 0.002 t が大気へ、約 150 t が公共用水域へ

排出されるとしており、公共用水域への排出量が多い。この他に下水道への移動量が約 3.6 t、

廃棄物への移動量が約 300 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出は化学工業の

みであり、公共用水域への排出が多い業種は化学工業（99%）であった。 

表 2.1 に示したように PRTR データでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

2 

165,575 

0 
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（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への排出量を基に USES3.0 をベースに日本固有

のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4) を用いて予測した。予測の対象

地域は、平成 24 年度に環境中及び公共用水域への排出量が最大であった福島県（大気への排出

量 0.0001 t 未満、公共用水域への排出量 150 t）及び大気への排出量が最大であった福井県（大

気への排出量 0.0019 t、公共用水域への排出量 0.11 t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

福島県 福井県 福島県 

大 気 0.0 0.0 0.0 

水 域 96.9 96.9 96.9 

土 壌 0.0 0.0 0.0 

底 質 3.1 3.1 3.1 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

                      

一般環境大気  µg/m3          

           

             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L          

             

           

土壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水   µg/L <0.14 21 <0.14 310 0.14 2/15 全国 2013 5) 

  <100 <100 <100 <100 100 0/2 福島県 2013 6) 

  <100 <100 <100 <100 100 0/2 福島県 2012 7) 

  200 500 <100 900 100 1/2 福島県 2010 8) 

  200 400 <100 800 100 1/2 福島県 2009 9) 
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

           

公共用水域・海水   µg/L <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 0.14 0/8 全国 2013 5) 

             

           

底質(公共用水域・淡水) µg/g         

                      

底質(公共用水域・海水) µg/g         

             

           

注：a) 最大値又は平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.5）。化学物質の

人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 m3、

2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     

  水 質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 0.14 µg/L 未満程度 (2013)（限られた 
地域で 200 µg/L の報告がある (2010)）

0.0056 µg/kg/day 未満程度（限られた地域

で 8 µg/kg/day の報告がある） 
      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

  大 気   

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

最  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

大 水 質   

 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

値  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

 公共用水域・淡水 310 µg/L 程度 (2013) （限られた地域で

900 µg/L の報告がある (2010)） 
12 µg/kg/day 程度（限られた地域で 
36 µg/kg/day の報告がある） 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
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人の一日曝露量の集計結果を表 2.6 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度を設定できるデータは得られなかった。一方、化管法に基づく

平成 24 年度の大気への届出排出量をもとにプルーム・パフモデル10) を用いて推定した大気中濃

度の年平均値は、最大で 0.00030 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると 12 µg/kg/day 程度

であった。限られた地域を調査対象とした公共用水域・淡水（900 μg/L）のデータから算出した

一日曝露量は 36 μg/kg/day となる。また、化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への

届出排出量を全国河道構造データベース11) の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度

を推定すると、最大で 2,400 μg/L となった。推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出す

ると 96 μg/kg/day となった。なお、限られた地域を対象とした調査は、公共用水域・淡水の最

大値（310 μg/L）と同一河川で行われた結果であり、また、推定した河川中濃度の最大値（2,400 

μg/L）と公共用水域・淡水の最大値（310 μg/L）は、同一地点での値である。 

生物濃縮性は高くないため、本物質の環境媒体から食物経由の曝露の割合は相対的に大きく

ないと考えられる。 

 
表 2.6 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大気  一般環境大気   

   室内空気   

   飲料水   

水質  地下水   

   公共用水域・淡水 0.0056 (限られた地域で 8) 12 (限られた地域で 36) 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.0056 12 

  参考値 1 8 36 

 総曝露量 0.0056 12 

  参考値 1 8 36 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 参考値 1 は、限られた地域を対象とした調査結果を用いた場合を示す。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域で 310 µg/L 程度、海水域では 0.14 µg/L 未満程度となった。なお、限られた地域を対象とした

環境調査（公共用水域・淡水）において最大 900 μg/L の報告がある。 

化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベース
11)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 2,400 μg/L となった。

なお、限られた地域を対象とした調査は、公共用水域・淡水の最大値（310 μg/L）と同一河川で

行われた結果であり、また、推定した河川中濃度の最大値（2,400 μg/L）と公共用水域・淡水の

最大値（310 μg/L）は、同一地点での値である。 
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表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 
 
 

海 水 

0.14 µg/L 未満程度 (2013)  
[限られた地域で 200 µg/L の

報告がある (2010)] 
 
0.14 µg/L 未満程度 (2013) 

310 µg/L 程度 (2013)  
[限られた地域で 900 µg/L の

報告がある (2010)] 
 
0.14 µg/L 未満程度 (2013) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
     2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ヒトに 1,000 mg の本物質を経口投与した結果、48 時間で投与量の 75％（60～81％）が尿中

に排泄されたが、その 90％は 24 時間後までに排泄されたものであった。また、投与後 3 日間の

糞中から本物質は検出されなかった 1) 。ヒトに 200 mg の本物質を経口投与した結果、本物質は

15 分後には血液中に現れて 30 分後にピーク濃度に達し、48 時間後には血液中で不検出となっ

た。また、本物質は投与 30 分後の尿中に既にあり、48 時間後には尿中から検出されなくなった

が、尿中排泄量のほとんどが 24 時間以内に排泄されたものであった 2) 。 

ラットに 35S でラベルした本物質 1 mg を腹腔内投与した結果、48 時間で投与した放射活性の

98％以上が尿中に排泄され、糞中排泄はわずかであり、尿由来の汚染の可能性も考えられた。

呼気中には放射活性は排泄されなかった。尿中放射活性のほぼすべてが未変化の本物質であり、

尿中放射活性の 6.2％が無機硫酸、5.9％がエーテル硫酸であった。6 時間後の体内の放射活性は

甲状腺で最も高く（腎臓や肝臓、肺などよりも約 10 倍）、甲状腺の放射活性は 24、48、72 時間

後も 6 時間後の 74％、48％、43％が残留し、体内の平均濃度よりも約 30 倍、55 倍、47 倍も高

かった 3) 。 

マウスに 14C でラベルした本物質 0.05 mg を静脈内投与し、全身オートラジオグラフィーによ

り体内分布を調べた結果、甲状腺の放射活性は 5 分後という早い時間で体内の平均濃度よりも

高くなり、その後（4 日間）も他の臓器に比べて高いままであった。高い放射活性は大動脈や大

静脈の血管壁、副腎皮質、乳腺、肝臓、肺、腎臓にもみられ、これらの部位では 24 時間持続し

た。また、高い放射活性は胎仔の甲状腺でもみられたが、胎仔の他の組織や胎盤では母体血の

放射活性を超えることはなかった 4) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 0.16 mg/kg を経口投与した結果、24 時間で投与した放射活

性の 74.5％が尿中に、1.5％が糞中に、2.3％が呼気中に排泄された。0.16 mg/kg を静脈内投与し

た場合にも 24 時間で投与した放射活性の 77.1％が尿中に、2.0％が糞中に、2.6％が呼気中に排

泄され、経口投与と静脈内投与でほぼ同様の結果であった。また、0.16、160 mg/kg を静脈内投

与した結果、血漿中の放射活性はタンパク質やペプチドのような高分子と共有結合することが

示され、血漿中放射活性の消失半減期（第 2 相）は 0.16 mg/kg 群で 0.69 時間、160 mg/kg 群で

7.0時間であり、投与量の増加に伴って半減期も大きく増加した。60分後の放射活性は 0.16 mg/kg

群では肺、胸腺、ハーダー腺で非常に高かったが、160 mg/kg 群では全身にほぼ均一に分布して

いた 5) 。 

ヨウ素又はヨウ化物と過酸化水素の存在下で本物質は甲状腺ペルオキシダーゼによって酸化

されて二硫化ホルムアミジンとなるが、この物質は不安定で、pH3.0 を超えると分解して本物質

とシアナミド、イオウを生成する。本物質及びシアナミドはどちらも甲状腺ペルオキシダーゼ

の過酸化及びヨウ素価機能を阻害することが、in vitro と in vivo で示された 6) 。 
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（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 125 mg/kg 7) 
ウサギ 経口 LDLo 6,985 mg/kg 7) 
ラット 吸入 LC50 195 mg/m3 (4hr) 8) 
ウサギ 経皮 LD50 >2,800 mg/kg 9) 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼を刺激する。吸入すると咳を生じ、眼に付くと発赤を生じることがある 10) 。ヒ

トの最小致死量として 147 mg/kg という報告があった 7) 。 

 

 

② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.02、0.1、0.5 および 2.5 mg/L の濃度

（0、0.0028、0.014、0.070 および 0.350 mg/kg/day）で飲水に添加して 13 週間投与した結果、

一般状態や体重、組織等に投与に関連した影響はなかった 11) 。この結果から、NOAEL を

2.5 mg/L（0.35 mg/kg/day）以上とする。 

イ）C3H マウス雌 21 匹を 1 群とし、0、0.25％の濃度（約 0、125 mg/kg/day）で餌に添加して

13 週間投与した結果、体重への影響はなかった 12) 。 

ウ）ラット（系統不明）雌 29～30 匹を 1 群とし、0、1.72、6.88 および 27.5 mg/kg/day を生涯

（約 3 年間）にわたって飲水投与した結果、1.72 mg/kg/day 以上の群で試験開始から 10 日

間に体重の減少（用量依存性なし）を認めた以外には、一般状態や体重に影響はなく、死

亡時の剖検でも主要臓器に影響はなかった。また、マウス（系統不明）雌雄各 10 匹を 1 群

とし、0、1.72、6.88 および 27.5 mg/kg/day を生涯（約 2 年間）にわたって飲水投与した結

果、一般状態や体重、死亡時の剖検所見に影響はなかった 13, 14) 。この結果から、NOAEL

をラット及びマウスで 27.5 mg/kg/day 以上とする。 

エ）Osborn-Mendel ラット 18 匹を 1 群とし、0、0.01、0.025、0.05、0.1、0.25、0.5 および 1％

の濃度で 2 年間混餌投与した結果、0.25％以上の群で体重増加の抑制を認め、17 ヶ月まで

に 0.25％以上の群の全数が死亡した。甲状腺の腫大は 0.25％以上の群で認められ、甲状腺

重量の有意な増加は 0.1％以上の群、甲状腺濾胞の過形成は 0.05％以上の群で用量に依存し

てみられた。肝臓では 0.1％以上の群で肝細胞の肥大、構造の不規則化、胆管増生、肝細胞

の空胞化や硝子様変性がみられた。また、0.25%以上の群の脾臓で萎縮やうっ血、ヘモジデ

リン沈着、副腎皮質でうっ血と萎縮、腎尿細管で石灰化した円柱、精子形成の低下又は休

止、骨成長（骨端線）の低下、骨髄の発育不全などもみられた 15, 16) 。この結果から、NOAEL

を 0.025％（12.5 mg/kg/day）とする。 
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③ 生殖・発生毒性 

ア）Wistar ラット雌に 35S でラベルした本物質 0.8～25 mg を妊娠 12 日から 20 日に単回皮下

投与し、1、3、12、24 時間後に屠殺して体内分布を調べた結果、本物質はラットの胎盤を

通過し、甲状腺の発達段階に応じて甲状腺に選択的に蓄積され、ヨウ素の代謝に影響を及

ぼすと考えられた 17) 。 

イ）Wistar ラット雌 5～10 匹を 1 群とし、0、240 mg/kg を妊娠 12 日又は 13 日に単回強制経

口投与した結果、母ラットへの毒性も催奇形性もなかった 18) 。 

ウ）Wistar ラット及び ICR マウス雌 3 匹を 1 群とし、1,000、2,000 mg/kg を妊娠 10 日（マウ

ス）又は妊娠 12 日（ラット）に単回強制経口投与した結果、マウスの 2,000 mg/kg 群で 2

匹が死亡し、ラットの 1,000、2,000 mg/kg 群、マウスの 1,000 mg/kg 群で吸収胚の発生率に

有意な増加を認めたが、生存胎仔の体重に影響はなく、奇形の発生もなかった 19) 。 

エ）CF4 ラット雌に 0、0.2％の濃度で妊娠 1 日から 14 日まで飲水投与した結果、0.2％群の仔

に神経系及び骨格系の成長遅延と奇形がみられ、0.25％濃度の飲水投与では胎仔に成長遅延

がみられたとした報告があった 20) 。 

オ）Sprague-Dawley ラット雌 3 匹を 1 群とし、妊娠 14 日から 17 日にかけて 0.4、1.0、1.5、

50 mg/day へと徐々に増量しながら強制経口投与し、妊娠 18 日から哺育 10 日まで 100、250 

mg/day（約 350、900 mg/kg/day）を強制経口投与し、対照群には同量の水を投与した。そ

の結果、100 mg/day 以上の群の仔で用量に依存した体重増加の有意な抑制、250 mg/day 群

の仔で驚愕反射の発現に有意な遅延を認めた。また、授乳 14 日の 250 mg/day 群の仔では遊

離サイロキシン（T4）及び総 T4 の有意な低下と甲状腺刺激ホルモン（TSH）の有意な増加

がみられ、甲状腺機能低下が明瞭であった。100 mg/day 群の仔では総 T4 の有意な低下がみ

られただけであり、甲状腺の組織にも異常はなかったが、250 mg/day 群では濾胞腔の減少

と小型化がみられ、濾胞上皮の過形成によるものと考えられた 21) 。 

 

 

④ ヒトへの影響 

ア）本物質を甲状腺抑制剤として用いた複数の臨床試験の報告（1940 年代の報告で、症例報

告は含まない）を総括すると、525 人中 49 人（9.3％）の患者に毒性影響がみられ、その内

訳は発熱 24 人、胃腸障害 17 人、発疹 9 人、白血球減少 4 人、関節痛及び筋肉痛 4 人、顆

粒球減少 1 人、じん麻疹 1 人、リンパ節腫脹 1 人、浮腫 1 人、その他 20 人であった 22) 。 

 また、本物質による甲状腺機能亢進症の治療を受けていた約 300 人の患者のうち、35 人に

本物質による中毒を示唆する症状がみられた。このうち、6 人は明らかに本物質によるもの

と考えられたが、17 人は明らかに他の原因によるものであった。6 人のうちの 1 人は 15～

25 mg/day の投与を 22 ヶ月継続していた患者で、じん麻疹を発症したが、投与を止めると

24 時間以内に消失した。2 人は 210 mg/day、1,000 mg/day の投与を開始した患者であり、強

い吐き気や嘔吐が現れ、減量すると治まるが、治療効果がないため増量すると再び吐き気

等が現れた。残りの 3 人はそれぞれ 210、210、70 mg/day の投与を受けていた患者で、7、9、

13 日に発熱がみられ、投与を中止すると体温は急速に低下し、再び投与すると体温は急速

に上昇し、感作の発現によるものと考えられた 23) 。 
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イ）ロシアの工場で機械の保守管理や包装などの作業中に本物質を曝露した労働者にみられ

た症状は、典型的な甲状腺機能低下症である顔面浮腫、低血圧、徐脈、基礎代謝量の低下

を伴う心電図の変化、便秘、腹部膨満、多尿、リンパ球・単球の増加を伴った顆粒球減少

であった。血球数に変動が見られ始めたのは曝露から 5～6 ヶ月後であり、本物質を 5～15

年間取り扱っていた労働者で症状の発生率が最も高かった 24, 25) 。 

ウ）本物質や本物質の化合物による接触皮膚炎の症例が多く報告されており、これらの物質

を使用したジアゾ式複写用紙、ゴム製品等との接触で発生している 26, 27, 28) 。 

エ）本物質及びレゾルシノールを仕上げ部門で使用していた織物工場で 6 年間に明らかな甲

状腺機能低下の症例が 4 例発生し、このうち 3 人は 40 代の男性労働者であった。このため、

全労働者の 44％（男性 189 人、女性 48 人）を対象としたフォローアップ調査を実施した結

果、明らかな甲状腺機能低下の症例はなかったものの、新たに 12 人（女性 5 人、40 歳未満

3 人）が種々の段階の甲状腺機能障害と診断された。局所排気装置の吸入側で測定した本物

質濃度は 5 µg/m3、レゾルシノール濃度は 20 µg/m3未満であったが、数ヶ月後に測定した職

場の気中からはともに不検出であった。周辺地域での甲状腺機能低下の有病率は男性で

1/1,000 未満、女性で 19/1,000 であったため、男性労働者の有病率は周辺地域よりも高く、

本物質及びレゾルシノールは甲状腺抑制作用を有するため、男性労働者にみられた甲状腺

機能低下については曝露との関連が示唆された 29) 。 

 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (2001) 3 ヒトに対する発がん性については分類できない 

EU EU (2008) 3 ヒトに対する発がん性が懸念されるが、それについて

評価を行うための有効な情報が十分ではない物質 

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP (2011) 合理的にヒトに対して発がん性のあることが懸念される物

質 

日本 日本産業衛生学会 

(1995) 
第2群B

ヒトに対しておそらく発がん性があると判断でき

る物質のうち、証拠が比較的十分でない物質 

ドイツ DFG －  
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌で遺伝
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子突然変異を誘発しなかった 30～35) 。また、大腸菌 30, 32, 33, 36～39) 、麹菌 40) で遺伝子突然変異

を誘発しなかったが、S9 添加・無添加の酵母で遺伝子突然変異 41, 42, 43) 、染色体内遺伝子組

換 44, 45) を誘発した。S9 添加の有無にかかわらずチャイニーズハムスター肺細胞（V79）46) 、

マウスリンパ腫細胞（L5178Y）47) で遺伝子突然変異を誘発した報告があったが、誘発しな

かったとした報告もあった 48, 49, 50) 。S9 無添加のチャイニーズハムスター肺細胞（V79）で

姉妹染色分体交換 48) 、遺伝子内組換え 51) 、ラット肝細胞（初代培養）52, 53) で不定期 DNA

合成を誘発しなかった。S9 無添加のラット肝細胞（初代培養）で DNA 一本鎖切断の誘発

を認めた報告 54) 、認めなかった報告 53) に分かれたが、チャイニーズハムスター肺細胞

（V79）55) 、シリアンハムスター胚細胞（継代培養）56) で小核、シリアンハムスター胚細

胞（継代培養）57) 、ラッシャー白血病ウイルスを感染させたラット胚細胞（継代培養）58) 、

ウシパピローマウイルスを感染させたマウス線維芽細胞（C3H/10T1/2）59) で体細胞形質転

換、ヒトリンパ芽球様細胞（GM6804）で染色体内遺伝子組換え 60) を誘発した。 

in vivo 試験系では、経口投与したショウジョウバエで体細胞組換え 61, 62) 、筋肉内投与し

たマウス宿主経由法でネズミチフス菌に遺伝子突然変異 63) を誘発したが、経口投与したラ

ットで小核を誘発しなかった 64) 。 

 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

A 系マウス 53 匹、C57 系マウス 65 匹、I 系マウス 24 匹を 1 群とし、0、2％の濃度で 566

日まで混餌投与した結果、甲状腺、肺、下垂体で腫瘍の発生はなかった 65) 。 

New Zealand系のラット雌雄各10匹を1群として0.2％の濃度で2年間飲水投与した結果、

雄の 7 匹に甲状腺腫、4 匹に甲状腺癌、1 匹に胎仔性腺腫、雌の 8 匹に甲状腺腫、3 匹に甲

状腺癌、2 匹に胎仔性腺腫の発生を認めた。また、Wistar ラット雄 10 匹を 1 群として同様

に投与した結果、6 匹で甲状腺腫の発生を認めた 66) 。 

Osborn-Mendel ラット 18 匹を 1 群とし、0、0.01、0.025、0.05、0.1、0.25、0.5、1％の濃

度（0、7、17.5、35、70、175、350、700 mg/kg/day）で 2 年間混餌投与した結果、0.25％以

上の群は 17 ヶ月までに全数死亡したが、本物質の投与群（0.01～0.1％群）で 2 年後まで生

存していた 29 匹中 14 匹で肝腫瘍の発生を認めた。17 ヶ月までに死亡したラットのうち 1

匹でも肝腫瘍の発生はみられたが、対照群（18 匹）での発生はなかった 15, 16) 。 

Osborn-Mendel ラット雌雄各 30 匹を 1 群とし、0、0.008％の濃度で 2 年間混餌投与した

結果、腫瘍の発生率に増加はなかった 67) 。 

Osborn-Mendel ラット雌雄各 30 匹を 1 群とし、0、0.005％の濃度で 26 ヶ月間混餌投与し

た結果、対照群の雄 1 匹、雌 13 匹、0.005％群の雄 2 匹、雌 15 匹で主要臓器に腫瘍の発生

を認めたとした報告があったが 16) 、具体的な発生部位は不明であった。 

雌雄の Sprague-Dawley ラット 4～6 匹を 1 群とし、0、200、500 mg/kg/day を 3 日間強制

経口投与し、6 日後から 0、10 mg/kg の PCB を週 2 回の頻度で 11 週間強制経口投与して 12

週後に屠殺して肝臓の前がん病変である ATPase 活性欠乏巣を調べた結果、数や面積に有意

な増加はなかった。また、ジエチルニトロソアミン（DEN）8 mg/kg を単回強制経口投与し、

1 週後から 0、0.05、0.1、0.2％の濃度で本物質を 70 日間（0.2％群は 51 日間）飲水投与し、
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12 週後に屠殺して ATPase 活性欠乏巣を調べたが、その数や面積に有意な増加はなかった。

これらの結果から、本物質にはラットの肝臓に対するイニシエーション作用やプロモーシ

ョン作用はないと考えられた 68) 。 

Fischer 344 ラット雄 5 匹を 1 群とし、N-ビス(2-ヒドロキシプロピル)ニトロソアミン

（DHPN）200 mg/kg を単回皮下投与した 1 週後から、0、0.1％の濃度で本物質を 1、2、4、

8、12、16 週間飲水投与した後に屠殺して甲状腺への影響を調べた。その結果、DHPN を投

与した 0.1％群（DHPN/0.1％群）では血清の T4 濃度は 1 週後から試験期間を通して有意に

低く、対照的に血清の TSH 濃度は 1 週後から有意に増加して 4 週後にピークとなり、12

週後に正常値に戻った。また、DHPN/0.1％群では甲状腺の絶対及び相対重量が 1 週後から

有意に増加し、甲状腺濾胞の過形成は 2 週後に 2 匹、4 週後に 4 匹、8 週以降は 5 匹にみら

れ、甲状腺濾胞腺腫も 4 週以降は 1～2 匹にみられたが、これらの変化は DHPN のみの投与

群にはなかった。BrdU の取り込みによる細胞増殖活性（BrdU 陽性細胞率）のピークは濾

胞で 1 週後、過形成部で 2 週後、濾胞腺腫で 4 週後にみられ、その後はいずれも減少し、

濾胞では 8 週以降の BrdU 陽性細胞率は 0％であった。この結果から、本物質による高い

TSH 濃度が早期の甲状腺腫瘍形成に重要な役割を果たしており、本物質は甲状腺に対する

プロモーション作用を有すると考えられた 69) 。 

Fischer 344 ラット雄 10 匹を 1 群とし、0、1,500 mg/kg の DHPN を単回皮下投与した 1 週

間後から、0、0.05、0.1％の濃度で本物質を 20 週間飲水投与した結果、DHPN/0.05％群の 4

匹で甲状腺濾胞の過形成、5 匹で甲状腺濾胞腺腫、DHPN/0.1％群の 10 匹で甲状腺濾胞の過

形成、4 匹で甲状腺濾胞腺腫、1 匹で甲状腺濾胞腺癌を認めたが、対照群ではこれらの発生

はなかった 70) 。 

Fischer 344 ラット雄 10 匹を 1 群とし、0、2,800 mg/kg の DHPN を単回皮下投与した 1 週

間後から、0、0.2％の濃度で本物質を 10 週間飲水投与した結果、DHPN/0.2％群の 10 匹で

甲状腺濾胞の過形成及び腺腫様増殖巣を認めたが、対照群では 1 匹に腺腫様増殖巣がみら

れただけであった 71) 。 

 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性エ）のラットの試験から得られた NOAEL 12.5 mg/kg/day

（甲状腺濾胞の過形成）が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

12.5 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水 
域・淡水 

0.0056 µg/kg/day 
未満程度 

12 µg/kg/day 程度 100 

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.0056 

µg/kg/day 未満程度、予測最大曝露量は 12 µg/kg/day 程度であった。無毒性量等 12.5 mg/kg/day

と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた

MOE（Margin of Exposure）は 100 となる。また、限られた地域の公共用水域・淡水のデータ

から算出した経口曝露量 36 µg/kg/day から、参考として MOE を算出すると 35 となる。さら

に、化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量をもとに推定した高排出

事業所の排出先河川中濃度から算出した最大曝露量は 96 µg/kg/day であり、これから参考と

して MOE を算出すると 13 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推

定されることから、その曝露量を加えても MOE が大きく変化することはないと考えられる。 

従って、本物質の経口曝露については、健康リスクの評価に向けて経口曝露の情報収集等

を行う必要性があると考えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － － 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、曝露濃度も把握されていないため、健康

リスクの判定はできなかった。 

なお、参考として吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等

に換算すると 42 mg/m3となるが、これと化管法に基づく平成 24 年度の大気への届出排出量

をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値 0.00030 µg/m3 から、

動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して算出した MOE は 14,000,000 とな

る。このため、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸

入曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなっ

た。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 

／和名 

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の 

可能性 
文献 No.

藻 類   420 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC10  
GRO(AUG*1)

4 B C 1)-11677

 ○  6,800 Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC50  
GRO(AUG*1)

4 B B 1)-11677

  ○ 32,000 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC  
GRO(RATE) 

3 A A 3)*2 

 ○  >100,000 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50  
GRO(RATE) 

3 A A 3)*2 

甲殻類  ○ 1,800 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 2) 

 ○  16,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 A A 2) 

魚 類 ○  >110,000*3 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 A A 2) 

 ○  >600,000 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー 
LC50  MOR 4 B B 1)-2965

 ○  ≧1,000,000 Oryzias latipes メダカ TLm  MOR 2 D C 
4)- 

2011196

その他 ○  >50,000 Dreissena 
polymorpha 

カワホトトギ

スガイ 
EC50  BEH 2 B B 1)-18157

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC10 (10% Effective Concentration)：10%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度、 

TLm (Median Tolerance Limit)：半数生存限界濃度 

影響内容 

BEH(Behavior)：行動（ここでは再付着阻害）、GRO (Growth)：生長（植物）又は成長（動物）、 

IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、REP(Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

AUG（Area Under Growth Curve）：生長曲線下の面積より求める方法（面積法） 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

－263－
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 *1 OECD テストガイドライン No. 201 (1984) に記載の「面積法」とは異なる 

*2 文献 2）をもとに、試験時の設定濃度を用いて速度法により 0-72 時間の毒性値を再計算したものを掲載 

 *3 限度試験（毒性値を求めるのではなく、定められた濃度において毒性の有無を調べる試験）より得られた値 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻類 

Geyer ら 1)-11677 は、ドイツ連邦環境庁の試験方法 (1982) に準拠し、緑藻類 Desmodesmus 

subspicatus（旧名 Scenedesmus subspicatus）の生長阻害試験を実施した。試験濃度の公比は 2.0

であった。面積法による 96時間半数影響濃度 (EC50) は 6,800 µg/Lであった (3試験結果の平均

値)。 

また、環境省 2) は OECD テストガイドライン No. 201 (1984) に準拠し、緑藻類

Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を GLP 試験と

して実施した。設定試験濃度は 0（対照区）、10、18、32、56、100 mg/L（公比 1.8）であった。

被験物質の実測濃度は、試験終了時においても設定濃度の 96～109%を維持していたため、毒性

値の算出には設定濃度が用いられた。試験期間を通して、全濃度区において 50%以上の生長阻

害は観察されなかった。速度法による 72 時間無影響濃度 (NOEC) は 32,000 µg/L であった 3)。 

 

2） 甲殻類 

環境省 2)は、OECD テストガイドライン No. 202 (1984)（一部は 2002 年改訂版）に準拠し、オ

オミジンコ Daphnia magna の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は止水式（容

器に蓋あり）で行なわれ、設定試験濃度は 0（対照区）、7.5、10、13、18、24、32、42 mg/L（公

比 1.3）であった。試験用水には脱塩素水道水（硬度 85mg/L、CaCO3 換算）が用いられた。被

験物質の実測濃度は、試験開始時及び終了時に、それぞれ設定濃度の 99～109%及び 101～115%

であり、毒性値の算出には実測濃度（算術平均値）が用いられた。48 時間半数影響濃度 (EC50) 

は 16,000 µg/L であった。 

また、環境省 2)は OECD テストガイドライン No. 211 (1998) に準拠し、オオミジンコ Daphnia 

magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (24 時間毎換水、容器に蓋あり) 

で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、1.0、1.8、3.2、5.6、10、18、32 mg/L（公比 1.8）であ

った。試験用水には Elendt M4 培地（硬度 83 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被験物質の実

測濃度は、0、7、14 日目の試験溶液調製時に設定濃度の 93～117%、1、8、15 日目の換水前に

は設定濃度の 97～122%であった。毒性値の算出には実測濃度（算術平均値）が用いられた。繁

殖阻害（累積産仔数）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、1,800 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

環境省 2)はOECDテストガイドラインNo. 203 (1992) に準拠し、メダカOryzias latipesの急性

毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (24 時間毎換水、容器に蓋あり) で行わ

れ、設定試験濃度は 0（対照区）、100 mg/L（限度試験）であった。試験用水には脱塩素水道水

－264－
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（硬度 47 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び 24 時間

後の換水前に、それぞれ設定濃度の 111%及び 112%であった。毒性値の算出には実測濃度（0、

24 時間後の算術平均値）が用いられた。試験期間を通して、いずれの濃度区においても死亡は

観察されず、96 時間半数致死濃度 (LC50) は 110,000 µg/L 超とされた。 

 

4） その他生物 

Cope ら 1)-18157は、米国 ASTM の大型無脊椎動物の試験方法 (1993) を改変し、カワホトトギ

スガイ Dreissena polymorpha の再付着阻害試験を実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃

度区は、対照区及び 5 濃度区 (0～50 mg/L) であった。試験用水には地下水（硬度 146 mg/L 、

CaCO3換算）が用いられた。試験期間を通して再付着の阻害は観察されなかったため、48 時間

半数影響濃度 (EC50) は 50,000 µg/L 超とされた。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻類 Desmodesmus subspicatus 96 時間 EC50（生長阻害） 6,800 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 16,000 µg/L 

魚類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 110,000 µg/L 超

その他 Dreissena polymorpha 48 時間 EC50（行動阻害） 50,000 µg/L 超

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他生物について信頼でき

る知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、その他生物を除いた最も小さい値（藻類の 6,800 µg/L）をアセスメン

ト係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 68 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 32,000 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 1,800 µg/L 

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

2 つの毒性値の小さい方（甲殻類の 1,800 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、

慢性毒性値に基づく PNEC 値 18 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては甲殻類の慢性毒性値から得られた 18 µg/L を採用する。 
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（3）生態リスクの初期評価結果 

 
表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 

0.14 µg/L未満程度 (2013)

[限られた地域で200 µg/L

の報告がある (2010)] 

310 µg/L程度 (2013) 

[限られた地域で900 µg/L

の報告がある (2010)] 18 

µg/L 

17 

公共用水域・海水 0.14 µg/L未満程度 (2013) 0.14 µg/L未満程度 (2013) <0.008 

注：1) 環境中濃度での (  ) 内の数値は測定年度を示す 
2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに 0.14 µg/L 未満

程度であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、淡水域で 310 µg/L

程度、海水域では 0.14 µg/L 未満程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で 17、海水域では 0.008

未満となるため、本物質は詳細な評価を行う候補と考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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本初期評価では、有機金属化合物を除いて評価を行った。 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

1）銅 

物質名： 銅 
CAS 番号：7440-50-8 
化審法官報公示整理番号：  
化管法政令番号： 1-272 (銅水溶性塩 (錯塩を除く。)として) 
RTECS 番号： GL5325000 

元素記号：Cu 

原子量：63.55 
換算係数：1 ppm = 2.60 mg/m3 (気体、25℃) 

 
N
o 

物質名 CAS No. 
化審法官報公

示整理番号 
RTECS 番号 分子式 分子量 化学式 

2) 塩化銅(Ⅰ) 7758-89-6 1-210(塩化銅) GL6990000 ClCu 99.00 CuCl 

3) 塩化銅(Ⅱ) 7447-39-4 1-210(塩化銅) GL7000000 Cl2Cu 134.45 CuCl2 

4) 酸化銅(Ⅰ) 1317-39-1 1-297(酸化銅) GL8050000 Cu2O 143.09 Cu2O 

5) 酸化銅(Ⅱ) 1317-38-0 1-297(酸化銅)
GL8230000 
GL7900000 

CuO 79.55 CuO 

6) 
シアン化銅

(Ⅰ) 
544-92-3 

1-376(シアン

化第一銅) 
GL7150000 CCuN 89.56 CuCN 

7) 硝酸銅(Ⅱ) 3251-23-8 1-296(硝酸銅) QU7400000 CuN2O6 187.56 Cu(NO3)2 

8) 硫酸銅(Ⅱ) 7758-98-7 1-300(硫酸銅) GL8800000 CuO4S 159.61 CuSO4 

 (注)物質名に併記したローマ数字は、酸化数を示す。 

 
本物質の性状は以下の通りである。 

No 化学式 性状 
1) Cu 単体は赤色金属結晶 1) 

2) CuCl 無色の結晶 1) 
3) CuCl2 常温で茶褐色固体 2) 
4) Cu2O 黄色ないし赤色の粉末 1) 
5) CuO 黒色粉末1) 
6) CuCN 白色結晶性粉末1) 

7) Cu(NO3)2 
青色結晶(無水物) 3)、深青色柱状晶(3 水和物) 3)、 
青色の斜方晶系結晶(6 水和物) 3)、青色結晶(9 水和物) 3) 

8) CuSO4 常温で白色の吸湿性の固体 2) 
 
No 化学式 融点 沸点 密度  

1) Cu 
1,084.62℃ 4)、 
1,083℃ 5)、 1,084.62℃ 6)

2,560℃ 4)、2,595℃ 5)、 
2,562℃ 6) 

8.96 g/cm3 4)、8.94 g/cm3 5) , 6)

2) CuCl 423℃ 4)、430℃ 5) , 6) 1,490℃ 4) , 6)  4.14 g/cm3 4) , 6)   

［10］銅及びその化合物           
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No 化学式 融点 沸点 密度  
1,366℃ 6) 

3) CuCl2 598℃ 4)、620℃ 6) 
993℃ 4)、 
993℃ (分解) 6) 

3.4 g/cm3 4)、3.386 g/cm3 6) 

4) Cu2O 
1,244℃ 4)、1,232℃ 5)、

1,235℃ 6) 
1,800℃(分解) 4)、 
>1,800℃(分解) 6) 

6.0 g/cm3 4) , 6) 
 

5) CuO 
1,227℃ 4)、1,330℃ 5)、

1,446℃ 6) 
 

6.31 g/cm3 4)、6.4 g/cm3 5) 

、6.315g/cm3 6) 

6) CuCN 474℃ 4) , 5) , 6)  分解 4) , 6)  
2.9 g/cm3 4)、1.9 g/cm3 6)、2.92 
g/cm3 , 6) 

7) Cu(NO3)2 
255℃ 4)、 
255~256℃ 5) , 6) 

昇華 4) 
 
 

8) CuSO4 
560℃ (分解) 4) , 6)、 
> 560℃ (分解) 5) 

 
3.60 g/cm3 4)、3.6 g/cm3 5)、
3.603 g/cm3 6) 

 

No 化学式 蒸気圧 log Kow 
解離定数 

(pKa) 
1) Cu    
2) CuCl    
3) CuCl2    
4) Cu2O    
5) CuO    
6) CuCN    
7) Cu(NO3)2    
8) CuSO4 22.47 mmHg (=2.996×103 Pa) (25℃) 4)   

 
No 化学式 水溶性(水溶解度) 
1) Cu  
2) CuCl 47 mg/1000g(20℃) 4) 
3) CuCl2 7.57 ×105 mg/1000g(25℃) 4)、4.38 ×105 mg/1000g(25℃) 6) 
4) Cu2O 不溶 4) , 5) , 6) 

5) CuO 不溶 4)  

6) CuCN 不溶 4) 

7) Cu(NO3)2 1.45×106mg/1000g (25℃) 4)、6.01 ×105 mg/1000g(25℃) 6) 

8) CuSO4 2.20×105 mg/1000g(25℃) 4)、1.84×105 mg/1000g(25℃) 6) 
 
 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

環境中の銅化合物は通常 2 価で存在し、金属、+1 価や+3 価でも存在する。天然の銅は、

様々な無機塩や有機化合物、金属の形態で存在する7)。 

大気中に排出された銅は、粒子状物質と結合している。大気中の銅は重力による沈降、乾

性沈着や湿性沈着により除去される7)。大気中の銅濃度は、精錬所、採掘作業、燃焼源（例え

ば、発電所、焼却炉、自動車、等）の近傍で高くなる8)。 

水域へ排出された銅の多くは粒子状であり沈降するか、有機物、水和鉄、マンガン酸化物

および底質や水質中の粘土に吸着される傾向がある7)。 

土壌に沈着した多くの銅は表面の数センチメートルに残存し、有機物、炭酸塩鉱物、粘土
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鉱物、水和鉄、マンガン酸化物に吸着する7)。 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

銅のマテリアルフローを図 1 に示す。 

 

 
図 1 銅のマテリアルフロー(2012)9)を一部改変 

 

銅化合物の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す10),11),12)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量（t）の推移 

平成（年度） 22 23 24 

塩化銅 8,000 3,000 3,000 

酸化銅 800,000 10,000 10,000 

シアン化第一銅 X X X 

シアン化銅カリウム錯塩 X X X 

臭化銅 X X X 

硝酸銅 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

水酸化銅 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

セレン化銅 X X X 

炭酸銅 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

チオシアン酸銅 X X X 
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平成（年度） 22 23 24 

ホウフッ化銅 X X X 

ヨウ化銅 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

リン酸銅 X X X 

硫化銅 1,000 未満 X X 

硫酸銅 7,000 8,000 8,000 
注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

      b) 「X」は届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていないもの。 

  

 

 
銅及びその化合物の国内生産量の推移を表 1.2 に示す13)。 

 
表 1.2 銅及びその化合物の国内生産量の推移 (単位：t) 

平成（年）a) 15 16 17 18 19 

電気銅 1,468,443 1,380,144 1,395,284 1,532,055 1,576,818 

塩化銅（Ⅰ） 2000 a) 2000 a) 2000 a) 2000 a) 2000 a) 

塩化銅（Ⅱ） 600 a) 600 a) 600 a) 600 a) 600 a) 

酸化銅（Ⅰ） 6,147 6,439 6,251 6,161 5,892 

酸化銅（Ⅱ） － － － － － 

シアン化銅（Ⅰ） 500 a) 500 a) 500 a) 500 a) 500 a) 

硝酸銅（Ⅱ） －b) －b) －b) －b) －b) 

平成（年） 20 21  22 23 24 

電気銅 1,539,957 1,439,843 1,548,688 1,328,288 1,516,354 

塩化銅（Ⅰ） 2000 a) 2,000 a) 2,000 a) 2,000 a) 2,000 a) 

塩化銅（Ⅱ） 600 a) 600 a) 600 a) 600 a) 600 a) 

酸化銅（Ⅰ） 5,845 5,006 5,179 5,003 4,748 

酸化銅（Ⅱ） － － － － － 

シアン化銅（Ⅰ） 500a) 500 a) 500 a) 500 a) 500 a) 

硝酸銅（Ⅱ） －b) －b) －b) 150 150 
注：a) 推定値 
    b) 公表されていない。 

 
 
 
銅化合物（農薬原体）の国内生産量の推移を表 1.3 に、輸入量の推移を表 1.4 に示す14)。 
 

表 1.3 銅化合物の国内生産量の推移 (単位：t,kL) 

平成（年）a) 15 16 17 18 19 

塩基性塩化銅 513.2 506.4 475.6 537.2 459.0 

塩基性硫酸銅 4,243.5 3,946.0 3,808.0 3,707.7 3,978.8 

水酸化第二銅 － － － － － 

硫酸銅 846.6 692.1 953.0 950.9 755.7 
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平成（年）a) 20 21  22 23 24 

塩基性塩化銅 505.0 490.0 459.0 510.0 510.0 

塩基性硫酸銅 4,164.7 3,856.2 3,130.5 3,551.6 3,478.8 

水酸化第二銅 － － － － － 

硫酸銅 481.3 441.0 637.9 852.1 877.1 
注：a) 農薬年度 

          b) 原体として報告されている値。 

          c) 「－」は、不明もしくは、出荷、生産がないもの。 
 

表 1.4 銅化合物の輸入量の推移 (単位：t,kL) 

平成（年）a) 15 16 17 18 19 

塩基性塩化銅 44.0 74.0 64.0 44.0 50.0 

塩基性硫酸銅 － － － － － 

水酸化第二銅 19.0 － 45.0 32.1 － 

硫酸銅 － － － － － 

平成（年）a) 20 21  22 23 24 

塩基性塩化銅 50.0 40.0 25.4 29.0 39.8 

塩基性硫酸銅 － － － － － 

水酸化第二銅 － 7.3 11.1 12.9 14.7 

硫酸銅 － － － － － 
注：同前 

 
 
銅水溶性塩（錯塩を除く。）としての化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製

造・輸入量区分は 100t 以上である15)。 
 

② 用 途 

銅の主な用途は、電線と伸銅品であり、銅鋳物等が少量ある。電気銅のほぼ 6 割は電線に消費さ

れ、残りが伸銅品に消費される9)。 

硫酸銅の主な用途は、農薬（殺菌剤）、キュプラ（繊維）のほか、顔料、電池、医薬、冶金、銅塩類

の原料、銅メッキ、媒染剤、皮なめしなどである2)。 

塩化銅（II）の主な用途は、殺菌剤、染色補助剤や顔料の原料、クロロエチレンの合成用触媒のほ

か、銅クロロフィルの合成原料である2)。 

このほかの銅化合物の主な用途は、表 1.5 のとおりとされている。 

 
表 1.5 銅化合物の主な用途16) 

化合物名 主な用途 

塩化銅（I） フタロシアニンブルーの原料、農薬原料、塩素化触媒 

塩化二アンモニウム銅（II）

二水和物 
染料 Fix 剤 

酸化銅（I） 
船底塗料及び漁網（防汚剤）、合成樹脂及び酵素製造用触媒、窯業用着色

剤 
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化合物名 主な用途 

酸化銅（II） 

顔料（フタロシアニンブルー用）、触媒、ガラス及び陶器の着色剤、弱電部品、

条虫駆除剤、肥料、他の銅化合物原料、電子複写機用キャリヤー・トナー、め

っき 

シアン化銅（I） 電気銅メッキ 

硝酸銅（II） 
殺虫剤、触媒、媒染剤、分析試薬、ペイント、銅塩類の製造、メッキ工業原料、

助燃剤 

酢酸銅（II）一水和物 有機反応触媒（触媒及び触媒原料）、染料 

水酸化銅（II） 人絹製造 

炭酸銅（II）（塩基性） 顔料、花火、殺虫剤、殺菌剤、触媒、めっき 

チオシアン酸銅（I） 
船底塗料、防カビ剤、殺虫剤、銅メッキ、潤滑油添加剤、重合調節剤、感光

剤、記録紙の発色剤、歯みがき 

ピロリン酸銅（II） 電気銅メッキ 

ホウフッ化銅 
高速度銅メッキ浴、なっ染ロール、グラビア印刷用ロールなどの肉厚電解メッ

キの電解質 

ヨウ化銅（I） 触媒、電子材料、樹脂改質剤 

 

（5）環境施策上の位置付け 

銅水溶性塩（錯塩を除く。）は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番

号:272）に指定されている。 

銅及びその化合物は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

銅及びその化合物は、人健康影響及び生態影響の観点から水環境保全に向けた取組のため

の要調査項目に選定されているほか、水道水質基準が設定されている。 

銅は水生生物保全に係る水質目標を優先的に検討すべき物質に選定されている。 

銅及びその化合物は、水質汚濁防止法に基づく排出基準（生活環境項目）が銅含有量とし

て設定されているほか、水質汚濁防止法の指定物質に指定されている。 

銅は土壌の汚染に係る環境基準（農用地（田に限る。））が設定されている。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

銅水溶性塩（錯塩を除く。）は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表さ

れた、平成 24 年度の届出排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)か

ら集計した排出量等を表 2.1 に示す。なお、届出外排出量家庭・移動体の推計はなされてい

なかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

（銅水溶性塩（錯塩を除く。）） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 2,007 99,966 0.1 34,398 4,828 966,540 62,977 4,512 - - 136,371 67,489 203,860

銅水溶性塩（錯塩を除く。）

業種等別排出量(割合) 2,007 99,966 0.1 34,398 4,828 966,540 62,977 4,512 0 0

1 57,957 0 0 0 2,450 62,968 届出 届出外

(0.07%) (58.0%) (0.3%) (100.0%) 67% 33%

1,511 12,059 0 34,375 210 65,980 0

(75.3%) (12.1%) (99.9%) (4.4%) (6.8%)

57 15,704 0 0 771 32,372 0.2

(2.8%) (15.7%) (16.0%) (3.3%) (0.0003%)

107 7,704 0 0 3,310 697,306 0

(5.3%) (7.7%) (68.6%) (72.1%)

0 2,009 0 0 0 0

(2.0%)

0.6 1,722 0 0 88 25,736

(0.03%) (1.7%) (1.8%) (2.7%)

330 554 0 0 325 34,250

(16.4%) (0.6%) (6.7%) (3.5%)

0 681 0 0 18 52,990 0.0

(0.7%) (0.4%) (5.5%) (0.00002%)

0 561 0 0 0 6

(0.6%) (0.0006%)

0 526 0 0 0.7 0

(0.5%) (0.01%)

0 179 0 23 0 0

(0.2%) (0.07%)

0 160 0 0 0 0

(0.2%)

0 75 0 0 0 1,400

(0.08%) (0.1%)

0.2 41 0 0 19 35,449

(0.010%) (0.04%) (0.4%) (3.7%)

0 17 0 0 0 290 0

(0.02%) (0.03%)

0 12 0 0 3 40 0.0

(0.01%) (0.06%) (0.004%) (0.000005%)

5

(0.007%)

3

(0.004%)

0 3 0 0 0 0

(0.003%)

0 2 0 0 0 140

(0.002%) (0.01%)

0 1 0.1 0 0 1,232 0

(0.001%) (100%) (0.1%)

1

(0.002%)

0.2

(0.0003%)

計量証明業

特別管理産業廃棄物

処分業

医薬品製造業

飲料・たばこ・飼料

製造業

自然科学研究所

商品検査業

ゴム製品製造業

鉄鋼業

出版・印刷・同関連

産業

窯業・土石製品

製造業

繊維工業

高等教育機関

輸送用機械器具

製造業

金属製品製造業

プラスチック製品

製造業

産業廃棄物処分業

一般廃棄物処理業

（ごみ処分業に限る。）

金属鉱業

総排出量の構成比(%)

下水道業

非鉄金属製造業

化学工業

電気機械器具製造業

パルプ・紙・紙加工品

製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計
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大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 2,007 99,966 0.1 34,398 4,828 966,540 62,977 4,512 - - 136,371 67,489 203,860

銅水溶性塩（錯塩を除く。）

業種等別排出量(割合) 2,007 99,966 0.1 34,398 4,828 966,540 62,977 4,512 0 0

0 0.1 0 0 54 1,900 0.0 届出 届出外

(0.0001%) (1.1%) (0.2%) (0.000005%) 67% 33%

0.0

(0.00004%)

0.0

(0.000002%)

0 0 0 0 23 15,000

(0.5%) (1.6%)

0 0 0 0 7 0

(0.2%)

4,512

(100%)

一般機械器具製造業

精密機械器具製造業

食料品製造業

電気計測器製造業

農薬製造業

農薬

総排出量の構成比(%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 
 

銅水溶性塩（錯塩を除く。）の平成 24 年度における環境中への総排出量は、約 204 t とな

り、そのうち届出排出量は約 136 t で全体の 67%であった。届出排出量のうち 2 t が大気へ、

約 100 t が公共用水域へ、0.0001 t が土壌へ排出されるとしており、公共用水域への排出量が

多い。この他に埋立処分が約 34 t、下水道への移動量が約 4.8 t、廃棄物への移動量が約 967 t

であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業種は非鉄金属製造業（75%）、

金属製品製造業（16%）であり、公共用水域への排出が多い業種は下水道業（58%）、化学工

業（16%）、非鉄金属製造業（12%）であった。 

しかし、特別要件施設（金属鉱業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物処分業、下水道業、等）

の排出量は定量下限値をもとに排出量を算出している場合があるため、過剰評価している場

合があることに留意する必要がある。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外

排出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出

排出量の割合をもとに、届出外排出量対象業種・非対象業種の媒体別配分は「平成 24 年度

PRTR 届出外排出量の推計方法等の詳細」3) をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒

体別に合計したものを表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

 24,087 

140,863 

  4,512 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

銅及びその化合物の化学形態は環境中で様々に変化するため、媒体別分配割合の予測を行

うことは適切ではない。したがって、銅及びその化合物の媒体別分配割合の予測は行わなか

った。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ
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れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 
調査 測定年

度 
文献

平均値 a) 平均値 下限値 b) 地域 

                    

一般環境大気  µg/m3 0.015 0.035 0.0014 0.31 －c) 16/16 全国 2012 4)

  0.014 0.028 0.00079 0.23 －c) 16/16 全国 2011 5)

  0.019 0.022 0.011 0.056 －c) 10/10 全国 2010 6)

  0.025 0.028 0.017 0.055 －c) 6/6 全国 2009 7)

  0.026 0.031 0.011 0.099 －c) 14/14 全国 2005 8)

  0.042 0.06 0.0079 0.18 －c) 16/16 全国 2004 9)

           

室内空気 µg/m3          

             

食物 d) µg/g          

             

飲料水 µg/L <10 <10 <10 20 10 1/23 全国 2012 10)

  <100 <100 <10 210 10～100 630/5486 全国 2011 11)

  <100 <100 <10 480 10～100 697/5579 全国 2010 12)

  <100 <100 <10 180 10～100 600/5299 全国 2009 13)

  <100 <100 <10 350 10～100 569/5156 全国 2008 14)

  <100 <100 <10 1000 10～100 758/5504 全国 2007 15) 

  <1000 <1000 <10 180 10～1000 723/5331 全国 2006 16)

  <130 <130 <10 660 10～130 680/5124 全国 2005 17)

  <1000 <1000 <10 400 10～1000 770/5354 全国 2004 18)

             

地下水 µg/L 2.9 5.1 1 15 0.5 4/4 全国 2010 19)

    28 29 20.6 37.8 0.5 2/2 東京都、

宮城県 

2009 20)

  2.4 7.9 <0.5 25 0.5 4/5 全国 2008 21)

  1.5 6.4 <0.5 27 0.5 3/5 全国 2007 22)

  <1.5 1.9 <1.5 4.2 1.5 1/3 宮城県、

長野県、

高知県 

2005 23)

  11 13 6 29 0.5 4/4 全国 2005 23)

           

土壌 f) µg/g －c) 48 e) 0.88 e) 230 e) －c) －c)/78 全国 －c) 24)

  －c) －c) 2.00 g) 209.9 g) 0.1 －c) /633 全国 1978～
1982

25)

             

公共用水域・淡水   µg/L 1.2 1.7 0.3 15 0.2 44/44 全国 2013 26)

  1.6 2.1 0.3 9.9 0.2 45/45 全国 2012 27)

  <200 <200 <1 240 1～200 367/1791 全国 2012 28)

  1.5 1.8 0.4 5.7 0.1 40/40 全国 2011 29)

  <180 <180 <1 320 1～180 388/1731 全国 2011 30)
  1.5 2.9 <0.5 47 0.5 42/43 全国 2010 19)

  <40 <40 <1 280 1～40 327/792 全国 2010 31)

  <40 <40 <1 550 1～40 381/808 全国 2009 32)

  1.7 3.8 <0.5 56.8 0.5 38/41 全国 2009 20)
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媒体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 
調査 測定年

度 
文献

平均値 a) 平均値 下限値 b) 地域 

  <40 <40 <1 490 1～40 414/981 全国 2008 33)

  2.3 4 <0.5 40 0.5 47/52 全国 2008 21)

  <40 <40 <1 240 1～40 430/969 全国 2007 34)

  1.5 4.2 <0.5 53 0.5 25/40 全国 2007 22)

  <40 <40 <1 490 1～40 435/992 全国 2006 35)

  2.9 3.5 0.7 10 0.5 48/48 全国 2005 23)

  <40 <40 <1 240 1～40 473/1051 全国 2005 36)

  2.3 3.2 <1.5 18 1.5 25/34 全国 2005 23)

  <10 12 <1 470 1～10 525/908 全国 2004 37)

          

公共用水域・海水   µg/L 0.55 0.55 0.5 0.6 0.2 2/2 佐賀県、

愛媛県 

2013 26)

  1 1.1 0.9 1.2 0.2 2/2 佐賀県、

愛媛県 

2012 27)

  <100 <100 <4 20 4～100 14/247 全国 2012 28)

  0.9 1.1 0.4 2.5 0.1 7/7 全国 2011 29)

  <100 <100 4 6 5～100 5/254 全国 2011 30)

  <10 <10 <5 14 5～10 4/126 全国 2010 31)

  1.7 2 1.1 3.8 0.5 4/4 全国 2009 20)

  <10 <10 <5 50 5～10 12/144 全国 2009 32)

  2 3.4 0.7 11 0.5 5/5 全国 2008 21)

  <10 <10 <5 20 5～10 7/164 全国 2008 33)

  <10 <10 <5 20 5～10 9/169 全国 2007 34)

  0.58 0.97 <0.5 2.2 0.5 2/5 全国 2007 22)

  <40 <40 <5 20 5～40 9/170 全国 2006 35)

  <40 <40 <5 10 5～40 5/160 全国 2005 36)

  1.1 1.5 0.5 5.4 0.5 12/12 全国 2005 23)

  <1.5 <1.5 <1.5 2.1 1.5 3/7 全国 2005 23)

  <10 <10 3 90 5～10 16/144 全国 2004 37)

             

底質(公共用水域・淡水) g), h) µg/g 64 100 14 370 0.5 14/14 全国 2002 38)

                      

底質(公共用水域・海水) g), h) µg/g 140 280 50 1,700 0.5 10/10 全国 2002 38)

            

注：a) 最大値又は平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

  b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 

  c) 報告されていない。 

    d) 直近10ヶ年に行われたマーケットバスケット調査による銅の一日摂取量39),40),41),42),43)は、1,031～1,490 μg/人/日
の範囲である。  

  e) 原著の値を転記。濃度データは各調査地点(78 地点)の平均値による集計値ではなく、各サンプル(514 検体)
の濃度データを集計したもの。調査地点は、森林が最も多いが、農地も含まれている。 

  f) 通常の営農活動以外に重金属について特定の負荷の認められない農用地及びその周辺林地の調査結果（強酸

分解法による分析値）。原著の値を転記。 
  g) 過去10年以内に地方公共団体が独自に実施した底質調査において、淡水域では最大1430 μg/g、海水域では最

大590 μg/gの報告がある44)。 
  h) 堆積物調査において、河川堆積物では最大6,723 μg/g、海底堆積物では最大144 μg/gの報告がある45)。 
    

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

本物質については、吸入曝露による健康リスクの初期評価を行うため、大気の実測値を用
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いて人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際し

ては、人の一日の呼吸量を 15 m3、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
  大気     

平  一般環境大気 0.019 µg/m3程度 (2010) 0.0057 µg/kg/day 程度 

均  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

      

最  大気   

大  一般環境大気 0.31 µg/m3程度 (2012) 0.093 µg/kg/day 程度 

値  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.31 µg/m3程度となった。一

方、化管法に基づく平成 24 年度の大気への届出排出量（銅水溶性塩（錯塩を除く。）として）

をもとに、プルーム・パフモデル46) を用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.22 

µg/m3となった。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

媒体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大気  一般環境大気 0.0057 0.093 

   室内空気   
 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質は、水生生物に対する生態リスクの初期評価を行わないため、水生生物に対する曝露

の推定は行わなかった。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

なお、本物質については、既に食事からの摂取量の耐容上限量及び水道水質基準が設定されている

ことから、経口曝露の初期評価については対象外とした。 

（1）体内動態、代謝 

銅は成人の生体内に約 80 mg 存在し、その約 50％が筋肉や骨、約 10％が肝臓中に分布してお

り、細胞内ではタンパク質と結合し、遊離の形態（銅イオン）は非常に少ない。細胞内に過剰

に銅が存在すると毒性を示すことから、体内の銅の恒常性（ホメオスタシス）は厳密に調節さ

れており 1) 、これが銅による中毒症状を稀なものにしている 2) 。 経口摂取された銅の吸収率は、

少量投与（0.4～4.5 mg）の場合に 56％、多量投与（100 mg）の場合には 30％と、投与量が多い

ほど低下する 2) 。また、過剰に吸収された銅は、再吸収されない形態となって胆汁へ移行し、

糞便中へ排泄される。吸収された銅の約 85％が肝臓から胆汁を介して糞便へ、5％以下が腎臓を

介して尿中へ排泄される 1) 。 

銅はヒトの必須微量元素であり、約 10 種類の銅依存性酵素の活性中心に結合して、エネルギ

ー生成や鉄の代謝、細胞外マトリックスの成熟、神経伝達物質の産生、活性酸素の除去など、

生物の基本的な機能に関与している。銅が欠乏すると、貧血、白血球減少、好中球減少、骨異

常、成長障害、心血管系や神経系の異常、毛髪の色素脱失、筋緊張低下、易感染性、コレステ

ロールや糖代謝の異常を生じる 1) 。 

我が国では、サプリメントから 10 mg/day の銅を 12 週間継続摂取しても異常を認めなかった

としたアメリカの報告 3) をもとに、食事からの銅摂取量の耐容上限量（小児や妊婦を除く）が

10 mg/day とされている。また、水道水質基準では、毒性で問題となるレベルの濃度よりも利水

障害（銅による洗濯物等への着色）の観点からの閾値の方が低いため、利水障害を防止する観

点から 1.0 mg/L が設定されており 4)、飲水量 2 L/day を仮定すると、2 mg/day の銅摂取量となる。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 5) 

【単体銅】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
マウス 経口 LD50 413 mg/kg 
マウス 経口 LD50 >5,000 mg/kg 

 

【酸化銅（Ｉ）】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 470 mg/kg 

 

【酸化銅（II）】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 470 mg/kg 
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【硫酸銅】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ヒト 経口 LD50 50 mg/kg 

ヒト（男性） 経口 LDLo 857 mg/kg 
ヒト（女性） 経口 LDLo 47,320 µL/kg 
ヒト（女性） 経口 LDLo 50 mg/kg 

ヒト 経口 LDLo 50 mg/kg 
ラット 経口 LD50 960 mg/kg 
ラット 経口 LD50 300 mg/kg 
マウス 経口 LD50 369 mg/kg 
マウス 経口 LD50 87 mg/kg 

 

【硫酸銅 5 水和物】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ヒト 経口 LDLo 1,088 mg/kg 

ラット 経口 LD50 300 mg/kg 
マウス 経口 LD50 43 mg/kg 
イヌ 経口 LDLo 60 mg/kg 

ラット 経皮 LD50 >2,000 mg/kg 

 

【塩化銅（I）】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 140 mg/kg 
マウス 経口 LD50 347 mg/kg 
マウス 吸入 LC50 1,008 mg/m3 

 

【塩化銅（II）】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 584 mg/kg 
ラット 経口 LD50 140 mg/kg 
マウス 経口 LD50 233 mg/kg 

 

【シアン化銅（II）】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 1,265 mg/kg 

 

銅（粉末）のフュームを吸入すると、金属フューム熱を引き起こすことがある。吸入する

と咳、頭痛、息切れ、咽頭痛を生じ、経口摂取すると腹痛、吐き気、嘔吐を生じる。皮膚に

付くと発赤、眼に入ると発赤、痛みを生じる 6) 。 

硫酸銅は眼、皮膚を著明に刺激し、エアロゾルは気道を刺激する。腐食性を示す。摂取し

た場合、血液、腎臓、肝臓に影響を与え、溶血性貧血、腎障害、肝障害を起こす。吸入する

と咳、咽頭痛を生じ、経口摂取すると腹痛、灼熱感、吐き気、嘔吐、下痢、ショック又は虚

脱を生じる。皮膚に付くと発赤、痛み、眼に入ると発赤、痛み、かすみ眼を生じる 7) 。 
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② 中・長期毒性 

ア）CD-1 マウス雌雄各 47～48 匹を 1 群とし、硫酸銅 1％水溶液のエアロゾルを作成し、銅濃

度で 0、0.12 mg/m3を 5 日間（3 時間/日）吸入させた後に連鎖球菌を吸入させた結果、死亡

率や気管支に影響はなかったが、0.12 mg/m3 群では軽度な肺胞壁の肥厚と不規則化がみら

れた。0、0.13 mg/m3の 2 週間吸入（3 時間/日、5 日/週）後の連鎖球菌曝露では、0.13 mg/m3

群の雌雄で死亡率が有意に増加し、肺胞の肥厚が広範囲にみられた。気管支は 2 週間の曝

露でも正常であった。0、0.13 mg/m3を 2 週間吸入させた雄の Syrian golden ハムスターでは、

明らかな影響はみられなかった。なお、エアロゾルの空気動力学的質量中央粒径（MMAD）

は 0.54 µm であった 8) 。 

イ）雄ウサギ（系統不明）8 匹を 1 群とし、塩化銅（II）水溶液のエアロゾル（MMAD 0.5～1 

µm）を作成し、銅濃度で 0、0.6 mg/m3を 4～6 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、

0.6 mg/m3群のマクロファージの細胞質に軽度の層板状封入体の増加がみられた以外に、マ

クロファージの機能や形態に影響はなかった 9) 。0.6 mg/m3群ではⅡ型肺胞上皮細胞の体積

密度（Ⅱ型肺胞上皮細胞の面積/肺胞組織の面積）が有意に増加したが、Ⅱ型肺胞上皮細胞

の平均径には有意な差はなく、その他の肺組織にも影響はなかった 10) 。 

ウ）雄ラット（系統不明）25 匹を 1 群とし、0、0.01、0.1、1 mg/m3の酸化銅のエアロゾルを

90～100 日間連続曝露した結果、0.01 mg/m3以上の群でヘモグロビン濃度及び血清タンパク

質濃度、0.1 mg/m3以上の群で赤血球数が有意な増加を示した報告 11) があったが、詳細は不

明である。 

エ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、酸化銅（I）を 0、0.17、0.35、0.7、1.7 mg/m3

の銅濃度（MMAD 1.725 µm）で 4 週間吸入（6 時間/日、5 日/週）させた結果、0.35 mg/m3

以上の群の血液中で好中球数の増加、肺の絶対及び相対重量の増加、0.7 mg/m3以上の群で

気管支肺胞洗浄液（BALF）中の総細胞数の増加に有意差を認めた。肺では組織球の肺胞内

浸潤が濃度依存的にみられ、1.7 mg/m3群で中程度となり、0.35 mg/m3以上の群では濃度に

依存した急性炎症の発生もみられた。気管支リンパ節では 0.35 mg/m3以上の群の大多数で

リンパ過形成がみられ、縦隔リンパ節でも 0.35 mg/m3以上の群でリンパ過形成がみられた

が、その発生率は低かった。なお、鼻腔への影響は雄の 1.7 mg/m3群の 5 匹中 3 匹、0.17 mg/m3

群の 5 匹中 1 匹に軽微な亜急性炎症がみられただけで、雄の他の群や雌にはみられなかっ

たとした報告 12) があった。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）雄ラット（系統不明）25 匹を 1 群とし、0、0.01、0.1、1 mg/m3の酸化銅のエアロゾルを

90～100 日間連続曝露した結果、0.01 mg/m3以上の群で精巣相対重量、運動精子率、精子生

存能の低下を認めた報告 11) があったが、詳細は不明である。 

イ）雄ラット（系統不明）11～12 匹を 1 群とし、0、5.2、41.4 mg/m3の塩化銅（II）のエアロ

ゾルを 4 ヶ月間吸入させた結果、5.2 mg/m3以上の群で死亡精子及び異常精子の発生率に有

意な増加、41.4 mg/m3 群で運動精子率、精巣相対重量、血液中のテストステロン及びエス

トラジオール濃度に有意な減少を認めた。黄体形成ホルモン濃度は 5.2 mg/m3以上の群で有

意に低かったが、用量依存性はなかったとした報告 13) があったが、詳細は不明である。 
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④ ヒトへの影響 

ア）酸化アルミニウム研磨材を用いた銅板の研磨作業に従事していた労働者で悪寒や発熱感、

鼻づまりなどを伴った風邪のような症状が発生し、研磨時に発生した銅の粉じんによる金

属フューム熱と考えられた。呼吸域の銅濃度は 0.12 mg/m3 であったが、繁忙時にはその 2

～3 倍の濃度であったと考えられた。この症状は十分な換気設備が導入されるまで消失せず、

換気設備導入後の銅濃度は 0.008 mg/m3であった 14) 。 

イ）換気の悪い室内で溶接トーチによる真鍮製パイプの切断作業に従事していた労働者 45 人

中 26 人に金属フューム熱が発生した事例では、25 人に発熱、23 人に呼吸困難、21 人に悪

寒、21 人に頭痛、19 人に吐き気、19 人に筋肉痛、17 人に息切れ、14 人に味覚異常（独特

の甘み又は金属味）の訴えがあった。臨床徴候は胸部での喘鳴音又はラ音に限られ、8 人に

みられた。24 人中 21 人に末梢血での白血球増加症、20 人に杆状球形成の増加がみられた。

曝露から金属フューム熱の発症に至る時間の中央値は 5 時間であり、曝露時間が 1 時間未

満であった 3 人には発症しなかったが、1 時間以上曝露された 26 人では 25 人が発症した。

尿中の銅濃度は 12 人中 5 人で 0.05 mg/L を超えていた 15) 。 

ウ）過去 88 年間に、銅を原因とした金属フューム熱又は類似症状を報告した論文をデータベ

ース（MEDLINE 及び TOXLINE）検索した結果、7 報の該当があり、1911 年から 1983 年

の間に報告されたものであった。それらの報告では、銅の曝露濃度は未測定か、不十分な

ものであり、症状や訴えにも一貫性がなかった。銅よりも、亜鉛を原因とした金属フュー

ム熱の方が多く報告されていること、粉じん中の銅の粒径は亜鉛の粒径よりも大きく、亜

鉛の方が吸入されやすいこと、銅は多くの産業で使用されているにもかかわらず金属フュ

ーム熱の発生が稀であること等を考慮すると、銅以外の物質による発生が考えられた 16) 。 

エ）真鍮の溶融炉を有するスリランカの作業場 53 ヶ所から無作為抽出した作業員 154 人、年

齢でマッチさせた対照群 154 人を対象とした調査では、慢性症状として食欲不振、口中の

不快感、疼痛、急性症状として咳、鼻の乾燥感、流涙、眼の痒みの訴えが有意に多かった。

また、金属フューム熱の訴えも有意に多かった。血液中の銅、亜鉛の平均濃度は曝露群で

有意に高く、中央値を超える人数の割合も有意に高かった 17) 。 

オ）イギリスの産業界から ACGIH に寄せられた報告（1972 年）18) によると、銅の曝露があ

る産業界での経験では、フューム中の銅濃度が 0.4 mg/m3 以下であれば、悪影響が生じるこ

とはないということであった。 

カ）銅製錬工場で高純度の銅の研磨・篩い分け工程に従事した労働者（75～100 人）の健康診

査記録（1970～1973 年）をみると、労働者の 39～70％で肝腫大、10～15％で消化器系障害、

16％で性交不能症などがみられた。職場の銅濃度は 464 mg/m3（1971 年）～111 mg/m3（1973

年）の範囲にあり、非曝露群の血清中銅濃度（0.76～1.17 mg/L）をもとに正常値を 0.8～1.2 

mg/L とすると、労働者では正常値の超過率が 1970 年から 1973 年にかけて 40％から 92％

に増加した 19) 。 

キ）中国の銅鉱山で 1969 年から 1988 年の間に 1 年以上働いた男性労働者 7,088 人を対象とし

た調査では、1988 年 12 月 31 日時点で 814 人が死亡しており、鉱山が立地する市の 1985

年の死亡統計から期待値を算出し、標準化死亡比（SMR）を算出した。その結果、全死亡、
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循環器系疾患、高血圧、脳血管系疾患、呼吸器系疾患、珪肺症の SMR に有意な増加がみら

れた 20) 。しかし、労働者はヒ素やラドンなどの曝露も受けており、銅による影響とは断定

できない。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、硫酸銅や塩化銅は代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらず、ネ

ズミチフス菌 21～24) 、酵母菌 25) で遺伝子突然変異を誘発しなかったが、硫酸銅が S9 無添加

の大腸菌で遺伝子突然変異を誘発したとする報告 26) もあった。S9 無添加の枯草菌で DNA

傷害 27) 、酵母で体細胞組換え 28) を誘発せず、試験管内 DNA 合成阻害を誘発した 29) 。塩

化銅は S9 無添加のチャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）で DNA 合成阻害 30) 、硫酸銅

はラット肝細胞（初代培養）で DNA 鎖切断 31) を誘発した。また、硝酸銅は S9 無添加のチ

ャイニーズハムスター肺細胞（V79）で遺伝子突然変異、DNA 鎖切断、姉妹染色分体交換

を誘発した 32) 。 

in vivo 試験系では、硫酸銅は腹部注入したショウジョウバエ（幼虫）で劣性致死突然変

異 33) 、腹腔内投与又は経口投与したニワトリの骨髄細胞で染色体異常、小核、末梢血赤血

球で小核 34) を誘発した。また、腹腔内投与又は皮下投与したマウスの骨髄細胞で染色体異

常 35, 36) 、小核 35) 、腹腔内投与したマウスで精子形態異常 35) を誘発したが、腹腔内投与し

たマウスの骨髄細胞で小核を誘発しなかった報告 37) もあった。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

吸入曝露による実験動物の発がん性について、知見は得られなかった。 
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○ ヒトに関する発がん性の知見 

アメリカの 9 つの銅製錬所で 1946 年から 1975 年の間に 1 年以上働いた男性労働者 3,550

人を対象とした調査では、がんの発生率に有意な増加はみられなかった 38) 。 

中国の銅鉱山で 1969 年から 1988 年の間に 1 年以上働いた男性労働者 7,088 人を対象とし

た調査では、1988 年 12 月 31 日時点で 814 人が死亡しており、鉱山が立地する市の 1985

年の死亡統計から期待値を算出し、標準化死亡比（SMR）を算出した。その結果、全死亡、

全がん、胃がん、肺がんの SMR に有意な増加がみられた 20) 。しかし、労働者はヒ素やラ

ドンなどの曝露も受けており、銅による影響とは断定できない。 

高純度の銅の研磨・篩い分け工程に従事した労働者（75～100 人）の調査では、職場の銅

濃度は 464 mg/m3（1971 年）～111 mg/m3（1973 年）の範囲にあり、7 人にホルモン非分泌

型の下垂体腺腫がみられ、これらの人には肥満、高血圧、赤ら顔という共通点があった。

また、これらの人の多くで骨粗鬆症を認め、血液中の銅濃度の増加がみられたことから、

銅（カルシウム）代謝障害の関与が考えられた 19) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性に関する知見が得られているが、生殖・発生毒性につい

ては十分な知見が得られていない。また、発がん性については十分な知見が得られず、ヒト

に対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存在を前提とする有害

性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、評価の対象としなかった。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.019 µg/m3程度 0.31 µg/m3程度 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、ヒトへの影響オ）の知見から、0.4 mg/m3を NOAEL と仮定した場合、曝露状況で補

正した 0.08 mg/m3が無毒性量等に相当する値となる。そこで、0.08 mg/m3と一般環境大気の

予測最大曝露濃度 0.31 µg/m3程度から、参考として MOE（Margin of exposure）を算出すると、

260 となる。また、化管法に基づく平成 24 年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排

出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 0.22 µg/m3 であったが、参考としてこれ

から算出した MOE は 360 となる。このため、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、

健康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］
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４．生態リスクの初期評価 

本物質については、平成 26 年現在、水生生物の保全に係る水質目標値に向けた検討が行

われていることから、水生生物に対する生態リスク初期評価は行わなかった。 
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本物質は、第 7 次とりまとめにおいて環境リスク初期評価結果が公表されているが、改めて

初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： 1,2,3-トリクロロプロパン 
CAS 番号：96-18-4  
化審法官報公示整理番号：2-83（ポリ(3～5)クロロプロパン）  
化管法政令番号： 1-289 
RTECS 番号：TZ9275000  

分子式 ： C3H5Cl3 

分子量： 147.43  
換算係数：1 ppm = 6.03 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

  
 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は刺激性を有する1) 無色の液体2)である。 

融点 -13.8℃ 3)、-14.7℃ 4)、-14℃ 5) 

沸点 
158℃ (760 mmHg) 3)、156.85℃ (760 mmHg) 4)、 
156℃ 5) 

密度 1.3889 g/cm3 (20℃) 3) 

蒸気圧 
3.69 mmHg (=492Pa) (25℃) 3) , 4)、 
2 mmHg (=300 Pa) (20℃) 5)、 
4 mmHg (=600 Pa) (30℃) 5)  

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 2.63 3)、2.27 4) 

解離定数（pKa） 0.492 (25℃)6) 

水溶性（水溶解度） 2×103 mg/1,000g (25℃) 3)、1.75×103 mg/L (25℃) 4)

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解 

 分解率：BOD 0%、GC 8%、TOC 0%  

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）7) 

 

 

［11］1,2,3-トリクロロプロパン            
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化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：0.35×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN  8) により計算） 

半減期：15 日～150 日（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 9) と仮定し、

1 日は 12 時間として計算） 

加水分解性 

  反応速度定数：1.8×10-6 (1/時間) (25℃、pH=7～9) 10) 

   半減期 : 44 年（計算値） 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される化学物質 11) ） 

  生物濃縮係数(BCF)： 

     5.4～12 （試験生物：コイ、試験期間 8 週間、試験濃度：0.2 mg/L）12)  

5.3～13 （試験生物：コイ、試験期間 8 週間、試験濃度：0.02 mg/L）12) 

 

土壌吸着性 

  土壌吸着定数(Koc)：77 12) ～95 12) 、78 14) ～95 14) 

 

（4）製造輸入量及び用途 

 ① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された平成 21 年度の製造・輸入数量（製造数量は出荷量を意

味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値）は 458 t である15)。 

ポリ（3～5）クロロプロパンとして化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・

輸入数量の推移を表 1.1 に示す16),17),18)。 

 

表 1.1 ポリ（3～5）クロロプロパンの製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 

製造・輸入数量(t) a)  Xb) 2,000 Xb) 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
    b) 届出事業者が 2 社以下のため、公表されていない。 

 

本物質の生産量は約 500 t である19)。また、調査した 5 事業所における平成 19 年度の取扱

量は 1,900 t/年（5 事業所 8 作業工程の延べ数）である19)。 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 1t 以上 100 t

未満である20)。 

 

また、エピクロロヒドリン等の塩素化化合物を製造する際に、本物質が副生成物として多

量に生成される12)。 

エピクロロヒドリンの生産量21)の推移を表 1.2 に、輸出量及び輸入量22)の推移を表 1.3 に示

す。 
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表 1.2 エピクロルヒドリンの生産量の推移 

平成（年） 10 11 12 13 14 15 16 17 

生産量（t） 128,624 132,126 134,709 119,806 113,336 111,493 102,318 103,295

平成（年） 18 19 20 21 22 23 24 25 

生産量（t） 110,621 111,308 106,943 75,295 108,751 103,122 108,360 101,998
 
 

表 1.3 エピクロロヒドリンの輸出量及び輸入量の推移 

平成（年） 10 11 12 13 14 15 16 17 

輸出量（t） 29,285 28,204 26,381 26,570 17,100 17,042 8,021 18,980 

輸入量（t） 3,051 6,477 15,791 12,431 11,604 10,361 21,530 20,810 

平成（年） 18 19 20 21 22 23 24 25 

輸出量（t） 16,691 12,520 16,535 18,662 22,770 18,718 32,184 30,553 

輸入量（t） 18,675 17,225 19,101 10,285 14,783 14,570 15,096 9,095 

注：普通貿易統計[少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く]品別国別表より。 

 

エピクロロヒドリンの化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分

は、100 t 以上であり20)、OECD に報告している本物質の生産量は、100,000～1,000,000 t/年未

満、輸入量は 1,000～10,000 t/年未満である。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、閉鎖系における殺虫剤等他の化学物質の合成中間体、ポリスルフィ

ドやヘキサフルオロプロピレン等のポリマー製造の際の架橋剤である12)。 

エピクロロヒドリンは、農薬（製剤）の安定化剤に使われていたことがある23)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：289）に指定されて

いる。 

本物質は有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されているほか、人健康影響

の観点から水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されている。 

なお、本物質は、旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号:980）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 24 年度の届出排

出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2)から集計した排出量等を表 2.1 に

示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 

表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 247 0 0 0 0 370,000 - - - - 247 - 247

１，２，３－トリクロロプロパン

業種等別排出量(割合) 247 0 0 0 0 370,000 0 0 0 0

246 0 0 0 0 370,000 届出 届出外

(99.6%) (100%) 100% -

1 0 0 0 0 0

(0.4%)

総排出量の構成比(%)

化学工業

農薬製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 
 

本物質の平成 24 年度における環境中への総排出量は、約 0.25 t となり、すべて届出排出量で

あった。届出排出量のすべてが大気へ排出されるとしている。この他に廃棄物への移動量が 370 

t であった。届出排出量の主な排出源は、化学工業（99%超）であった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本

固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル3) を用いて予測した。予測の

対象地域は、平成 24 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった茨城県（大気への排出量

0.17 t）とした。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 

茨城県 茨城県 

大 気 88.3 88.3 

水 域 7.7 7.7 

土 壌 4.0 4.0 

底 質 0.1 0.1 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

－303－



     11 1,2,3-トリクロロプロパン  

  

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献 
平均値 a) 平均値 下限値

                      

一般環境大気  µg/m3 － － (0.0088) b) 0.016 －c) 1/4 大阪府 2012 4) 

  0.0088 0.012 0.0017 0.059 0.000076 20/20 全国 2009 5) 

             

室内空気 µg/m3          

             

食 物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/23 全国 1999 6) 

             

土 壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水   µg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.01 3/130 全国 1999 6) 

             

公共用水域・海水   µg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 1/17 全国 1999 6) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/14 全国 2002 7) 

                      

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/10 全国 2002 7) 

           

注：a) 最大値又は平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
  b) 検出下限値未満のデータには検出下限値に1/2を乗じて得られた値を用いて調査地点の算術平均値を算出して

おり、算出した算術平均値が検出下限値より小さな値のため、括弧書きで公表されている。 
  c) 報告されていない。 
   

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。化学物質の人に

よる一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 m3、2 L

及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     

  一般環境大気 0.0088 µg/m3程度 (2009) 0.0026 µg/kg/day 程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平      
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  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  水 質    

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 過去のデータではあるが 0.01 µg/L 未満

程度 (1999) 
過 去 の デ ー タ で は あ る が 0.0004
µg/kg/day 未満程度 

均 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.01 µg/L 未満
(1999) 

過 去 の デ ー タ で は あ る が 0.0004
µg/kg/day 未満 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

       

  大 気   

  一般環境大気 0.059 µg/m3程度 (2009) 0.018 µg/kg/day 程度 

最  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

大 水 質   

 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

値  地下水 過去のデータではあるが 0.01 µg/L 未満

程度 (1999) 
過 去 の デ ー タ で は あ る が 0.0004
µg/kg/day 未満程度 

 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.03 µg/L
(1999) 

過 去 の デ ー タ で は あ る が 0.0012 
µg/kg/day 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度、一般環境大気のデータから 0.059 µg/m3 程度となった。一方、

化管法に基づく平成 24 年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル8) を用いて

推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.018 μg/m3 となった。 

経口曝露の予測最大曝露量を設定できるデータは得られなかった。なお、公共用水域・淡水

のデータから算出すると過去のデータではあるが 0.0012 µg/kg/day となった。 

生物濃縮性は高くないため、本物質の環境媒体から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

 大 気  一般環境大気 0.0026 0.018 

   室内空気   

   飲料水   

 水 質  地下水 (過去のデータではあるが 0.0004) (過去のデータではあるが 0.0004) 

   公共用水域・淡水 (過去のデータではあるが 0.0004) (過去のデータではあるが 0.0012) 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計    

  参考値 1 0.0004 0.0012 

 総曝露量  0.0026 0.018 

  参考値 1 0.0026+0.0004 0.0192 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 

－305－



     11 1,2,3-トリクロロプロパン  

  

3)（ ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
4) 参考値 1 は、過去のデータを用いた場合を示す。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定できるデータは得られなか

った。なお、公共用水域の淡水域では過去のデータではあるが 0.03 µg/L、海水域では過去のデ

ータではあるが 0.01 µg/L 程度となった。 

 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 
 
 

海 水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

0.01 µg/L 未満 (1999)] 
 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

0.01 µg/L 未満程度 (1999)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

0.03 µg/L (1999)] 
 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

0.01 µg/L 程度 (1999)] 

注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す。 
    2)  淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

14C でラベルした本物質 30 mg/kg を雌雄のラット及び雄マウスに強制経口投与した結果、60

時間で雄ラットは 57％、雌ラットは 50％、雄マウスは 64％を尿中に排泄し、呼気中（14CO2）

に 18、19、20％、糞中に 21、19、16％をそれぞれ排泄したが、投与した放射活性の半分以上が

24 時間以内に排泄されており、呼気中の揮発性物質はいずれも 2％未満で、未変化体であった。

各排泄経路の割合に種差や性差による有意差はなく、マウスに倍量（60 mg/kg）を投与しても

排泄割合に有意な変化はなかった。ラットでは投与 6 時間後の放射活性は投与部位（胃腸）を

除くと脂肪組織で最も高く、次いで腎臓、肝臓の順であったが、24 時間後には脂肪組織の分布

は他の組織と同程度まで低下し、60 時間後には肝臓、腎臓、前胃で高かった。24、60 時間後の

肝臓、腎臓、前胃の組織では 50～83％の放射活性が有機溶媒で抽出できなかったため、大半が

タンパク質と共有結合していると考えられた。マウスでも 60 時間後の体内分布は肝臓、腎臓、

前胃で高かったが、ラットに比べてマウスの方が排泄速度が速かったことから、放射活性の体

内分布もラットに比べて低かった 1) 。 
14C でラベルした本物質 3.6 mg/kg を雄ラットに静脈内投与した結果、脂肪組織、皮膚、筋肉

の放射活性は 15 分以内にピークとなり、それぞれ投与量の 37、16、18％であった。また、肝臓

では 1 時間後に投与量の 7.3％、腎臓で 2 時間後に 2.8％、小腸で 1 時間後に 9.3％、大腸で 8 時

間後に 2.0％でピークとなったが、その他の組織では 0.5％の分布を超えることはなかった。こ

れらの組織では本物質及び放射活性の消失はともに 2 相性であったが、本物質の半減期が第 1

相 0.31～1.8 時間、第 2 相 30～45 時間の範囲にあったのに対し、放射活性の半減期は第 1 相 2.1

～5.3 時間、第 2 相 87～182 時間と長く、代謝よりも排泄に時間を要することが分かった。24

時間で投与した放射活性の 40％が尿中に、18％が糞中に、30％が呼気中（25％が 14CO2、5％が

未変化体）に排泄され、6 日間で 99％以上が体外に排泄された。胆汁中には 6 時間で投与量の

30％（1.5％が未変化体）が排泄されたが、24 時間での糞中への排泄が 18％であったことから、

胆汁中に排泄された放射活性の多くが腸管内で再吸収を受けていたと考えられた 2) 。 

経口投与したラットの 6 時間尿から N-アセチル-S-(3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル)-L-システ

イン（ACPC）、 24時間尿からACPCとS-(3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル)-L-システイン（CPC）、

胆汁中から 2-(S-グルタチオニル)マロン酸（GMA）が検出/同定できたが、雌では雄に比べて

ACPC や CPC よりも未知の代謝物の方が多く、雄マウスの尿中代謝物は更に複雑で、ACPC は

6 時間尿中放射活性の 3％しかなかった（雄ラットでは放射活性の 40％）。なお、尿中代謝物の

中にはグルクロン酸抱合体や硫酸抱合体は含まれていなかった 1) 。 

in vitro では、ヒト、ラットの肝ミクロソームで還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチ

ドリン酸（NADPH）存在下に 1,3-ジクロロアセトン（DCA）の生成、NADPH 及びアルコール

脱水素酵素の添加により 1,3-ジクロロ-2-プロパノール及び 2,3-ジクロロプロパノールの生成が

みられ、DCA は直接作用性の変異原物質であるため、発がん性との関与が指摘されている 3) 。 

また、本物質を 24 時間毎に 3 回ラットに腹腔内投与したところ、投与 24 時間後の肝臓のタ

ンパク質付加体は累積的に増加して 2 回投与から有意に高くなり、DNA 付加体も 3 回の投与で

有意に高くなった 4) 。DNA 付加体は S-[1-(ヒドロキシメチル)-2-(N 7-グアニル)-エチル]グルタチ
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オンであり、これは化学構造が本物質に似た発癌物質の 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパンの DNA

付加体でもあって、その形成にはグルタチオンが関与していた 5, 6) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 7) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 108 µL/kg [150 mg/kg] 
マウス 経口 LD50 369 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 340 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 380 mg/kg 
イヌ 経口 LDLo 200 mg/kg 

ラット 吸入 LCLo 500 ppm [3,020 mg/m3] (4hr) 
マウス 吸入 LC50 3,400 mg/m3 (2hr) 
ウサギ 経皮 LD50 372 µL/kg [520 mg/kg] 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、気道を刺激し、肝臓、腎臓に影響を与えて機能障害を生じることがあり、高

濃度の曝露では意識を喪失することがある。吸入すると咳、咽頭痛、頭痛、嗜眠、意識喪失

を生じ、経口摂取では吐き気、頭痛、嘔吐、下痢、嗜眠、意識喪失、眼に入ると発赤、痛み、

皮膚に付くと皮膚の乾燥や発赤、穿痛を生じる 8) 。 

 

② 中・長期毒性  

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、10、100、1,000 mg/L の濃度で 13 週

間飲水投与した結果、100 mg/L 群の雌 1 匹が死亡し、1,000 mg/L 群の雌雄で体重増加の有

意な抑制を認めた。1,000 mg/L 群の雌で血清コレステロールの有意な増加、雌雄でアミノ

ピリンメチル基分解酵素活性、雄でアニリン水酸化酵素活性の有意な上昇を認め、雄の好

中球数及びリンパ球数の減少がみられたが、血球成分の変化については軽度で、正常範囲

内に収まるものであった。また、100 mg/L 以上の群の雌及び 1,000 mg/L 群の雄で肝臓相対

重量、腎臓相対重量の増加を認め、1,000 mg/L 群の雌雄で脳相対重量の増加もみられたが、

肝臓が肥大による変化と考えられたのに対し、腎臓及び脳では湿重量に影響がなかったこ

とから、体重減少を反映した変化と考えられた。組織への影響は 1,000ｍg/L 群の雌雄の肝

臓（門脈域細胞質の好酸性化と胆管上皮核の空胞化、小葉中心域で核大小不同性増加や核

濃縮、大型の好酸性封入体蓄積など）、甲状腺（上皮細胞の肥厚、濾胞の縮小、コロイド密

度の低下）、腎臓（好酸性封入体、核濃縮や偏位、糸球体癒着）にみられたが、いずれも軽

度の変化で、雌ではさらに軽微であった。なお、用量に換算した値は 1,000 mg/L 群の雄で

113 mg/kg/day、雌で 149 mg/kg/day、100 mg/L 群の雌で 17.6 mg/kg/day で、これらの群の飲

水量は有意に低かった 9) 。著者はこの結果から、NOEL を 100 mg/L（15～20 mg/kg/day）と

したが、同群では雌の肝臓相対重量の増加（肝肥大）がみられていたことから、NOAEL を

10 mg/L（約 2 mg/kg/day）とする。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.01、0.05、0.2、0.8 mmol/kg/day を
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10 日間強制経口投与した結果、0.8 mmol/kg/day 群の雌雄で体重増加の有意な抑制、0.2 

mmol/kg/day 以上の群の雌雄で肝臓相対重量、0.2 mmol/kg/day 以上の群の雄及び 0.8 

mmol/kg/day 群の雌で腎臓相対重量の有意な増加を認めた。また、0.8 mmol/kg/day 群の雌雄

で GOT 及び GPT は有意に高く、心筋の炎症や変性、壊死、胸腺のび漫性萎縮がほぼ全数

にみられ、雄では下顎リンパ節の形質細胞過形成も高率にみられた。 

  上位 2 用量群の用量を半減し、0、0.01、0.05、0.1、0.4 mmol/kg/day として 90 日間強制

経口投与した結果、体重増加の有意な抑制は 0.4 mmol/kg/day 群の雌雄、肝臓相対重量の有

意な増加は 0.1 mmol/kg/day 以上の群の雌雄、腎臓相対重量の有意な増加は 0.1 mmol/kg/day

以上の群の雌及び 0.4 mmol/kg/day 群の雄でみられ、GOT 及び GPT は 0.4 mmol/kg/day 群の

雌で有意に高かった。胸腺への影響はなかったが、心筋や下顎リンパ節への影響は 0.4 

mmol/kg/day 群を主体に低用量群でも数匹にみられ、0.4 mmol/kg/day 群の雌雄では肝臓で胆

管過形成が高率にみられるようになった。なお、発生率は低いものの、0.4 mmol/kg/day 群

では肺や前胃、乳腺で増殖性又は腫瘍性の病変もみられた 10) 。この結果から、NOAEL を

0.05 mmol/kg/day（7.4 mg/kg/day）とする。 

ウ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 19～20 匹を 1 群とし、0、8、16、32、63、

125、250 mg/kg/day を 17 週間（5 日/週）強制経口投与した結果、ラットでは 250 mg/kg/day

群の雌が 2 週目、雄が 5 週目までに全数死亡した。125 mg/kg/day 群でも雄 1 匹、雌 4 匹が

死亡し、63 mg/kg/day 以上の群の雄及び 125 mg/kg/day 群の雌で体重増加の有意な抑制を認

めた。また、16 mg/kg/day 以上の群の雌及び 32 mg/kg/day 以上の群の雄で肝臓の絶対及び

相対重量、32 mg/kg/day 以上の群の雄及び 63 mg/kg/day 以上の群の雌で腎臓の絶対及び相

対重量、8、16 mg/kg/day 群の雄で肝臓絶対重量の有意な増加を認め、8 mg/kg/day 以上の群

の雌及び 32 mg/kg/day 以上の群の雄で偽コリンエステラーゼ活性の有意な低下などもみら

れた。125 mg/kg/day 群では雌の肝臓で壊死や巨大核、胆管過形成、雌雄の腎臓で再生性過

形成や巨大核、鼻甲介で上皮の菲薄化（薄くなること）や壊死が有意にみられ、これらの

病変は早期に死亡した 250 mg/kg/day 群の雌雄にも高率にみられた。なお、8 週目の検査時

には 8 mg/kg/day以上の群の雌及び 16 mg/kg/day以上の群の雄でヘマトクリット値及び赤血

球数、16 mg/kg/day 以上の群の雄及び 63 mg/kg/day 以上の群の雌でヘモグロビン濃度が有

意に減少し、雌雄の胸骨で骨髄の低細胞性もみられた 11, 12) 。 

  マウスでは 250 mg/kg/day 群の雌 7 匹が 2 週目、雄 16 匹が 4 週目までに死亡し、さらに

同群の雌 1 匹が最終日に死亡した。250 mg/kg/day 群の雄で体重増加の有意な抑制、125 

mg/kg/day 以上の群の雌雄で肝臓の絶対及び相対重量の有意な増加を認め、63 mg/kg/day 以

上の群の雌及び 125 mg/kg/day 以上の群の雄の細気管支で再生変性、前胃で角質増殖と扁平

上皮過形成、250 mg/kg/day 群の雌雄の肝臓で壊死及び巨大核が高率にみられた。なお、雌

では 8 週目の検査時にも 250 mg/kg/day 群でこれらの病変が高率にみられた 11, 12) 。 

  これらの結果から、ラットでは LOAEL を 8 mg/kg/day（曝露状況で補正：5.7 mg/kg/day）、

マウスで NOAEL を 32 mg/kg/day（曝露状況で補正：23 mg/kg/day）とする。 

エ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1 マウス雌雄各 60 匹を 1 群とし、ラットに 0、3、10、30 

mg/kg/day、マウスに 0、6、20、60 mg/kg/day を 104 週間（5 日/週）強制経口投与した結果、

ラットでは 10 mg/kg/day 以上の群の雌雄で生存率の有意な低下を認めた（30 mg/kg/day 群

では腫瘍による生存率低下のため、雄は 77 週目、雌は 67 週目に全数屠殺）。30 mg/kg/day
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群の雄の体重は 15 週目、雌の体重は 58 週目頃から試験期間を通して低く、15 ヶ月目の検

査時には 3 mg/kg/day 群の雄で肝臓及び腎臓、雌で肝臓の絶対重量、10 mg/kg/day 以上の群

の雌雄で肝臓及び腎臓の絶対及び相対重量の有意な増加を認め、30 mg/kg/day 群の雌雄で

白血球数や分葉核好中球数の有意な増加、ヘマトクリット値の有意な減少などもみられた。

非腫瘍性の病変としては、3 mg/kg/day 以上の群の雌雄の前胃で基底細胞及び扁平上皮の過

形成、膵臓で腺房の限局性過形成、10 mg/kg/day 以上の群の雄及び 30 mg/kg/day 群の雌の

腎臓で尿細管上皮の限局性過形成の発生率に有意な増加を認めた 11, 12) 。 

  マウスでは、10 mg/kg/day 以上の群の雌雄で生存率は有意に低く、20 mg/kg/day 群の雌雄

は 89 週目、60 mg/kg/day 群の雄は 79 週目、雌は 73 週目に全数屠殺した。60 mg/kg/day 群

の雄の体重は 21 週目、雌の体重は 29 週目から試験期間を通して低く、15 ヶ月目の検査時

には 60 mg/kg/day 群の雄で肝臓相対重量、雌で肝臓及び腎臓の相対重量の有意な増加を認

め、20 mg/kg/day 以上の群の雌雄でヘマトクリット値の有意な減少、雌で白血球数や分葉

核好中球数の有意な増加もみられた。非腫瘍性の病変としては、6 mg/kg/day 以上の群の雌

雄の前胃で扁平上皮の過形成の発生率に有意な増加を認めた 11, 12) 。 

  これらの結果から、ラットで LOAEL を 3 mg/kg/day（曝露状況で補正：2.1 mg/kg/day）、

マウスで LOAEL を 6 mg/kg/day（曝露状況で補正：4.3 mg/kg/day）とする。 

オ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、13、40、132 ppm（0、

80、245、810 mg/m3）を 11 日間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラットでは 132 ppm

群の雌雄で体重増加の有意な抑制がみられ、40 ppm 群の雌雄の肝臓で相対重量、132 ppm

群の雌雄の肝臓で絶対及び相対重量の有意な増加を認めた。13 ppm 以上の群の雌雄で鼻甲

介の嗅上皮に濃度に依存した変性、菲薄化、炎症の進行を認め、132 ppm 群の雄では全数

の肝臓でごく軽微な肝細胞壊死、脾臓でごく軽微なリンパ系細胞減少がみられた 13) 。 

 マウスでは体重に影響はなかったが、132 ppm 群の雌雄の肝臓で絶対及び相対重量の有意

な増加を認め、132 ppm 群の雌雄で血小板の有意な増加もみられた。また、マウスでも濃

度に依存した鼻甲介嗅上皮の変性や菲薄化、炎症の進行が 13 ppm 以上の群の雌雄にみられ、

132 ppm 群の雌雄全数の肝臓で軽度の肝細胞肥大、脾臓で軽微なリンパ系細胞の減少もみ

られた 13) 。 

  このため、フォローアップ研究として、雌雄各 5 匹を 1 群とした Fischer 344 ラット及び

B6C3F1マウスに 0、1、2.9、9.7 ppm（0、6.1、18、59 mg/m3）を同様に吸入させた結果、

体重や臓器重量、尿の検査に影響はなかったが、ラットの鼻甲介嗅上皮では 9.7 ppm 群の

全数でごく軽微な変性と炎症を認め、2.9 ppm 群でも全数に嗅上皮の菲薄化がみられた。マ

ウスでは 9.7 ppm 群の全数で菲薄化、2/5 匹の雄と雌の全数にごく軽微な炎症を認めた 14) 。 

  これらの結果から、ラットで NOAEL を 1 ppm（6.1 mg/m3、曝露状況で補正：1.2 mg/m3）、

マウスで NOAEL を 2.9 ppm（18 mg/m3、曝露状況で補正：3.7 mg/m3）とする。  

カ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、95、297、888 ppm を 4 週間（6 時間/

日、5 日/週）の計画で吸入させたところ、888 ppm 群では初日の曝露後に 9 匹が死亡した

ため、3 日目から 579 ppm 群を新たに追加して試験を継続した。その結果、579 ppm 群でも

3 匹、297 ppm 群でも 1 匹が死亡し、297 ppm 以上の群で体重増加の有意な抑制を認め、有

意差はなかったものの、95 ppm 群でも体重増加の抑制がみられた。95 ppm 以上の群の雄及

び 297 ppm 以上の群の雌で肝臓の絶対及び相対重量の有意な増加（95 ppm 群の雌の絶対重
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量は有意差なしだが、35％増）、297 ppm 以上の群の雌雄で腎臓の絶対及び相対重量の有意

な増加、297 ppm 以上の群の雌で卵巣、579 ppm 群の雌で脾臓、雄で精巣の絶対及び相対重

量に有意な減少を認め、297 ppm 以上の群の雌の数匹で腎臓の退色がみられた 15) 。この結

果から、LOAEL は 95 ppm（572 mg/m3、曝露状況で補正：102 mg/m3）となるが、組織の検

査は実施されていない。 

キ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 15 匹を 1 群とし、0、4.5、15、49 ppm を 13 週間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、15 ppm 以上の群で濃度に依存した気道や結膜の刺激症状（赤

色の鼻分泌物、過度の流涙など）がみられ、肛門性器部被毛の黄変もみられた。15 ppm 以

上の群の雌で体重増加の有意な抑制を認め、雌雄で白血球数の有意な増加などがみられた

が、血球や血液生化学については変化に一貫性がなく、生物学的に意味のある変化とは考

えられなかった。4.5 ppm 以上の群の雄及び 49 ppm 群の雌で肝臓の絶対及び相対重量、15 

ppm 群の雌で肝臓の相対重量の有意な増加を認め、49 ppm 群の雄で軽度だが有意な腎臓相

対重量の増加もみられた。また、4.5 ppm 以上の群では濃度に依存した気管支周囲リンパの

限局性過形成が雌雄で、肝細胞肥大が雄のほとんどで、脾臓の髄外造血が雌の大半でみら

れた。このため、フォローアップ研究として、0、0.5、1.54 ppm を同様に 13 週間吸入させ

た結果、0.5、1.54 ppm 群で涙腺分泌物の増加傾向がみられただけで、臓器重量や組織に影

響はなかった 15) 。 

 この結果から、NOAEL を 1.54 ppm（9.3 mg/m3、曝露状況で補正：1.7 mg/m3）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット雌雄各 19～20 匹を 1 群とし、0、8、16、32、63、125 mg/kg/day を 17

週間（5 日/週）強制経口投与した結果、63 mg/kg/day 以上の群の雄で精巣相対重量の有意

な増加を認めたが、組織に影響はなかった。また、0～125 mg/kg/day を 17 週間経口投与し

た B6C3F1マウスの雌雄、0～30 mg/kg/day を 104 週間経口投与した Fischer 344 ラットの雌

雄、0～60 mg/kg/day を 104 週間経口投与した B6C3F1マウスの雌雄で生殖器官への影響は

みられなかった 11) 。 

イ）Swiss CD-1 マウス雌雄各 20 匹を 1 群とし、0、30、60、120 mg/kg/day を 7 日間強制経口

投与した後、自由に交尾、出産させながら 98 日間投与を継続し、最後の妊娠で得られた仔

（F1）を次世代の繁殖試験のために哺育、離乳させた。その結果、5 回の妊娠・出産があっ

たが、120 mg/kg/day 群では 3 回目の妊娠時の受胎率は有意に低く、その後も徐々に減少し、

生存仔の数は 2 回目の出産から有意に減少し、妊娠期間は 4 回目の妊娠から有意に遅延し

た。また、120 mg/kg/day の雌雄で肝臓の絶対及び相対重量の有意な増加、雌で腎臓の絶対

及び相対重量の有意な減少を認め、雄で精巣上体の絶対重量、雌で卵巣の相対重量の有意

な減少もみられた。次に、120 mg/kg/day 群の雌雄をそれぞれ未処置の雌雄と交尾させ、無

処置の雌雄間で交尾させた対照群と比べると、120 mg/kg/day 投与群の雌で産仔数（及び雄

の仔の比率）が有意に少なかったが、120 mg/kg/day 投与群の雄と無処置の雌の組み合わせ

には影響はなく、雌の受胎能が影響を受けると考えられた。離乳時の F1 の体重は 120 

mg/kg/day 群で有意に高かったが、これは同群での同腹仔数が少なかったためと考えられた。

離乳後の F1には F0と同様に 0、30、60、120 mg/kg/day を強制経口投与し、性成熟後に交尾
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させて出産させた結果、120 mg/kg/day 群で受胎率は有意に低く、30 mg/kg/day 以上の群で

発情周期は有意に長かった。また、F1では 60 mg/kg/day 以上の群の雌雄で体重、肝臓の絶

対及び相対重量の有意な増加、120 mg/kg/day 群の雄で腎臓の絶対及び相対重量の有意な増

加を認め、60 mg/kg/day 以上の群の雌で卵巣相対重量の有意な減少がみられたが、精巣の

重量や精子数などに影響はなく、組織への影響もなかった 16, 17) 。この結果から、30 

mg/kg/day を一般毒性で NOAEL、生殖毒性で LOAEL とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雄 15 匹を 1 群として 0、80 mg/kg/day を 5 日間強制経口投与し、

その後 8 週間にわたって毎週各 1 匹の未処置の雌と交尾させて実施した優性致死試験では、

黄体数や着床数、生存胎仔数などに影響はなく、優性致死を誘発しなかった 18) 。 

エ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、13、40、132 ppm（0、

78、241、796 mg/m3）を 2 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラットでは 40 ppm

以上の群で精巣相対重量の有意な増加、マウスでは 132 ppm 群で精巣の絶対及び相対重量

の有意な減少がみられたが、両種ともに組織への影響はなかった 13)  。 

オ）Sprague-Dawley ラット雄 10 匹、雌 20 匹を 1 群とし、0、4.6、15 ppm を交尾前 10 週から

交尾期間（最大 40 日間）を通して妊娠 14 日まで吸入（6 時間/日、5 日/週）させた結果、

曝露に関連した影響は認められなかった。また、0、0.5、1.5 ppm の濃度で同様にして実施

したフォローアップ試験でも曝露に関連した影響はなかった 15) 。 

カ）Sprague-Dawley ラット雌 10～15 匹を 1 群とし、種々の化学物質を妊娠 1 日から 15 日ま

で腹腔内投与して胎仔に対する毒性や催奇形性を調べた試験では、本物質の場合には 37 

mg/kg/day で母ラットに毒性（2 種類以上の臓器の有意な重量変化）を認めたものの、胚や

胎仔への影響はなく、催奇形性も認められなかった 19) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）ボランティアの男女 12 人に 100 ppm を 15 分間曝露すると全員が眼や喉の刺激と不快臭

を訴えた。しかし、50 ppm では過半数が 1 日 8 時間の曝露を許容できると回答した 20) 。 

イ）本物質は 300 mg/m3（50 ppm）でツンと鼻を刺すような臭いがする 21) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
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表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1995) 2A ヒトに対して恐らく発がん性がある 

EU EU (2005) 2 ヒトに対して発がん性であるとみなされるべき物質

 EPA (1997) B2 
動物での発がん性の十分な証拠に基づき、恐らくヒ

ト発がん性物質 

USA ACGIH (1996) A3 
動物に対して発がん性が確認されたが、ヒトへの関

連性は不明な物質 

 NTP (2005) 
合理的にヒトに対して発がん性のあることが懸念される物

質 

日本 
日本産業衛生学会 

(2001) 

第 2
群 A

人間に対して恐らく発がん性があると考えられる物

質のうち、証拠がより十分な物質 

ドイツ DFG (2005) 2 
動物の発がん性物質であり、ヒトの発がん性物質で

もあると考えられる 
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加のネズミチフス菌 11, 22～25) 、大腸菌 24, 26) 、

酵母 24) 、マウスリンパ腫細胞（L5178Y）11, 27) で遺伝子突然変異を誘発したが、S9 無添加

では誘発しなかった。染色体異常の誘発は S9 添加のチャイニーズハムスター卵巣細胞

（CHO）でみられたが 11) 、ラット肝細胞（RL1）では S9 添加でも誘発しなかった 24) 。小

核の誘発は S9 無添加のヒトリンパ芽球様細胞（AHH-1、MCL-5、H2E1）28) や CHO 細胞 29) 

でみられたが、ヒトのリンパ球 30) では S9 添加でも誘発しなかった。ラットの肝細胞（初

代培養）で不定期 DNA 合成 31) 、DNA 傷害 32) を誘発しなかったが、ヒトのリンパ球 30) 、

チャイニーズハムスター肺細胞（V79）33)で DNA 傷害を誘発し、CHO 細胞 11, 29) 、V79

細胞 26) で姉妹染色分体交換、シリアンハムスター胎仔細胞で形質転換 34) を誘発した。 

in vivo 試験系では、マウスの骨髄で小核 29, 35) 、ラットの肝細胞で不定期 DNA 合成 36) を

誘発しなかったが、ラットの肝臓 37) や腎臓 38) で DNA 傷害を誘発し、ラットの肝臓やマウ

スの前胃、腺胃、腎臓、肝臓の組織で DNA 付加体が検出された 4, 6) 。また、ラットで優性

致死突然変異を誘発しなかったが 18) 、ショウジョウバエで体細胞突然変異 39) 、ラットの

肝細胞で倍数体 40, 41) を誘発し、マウスの前胃腫瘍組織で ras 遺伝子群の活性化が高率にみ

られた 42) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 60 匹を 1 群とし、0、3、10、30 mg/kg/day を 104 週間（5 日/週）

強制経口投与した結果、3 mg/kg/day 以上の群の雄の前胃で扁平上皮細胞乳頭腫、扁平上皮

細胞癌、扁平上皮細胞の乳頭腫＋癌、3 mg/kg/day 以上の群の雌の前胃で扁平上皮細胞乳頭

腫、扁平上皮細胞の乳頭腫＋癌、10 mg/kg/day 以上の群の雌の前胃で扁平上皮細胞癌、3 

mg/kg/day 以上の群の雄の膵臓で腺腫、腺腫＋腺癌、10 mg/kg/day 以上の群の雌雄の口腔粘

膜で扁平上皮細胞乳頭腫、扁平上皮細胞癌、扁平上皮細胞の乳頭腫＋癌、10 mg/kg/day 以
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上の群の雄の腎臓で腺腫、10 mg/kg/day 以上の群の雌の陰核腺で腺腫、腺腫＋癌、乳腺で

腺癌、10 mg/kg/day 群の雌の乳腺で線維腺腫、30 mg/kg/day 群の雄の包皮腺で腺腫、腺腫＋

癌、ジンバル腺で癌の発生率に有意な増加を認めた。また、10 mg/kg/day 以上の群の雌雄

の腸で腺腫様ポリープ＋腺癌の発生がみられ、有意な発生率の増加ではなかったものの、

Fischer 344 ラットには稀な腫瘍であったため、本物質による影響が示唆された 11, 12) 。  

B6C3F1マウス雌雄各 60 匹を 1 群とし、0、6、20、60 mg/kg/day を 104 週間（5 日/週）強

制経口投与した結果、6 mg/kg/day 以上の群の雌雄の前胃で扁平上皮細胞乳頭腫、扁平上皮

細胞癌、扁平上皮細胞の乳頭腫＋癌、雌の口腔粘膜で扁平上皮細胞癌、子宮で腺癌、腺腫

＋腺癌、20 mg/kg/day 以上の群の雄の肝臓で肝細胞腺腫、6 mg/kg/day 以上の群の雄の肝臓

で肝細胞腺腫＋癌、60 mg/kg/day 群の雌の肝臓で肝細胞腺腫、肝細胞腺腫＋癌、20 mg/kg/day

以上の群の雄及び 60 mg/kg/day 群の雌のハーダー腺で腺腫の発生率が有意に増加した 11, 12) 。 

これらの結果から、NTP（1993）は Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウスに対する本物質

の発がん性について明白な証拠があったと結論した。 

過去に実施されたラット、マウスの長期発がん性試験で腫瘍の発生を認めた 536 物質を

データベースとして分析したところ、前胃の腫瘍は 74 物質でみられ、このうち 8 物質のみ

がラット及びマウスの雌雄いずれにも前胃腫瘍を発生させていたが、本物質はそのうちの

一つであった 43) 。 

B6C3F1マウス雄 15 匹を 1 群として、6 mg/kg/day を 5 日間強制経口投与又は飲水に添加

して 5 日間投与した結果、前胃、肝臓、腎臓の DNA 付加体は強制投与群の方が飲水投与群

よりも 1.4～2.4 倍多かった。3 匹を 1 群として 0、6、60 mg/kg/day を 5 日間強制経口投与

又は飲水投与し、増殖細胞核抗原（PCNA）を指標として細胞増殖性を調べた結果、両投与

群の肝臓で PCNA 陽性細胞率は有意に異なり、強制投与の 60 mg/kg/day 群で有意に増加（10

倍）したが、飲水投与では各用量群に差はなかった。また、7 匹を 1 群として 0、6 mg/kg/day

を 2 週間（5 日/週）強制経口投与又は飲水投与し、BrdU 染色法により細胞増殖性を調べた

結果、強制投与の 6 mg/kg/day 群で前胃、腺胃、腎臓、肝臓の BrdU 陽性細胞率が有意に高

かった（最大 3 倍）が、飲水投与ではいずれの組織の陽性細胞率にも有意な増加はなかっ

た。このように、同じ投与量であっても強制経口投与では一時的に体内濃度が急増して体

内動態や毒性発現に強く影響が現れたものと考えられ、強制経口投与の知見をもとにした

発がんリスクの評価では本物質のリスクを過大評価している可能性が考えられた 6) 。 

US EPA は 1997 年の Health Effect Assessment Summary Tables（HEAST）の中で、Fischer 344

ラットにおける複数部位の腫瘍発生状況をもとにスロープファクターを 7 (mg/kg/day)-1 と

算出している。なお、ユニットリスクとして 2×10-4 (µg/m3)-1という値もあったが、これは

スロープファクターを吸入換算した値であった 44) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関する情報は得られなかった。 

本物質のヒトでの発がん性を評価するために利用可能な証拠については、IARC（1995）

も不十分としているが、最終的な全体評価では本物質を 2A（ヒトに対して恐らく発がん性

がある）に分類しており、以下の事項を考慮した結果とされている 45) 。 
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・マウス及びラットで、複数の部位に高い発生率で腫瘍が発生しているため 

・ヒトと囓歯類のミクロソームで、本物質の代謝が質的に異ならないため 

・本物質は細菌及び培養した哺乳類細胞に対して変異原性があり、in vivo で処置した動

物の DNA と結合するため 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られており、発

がん性については動物実験で発がん性を示す証拠があり、ヒトに対して恐らく発がん性があ

るとされている。 

経口曝露の非発がん影響について中・長期毒性エ）のラットの試験から得られた LOAEL 3 

mg/kg/day（肝臓重量の増加、前胃の過形成など）が、信頼性のある最も低用量の知見と判断

できる。発がん性について閾値を示した知見は得られなかったため、非発がん影響の LOAEL 

3 mg/kg/day を曝露状況で補正して 2.1 mg/kg/day とし、さらに LOAEL であるために 10 で除

した 0.21 mg/kg/day を無毒性量等として採用する。 

発がん性については、閾値なしを前提にした場合のスロープファクターとして、ラットの

実験結果から求めた 7 (mg/kg/day)-1を採用する。 

一方、吸入曝露については、非発がん影響について中・長期毒性オ）のラットの試験から

得られた NOAEL 6.1 mg/m3（嗅上皮の変性）が信頼性のある最も低濃度の知見と判断できる。

発がん性について閾値を示した知見は得られなかったため、非発がん影響の NOAEL 6.1 

mg/m3を曝露状況で補正して 1.2 mg/m3とし、さらに試験期間が短いことから 10 で除した 0.12 

mg/m3を無毒性量等として採用する。 

発がん性については、閾値なしを前提にした場合のユニットリスクとして 2×10-4 (µg/m3)-1

という値があったが、これはスロープファクターを吸入換算したものであったため、ユニッ

トリスクとして採用しない。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

0.21 mg/kg/day ラット 
－ 

地下水 － － － 
 
 
 

表 3.4 経口曝露による健康リスク（がん過剰発生率及び EPI の算定） 

曝露経路・媒体 予測最大曝露量 ｽﾛｰﾌﾟﾌｧｸﾀｰ 過剰発生率 TD05 EPI 

経口 
飲料水 － 

7 (mg/kg/day)-1 
－ 

－ 
－ 

地下水 － － － 
 

経口曝露については、曝露量が把握されていないため、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、参考として公共用水域・淡水の過去のデータとして報告（1999 年）のあった最大値
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

過剰発生率＝10-6 過剰発生率＝10-5［ 判定基準 ］

から算定した経口摂取量 0.0012 µg/kg/day から、動物実験結果より設定された知見であるため

に 10 で除し、さらに発がん性を考慮して 10 で除して算出した MOE（Margin of Exposure）は

1,800 となる。一方、発がん性については経口摂取量 0.0012 µg/kg/day 程度に対する過剰発生

率をスロープファクターから算出すると 8.4×10-6となる。環境媒体から食物経由で摂取され

る曝露量は少ないと推定されることから、その曝露量を加えても MOE や過剰発生率が大きく

変化することはないと考えられる。このため、本物質の経口曝露については、健康リスクの

評価に向けて経口曝露の情報収集等を行う必要性があると考えられる。 
 
 

表 3.5 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.0088 µg/m3 程度 0.059 µg/m3程度 

0.12 mg/m3 ラット 
20 

室内空気 － － － 
 
 
 

表 3.6 吸入曝露による健康リスク（がん過剰発生率及び EPI の算定） 

曝露経路・媒体 予測最大曝露濃度 ﾕﾆｯﾄﾘｽｸ 過剰発生率 TC05 EPI 

吸入 
環境大気 0.059 µg/m3程度 

－ 
－ 

－ 
－ 

室内空気 － － － 
 
吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.0088 µg/m3

程度、予測最大曝露濃度は 0.059 µg/m3程度であった。無毒性量等 0.12 mg/m3と予測最大曝露

濃度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考慮

して 10 で除して求めた MOE は 20 となる。また、化管法に基づく平成 24 年度の大気への届

出排出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 0.018 µg/m3

であったが、参考としてこれから算出した MOE は 67 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝

露の情報収集等を行う必要性があると考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなっ

た。 

  
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 
／和名 

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間 
[日] 

（試験条

件等） 

試験の

信頼性 
採用の

可能性 
文献 No.

藻 類  ○ 12,800 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC 
GRO (RATE) 

3 B B 3)-1 

 ○  >101,000 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50 
GRO (RATE) 

3 B B 3)-1 

甲殻類 ○  4,130 Ceriodaphnia cf. 
dubia 

ニセネコゼミ

ジンコと同属
EC50   IMM 2 B B 1)-18991

  ○ 4,500 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 3)-3 

 ○  19,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 3)-2 

 ○  33,800 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 1)-17138

 ○   35,400 Daphnia magna オオミジンコ IC50   IMM 2 B B 
2)- 

2007029

 ○  60,300 
Chaetogammarus 
marinus ヨコエビ科 LC50   MOR 2 C C 1)-9471

魚 類  ○ <4,400 Poecilia reticulata グッピー NOEC MOR 7 ヶ月 A C 3)-4 

  ○ 4,600 Oryzias latipes メダカ NOEC MOR 9 ヶ月 A C 3)-5 

 ○  27,400 Pimephales promelas
ファットヘッ

ドミノー 
LC50   MOR

4 
（止水式）

D C 1)-17138

   41,600 Poecilia reticulata グッピー LC50   MOR 7 C C 
2)- 

2006031

 ○  50,800 Pimephales promelas
ファットヘッ

ドミノー 
LC50   MOR

4 
（流水式）

B B 1)-17138

 ○  66,500 Pimephales promelas
ファットヘッ

ドミノー 
LC50   MOR 4 A A 1)-3217

 ○  109,000 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 2 D C 
2)- 

2014044

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

 

－317－



     11 1,2,3-トリクロロプロパン  

  

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、IC50 (Median Inhibitory Concentration)：半数阻害濃度、 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO(Growth)：生長（植物）又は成長（動物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

PHY (Physiology)：生理機能(ここでは光合成阻害) 、REP(Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻類 

OECD テストガイドライン No.201 に準拠して、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 

Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験が、GLP 試験として実施された 3)-1。試験は密閉系

（ヘッドスペースなし）で行われた。設定試験濃度は、0（対照区）、10、20、40、80、160 mg/L

（公比 2）であった。被験物質の実測濃度は、0（対照区）、7.3、12.8、24.8、48.3、101 mg/L

であり、毒性値の算出には実測濃度が用いられた。最高濃度区においても、50%以上の阻害は

見られず、速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は 101,000 µg/L 超とされた。72 時間無影

響濃度 (NOEC) は 12,800 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

Roseら 1)-18991は米国EPAの試験方法 (EPA/600/4-90/027F, 1993) に基づく標準法 (Warne, 1996) 

に準拠し、ニセネコゼミジンコと同属である Ceriodaphnia cf. dubia の急性遊泳阻害試験を実施

した。試験は止水式（密閉系）で行われ、試験溶液の調製には硬度 65.2 mg/L (CaCO3換算) の

試験用水と、助剤としてアセトンが用いられた。被験物質の実測濃度は、設定濃度から 20%以

上減少することはなかった。初期実測濃度に基づく 48 時間半数影響濃度 (EC50) は、4,130 µg/L

であった。 

また、OECD テストガイドライン No.211 及び EU の試験方法 (EU Method C.20) に準拠して、

オオミジンコ Daphnia magna の繁殖試験が GLP 試験として実施された 3)-3。試験は、半止水式 (2

日又は 3 日毎に換水、密閉容器使用) で行われた。設定試験濃度は、0（対照区）、1.3、2.8、6.0、

13、28 mg/L（公比 2.1）であった。試験用水の硬度は 250 mg/L (CaCO3換算) であった。被験物

質の実測濃度は、2、7、14 日目の試験溶液調製時及び 5、9、16 日目の換水前において、それぞ

れ設定濃度の 66～78%及び 65～72%であった。平均実測濃度は、0（対照区）、0.91、2.0、4.5、

9.6、n.a. mg/L であった。繁殖阻害（累積産仔数）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、実

測濃度（算術平均値）に基づき 4,500 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

Brooke1)-17138は、ファットヘッドミノーPimephales promelas の急性毒性試験を実施した。試験

は流水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区であった。試験溶液の調製には、ア

セトンが用いられた。試験溶液の硬度は、平均 75.0 mg/L (CaCO3換算) であった。被験物質の

平均実測濃度は、4,170、10,900、20,100、36,900、65,560 µg/L（対照区を除く）であった。96
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時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 50,800 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度（PNEC）の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害）  101,000 µg/L 超

甲殻類 Ceriodaphnia cf. dubia 48 時間 EC50（遊泳阻害） 4,130 µg/L 

魚 類 Pimephales promelas 96 時間 LC50 50,800 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得られ

たため］ 

 これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 4,130 µg/L）をアセスメント係数 100 で除す

ることにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 41 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 12,800 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 4,500 µg/L 

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値の小さい方（甲殻類の 4,500 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することによ

り、慢性毒性値に基づく PNEC 値 45 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、甲殻類の急性毒性値から得られた 41 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 
表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度（PEC） PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが

0.01 µg/L未満(1999)] 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが 

0.03 µg/L(1999)] 41 

µg/L 

－ 

公共用水域・海水 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが

0.01 µg/L未満(1999)] 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが 

0.01 µg/L程度(1999)] 
－ 

注：1) 水質中濃度の (  ) 内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

－319－



     11 1,2,3-トリクロロプロパン  

  

 

 

本物質については、予測環境中濃度(PEC)を設定できるデータが得られなかったため、生態

リスクの判定はできなかった。過去のデータではあるが、公共用水域の淡水域の 0.03 µg/L 及

び海水域の 0.01 µg/L 程度と PNEC の比は、0.001 より小さくなる。 

本物質については、現時点では新たな情報を収集する必要性は低いと考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： ニトロメタン 
CAS 番号： 75-52-5 
化審法官報公示整理番号：2-191 
化管法政令番号： 1-317 
RTECS 番号： PA9800000 

分子式 ：CH3NO2 

分子量： 61.04 
換算係数：1 ppm = 2.50 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

N

O

O

H3C  
 

（2）物理化学的性状 

本物質は無色の液体である1)。 

融点 -28.7℃ 2)、-29℃ 3) , 4) 

沸点 
101.19℃ (760 mmHg) 2)、101.2℃ (760 mmHg) 3) , 

4)、101℃5) 

密度 1.1371 g/cm3 (20℃) 2) 

蒸気圧 
35.8 mmHg (=4.77×103 Pa) (25℃) 4)、 
27.8 mmHg (=3.71×103 Pa) (20℃) 5) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) -0.35 4) , 6)、-0.33 2)  

解離定数（pKa） 10.21 (25℃) 2) , 4) 

水溶性（水溶解度） 1.11×105 mg/L (25℃) 4)、9.934×104mg/L (25℃) 7) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解 

分解率： BOD 4% 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：2.0 mg/L、活性汚泥濃度：1 滴/L) 8) 

分解率： BOD 5% 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：10.0 mg/L、活性汚泥濃度：1 滴/L) 8) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 0.13×10-12 cm3/(分子･sec) （25℃、測定値）9) 

半減期：41～410 日間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 10) と仮定、

［12］ ニトロメタン          
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一日を 12 時間として計算） 

加水分解性 

 加水分解する基を持たない11) 

 

生物濃縮性（蓄積性がない又は低いと判断される化学物質 12) ） 

  生物濃縮係数(BCF)：3.2（BCFBAF 13) により計算） 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)：10（KOCWIN 14) により計算）  

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す15),16),17),18)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21  22 23 24 

製造・輸入数量(t) a)  1,364 b) 1,999c) 1,117 c) 1,611 c) 
注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 

b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 
 
本物質の輸出量及び輸入量19)の推移を表 1.2 に示す。 
 

表 1.2 輸出量及び輸入量の推移 

平成（年） 16 17 18 19 20 

輸出量（t） 318 400 51 28 67 

輸入量（t） 2,905 2,865 3,051 3,108 3,115 

平成（年） 21 22 23 24 25 

輸出量（t） 44 41 22 0.96 21 

輸入量（t） 3,049 2,597 2,756 2,396 2,482 

注：a) 普通貿易統計[少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く]品別国別表より。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.3 に

示す20),21),22)。 

 

表 1.3 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び輸入量 a) 
100～1,000 t 

/年未満 
1,000～10,000 t 

/年未満 
1,000～10,000 t 

/年未満 
注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入を 
   した者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 
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また、化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 100 t 以上であ

る23)。 

本物質は、ディーゼル車の排ガス中に含まれているとの報告がある24)ほか、たばこの煙に

含まれているとの報告もある25)。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、溶剤、助燃剤、界面活性剤、爆薬、医薬品、殺虫剤、殺菌剤などの

製造原料とされ26)、公共用水域の調査が行われた 1986 年当時の用途27)も、現在と同様とされ

ていた。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、人健康影響の観点から化学物質審査規制法優先評価化学物質（通し番号：18）に

指定されているほか、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号: 317）に指

定されている。 

本物質は有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されているほか、人健康影響

の観点から水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されている。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 24 年度の届

出排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2)から集計した排出量等を表

2.1 に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていな

かった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 906 0 0 0 0 4,361 - - - - 906 - 906

ニトロメタン

業種等別排出量(割合) 906 0 0 0 0 4,361 0 0 0 0

898 0 0 0 0 1,601 届出 届出外

(99.1%) (36.7%) 100% -

8 0 0 0 0 360

(0.9%) (8.3%)

0 0 0 0 0 2,400

(55.0%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

石油製品・石炭製品

製造業

医薬品製造業

 
 

本物質の平成 24 年度における環境中への総排出量は、約 0.91 t となりすべて届出排出量であ

った。届出排出量はすべて大気へ排出されるとしている。この他に廃棄物への移動量が約 4.4 t

であった。届出排出量の主な排出源は、化学工業（99%）であった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への排出量を基に USES3.0 をベースに日本固有

のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル3) を用いて予測した。予測の対

象地域は、平成 24 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった千葉県（大気への排出量

0.87 t）とした。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 

千葉県 千葉県 

大 気 56.4 56.4 

水 域 37.4 37.4 

土 壌 6.1 6.1 

底 質 0.1 0.1 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 
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（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

                      

一般環境大気  µg/m3 0.065 0.071 0.026 0.12 0.00031 7/7 全 国 2009 4) 

             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L          

           

土壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水   µg/L <1 <1 <1 <1 1 0/2 大阪府、 
和歌山県 

1986 5) 

           

公共用水域・海水   µg/L <1 <1 <1 <1 1 0/7 全 国 1986 5) 

           

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 0.06 0/2 大阪府、 
和歌山県 

1986 5) 

                      

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 0.06 0/7 全 国 1986 5) 

           

注：a) 最大値又は平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。化学物質の人に

よる一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 m3、2 

L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

 大 気     

 一般環境大気 0.065 µg/m3程度 (2009) 0.020 µg/kg/day 程度 

 室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     

 水 質   

 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
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 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 
過去のデータではあるが 1 µg/L 未満の

報告がある(1986) 
過去のデータではあるが 0.04 µg/kg/day
未満の報告がある 

     

 食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

 土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

     

 大 気   

 一般環境大気 0.12 µg/m3程度 (2009) 0.036 µg/kg/day 程度 

最 室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

大 水 質   

 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

 公共用水域・淡水 
過去のデータではあるが 1 µg/L 未満の

報告がある(1986) 
過去のデータではあるが 0.04 µg/kg/day
未満の報告がある 

     

 食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

 土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

     

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.12 µg/m3 程度となった。一方、

化管法に基づく平成 24 年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル6) を用いて

推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.15 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量を設定できるデータは得られなかった。なお、公共用水域・淡水

のデータから算定すると過去のデータではあるが 0.04 µg/kg/day 未満の報告があった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気 0.020 0.036 

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 (過去のデータではあるが 0.04) (過去のデータではあるが 0.04) 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計   

  参考値 1 0.04 0.04 

 総曝露量 0.020 0.036 

  参考値 1 0.020+0.04 0.036+0.04 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
3)（ ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
4) 参考値 1 は、過去のデータを用いた場合を示す。 
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（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定できるデータは得られなか

った。なお、公共用水域の淡水域では過去のデータではあるが 1 µg/L 未満の報告があり、同海

水域では過去のデータではあるが 1 µg/L 未満程度となった。 

 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 
 
 

海 水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 1 µg/L
未満の報告がある (1986)] 
 
データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 1 µg/L
未満程度 (1986)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 1 µg/L
未満の報告がある (1986)] 
 
データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 1 µg/L
未満程度 (1986)] 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルした本物質を単回強制経口投与した結果、5 日間で投与した放射活性の

18.9％が尿中に、8.4％が糞中に排泄され、そのほとんどが 1 日以内の排泄であった。体内残留

は約 9％（そのうち、肝臓に 0.53％、肺に 0.12％、脂肪組織に 0.02％）であり、総回収率は 36.4％

と少なかったが、他のニトロパラフィン類（1-ニトロプロパン、2-ニトロプロパン）では主要な

排泄経路は呼気中であるため、本物質も呼気中への排泄が多かったものと考えられた 1) 。 
14C でラベルした本物質の 5.5％溶液をサルの背部に 12 時間閉塞塗布した結果、血液中の放射

活性は 1～2 時間後にピーク濃度となり、72 時間で塗布した放射活性の 0.062％が尿中に、0.021％

が糞中に排泄されたが、そのほとんどが 48 時間以内の排泄であった。塗布部位への残留は

0.018％であり、閉塞塗布終了時に塗布部の拭き取りに用いたガーゼ等の放射活性を考慮しても

99.88％が未回収であった。呼気への排泄は未測定であったが、本物質は揮発性が高いことから、

多くが気化したものと考えられた 2) 。 

嫌気的条件下で本物質をラット肝ミクロソームとともに培養した結果、ホルムアルデヒドと

亜硝酸の生成がみられ、ホルムアルデヒドの濃度は時間経過に伴って直線的に増加した。また、

亜硝酸はチトクローム P450 と不安定な複合体を形成しており、この複合体は他のニトロパラフ

ィン類では検出されなかった 3) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 4) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 940 mg/kg 
マウス 経口 LD50 950 mg/kg 
ウサギ 経口 LDLo 750 mg/kg 
イヌ 経口 LDLo 125 mg/kg 

ラット 吸入 LCLo 12,750 mg/m3 (1hr) 
マウス 吸入 LCLo 18,000 mg/m3 (2hr) 

モルモット 吸入 LCLo 5,000 ppm[12,500 mg/m3] (3hr) 
ウサギ 吸入 LCLo 5,000 ppm[12,500 mg/m3] (6hr) 
サル 吸入 LCLo 1,000 ppm[2,500 mg/m3] 

ウサギ 経皮 LD >2,000 mg/kg 
注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、皮膚、気道を刺激する。中枢神経系に影響を与え、中枢神経系機能低下を生

じることがある。吸入や経口摂取すると咳、嗜眠、頭痛、吐き気、咽頭痛、意識喪失、嘔吐

を生じ、皮膚に付くと皮膚の乾燥や発赤、眼に入ると発赤を生じる 5) 。 
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② 中・長期毒性 

ア）系統不明のラット 40 匹及びウサギ 30 匹を用いて、0、0.0023、0.0047、0.0094％の濃度で

飲水に添加して 2 ヶ月間投与した結果、0.0023%以上の群で血清 ALT、AST 活性の上昇、

α及びγグロブリンの増加、血漿プロトロビンの減少、血中コリンエスタラーゼ活性の上

昇がみられた。また、0、0.000005、0.00005、0.00125％の濃度で 6 ヶ月間投与した結果、

0.00125％群で血清 ALT、AST 活性の上昇がみられたとした報告があったが 6) 、詳細は不明

であった。 

イ）雄ラット（系統等不明）10 匹を 1 群とし、0、0.1、0.25％の濃度で飲水に添加して 15 週

間投与した結果、0.1％群の 4/10 匹、0.25％群の 3/10 匹が死亡し、0.1％以上の群で体重増

加の抑制を認めた。また、0.1％群の 2/6 匹で核の明瞭化を伴った肝細胞肥大がみられ、0.25％

群の 6/7 匹で肝細胞の顆粒状変成と核の明瞭化、門脈周囲領域へのリンパ球浸潤がみられ

た。なお、0.5、1、2％群も設定していたが、これらの群では 1 週目に飲水に対する拒否反

応がみられ、死亡や共食いが生じたことから試験を中止した 7) 。 

ウ）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、94、188、375、750、1,500 ppm を 13 週間

（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、1,500 ppm 群の雄で体重増加の有意な抑制を認めた。

1,500 ppm 群の雌雄では 21 日以降に全数で後肢の麻痺がみられ、750 ppm 群の雄 1 匹、雌 4

匹にも 63 日以降に後肢の麻痺がみられた。94 ppm 以上の群の雌雄で平均赤血球容積、平

均赤血球ヘモグロビン濃度の減少、188 ppm 以上の群の雌及び 375 ppm 以上の群の雄でヘ

モグロビン濃度、ヘマトクリット値の減少、188 ppm 以上の群の雄及び 750 ppm 以上の群

の雌でメトヘモグロビン濃度の増加、375 ppm 以上の群の雌雄で血小板の増加などに有意

差を認め、血清のトリヨードサイロニン（T3）、サイロキシン（T4）、遊離サイロキシン（fT4）

の有意な減少が 375 ppm 以上の群の雌雄で一時的にみられた。神経行動検査では、1,500 ppm

群の雄で前肢、後肢の握力低下、750 ppm 以上の群の雌で後肢の握力低下に有意差を認め

たが、熱刺激に対する尾の反応や驚愕反応の値に有意な差はなかった。375 ppm 以上の群

の雌及び 750 ppm 以上の群の雄で骨髄の過形成、375 ppm 以上の群の雌雄の鼻腔で嗅上皮

の変性、坐骨神経の変性、375 ppm 以上の群の雄及び 750 ppm 以上の群の雌で坐骨神経及

び腰部脊髄の変性、750 ppm 以上の群の雌及び 1,500 ppm 群の雄の鼻腔で呼吸上皮の硝子滴

沈着、1,500 ppm 群の雌雄の鼻腔で杯細胞の過形成の発生率が有意に高かった 8) 。94 ppm

群でみられた平均赤血球容積及び平均赤血球ヘモグロビン濃度の減少は小型の赤血球が増

加したことを示すものとされており 8) 、94 ppm 群は貧血状態でなかった結果から、NOAEL

を 94 ppm（曝露状況で補正：16.8 ppm (42 mg/m3)）とする。 

エ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、94、188、375 ppm を 103 週間（6 時間/日、

5 日/週）吸入させた結果、生存率や体重への影響、後肢の麻痺はなく、組織への影響もみ

られなかった 8) 。この結果から、NOAEL を 375 ppm（曝露状況で補正：67.0 ppm (168 mg/m3)）

以上とする。なお、血液及び血液生化学検査は未実施であった。 

オ）B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、94、188、375、750、1,500 ppm を 13 週間（6

時間/日、5 日/週）吸入させた結果、94 ppm 以上の群の雄及び 750 ppm 以上の群の雌で腎臓

相対重量、375 ppm 以上の群の雄で肝臓相対重量の有意な増加を認めた。また、188 ppm 以

上の群の雌及び 375 ppm 以上の群の雄の鼻腔で嗅上皮の変性、呼吸上皮の硝子滴沈着、1,500 
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ppm 群の脾臓で髄外造血の発生率に有意な増加を認め、呼吸上皮の硝子滴沈着は 94 ppm 群

の雌 2/10 匹にもみられた 8) 。この結果から、LOAEL を 94 ppm（曝露状況で補正：16.8 ppm 

(42 mg/m3)）とする。 

カ）B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、188、375、750 ppm を 103 週間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、生存率や体重への影響はなかったが、375 ppm 以上の群の雌の肝

臓で好酸性変異巣、375 ppm 群の雌の肺で組織球浸潤の発生率に有意な増加を認めた。ま

た、鼻腔では 188 ppm 以上の群の雌雄で嗅上皮の変性、188 ppm 以上の群の雌及び 375 ppm

以上の群の雄で呼吸上皮の硝子滴沈着、375 ppm 以上の群の雌雄で嗅上皮の呼吸上皮化生、

雄で鼻涙管の炎症の発生率に有意な増加を認めた 8) 。この結果から、LOAEL を 188 ppm（曝

露状況で補正：33.6 ppm (84 mg/m3)）とする。 

キ）Long-Evans ラット雌雄各 40 匹を 1 群とし、0、100、200 ppm を 2 年間（7 時間/日、5 日/

週）吸入させた結果、生存率や一般状態に影響はなかったが、雌の 100 ppm 以上の群では

9 ヶ月頃から体重増加の抑制が始まり、1 年を経過した頃から有意差がみられ、試験終了時

まで一貫して低かった。血液や血液生化学、臓器の重量、組織に影響はなかった 9) 。この

結果から、LOAEL を 100 ppm（曝露状況で補正：20.8 ppm (52 mg/m3)）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、375、750、1,500 ppm を 13 週間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、750 ppm 以上の群の雄で活動精子の割合は有意に低く、1,500 

ppm 群で体重、雄の精巣、精巣上体、精巣上体尾の重量は有意に低かった。しかし、雌の

性周期や雌雄の生殖器の組織に影響はなかった 8) 。この結果から、NOAEL を 375 ppm（曝

露状況で補正：77.0 ppm (193 mg/m3)）とする。 

イ）B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、375、750、1,500 ppm を 13 週間（6 時間/日、

5 日/週）吸入させた結果、375 ppm 以上の群の雄で活動精子の割合は有意に低く、雌の性

周期は有意に遅延した 8) 。この結果から、LOAEL を 375 ppm（曝露状況で補正：77.0 ppm (193 

mg/m3)）とする。 

ウ）雌ラット（Charles River）に通常食又は高ヒスチジン食を与えながら、0、1.5 モルの本物

質 0.5 mL（0、45.8 mg）を 3 日ごとに腹腔内投与し、1 週間後に未処置の雄と交尾させ、妊

娠期間も投与を続け、離乳後は通常食で飼育した。この結果、母ラットの行動や繁殖率、

産仔数、出生時体重、仔の死亡率に有意差はなかった。しかし、仔が 2.5 ヶ月齢時に開始し

た迷路試験では、高ヒスチジン食、高ヒスチジン食＋本物質、本物質の投与群の仔で学習

能力の低下がみられ、その程度は高ヒスチジン食を投与した群の仔でより大きかった 10) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）ヒトの経口致死量として、500～5,000 mg/kg という記載があった 11) 。 

イ）アメリカのヘッドライト部品組立工場の労働者 2 人が重篤な末梢神経疾患を発症した症

例報告では、作業現場は 20 人程度の規模で、約 10 人が接着剤を用いた接着作業、約 10 人

が点検と本物質を用いた余分な接着剤の拭き取り作業に従事していた。末梢神経疾患を発

症した 2 人は拭き取り作業に 1～2 ヶ月間従事しており、作業時にはマスクや手袋を未装着



12 ニトロメタン 

 

 

であったことから、吸入及び経皮の曝露経路が考えられた。本物質の気中濃度は 10～20 ppm

（8 時間加重平均値 12.75 ppm）であり、接着剤の 90～95％を占めるシアノアクリル酸エチ

ルの気中濃度は 0.04～0.16 ppm（8 時間加重平均値 0.09 ppm）であった。この他にも接着剤

にはメタクリル酸メチルが 5～10％の濃度（ただし、気中濃度は未測定）で含まれており、

末梢神経疾患の原因物質は特定できなかったが、本物質の曝露が最も可能性の高い原因と

考えられた 12) 。 

ウ）本物質を含む接着溶剤を取り扱っていた自動車部品製造工場の女性労働者 4 人の手にア

レルギー性接触皮膚炎が発症した事例では、パッチテストの結果、本物質に対する陽性反

応が 4 人に確認された。その後、4 人のうち 3 人は接着溶剤の使用から遠ざかったことによ

り皮膚炎は全快したが、使用が継続していた 1 人では 5 ヶ月後も軽度～中程度の皮膚炎が

手にみられた 13) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (2000) 2B ヒトに対して発がん性があるかもしれない 

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH (1999) A3 動物に対して発がん性が確認されたが、ヒトへの関連

性は不明な物質 

 NTP (2004) 合理的にヒトに対して発がん性のあることが懸念される物

質 

日本 日本産業衛生学会 

(2001) 

第 2 群 B ヒトに対しておそらく発がん性があると判断で

きる物質のうち、証拠が比較的十分でない物質 

ドイツ DFG (2000) 3B ヒトの発がん性物質としての証拠は不十分であり、現

行の許容濃度との関係も不明な物質 
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌で遺伝

子突然変異 8, 14～19) 、チャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）で姉妹染色分体交換 8) 、染

色体異常 8) 、S9 無添加のシリアンハムスター胎仔細胞（SHE）で小核 20) を誘発しなかった

が、S9 無添加の SHE 細胞で細胞形質転換 21) を誘発した。 

in vivo 試験系では、経口投与したショウジョウバエで伴性劣性致死突然変異 15) 、吸入曝

露 8) 又は腹腔内投与 15) したマウスの末梢血で小核を誘発しなかった。 
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○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、94、188、375 ppm を 103 週間（6 時間/日、

5 日/週）吸入させた結果、188 ppm 以上の群の雌で乳腺の線維腺腫、線維腺腫＋腺腫＋癌

の発生率に有意な増加を認め、375 ppm 群の雌で乳癌の発生率は有意に高かった。しかし、

雄では腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 8) 。 

B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、188、375、750 ppm を 103 週間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、375 ppm 以上の群の雌雄のハーダー腺で腺腫、腺腫＋癌、750 ppm

群の雄の肺で肺胞/細気管支癌、雌の肺で肺胞/細気管支の腺腫＋癌の発生率に有意な増加を

認めた 8) 。 

これらの結果から、NTP（1997）は Fischer 344 ラットの雄では発がん性の証拠はなかっ

たが、雌では明瞭な発がん性の証拠があり、B6C3F1マウスの雌雄にも明瞭な証拠があると

結論した 8) 。 

Long-Evans ラット雌雄各 40 匹を 1 群とし、0、100、200 ppm を 2 年間（7 時間/日、5 日/

週）吸入させた結果、腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 9) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性に関する知見が得られているが、生殖・発生毒性につい

ては十分な知見が得られていない。また、発がん性についても動物実験で発がん性を示唆す

る結果が得られているものの、ヒトでの知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無につ

いては判断できない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に

関する知見に基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

吸入曝露については、中・長期毒性オ）のマウスの試験から得られた LOAEL 94 ppm（腎

臓相対重量の増加、呼吸上皮の硝子滴沈着）を曝露状況で補正して 16.8 ppm（42 mg/m3）と

し、LOAEL であるために 10 で除し、試験期間が短いことから 10 で除した 0.42 mg/m3が信頼

性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

－ － 
－ 

地下水 － － － 
 



12 ニトロメタン 

 

 －339－

詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

経口曝露については、無毒性量等が設定できず、曝露量も把握されていないため、健康リ

スクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定して吸入曝露の無毒性量等を経口曝露の無毒性量等に換算する

と 0.13 mg/kg/day となるが、参考としてこれと公共用水域・淡水の過去のデータとして報告

（1986）のあった最大値 0.04 µg/kg/day 未満から、動物実験結果より設定された知見であるた

めに 10 で除し、さらに発がん性を考慮して 5 で除して算出した MOE は 65 超となる。環境媒

体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定されることから、その曝露量を加えても

MOE が大きく変化することはないと考えられる。本物質の蒸気圧は相対的に高く、環境中へ

の総排出量（平成 24 年度）は約 0.91 t ですべてが大気に排出されており、過去のデータでは

あるが、水域での検出例もなかった。このため、本物質の経口曝露については、健康リスク

の評価に向けて経口曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.065 µg/m3程度 0.12 µg/m3程度 

0.42 mg/m3 マウス 
70 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.065 µg/m3

程度、予測最大曝露濃度は 0.12 µg/m3程度であった。無毒性量等 0.42 mg/m3と予測最大曝露

濃度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考慮

して 5 で除して求めた MOE は 70 となる。一方、化管法に基づく平成 24 年度の大気への届出

排出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 0.15 µg/m3

であったが、参考としてこれから算出した MOE は 56 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝

露の情報収集等を行う必要性があると考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなっ

た。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 
／和名 

エンドポイント

／影響内容

曝露期間

[日] 
試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

藻 類 
 

○ 3,010 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC 
GRO (RATE)

3 A A 3)-1 

 ○  36,000
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC50  

GRO (RATE)
3 E C 2) 

 ○  >102,000 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50  
GRO (RATE)

3 A A 3)-1 

甲殻類 ○  >103,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 3)-2 

 ○  450,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 1 E C 2) 

魚 類 ○  >278,000
Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー 
LC50   MOR 4 B C 1)-2966

 ○  460,000 Danio rerio 
ゼブラフィッ

シュ 
LC50   MOR 2 E C 2) 

 ○  >659,200 Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー 
LC50   MOR 4 B B 3)-3 

その他   － － － － － － － － 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration) : 無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization) : 遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の
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概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

OECD テストガイドライン No.201 及び米国 EPA の試験方法 (OPPTS 850.5400) に準拠して、

緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata の生長阻害試験が実施された 3)-1。試験には密閉容器が用

いられた。設定試験濃度は、0（対照区）、3.8、7.5、15、30、60、120 mg/L（公比 2）であり、

試験培地として、炭酸水素ナトリウムを添加した AAP 培地（硬度約 15 mg/L、CaCO3換算）が

用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び 72 時間後、96 時間後において、それぞ

れ設定濃度の84.4～91.7%及び77.1～86.6%、70.8～88.3%であった。毒性値の算出には、実測濃

度 (0、72、96時間後の算術平均値) が用いられた。最高濃度区において速度法により50%の阻

害が見られたが、72 時間半数影響濃度 (EC50) は 102,000 µg/L 超とされた。速度法による 72 時

間無影響濃度 (NOEC) は 3,010 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

OECDテストガイドラインNo.202及び米国EPAの試験方法 (OPPTS 850.1010、OTS 797.1300) 

に従って、オオミジンコ Daphnia magna の急性遊泳阻害試験が実施された 3)-2。試験は止水式

（密閉容器使用）で行われた。設定試験濃度は、0（対照区）、7.5、15、30、60、120 mg/L（公

比 2）であった。試験用水には、濾過及び滅菌されたヒューロン湖水（硬度 60～62 mg/L、CaCO3

換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び終了時において、それぞれ設定

濃度の 77.1～92.2%及び 75.8～87.9%であった。最高濃度区においても 50%以上の遊泳阻害は観

察されず、48 時間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度 (0、48 時間後の算術平均値) に基づき、

103,000 µg/L 超とされた。 

 

3） 魚類 

米国 APHA の試験方法 (1975) に従って、ファットヘッドミノーPimephales promelas の急性

毒性試験が実施された 3)-3。試験は止水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区以上

（公比 1.7）であった。試験には、硬度 40～48 mg/L (CaCO3換算) の人工調製水が用いられた。

最高濃度区の実測濃度は 659.2 mg/L であった。最高濃度区以外では死亡が観察されず、96 時間

半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 659,200 µg/L 超とされた。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 102,000 µg/L 超

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 103,000 µg/L 超

魚 類 Pimephales promelas 96 時間 LC50 659,200 µg/L 超

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得られ

たため］ 
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 これらの毒性値のうち、最も小さい値（藻類の 102,000 µg/L 超）をアセスメント係数 100 で

除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 1,020 µg/L 超が得られた。 
 
 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 3,010 µg/L 

アセスメント係数：100［1 生物群（藻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 得られた毒性値（藻類の 3,010 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、慢性毒性

値に基づく PNEC 値 30 µg/L が得られた。 
 

本物質の PNEC としては、藻類の慢性毒性値から得られた 30 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.3 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度(PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

1 µg/L 未満の報告がある

(1986)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

1 µg/L 未満の報告がある

(1986)] 30 

µg/L 

―  

公共用水域・海水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

1 µg/L未満程度 (1986)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

1 µg/L未満程度 (1986)] 
― 

注：1) 環境中濃度での (  ) 内の数値は測定年度を示す 
2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質については、予測環境中濃度 (PEC) を設定できるデータが得られなかったため、生

態リスクの判定はできなかった。 

過去の公共用水域の淡水域及び海水域の濃度 (1 µg/L 未満) と予測無影響濃度 (PNEC) の比

は 0.1 よりも小さな値となり、また、本物質の化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域への届

出排出量は 0 kg/年である。 

したがって、本物質については新たな情報を収集する必要性は低いと考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 

－342－



12 ニトロメタン 

 

 

５．引用文献等 

（1）物質に関する基本的事項 

1) 越後谷悦郎ら(監訳)(1986)：実用化学辞典 朝倉書店：519. 

2) Haynes.W.M.ed. (2013) : CRC Handbook of Chemistry and Physics on DVD, (Version 2013), 

CRC Press. 

3) O'Neil, M.J. ed. (2013) : The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and 

Biologicals. 15th Edition, The Royal Society of Chemistry. 

4) Howard, P.H., and Meylan, W.M. ed. (1997) : Handbook of Physical Properties of Organic 

Chemicals, Boca Raton, New York, London, Tokyo, CRC Lewis Publishers: 57. 

5) Verschueren, K. ed. (2009) : Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals, 5th 

Edition, New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto, John Wiley & Sons, 

Inc. (CD-ROM). 

6) Hansch, C. et al. (1995) : Exploring QSAR Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants, 

Washington DC, ACS Professional Reference Book: 3. 

7) YALKOWSKY, S.H. and HE, Y. (2003) Handbook of Aqueous Solubility Data, Boca Raton, 

London, New York, Washington DC, CRC Press：7. 

8) 被験物質 K-664 の微生物による分解度試験報告書（ニトロメタン）. 

9) U.S. Environmental Protection Agency, PhysProp, EPI Suite™v.4.0. 

10) Howard, P.H., Boethling, R.S., Jarvis, W.F., Meylan, W.M., and Michalenko, E.M. ed. (1991): 

Handbook of Environmental Degradation Rates, Boca Raton, London, New York, Washington 

DC, Lewis Publishers: xiv. 

11) OECD High Production Volume Chemicals Program (2010)：SIDS (Screening Information Data 

Set) Initial Assessment Profile, Short Chain Nitroparaffins. 

12) 通産省公報(1987.12.28). 

13) U.S. Environmental Protection Agency, BCFBAF™ v.3.01. 

14) U.S. Environmental Protection Agency, KOCWIN™ v.2.00. 

15) 経済産業省(通商産業省) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）第二

十三条第二項の規定に基づき、同条第一項の届出に係る製造数量及び輸入数量を合計し

た数量として公表された値. 

16) 経済産業省 (2012)：一般化学物質等の製造・輸入数量（22 年度実績）について , 

(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/H22jisseki-matome-v

er2.html, 2012.3.30 現在). 

17) 経済産業省 (2013)：一般化学物質等の製造・輸入数量（23 年度実績）について , 

(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/H23jisseki-matome.h

tml, 2013.3.25 現在). 

18) 経済産業省 (2014)：一般化学物質等の製造・輸入数量（24 年度実績）について , 

(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/H24jisseki-matome.h

tml, 2014.3.7 現在). 

19) 財務省：貿易統計(http://www.customs.go.jp/toukei/info/ , 2014.02.18 現在). 

－343－



12 ニトロメタン 

 

 

20) 経済産業省 (2003)：化学物質の製造・輸入量に関する実態調査（平成 13 年度実績）の確

報値,(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/new_page/10/2.htm, 2005.10.2 現在). 

21) 経済産業省(2007)：化学物質の製造・輸入量に関する実態調査（平成 16 年度実績）の確

報 ,(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/jittaichousa/kakuhou18.html, 

2007.4.6 現在). 

22) 経済産業省(2009)：化学物質の製造・輸入量に関する実態調査（平成 19 年度実績）の確

報値,(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/kakuhou19.html, 

2009.12.28 現在). 

23) 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会 PRTR 対象物質調査会、化学物

質審議会管理部会、中央環境審議会環境保健部会 PRTR 対象物質等専門委員会合同会合

(第 4 回)(2008)：参考資料 2 追加候補物質の有害性・暴露情報, 

(http://www.env.go.jp/council/05hoken/y056-04.html, 2008.11.6 現在). 

24) Satoshi Inomata, Hiroshi Tanimoto, Yuji Fujitani, Kanako Sekimoto, Kei Sato, Akihiro Fushimi, 

Hiroyuki Yamada, Shigeo Hori, Yasuko Kumazawa, Akio Shimono, Toshihide Hikida (2013): 

On-line measurements of gaseous nitro-organic compounds in diesel vehicle exhaust by 

proton-transfer-reaction mass spectrometry. Atmospheric Environment. 73:195-203. 

25) Environment Canada, Health Canada (2010) : Screening Assessment for the Challenge: Methane, 

nitro- (Nitromethane). Chemical Abstracts Service Registry Number 75-52-5. 

26) 化学工業日報社(2014)：16514 の化学商品. 

27) 化学工業日報社(1988)：10188 の化学商品. 

 

（2）曝露評価 

1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課、環境省環境保健部環境安全課 (2014)：平成 24 年

度特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物

質排出把握管理促進法)第１１条に基づき開示する個別事業所データ. 

2) 経済産業省製造産業局化学物質管理課、環境省環境保健部環境安全課 (2014)：届出外排

出量の推計値の対象化学物質別集計結果 算出事項(対象業種・非対象業種・家庭・移動

体)別の集計表 3-1 全国, (http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/csv/2012a/2012a3-1.csv, 2014.3.26 現

在). 

3) (独)国立環境研究所 (2015)：平成 26 年度化学物質環境リスク初期評価等実施業務報告書. 

4) 環境省環境保健部環境安全課 (2010) : 平成 21 年度化学物質環境実態調査. 

5) 環境庁環境保健部保健調査室 (1987) : 昭和 61 年度化学物質環境汚染実態調査. 

6) 経済産業省 (2012)：経済産業省－低煙源工場拡散モデル (Ministry of Economy , Trade and 

Industry － Low rise Industrial Source dispersion Model) METI-LIS モデル ver.3.02. 

 

（3）健康リスクの初期評価 

1) Freitag D, Korte S, Korte F. (1988): Ecotoxicological profile analysis of nitroparaffine according to 

OECD Guidelines with 14C-labelled compounds. NTIS/OTS0516767. 

－344－



12 ニトロメタン 

 

 

2) Norrman S. (1990): Skin absorption and metabolism/toxicokinetic study of 14C-nitromethane in 

female rhesus monkeys. Performing laboratory. NTIS/OTS0526017. 

3) Sakurai H, Hermann G, Ruf HH, Ullrich V. (1980): The interaction of aliphatic nitro compounds 

with the liver microsomal monooxygenase system. Biochem Pharmacol. 29: 341-345. 

4) US National Institute for Occupational Safety and Health, Registry of Toxic Effects of Chemical 

Substances (RTECS) Database. 

5) IPCS (1997): International Chemical Safety Cards. 0522. Nitromethane. 

6) Subbotin VG. (1967): On the hygienic assessment of nitromethane and other nitroparaffins in 

relation to the sanitary protection of bodies of water. Gig Sanit. 32: 9-13. (in Russian). 

7) Weatherby JH. (1955): Observations on the toxicity of nitromethane. AMA Arch Ind Health. 11: 

102-106. 

8) NTP (1997): Toxicology and carcinogenesis studies of nitromethane (CAS No. 75-52-5) in F344/N 

rats and B6C3F1 mice (inhalation studies). TR-461. 

9) Griffin TB, Coulston F, Stein AA. (1996): Chronic inhalation exposure of rats to nitromethane. 

Ecotoxicol Environ Saf. 34: 109-117. 

10) Whitman RD, Maher BA, Abeles R. (1977): Deficits in discrimination and maze learning resulting 

from maternal histidinemia in rats. J Abnorm Psychol. 86: 662-664. 

11) ACGIH (2001): Documentation of the threshold limit values and biological exposure indices. 

Nitromethane. 

12) Page EH, Pajeau AK, Arnold TC, Fincher AR, Goddard MJ. (2001): Peripheral neuropathy in 

workers exposed to nitromethane. Am J Ind Med. 40: 107-113. 

13) Webb KG, Fowler JF Jr. (2002): Occupational allergic contact dermatitis to nitromethane. Am J 

Contact Dermat. 13: 201-202. 

14) Chiu CW, Lee LH, Wang CY, Bryan GT. (1978): Mutagenicity of some commercially available 

nitro compounds for Salmonella typhimurium. Mutat Res. 58: 11-22. 

15) Gocke E, King MT, Eckhardt K, Wild D. (1981): Mutagenicity of cosmetics ingredients licensed 

by the European Communities. Mutat Res. 90: 91-109. 

16) Löfroth G, Nilsson L, Andersen JR. (1986): Structure-activity relationship of nitroalkane-induced 

mutagenicity in the Ames Salmonella assay. Prog Clin Biol Res. 209B:149-155. 

17) Mortelmans K, Haworth S, Lawlor T, Speck W, Tainer B, Zeiger E. (1986): Salmonella 

mutagenicity tests: II. Results from the testing of 270 chemicals. Environ Mutagen. 8(Suppl 7): 

1-119. 

18) Dayal R, Gescher A, Harpur ES, Pratt I, Chipman JK. (1989): Comparison of the hepatotoxicity in 

mice and the mutagenicity of three nitroalkanes. Fundam Appl Toxicol. 13: 341-348. 

19) Dellarco VL, Prival MJ. (1989): Mutagenicity of nitro compounds in Salmonella typhimurium in 

the presence of flavin mononucleotide in a preincubation assay. Environ Mol Mutagen. 13: 

116-127. 

20) Gibson DP, Brauninger R, Shaffi HS, Kerckaert GA, LeBoeuf RA, Isfort RJ, Aardema MJ. 

(1997): Induction of micronuclei in Syrian hamster embryo cells: comparison to results in the 

－345－



12 ニトロメタン 

 

 

SHE cell transformation assay for National Toxicology Program test chemicals. Mutat Res. 392: 

61-70. 

21) Kerckaert GA, Brauninger R, LeBoeuf RA, Isfort RJ. (1996): Use of the Syrian hamster embryo 

cell transformation assay for carcinogenicity prediction of chemicals currently being tested by the 

National Toxicology Program in rodent bioassays. Environ Health Perspect. 104(Suppl 5): 

1075-1084. 

 

（4）生態リスクの初期評価 

 1)  U.S.EPA「ECOTOX」 

2966：Curtis, M.W., C.M. Curran, and C.H. Ward (1981): Aquatic Toxicity Testing As Fundament for 

a Spill Prevention Program. In: Proc.1980 Nat.Conf.Control of Hazardous Material Spills, 

Louisville, KY :284-287.  

2) OECD High Production Volume Chemicals Program (2010)：SIDS (Screening Information Data 

Set) Initial Assessment Profile, Short Chain Nitroparaffins. 

3) European Chemical Agency：Information on Registered Substances, Nitromethane. 

1. Exp Key Toxicity to aquatic algae and cyanobacteria.002. (2012) 

(http://apps.echa.europa.eu/registered/data/dossiers/DISS-d6b1bd62-1e9f-62b9-e044-00144f67d

031/AGGR-70047f60-7e51-4b55-976e-f1d31671f0ab_DISS-d6b1bd62-1e9f-62b9-e044-00144f6

7d031.html#AGGR-70047f60-7e51-4b55-976e-f1d31671f0ab, 2014.11.17 現在) 

2. Exp Key Short-term toxicity to aquatic invertebrates.003. (2012) 

(http://apps.echa.europa.eu/registered/data/dossiers/DISS-d6b1bd62-1e9f-62b9-e044-00144f67d

031/AGGR-081b6902-db7b-4644-95ca-9fc41ab0cd3a_DISS-d6b1bd62-1e9f-62b9-e044-00144f

67d031.html#AGGR-081b6902-db7b-4644-95ca-9fc41ab0cd3a, 2014.11.17 現在)  

3. Exp Key Short-term toxicity to fish.002. (1981) 

(http://apps.echa.europa.eu/registered/data/dossiers/DISS-d6b1bd62-1e9f-62b9-e044-00144f67d

031/AGGR-a342bddd-4819-4b25-8609-91aad26fbba4_DISS-d6b1bd62-1e9f-62b9-e044-00144f

67d031.html#AGGR-a342bddd-4819-4b25-8609-91aad26fbba4, 2014.11.17 現在) 

 

 

－346－



13 m-フェニレンジアミン 

  

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： m-フェニレンジアミン 

（別の呼称：1,3-ベンゼンジアミン、1,3-ジアミノベンゼン、1,3-フェニレンジアミン、

m-ベンゼンジアミン、m-ジアミノベンゼン、MPD） 
CAS 番号： 108-45-2 

化審法官報公示整理番号： 3-185（フェニレンジアミン） 
化管法政令番号：1-348（フェニレンジアミン） 
RTECS 番号：SS7700000 

分子式：C6H8N2 

分子量： 108.14 
換算係数：1 ppm = 4.42 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で白色の固体である1)。 

融点 65.5℃ 2)、62～63℃ 3)、62.8℃ 4)、63℃ 5)、64℃ 5) 

沸点 
282℃ (760mmHg) 2)、284～287℃3)、 
282～284℃ (760mmHg) 4)、282℃ 5)、284℃ 5) 

密度 1.0096 g/cm3 (58℃) 2)、1.139 g/cm3 3) 

蒸気圧 4×10-3 mmHg (=0.5 Pa) (20℃) 5) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) -0.33 (pH=7.4) 6)、-0.33 4) 

解離定数（pKa） pKa1=5.11(20℃) 2)、pKa2=2.50(20℃) 2)、4.98 4) 

水溶性（水溶解度） 
3.48×104 mg/1000g (20℃) 2)、2.38×105 mg/L (20℃) 4)、

3.51×105 mg/L (25℃) 5)、2.69×105 mg/L (24℃) 5)、 
3.57×105 mg/L (25℃) 5)  

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解 

分解率：BOD 2%、TOC 0%、HPLC 0% 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）7) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：200×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 8) により計算）  

半減期：0.32～3.2 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105 分子/cm3  9) と仮定し計

［13］m-フェニレンジアミン 
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算）  

加水分解性 

  データなし10) 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される化学物質 11) ） 

  生物濃縮係数(BCF)：  

     1.3～4.6（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：2 mg/L）12) 

<1.6～24（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：0.2 mg/L）12) 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)：34（KOCWIN 13) により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す14),15),16),17),18)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 15 16 17 18 19 

製造・輸入数量(t) 976 b) 1,213 b) 1,145 b) 1,296 b) 1,386 b) 

平成(年度) 20 21 22 23  24  

製造・輸入数量(t) 1,321 b) 835 b) 1,322c) 1,538 c) 998 c) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す19), 20)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び輸入量 a) －b) 
1,000～10,000 t 

/年未満 
1,000～10,000 t 

/年未満 
注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入 

をした者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 
b) 公表されていない。 

 

フェニレンジアミンの化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分

は 100 t 以上である21)。 

 

② 用 途 

本物質は、染料（アゾ染料、染毛剤、媒染剤）、ゴム添加剤の原料、高機能繊維や耐熱性ポ

リマーの原料として使われるほか、エポキシ樹脂の硬化剤などとして使われている1)。 
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（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、人健康影響の観点から化学物質審査規制法優先評価化学物質（通し番号:55）に指

定されている。フェニレンジアミンは、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政

令番号：348）に指定されている。 

フェニレンジアミンは、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

フェニレンジアミンは化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成

24 年度の届出排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3) から集計した排

出量等を表 2.1 に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなか

った。 

 
表 2.1  化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

（フェニレンジアミン） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 112 3,149 0 0 2,120 36,668 1,826 - - - 3,260 1,826 5,086

フェニレンジアミン

業種等別排出量(割合) 112 3,149 0 0 2,120 36,668 1,826 0 0 0

2 3,149 0 0 220 11,468 届出 届出外

(1.3%) (100%) (10.4%) (31.3%) 64% 36%

1,826

(100%)

110 0 0 0 1,900 24,900

(98.7%) (89.6%) (67.9%)

0 0 0 0 0 300

(0.8%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

下水道業

プラスチック製品

製造業

窯業・土石製品

製造業  
 

フェニレンジアミンの平成 24 年度における環境中への総排出量は、約 5.1 t となり、そのう

ち届出排出量は約 3.3 t で全体の 64%であった。届出排出量のうち約 0.11 t が大気へ、約 3.1 t が

公共用水域へ排出されるとしており、公共用水域への排出量が多い。この他に下水道への移動

量が約 2.1 t、廃棄物への移動量が約 37 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出

が多い業種はプラスチック製品製造業（99%）であり、公共用水域へ排出している業種は化学

工業のみであった。 

表 2.1 に示したように PRTR データでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

112 

4,975 

0 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

フェニレンジアミンの環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 を
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ベースに日本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4) を用いて予

測した。予測の対象地域は、平成 24 年度に環境中及び公共用水域への排出量が最大であった愛

媛県（大気への排出量 0.0001 t 未満、公共用水域への排出量 3.1 t）及び大気への排出量が最大

であった滋賀県（大気への排出量 0.11 t、公共用水域への排出量 1.7 t）とした。予測結果を表

2.3 に示す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

愛媛県 滋賀県 愛媛県 

大 気 0.0 0.0 0.0 

水 域 98.3 98.3 98.3 

土 壌 0.1 0.1 0.1 

底 質 1.6 1.6 1.6 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率 調査地域 測定年度 文 献 

平均値 a) 平均値 下限値

             

一般環境大気  µg/m3          

             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L          
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水   µg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/14 全国 2012 5) 
             

公共用水域・海水   µg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/8 全国 2012 5) 

  <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 0.45 0/4 福岡県、 
山口県 

2005 6) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g         
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g         
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          
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注： a) 最大値又は平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.5）。化学物質の

人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 m3、

2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
  大 気     
  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     
  水 質   
  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
均 公共用水域・淡水 0.01 µg/L 未満程度 (2012)  0.0004 µg/kg/day 未満程度 
      
  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
      

  大 気   

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

最  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

大 水 質   
 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
値  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
 公共用水域・淡水 0.01 µg/L 未満程度 (2012)  0.0004 µg/kg/day 未満程度 
      
  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.6 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度を設定できるデータは得られなかった。一方、化管法に基づく

平成 24 年度の大気への届出排出量（フェニレンジアミンとして）をもとにプルーム・パフモデ

ル7)を用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.021 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると 0.0004 µg/kg/day 未

満程度となった。一方、化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量（フェ

ニレンジアミンとして）を全国河道構造データベース8) の平水流量で除し、希釈のみを考慮し

た河川中濃度を推定すると、最大で 0.041 μg/L となった。推定した河川中濃度を用いて経口曝

露量を算出すると 0.0016 μg/kg/day となった。 

生物濃縮性は高くないため、本物質の環境媒体から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 
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表 2.6 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気  一般環境大気   

   室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 0.0004 0.0004 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.0004 0.0004 

 総曝露量 0.0004 0.0004 

注： アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出（定量）下限値未満」とされたものであることを示す。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域、同海水域ともに 0.01 µg/L 未満程度となった。 

化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量（フェニレンジアミンとして）

を全国河道構造データベース8) の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定する

と、最大で 0.041 μg/L となった。 

 
表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

0.01 µg/L 未満程度 (2012) 
 
0.01 µg/L 未満程度 (2012) 

0.01 µg/L 未満程度 (2012) 
 
0.01 µg/L 未満程度 (2012) 

   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す。 
2)  淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

本物質 1.5 g を含む二塩酸塩入りゲルをイヌの腹部皮膚（20×25 cm）に 3 時間塗布した結果、

本物質の血液中濃度は 2 時間後にほぼ平衡に達したが、塗布から 1 時間後には既にその約 85％

が血液中にあった。3 時間経過後に塗布部を良く洗浄したところ、血液中の本物質濃度は急速に

減少し、3 時間後には不検出となった。また、血液中では塗布後 3 時間を経過した頃からメトヘ

モグロビン濃度の増加がみられ、本物質の血液中濃度、本物質の二塩酸塩を静脈内投与（6 

mg/kg）した時の血液中メトヘモグロビン濃度から、塗布量の 4％が吸収されたと考えられた 1) 。 

ラットの背部に 14C でラベルした本物質 240 mg/kg を 24 時間塗布した結果、24 時間で塗布量

の 18％が吸収され、吸収量の 8.5％が尿中に、0.25％が糞中に排泄された 2) 。また、本物質 60 mg

を含む水溶液 1.5 mL をラットの背部（4×4 cm）に 24 時間塗布した結果、7 日間で塗布した放

射活性の 14.4％が尿中に、1.8％が糞中に排泄され、塗布部の皮膚に 0.9％、体内に 1.7％が残留

していた。同様にして 4％の過酸化水素水に添加して塗布した場合には、7 日間で 3.3％が尿中

に、2.8％が糞中に排泄され、塗布部の皮膚に 1.5％、体内に 0.4％が残留していたが、血液中に

はいずれの場合も残留はみられなかった。また、水溶液で塗布した場合の本物質の透過速度を

求めると、0.26 µmol/cm2/hr であった 3) 。 

本物質を皮膚塗布したラットの尿中から、N -アセチル-1,3-ジアミノベンゼン、N, N’-ジアセチ

ル-2,4-ジアミノフェノール、N, N’-ジアセチル-1,3-ジアミノベンゼンのアセチル体代謝物が検出

され、他にも未同定の代謝物ピークが 2 つ検出されたが、グルクロン酸抱合体は検出されなか

った。また、ラットに本物質を腹腔内投与して肝灌流を 30 分間実施した結果、尿中でみられた

3 種類のアセチル体代謝物が灌流液中に検出された。初代肝細胞を用いた in vitro の代謝試験で

は、3 種類のアセチル体代謝物の他にも、グルクロン酸抱合体を含む代謝物が検出された。一方、

ラットの肝ミクロソームを用いた場合には、いずれの代謝物も検出されなかった 2) 。本物質の

水溶液を塗布したラットが 7 日間に尿中に排泄した放射活性のうち、49％がアセチル体の代謝

物であったことから、アセチル化が主要な代謝経路と考えられた 3) 。 

本物質はウサギに 1,3-ジニトロベンゼンを経口投与したときの主要な尿中代謝物の一つであ

り、2,4-ジアミノフェノールへと代謝される経路が推定されている 4) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 5) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 280 mg/kg 
マウス 経口 LD50 67.7 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 450 mg/kg 
ネコ 経口 LDLo 300 mg/kg 

ウサギ 経口 LD50 437 mg/kg 
ウサギ 経皮 LDLo 1,500 mg/kg 
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本物質は眼、皮膚を刺激する。腎臓、血液に影響を与え、腎不全を生じ、メトヘモグロビ

ンを生成することがある。吸入や経口摂取すると、唇や爪、皮膚のチアノーゼ、錯乱、痙攣、

眩暈、吐き気、意識喪失を生じ、皮膚に付くと発赤、眼に入ると発赤や痛みを生じる 6) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラットに 0、10、30、100 mg/kg/day を 4 週間強制経口投与した結果、30 

mg/kg/day 以上の群で鎮静、100 mg/kg/day 群で体重増加の抑制、ヘモグロビン濃度の増加

を認めた。このため、雌雄各 20 匹を 1 群とし、0、2、6、18 mg/kg/day を 90 日間強制経口

投与した結果、18 mg/kg/day 群の雌雄の肝臓で絶対及び相対重量の増加と肝細胞の核凝縮、

雌で腎臓相対重量の増加に有意差を認めた 7) 。この結果から、NOAEL を 6 mg/kg/day とす

る。 

イ）B6C3F1マウス雌雄各 50～59 匹を 1 群とし、0、0.02、0.04％の濃度で飲水に添加して 78

週間投与（雄 0、23.0、41.8 mg/kg/day、雌 0、19.8、38.2 mg/kg/day）した結果、0.02％以上

の群の雌で肝臓及び脾臓の相対重量の有意な増加を認め、0.04％群の雌雄で体重増加の有意

な抑制、雄で脾臓相対重量、雌で腎臓相対重量の有意な増加がみられた。また、0.04％群の

皮膚や肝臓、脾臓、腎臓、骨髄では暗色化と褐色色素を貪食したマクロファージの集簇が

みられ、肺では細気管支壁にびまん性の色素沈着がみられたが、組織への毒性学的な影響

はなかった。また、骨髄や脾臓では細胞密度や細胞成分の割合に変化はなく、巨核球の分

布も正常であった 8) 。この結果から、LOAEL を 0.02％（19.8 mg/kg/day）とする。 

ウ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.0064、0.016、0.04％の濃度で本物質の二

塩酸塩を 104 週間飲水投与（雄 0、3.6、9.0、20.4 mg/kg/day、雌 0、5.3、12.8、25.0 mg/kg/day）

した結果、0.04％群の雌雄で体重増加の有意な抑制を認め、0.016％群の雄でも 70 週から体

重増加の有意な抑制がみられた。また、0.04％群の雌雄で血液中の尿素、クレアチン、カリ

ウムが有意な増加を示し、アルブミンは有意に減少した。0.04％群の雌の腎臓で慢性腎症、

鼻腔で上皮の変性がみられた 9, 10, 11) 。この結果から、NOAEL を 0.0064％（3.6 mg/kg/day、

本物質換算 2.2 mg/kg/day）とする。 

エ）BDF1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.002、0.006、0.018％の濃度で本物質の二塩酸

塩を 104 週間飲水投与（雄 0、2.0、6.2、18.7 mg/kg/day、雌 0、2.8、8.6、24.9 mg/kg/day）

した結果、生存率や体重、血液等に影響はなかった 9, 10, 11) 。この結果から、NOAEL を 0.018％

（雄 18.7 mg/kg/day、本物質換算 11.2 mg/kg/day、雌 24.9 mg/kg/day、本物質換算 14.9 

mg/kg/day）以上とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）B6C3F1マウス雌雄各 50～59 匹を 1 群とし、0、0.02、0.04％の濃度で飲水に添加して 78

週間投与（雄 0、23.0、41.8 mg/kg/day、雌 0、19.8、38.2 mg/kg/day）した試験 8) 、Fischer 344

ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.0064、0.016、0.04％の濃度で本物質の二塩酸塩を 104

週間飲水投与した試験 11) 、BDF1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.002、0.006、0.018％

の濃度で本物質の二塩酸塩を 104 週間飲水投与した試験 11) では、いずれも雌雄の生殖器に

影響はなかった。 
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イ）Sprague-Dawley ラット雌 25 匹を 1 群とし、0、10、30、90 mg/kg/day を妊娠 6 日から 15

日まで強制経口投与した結果、30 mg/kg/day 以上の群で体重増加の有意な抑制、90 mg/kg/day

群で胎盤重量の減少、吸収胚の増加、生存胎仔数の減少、胎仔の低体重に有意差を認めた

が、黄体数や着床数、性比等に影響はなかった。90 mg/kg/day 群では軽度の変異や奇形の

あった胎仔の割合が有意に高かったが、個別の所見でみると、胸骨の骨化遅延に有意差を

認めただけであった。なお、90 mg/kg/day 群では 6 匹の死亡がみられたが、本物質による

影響ではないと考えられた 12) 。この結果から、NOAEL を母ラットで 10 mg/kg/day、胎仔

で 30 mg/kg/day とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌 7～9 匹を 1 群とし、0、45、90、180 mg/kg/day を妊娠 6 日から

15 日まで強制経口投与した結果、180 mg/kg/day 群で体重増加の有意な抑制を認めた以外に

は、着床数や吸収胚数、胎仔の性比や体重に影響はなく、外表系や内臓系、骨格系の奇形

や変異の発生率にも有意な差はなかった 13) 。この結果から、NOAEL を母ラットで 90 

mg/kg/day、胎仔で 180 mg/kg/day 以上とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）ロシアの工場で本物質の製造工程で本物質に曝露した労働者の調査では、年齢は 30～50

歳、潜在的な曝露期間は 5～10 年であり、全体の 13.4％に当たる労働者が排尿障害を訴え

ていた。即時型アレルギーの検出法であるスクラッチ試験では 8％の労働者が本物質に対し

て陽性であり、これらの労働者は好酸球尿症を示し、尿からは 0.003～0.4 mg/L の本物質が

検出された。また、膀胱鏡検査では陽性反応を示した労働者の膀胱三角部及び頚部で粘膜

の浮腫、ポリープ状の隆起物、好酸球浸潤がみられた 14) 。 

イ）アメリカの大規模化学工場で化学物質の荷卸し・輸送部門で働き始めた労働者（39 歳）

が 1 ヶ月の間に 3 回、本物質の流出事故に遭遇し、その約 2 年後に手のレイノー現象や腫

脹、手及び前腕部の色素過剰症を発症した。さらに約 3 ヶ月後に本物質を吸入曝露する事

故に遭遇したところ、湿咳、疲労、息切れを突然発症し、来院時には爪周囲の紅斑や指の

腫れ、指及び前腕（背側）皮膚の肥厚や過剰な色素沈着がみられた。胸部 X 線検査では肺

線維症と一致する間質の変化がみられ、肺機能検査の結果は予測肺活量を大きく下回って

おり、開胸的肺生検で軽微な炎症を伴った肺線維症を認めたことから全身性強皮症と診断

された 15) 。 

  同部門では、同じ時期に他の 1 人の労働者（59 歳）にも同様の症状が現れており、同時

期に同部門で従事していた労働者 22 人中 2 人にみられたこと、主に本物質を取り扱ってい

たこと、本物質の曝露事故後にみられたことから、最も可能性のある原因物質として本物

質が考えられた 15) 。 

ウ）本物質（10％）のアルコール溶液を皮膚（1～5 cm2）に塗布した試験では、軽度の灼熱

感と痒み感が生じた 16) 。 

エ）20 世紀の初頭に、本物質は下痢止め剤として使用されており、1 回当たり成人で 50～300 

mg、子供で 10～30 mg の服用で中毒症状は現れなかったとされている 17) 。 
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（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1987) 3 ヒトに対する発がん性については分類できない 

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH (1995) A4 ヒトに対する発がん性物質として分類できない 

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG (2008) 3B ヒトの発がん性物質としての証拠は不十分であり、現

行の許容濃度との関係も不明な物質 
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加のネズミチフス菌で遺伝子突然変異を誘発

し 13, 18～23) 、S9 無添加では誘発した報告 13, 21, 22) と誘発しなかった報告 18, 19, 22, 23) があった。

S9 無添加の大腸菌 24) 、マウスリンパ腫細胞（L5178Y）で遺伝子突然変異 25) 、チャイニー

ズハムスター肺細胞（CHL）で小核 26) 、S9 添加・無添加の CHL 及び S9 添加のチャイニ

ーズハムスター卵巣細胞（CHO）で染色体異常 27) を誘発したが、S9 添加の有無にかかわ

らず酵母で体細胞組換えを誘発しなかった 28) 。また、S9 無添加のラット初代肝細胞で不定

期 DNA 合成 29) 、ヒトがん遺伝子（c-Ha-ras-1）及び p53 がん抑制遺伝子の DNA 鎖切断 30) 、

子牛胸腺 DNA の酸化的 DNA 損傷 30) を誘発しなかった。 

in vivo 試験系では、腹腔内投与したラットで優性致死突然変異 31, 32) 、マウスの精母細胞

で不定期 DNA 合成 33) を誘発しなかった。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.0064、0.016、0.04％の濃度で本物質の二

塩酸塩を 104 週間飲水投与（雄 0、3.6、9.0、20.4 mg/kg/day、雌 0、5.3、12.8、25.0 mg/kg/day）

した結果、雌雄で腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 9, 10, 11) 。 

Sprague-Dawley ラット雄 25 匹を 1 群とし、0、0.1、0.2％の濃度で本物質の二塩酸塩を餌

に添加して 18 ヶ月間投与した結果、腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 34, 35) 。 

CD-1 マウス雌雄各 25 匹を 1 群とし、0、0.2、0.4％の濃度で本物質の二塩酸塩を餌に添

加して 18 ヶ月間投与した結果、雌雄で腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 34, 35) 。 

B6C3F1マウス雌雄各 50～59 匹を 1 群とし、0、0.02、0.04％の濃度で飲水に添加して 78

週間投与（雄 0、23.0、41.8 mg/kg/day、雌 0、19.8、38.2 mg/kg/day）した結果、雌雄で腫瘍
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の発生率に有意な増加はなかった。なお、雌雄の 0.02％以上の群で肝細胞腫瘍、雄の 0.04％

群で肺腺腫の発生率が有意に低かった 8) 。 

BDF1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.002、0.006、0.018％の濃度で本物質の二塩酸

塩を 104 週間飲水投与（雄 0、2.0、6.2、18.7 mg/kg/day、雌 0、2.8、8.6、24.9 mg/kg/day）

した結果、雌雄で腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 9, 10, 11) 。 

C57BL/6 マウス雌雄各 40 匹及び C3H マウス雌雄各 20 匹を 1 群とし、0、0.2、1 mg を背

部に 24 ヶ月間（3 回/週）塗布した結果、いずれの系統も塗布部位に腫瘍の発生はなく、肝

臓や腎臓、肺などの主要組織でも発生率に有意な増加はなかった 36) 。 

Wistar-Kingラット 5匹（雌雄不明）を 1群とし、本物質 9 mg/kg、本物質の二塩酸塩 12 mg/kg

の皮下投与（1 回/2 日）を背部に繰り返した結果、11 ヶ月後に本物質（9 mg/kg）投与群の

1 匹で投与部位に肉腫の発生を認めた。また、同様にして本物質 18 mg/kg、本物質の二塩

酸塩 24 mg/kg を投与した結果、5 ヶ月後に本物質の二塩酸塩（24 mg/kg）投与群の 1 匹で

背部の投与部位に線維肉腫の発生がみられた。対照群（無処置、溶媒のみ投与）を含むそ

の他の群では腫瘍の発生はなかった 37) 。 

Fischer 344 ラット雄 18～19 匹を 1 群とし、0、200 mg/kg のジエチルニトロソアミンを腹

腔内投与し、2 週後から 0、0.1％の濃度で本物質を 1 週間混餌投与した後に 2/3 の部分肝切

除し、さらに 5 週間混餌投与した結果、肝臓の前がん病変の指標である GST-P 陽性細胞巣

の数や面積に有意な変動はなく 38) 、本物質に肝腫瘍プロモーション作用はないものと考え

られた。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性ウ）のラットの試験から得られた NOAEL 0.0064％（3.6 

mg/kg/day、本物質換算 2.2 mg/kg/day。体重増加の抑制）が信頼性のある最も低用量の知見と

判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

② 健康リスクの初期評価結果 
 

 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

2.2 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.0004 µg/kg/day 

未満程度 
0.0004 µg/kg/day 

未満程度 
550,000 超

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量、予測最

大曝露量はともに 0.0004 µg/kg/day 未満程度であった。無毒性量等 2.2 mg/kg/day と予測最大

曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE（Margin 

of Exposure）は 550,000 超となる。また、化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水へ

の届出排出量（フェニレンジアミンとして）をもとに推定した高排出事業所の排出先河川中

濃度から算出した最大曝露量は 0.0016 µg/kg/day であり、これから参考として MOE を算出す

ると 140,000 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定されることか

ら、その曝露量を加えても MOE が大きく変化することはないと考えられる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － － 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、曝露濃度も把握されていないため、健康

リスクの判定はできなかった。 

なお、参考として吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等

に換算すると 7.3 mg/m3となるが、これと化管法に基づく平成 24 年度の大気への届出排出量

（フェニレンジアミンとして）をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）

の最大値 0.021 µg/m3から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して算出

した MOE は 35,000 となる。このため、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康

リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなっ

た。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 
／和名 

エンドポイント

／影響内容

曝露期間

[日] 
試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

藻 類  ○ 915 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE)

4 B B 4)-1 

 ○  2,400 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC50  GRO 4 B B 3)-2011055

 ○  5,630 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50   
GRO (RATE)

4 B B 4)-1 

  ○ 10,000 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE)

3 A A 2)*1 

 ○  29,800 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50   
GRO (RATE)

3 A A 2)*1 

甲殻類  ○ 50 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 3)-2011198

  ○ 200 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 1) 

 ○  2,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B B 1) 

 ○  4,600 
Gammarus 
fasciatus ヨコエビ属 LC50  MOR 4 A A 4)-2 

 ○  4,900 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B B 3)-2011198

 ○  5,900 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B B 3)-2011055

魚 類 ○  >100,000*2 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 A A 1) 

 ○  ≧500,000 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 2 D C 3)-2011199

 ○  512,000 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50  MOR 4 B B 4)-3 

 ○  1,600,000 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー 
LC50  MOR 4 C C 3)-2011055

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 
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試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

  エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）又は成長（動物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

REP(Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 文献 1) をもとに、上位 2 濃度区を除き、実測濃度（幾何平均値）を用いて、速度法により再計算した毒性値を掲載 

*2 限度試験（毒性値を求めるのではなく、定められた濃度において毒性の有無を調べる試験）より得られた値 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻類 

Stahl ら 3)-2011055は、米国 EPA の試験方法 (Fed. Reg. 50:39252-39516, 1985) に従って、緑藻類

Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を実施した。設

定試験濃度区は 5 濃度区であり、試験培地には Bristol 培地(硬度約 50 mg/L、CaCO3換算）が用

いられた。96 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 2,400 µg/L であった。 

また、米国 APHA の試験方法 (1985)及び米国 EPA の試験方法 (1977)、米国 ASTM の試験方

法 (1985)に従って、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の

生長阻害試験が実施された 4)-1。試験には密閉容器が用いられた。設定試験濃度は、0（対照区）、

0.1、0.5、1.0、5.0、10 mg/L であり、試験培地には Bristol 培地（硬度約 50 mg/L、CaCO3換算）

が用いられた。被験物質の対照区以外の実測濃度は、試験開始時において 0.08、0.43、0.84、5.43、

9.88 mg/L、試験終了時には 0.06、0.30、0.99、4.73、9.72 mg/L であった。対照区の実測濃度は

検出下限値未満であった。毒性値の算出には、実測濃度（試験開始時及び終了時の算術平均値）

が用いられた。速度法による 96 時間無影響濃度 (NOEC) は 915 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

環境省 2)はOECDテストガイドライン No. 202 (1984) に準拠し、オオミジンコDaphnia magna

の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は止水式で行なわれ、設定試験濃度は 0

（対照区）、0.46、1.0、2.2、4.6、10 mg/L（公比 2.2）であった。試験用水には Elendt M4 培地

が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び終了時に、それぞれ設定濃度の 100～

107%及び 93～104%を維持しており、毒性値の算出には設定濃度が用いられた。48 時間半数影

響濃度 (EC50 )は 2,000 µg/L であった。 

また、Hutler3)-2011198はオオミジンコ Daphnia magna の繁殖試験を実施した。試験は半止水式（週

3 回換水）で行われた。設定試験濃度は、0（対照区）、0.1、0.2、0.4、0.75、1.5、3 mg/L（公比

約 2）であった。試験用水として硬度 80 mg/L (CaCO3換算) の地下水を濾過し、通気後に用い

た。被験物質の平均実測濃度は、0（対照区）、0.05、0.09、0.29、0.74、2.01 mg/L であった。繁
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殖阻害（累積産仔数）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、実測濃度に基づき 50 µg/L であ

った。 

 

3） 魚類 

 環境省 2)は、OECD テストガイドライン No. 203 (1992) に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急

性毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (48 時間後換水) で行われ、設定試験

濃度は 0（対照区）、100 mg/L（限度試験）であった。試験用水には脱塩素水道水（硬度 56 mg/L、

CaCO3換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、換水前においても設定濃度の 110%であり、

毒性値の算出には設定濃度が用いられた。被験物質曝露による死亡は観察されず、96 時間半数

致死濃度 (LC50) は 100,000 µg/L 超とされた。 

 

（2）予測無影響濃度(PNEC)の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 96 時間 EC50 （生長阻害） 2,400 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50 （遊泳阻害） 2,000 µg/L 

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 100,000 µg/L 超

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

 これらの毒性値のうち最も小さい値（甲殻類の 2,000 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 20 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 96 時間 NOEC （生長阻害） 915 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC （繁殖阻害） 50 µg/L

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 2 つの毒性値の小さい方（甲殻類の 50 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、

慢性毒性値に基づく PNEC 値 0.5 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては甲殻類の慢性毒性値から得られた 0.5 µg/L を採用する。 
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（3）生態リスクの初期評価結果 
 

表 4.3 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.01 µg/L未満程度 (2012) 0.01 µg/L未満程度 (2012)
0.5 

µg/L 

<0.02 

公共用水域・海水 0.01 µg/L未満程度 (2012) 0.01 µg/L未満程度 (2012) <0.02 

注：1) 水質中濃度の (  ) 内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに 0.01 µg/L 未満

程度であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) 

も、淡水域、海水域ともに平均濃度と同様に 0.01 µg/L 未満程度であり、検出下限値未満であっ

た。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.02 未満

となる。また、化管法に基づく届出排出量（フェニレンジアミンとして）を用いて希釈のみを

考慮して推定した河川中濃度も最大で 0.041 μg/L であり、PNEC との比は 0.1 よりも小さな値と

なる。 

したがって、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：4-tert-ブチルフェノール 
（別の呼称：ブチルフェン、1-ヒドロキシ-4-tert-ブチルベンゼン、p-tert-ブチルフェノー

ル） 
CAS 番号：98-54-4 
化審法官報公示整理番号：3-503（モノアルキル(C=3～9)フェノール） 
化管法政令番号：1-368 
RTECS 番号：SJ8925000  

分子式：C10H14O 

分子量：150.22 
換算係数：1 ppm = 6.14 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

OHC

H3C

H3C

H3C

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で白色の固体である1)。 

融点 100℃2)、98℃ 3) , 4)、99℃ 5) 

沸点 
244℃ (760mmHg) 2)、237℃3)、 
237℃ (760mmHg)4)、236℃ 5) 

密度 0.908 g/cm3 (80℃) 2) 

蒸気圧 0.0381 mmHg (=5.08 Pa) (25℃) 4) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 3.31 4) , 6)、2.4 5)、3.3 5) 

解離定数（pKa） 10.23 (25℃) 2)、10.39 (25℃) 4) 

水溶性（水溶解度） 
580 mg/1,000g (25℃) 2)、580 mg/L (25℃) 4) , 7)、 
500～800 mg/L (20℃) 5)  

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解（分解性が良好でないと判断される物質 8) ） 

分解率： BOD 0%、TOC 1.2%、GC (－)*%、吸光光度計 (－)*% 

（被験物質濃度：30 mg/L、活性汚泥濃度：100 mg/L）9) 

（備考：*分解度が負の値になったため（－）と表記した。） 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 41×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 10) により計算） 

［14］4-tert-ブチルフェノール           
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半減期：1.6～16 時間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 11) ）と仮定

し計算） 

加水分解性 

  安定（pH 4, 7, 9、25℃）12) 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される物質 8) ） 

  20～43（試験生物：コイ、試験期間：8 週間、試験濃度：0.04 mg/L）13) 

  <48～88（試験生物：コイ、試験期間：8 週間、試験濃度：0.004 mg/L）13) 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)：582（計算値）14)  

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す15)。 

 

表 1.1 本物質の製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 16 17 18 

製造・輸入数量(t)  24,186 20,961 22,354 

平成(年度) 19 20 21 

製造・輸入数量(t)  27,764 17,766 26,938 

注：製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

モノアルキル（C=3～9）フェノールの化審法に基づき公表された一般化学物質としての製

造・輸入数量の推移を表 1.2 に示す16),17),18)。 

 

表 1.2 モノアルキル（C=3～9）フェノールの製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 

製造・輸入数量(t)  50,000 30,000 20,000  

注：製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.3 に

示す19),20),21)。 

表 1.3 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び輸入量 a) 
10,000～100,000 t 

/年未満 
10,000～100,000 t 

/年未満 b) 
100,000～1,000,000 t

/年未満 b) 
注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入 

をした者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 
b) モノアルキル（C=3～9）フェノールとしての値を示す。 
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本物質の生産量22)の推移を表 1.4 に示す。 

 
表 1.4 本物質の生産量の推移 

平成（年） 15 16 17 18 19 

生産量（t）a) 20,000 20,000 18,000 20,000 20,000 

平成（年） 20 21  22 23 24 

生産量（t）a) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
注：a) 推定値 

 

化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 100 t 以上である23)。

OECD に報告している生産量は、10,000～100,000 t/年未満、輸入量は 1,000 t/年未満である。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、接着剤、印刷インクやワニスに用いられる油溶性フェノール樹脂の

原料、ポリカーボネート樹脂の分子量調節剤、各種合成樹脂の改質剤、香料や界面活性剤の

原料である1)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：368）に指定されて

いるほか、生態影響の観点から水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されてい

る。 

なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号:828）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 24 年度の届

出排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3) から集計した排出量等を表

2.1 に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1  化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 175 2 0 0 43 22,153 48 - - - 177 48 225

４－ターシャリ－ブチルフェノール

業種等別排出量(割合) 175 2 0 0 43 22,153 48 0 0 0

94 0 0 0 0 5,420 届出 届出外

(53.7%) (24.5%) 79% 21%

79 2 0 0 43 16,028

(45.3%) (100%) (100%) (72.4%)

48

(100%)

2 0 0 0 0 0

(0.9%)

0 0 0 0 0 650

(2.9%)

0 0 0 0 0 55

(0.2%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

電気機械器具製造業

化学工業

下水道業

倉庫業

プラスチック製品

製造業

金属製品製造業

 

 

本物質の平成 24 年度における環境中への総排出量は、約 0.23 t となり、そのうち届出排出量

は約 0.18 tで全体の 79%であった。届出排出量のうち約 0.18 tが大気へ、0.002 tが公共用水域の

海域へ排出されるとしており、大気への排出量が多い。この他に下水道への移動量が 0.043 t、

廃棄物への移動量が約 22 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業種は

電気機械器具製造業（54%）、化学工業（45%）、公共用水域へ排出している業種は化学工業の

みであった。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

   175 

    50 

    0 
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（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本

固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4)を用いて予測した。予測の

対象地域は、平成 24 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった静岡県（大気への排出量

0.0065t）及び公共用水域への排出量が最大であった茨城県（大気への排出量 0.0012 t、公共用水

域への排出量 0.0048 t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

静岡県 静岡県 茨城県 

大 気 8.1 8.1 0.5 

水 域 24.0 24.0 77.6 

土 壌 64.3 64.3 6.5 

底 質 3.6 3.6 15.4 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示

す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率
調査 

測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値 b) 地域 

                      

一般環境大気  µg/m3 <0.00008 0.0001 <0.00008 0.00057 0.00008 7/21 全国 2001 5) 

  <0.011 <0.011 <0.011 <0.011 0.011 0/6 全国 1996 6) 

             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g <0.0002 0.00021 <0.0002 0.0016 0.0002 15/50 全国 2003 7) 

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 c) µg/L <0.01 0.012 <0.01 0.06 0.01 2/10 全国 2004 8) 

           

土壌 µg/g <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 0/47 全国 1998 9) 

             

公共用水域・淡水 d) µg/L －e) －e) －e) 0.04 －e) 1/33 滋賀県 2003～
2005 

10) 

  <0.01 0.03 
(<0.01) f)

<0.01 1.1 
(0.11) g)

0.01 14/55 全国 2004 8) 

  <0.01 0.02 <0.01 0.13 0.01 2/9 川崎市 2004 11) 
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媒体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率
調査 

測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値 b) 地域 

  － － － 0.016 －e) 1/4 三重県 2004 12) 

           

公共用水域・海水 h)   µg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/10 全国 2004 8) 

  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/14 川崎市 2004 11) 

           

底質(公共用水域・淡水) i) µg/g <0.002 <0.002 <0.002 0.007 0.002 1/51 滋賀県 2003～
2005 

10) 

  <0.001 0.016 <0.001 0.22 0.001 3/14 全国 2004 8) 

  <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 0/3 川崎市 2004 11) 

  － － － 0.008 －e) 1/4 三重県 2004 12) 

           

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.001 2/10 全国 2004 8) 

  <0.005 <0.005 <0.005 0.009 0.005 2/14 川崎市 2004 11) 

           

注：a) 最大値又は平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
  b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 
    c) 過去のデータではあるが地下水において最大0.16 μg/L (2001, 2000) の報告がある13), 14)。 
  d) 過去のデータではあるが、不適正に埋められていた廃棄物による影響を受けている地点の測定結果を除いた

水質（公共用水域・淡水）において最大0.38 μg/L（1998）の報告がある15)。 
  e) 報告されていない。 
  f) 1.1 μg/Lを除外した場合の算術平均値。 
  g) 不適正に埋められた廃棄物による影響を受けている地点の測定結果である1.1 μg/Lは採用せず、2番目に高い

括弧内の0.11 μg/Lを採用する。 
    h) 過去のデータではあるが水質（公共用水域・海水）において最大0.1 μg/L（1997）の報告がある17)。 
  i) 過去のデータではあるが、限られた地域を調査対象とした底質（公共用水域・淡水）において最大0.033 μg/g 

(2002) の報告がある16)。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.5）。化学物質の

人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 

m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

 大 気     

 一般環境大気 
過去のデータではあるが 0.00008 µg/m3

未満程度 (2001)  
過去のデータではあるが 0.000024
µg/kg/day 未満程度 

 室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     

 水 質   

 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 0.01 µg/L 未満程度 (2004)  0.0004 µg/kg/day 未満程度 

均 公共用水域・淡水 0.01 µg/L 未満程度 (2004)  0.0004 µg/kg/day 未満程度 

     

 食 物 
過去のデータではあるが 0.0002 µg/g 
未満程度 (2003)  

過去のデータではあるが 0.008 µg/kg/day
未満程度 

 土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
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 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

 大 気   

 一般環境大気 
過去のデータではあるが 0.00057 µg/m3

程度 (2001)  
過 去 の デ ー タ で は あ る が 0.00017
µg/kg/day 程度 

最 室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

大 水 質   

 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 地下水 0.06 µg/L 程度 (2004)  0.0024 µg/kg/day 程度 

 公共用水域・淡水 0.11 µg/L 程度 (2004)  0.0044 µg/kg/day 程度 

     

 食 物 
過去のデータではあるが 0.0016 µg/g 程

度 (2003)  
過去のデータではあるが 0.064 µg/kg/day
程度 

 土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

     

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.6 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度を設定できるデータは得られなかった。なお、過去のデータで

はあるが一般環境大気データから 0.00057 µg/m3 程度となった。一方、化管法に基づく平成 24

年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル18) を用いて推定した大気中濃度の

年平均値は、最大で 0.019 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、地下水のデータから算定すると 0.0024 µg/kg/day 程度、公共

用水域・淡水のデータから算定すると 0.0044 µg/kg/day 程度となった。本物質の経口曝露の予

測最大曝露量には、0.0044 µg/kg/day 程度を採用する。なお、公共用水域・淡水と過去のデータ

ではあるが食物のデータから算定した予測最大曝露量は 0.068 µg/kg/day 程度となった。 

 
表 2.6 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

 大 気  一般環境大気 (過去のデータではあるが 0.000024) (過去のデータではあるが 0.00017) 

  室内空気   

 水 質  飲料水   

  地下水 (0.0004) (0.0024) 

  公共用水域・淡水 0.0004 0.0044 

 食 物   (過去のデータではあるが 0.008) (過去のデータではあるが 0.064) 

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.0004 0.0044 

  参考値 1 0.0084 0.0684 

 総曝露量 0.0004 0.0044 

  参考値 1 0.008424 0.06857 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出（定量）下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
3)（ ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
4) 参考値 1 は、過去のデータを用いた場合を示す。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。
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水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.11 µg/L 程度、海水域では 0.01 µg/L 未満程度であった。 

 
表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

0.01 µg/L 未満程度 (2004) 
 
0.01 µg/L 未満程度 (2004) 

0.11 µg/L 程度 (2004) 
 
0.01 µg/L 未満程度 (2004) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 

 

－376－



14 4-tert-ブチルフェノール 

  

３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルした本物質 0.147 mg/kg/day を 3 日間強制経口投与した結果、7 日間で

投与した放射活性の 72.9％が尿中に、26.7％が糞中に排泄された。体内残留はカーカス（内臓を

除いた体部）で 0.1％、肝臓で 0.02％、腹部脂肪組織及び肺で不検出（0.01％未満）であり、無

視できる程度であった 1) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 1.2～10.4 mg/kg/day を静脈内投与し、その後の 4 時間で尿

及び胆汁中に排泄された代謝物を調べた結果、投与した放射活性の 65～71％がグルクロン酸抱

合体、17～29％が硫酸抱合体であり、回収率は 90～93％で、用量依存性はなかった。また、ラ

ットの肝細胞を用いた試験でも主要な代謝物はグルクロン酸抱合体であり、硫酸抱合体の生成

は数分で平衡状態となったが、グルクロン酸抱合体の増加は約 40 分間継続した 2) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 18 mg/kg/day を静脈内投与し、その後の 24 時間で尿、胆汁

中に排泄された硫酸抱合体を調べた結果、胆汁中への排泄はほとんどなく、尿中に投与した放

射活性の約 5％が排泄された 3) 。 

本物質製造工場の袋詰め工程で働く労働者の調査では、本物質の気中濃度は 8 時間加重平均

値で 0.39 mg/m3であり、尿中の本物質濃度と有意な関連がみられた。しかし、作業開始後の 24

時間で尿中に排泄された本物質の量は吸入による見積もり分よりも 2～3 倍多かったことから、

経皮からも吸収されていたと考えられた。また、尿中の本物質濃度は終業時頃に最も高く、職

場を離れると低下して、翌日の始業時にはほとんど排泄されていた 4) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 5) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 3,250 µL/kg 
マウス 経口 LD50 1,030 mg/kg 
ラット 吸入 LCLo 5,600 mg/m3 (4hr) 
ウサギ 経皮 LD50 2,520 µL /kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、皮膚、気道を重度に刺激する。皮膚に影響を与え、色素消失を生じることが

ある。吸入すると咳や咽頭痛を生じ、経口摂取すると吐き気や嘔吐、皮膚に付いたり眼に入

ると発赤や痛みを生じる 6) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）用量設定のため、Sprague-Dawleyラット雌雄各5匹を1群として0、250、500、1,000 mg/kg/day

を 2 週間強制経口投与した予備試験では、1,000 mg/kg/day 群で雄 1 匹、雌 2 匹が死亡し、

体重増加の抑制、呼吸困難症状を伴う異常呼吸音が 3 匹の雌にみられた。異常呼吸音は 500 
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mg/kg/day 群でも雌雄各 3 匹、250 mg/kg/day 群でも雌 1 匹にみられた 7) 。 

 そこで、Sprague-Dawley ラット雌雄各 13 匹を 1 群とし、0、20、60、200 mg/kg/day を交

尾前 14 日から雄は 6 週間、雌は分娩後の哺育 3 日まで強制経口投与した結果、200 mg/kg/day

群の雌 1 匹が死亡したが、投与ミスによるものと考えられた。また、200 mg/kg/day 群の雌

4 匹で呼吸雑音がみられたが、これは大量に投与した本物質の刺激性によるものと思われた。

雄の 200 mg/kg/day 群で赤血球数の有意な減少と白血球数の有意な増加を認め、60 

mg/kg/day 以上の群で血漿のアルブミンの減少、200 mg/kg/day 群で血漿の総タンパク及び

カリウムの減少、無機リンの増加が有意であったが、これらの変化は正常範囲内あるいは

軽微なものであり、肝臓や腎臓、胸腺等の器官・組織に毒性学的な変化はなかった 7) 。こ

の結果から、NOAEL を 200 mg/kg/day とする。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 28 匹（仔世代は 24 匹）を 1 群とし、0、0.08、0.25、0.75％

の濃度で餌に添加して交尾前 10 週から授乳期の終わりまで投与（0、70、200、600 mg/kg/day）

した 2 世代試験では、親世代（F0）の 0.25％以上の群の雌雄で体重増加の抑制、雌で副腎

及び卵巣重量の減少、0.75％群の雄で肝臓及び腎臓重量の増加、雌で下垂体重量の減少、膣

上皮の萎縮の発生率増加に有意差を認めた。仔世代（F1）では、0.25％以上の群の雄及び

0.75％群の雌で体重増加の抑制、0.25％以上の群の雌で副腎及び脳重量の減少、肝臓重量の

増加、0.75％群の雌で腎臓、卵巣、子宮等の重量の減少に有意差を認め、0.75％群の雌雄で

脾臓重量の減少もみられた。膣上皮の萎縮は 0.75％群の雌の 14/24 匹にみられ、その程度

は F1の方が重度であった 8) 。この結果から、NOAEL を 0.08％（70 mg/kg/day）とする。 

ウ）Fischer 344 ラット雄 15 匹を 1 群とし、0、1.5％の濃度で餌に添加して 51 週間投与した結

果、1.5％群で体重増加の有意な抑制、肝臓相対重量の有意な減少、腎臓相対重量の有意な

増加を認め、前胃で過形成の発生率が有意に高かった 9) 。 

エ）Syrian golden ハムスター雄 15 匹を 1 群とし、0、1.5％の濃度で餌に添加して 20 週間投与

した結果、体重や肝臓の相対重量に影響はなかったが、1.5％群の前胃で過形成の発生率に

有意な増加を認め、軽度、中程度、重度のいずれの区分でも有意に増加した。1.5％群の前

胃では乳頭腫状病変の発生率も有意に高く、細胞増殖活性を示す指標であるチミジン取り

込みの標識率も有意に高かったが、腺胃（幽門部）では有意な変化ではなかった。また、

膀胱上皮細胞には影響がなかった 10) 。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 13 匹を 1 群とし、0、20、60、200 mg/kg/day を交尾前 14

日から雄は 6 週間、雌は分娩後の哺育 3 日まで強制経口投与した結果、受胎率や性周期、

黄体数、着床率、出生率、性比、4 日生存率等に影響はなかった 7) 。この結果から、親及

び仔で NOAEL を 200 mg/kg/day 以上とする。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 28 匹（仔世代は 24 匹）を 1 群とし、0、0.08、0.25、0.75％

の濃度で餌に添加して投与（0、70、200、600 mg/kg/day）した 2 世代試験では、F0の 0.25％

以上の群の雌で卵巣重量の有意な減少、0.75％群で発情前期の雌が有意に多く、発情後期の

雌が有意に少なかった。0.75％群の雌で原始卵胞の増加と発育卵胞の減少、着床数、出生仔

数、同腹仔の数や体重、仔の生存率の低下がみられ、0.25％群の仔でも体重は低かった。
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F1 では 0.75％群での原始卵胞の増加と発育卵胞の減少はより顕著となり、着床数及び出生

仔数の減少もより明らかとなったが、生存率に影響はなかった。F0及び F1の雄で精子の運

動性や数、形態に影響はなかった 8) 。この結果から、NOAEL を 0.08％（70 mg/kg/day）と

する。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）1974 年に色素脱失の報告例が 2 桁に達したため、本物質の製造を止めて実施したオース

トラリアの工場の調査では、本物質に曝露されたことのある労働者 198 人中 54 人に白斑が

認められ、衣服で覆われた部位にも多くみられたことから、体内に吸収された本物質によ

る全身性の影響であり、皮膚接触によるものではないと考えられた。また、影響の有無で

労働者を比較すると、白斑の発生やその程度は曝露の期間や程度と関連して増加した。臨

床所見や尿、血液、免疫系に影響はなく、白斑を認めた 20 人に実施したパッチテストでも

全員が陰性であったが、6/54 人で肝機能障害（GOT 上昇、生検で肝細胞の脂肪化、線維化、

壊死等）がみられた。1 年後の再調査でも、35 人中 16 人に色素脱失がみられた 11) 。 

イ）ドイツの化学工場の調査では、本物質を取り扱う 23 人の労働者に数ヶ月～2 年間の曝露

で主に曝露部位の手及び腕の皮膚で色素脱失がみられた。しかし、何人かの労働者では衣

服で覆われた左右対称の部位にも色素脱失がみられたことから、経口摂取又は吸入による

可能性も示唆されたが、その他の異常（特に肝臓や甲状腺）はみられなかった 12) 。 

ウ）本物質を取り扱うわが国の製薬工場で発生した白斑の事例では、製造工程の専従作業員 7

人中 3 人、補助作業員（専従の 1/2 の作業）3 人中 2 人、臨時作業員（専従の 1/5 の作業）

11 人中 0 人に白斑の発生がみられた。このうち、症例 2 人の背部正常皮膚に本物質 3％及

び 6％のエタノール溶液を隔日塗布して閉鎖パッチテストを行ったところ、いずれも約 2

週間後に白斑が発生し、その後約 1 ヶ月で自然消失した。白斑は露出部だけでなく、被覆

部にも発生したが、これは肺から吸収された本物質が遠位皮膚に到達して白斑を起こすも

のと考えられた。また、白斑は発汗部に顕著であるが、これは吸収された本物質が汗とと

もに皮膚に出てきたためかもしれない 13) 。 

エ）1974～1975 年に実施した北米接触皮膚炎グループの標準パッチテストでは、検査した

1,900 人のうち 1.9％が本物質に対する陽性反応を示した。1975～1976 年にはすべてのアレ

ルゲンの検査を全員に実施しなかったが、検査した 900～2,000 人の 1.1％が本物質の陽性反

応を示した 14) 。 

オ）過去 2 年間に本物質が原因の白斑を複数例認めたスペインの 2 工場の調査では、合計で 9

人に白斑がみられ、スペイン接触皮膚炎研究グループの標準パッチテストでは、検査を実

施した 8 人全員が陰性反応であった。本物質のパッチテストでは 8 人全員が陽性反応であ

ったが、Derfesa 工場の労働者では 8～15 日後に色素脱失反応がみられ、Givaudan 工場の労

働者では 48 時間及び 96 時間後にアレルギー反応がみられた。なお、肝機能検査では 8 人

全員に異常はなかった 15) 。 

カ）作業時に息切れするという既往歴のあった化学工場の労働者に対して、本物質による気

管支誘発試験を行ったところ、2 相性喘息反応を誘発した報告 16) があった。 
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（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 17, 18) 、

大腸菌 17, 18) 、酵母 17) 、マウスリンパ腫細胞（L5178Y）19) で遺伝子突然変異を誘発しなか

った。S9 無添加のラット肝細胞（RL4）で染色体異常を誘発しなかったが 17) 、チャイニー

ズハムスター肺細胞（CHL）で染色体異常を誘発した 20) 。 

in vivo 試験系では、腹腔内投与したマウスの骨髄細胞で小核を誘発しなかった 21) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雄 15 匹を 1 群とし、0、1.5％の濃度で餌に添加して 51 週間投与した結

果、1.5％群の前胃で 1/15 匹に乳頭腫を認めたが、腺胃に腫瘍の発生はなかった。しかし、

雄 20 匹を 1 群として発がん物質の N-メチル-N’-ニトロ-N-ニトロソグアニジン 150 mg/kg を

単回強制経口投与し、その 1 週間後から 0、1.5％の濃度で餌に添加して 51 週間投与した結

果、1.5％群の前胃で 20/20 匹に過形成、19/20 匹に乳頭腫、8/20 匹に上皮内癌、15/20 匹に

扁平上皮癌、腺胃（底部）で 1/20 匹に腺癌の発生を認めた 9) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、
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発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性イ）のラットの試験から得られた NOAEL 70 mg/kg/day

（体重増加の抑制、副腎・卵巣重量の減少、肝臓重量の増加）を試験期間が短いことから 10

で除した 7 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定す

る。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

7 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.0004 µg/kg/day 

未満程度 
0.0044 µg/kg/day 程度 160,000 

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.0004 

µg/kg/day 未満程度、予測最大曝露量は 0.0044 µg/kg/day 程度であった。無毒性量等 7 mg/kg/day

と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた

MOE（Margin of Exposure）は 160,000 となる。また、公共用水域・淡水と食物のデータとし

て過去の報告（2003 年）のあった最大値から算定した経口摂取量 0.068 µg/kg/day 程度から、

参考として MOE を算出すると 10,000 となる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － － 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、曝露濃度も把握されていないため、健康

リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等に換算する

と 23 mg/m3 となるが、参考としてこれと過去のデータとして報告（2001 年）のあった一般環

境大気中濃度の最大値 0.00057 µg/m3程度から、動物実験結果より設定された知見であるため

に 10 で除して算出した MOE は 4,000,000 となる。また、化管法に基づく平成 24 年度の大気

への届出排出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は

0.019 µg/m3 であったが、参考としてこれから算出した MOE は 120,000 となる。このため、本

物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集

等を行う必要性は低いと考えられる。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなっ

た。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 

／和名 

エンドポイント

／影響内容 

（試験条件等）

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の 

可能性 
文献 No.

藻 類  ○ 320 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC 

GRO (RATE)
3 B B 6)-1 

 
 

 2,900 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC10   
GRO (RATE)

3 B C 6)-1 

 
 ○ 9,530 

Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC 

GRO (RATE)
3 B B 3) 

 ○  14,000 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50   
GRO (RATE)

3 B B 6)-1 

 ○  36,300 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50 

GRO (RATE)
3 B B 3) 

甲殻類 
 
○ 31.6 Tigriopus japonicus 

シオダマリ 

ミジンコ 

MATC  REP
(F1世代) 

～F1世代 C C 1)-104287

 
 
○ >100 Tigriopus japonicus 

シオダマリ 

ミジンコ 
NOEC  REP 14 B C 1)-104287

 
 
○ 730 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 2) 

 ○  1,900 
Crangon 
septemspinosa エビジャコ属 LC50

*1  MOR 4 C C 1)-5810

 ○  3,900 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 1)-846 

 ○  4,800 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 6)-2 

 ○  6,700 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 2) 

 ○  22,000 Tigriopus japonicus 
シオダマリ 

ミジンコ 
LC50   MOR 4 B B 1)-111315

魚 類 ○  5,100 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 B B 2) 

 ○  5,140 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー 
LC50   MOR 4 A A 1)-10954

 ○  5,150 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー 
LC50   MOR 4 A A 1)-12447

 ○  6,900 Cyprinus carpio コイ LC50   MOR 4 D C 1)-90032

その他 ○  10,200 Rana japonica 
ニホンアカ 
ガエル 

LC50   MOR 1 B B 4)-2011025
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生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 

／和名 

エンドポイント

／影響内容 

（試験条件等）

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の 

可能性 
文献 No.

 
○  13,900 Rana japonica 

ニホンアカ 
ガエル 

LC50   MOR 1 B B 4)-2014008

 
○  18,300 

Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ

属 
IGC50   POP 2 B B 4)-2014009

 
○  18,370 

Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ

属 
IGC50   POP 60 時間 B B 1)-10903

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC10（10% Effective Concentration）：10%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 

IGC50 (Median Inhibitory Growth Concentration)：半数生長（増殖）濃度、 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度、 

MATC (Maximum Acceptable Toxicant Concentration)：最大許容濃度 (LOEC と NOEC の幾何平均値） 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

POP (Population Change)：個体群の変化（増殖）、REP(Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 文献中の表記は LT (Lethal Threshold)  

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

OECD テストガイドライン No. 201 に準拠して、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 

Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験が実施された 6)-1。試験は閉鎖系（プラスチック蓋あ

り）で行われた。設定試験濃度は、0（対照区、助剤対照区）、0.32、0.56、1.0、1.8、3.2、5.6、

10、18 mg/L（公比約 1.8）であった。試験溶液の調製にはアセトン 0.1 mL/L が用いられた。速

度法による 72時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 14,000 µg/L、72時間無影響濃度 

(NOEC) は設定濃度に基づき 320 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

Kühn ら 1)-846はドイツ工業規格の試験方法 (DIN 38412, PartII, 1982) に準拠し、オオミジンコ

Daphnia magna の急性遊泳阻害試験を行った。試験は止水式で行われた。設定試験濃度区は、

対照区及び 5～6 濃度区以上（公比 1.4）であり、0%影響濃度 (EC0) と 100%影響濃度 (EC100)

の間に 3～4 濃度区、半数影響濃度 (EC50) の上下に 1 濃度区以上が設けられた。試験用水の硬

度は、約 240 mg/L (CaCO3換算) であった。遊泳阻害に関する 48 時間半数影響濃度 (EC50) は、

設定濃度に基づき 3,900 µg/L であった。 

また、環境庁 2)はオオミジンコ Daphnia magna の繁殖試験を、GLP に従って実施した。試験
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は半止水式 (2 日毎換水) で行われ、設定試験濃度は、0（対照区、助剤対照区）、0.073、0.23、

0.73、2.3、7.3 mg/L（公比 3.2）であった。試験用水には硬度 240 mg/L (CaCO3換算) の人工調製

水が用いられた。助剤には、ジメチルスルホキシド (DMSO) 及び界面活性作用のある硬化ひま

し油 (HCO-40) が 9 対 1 の割合で用いられ、それぞれの濃度は、6.57 mg/L 以下及び 0.73 mg/L

以下であった。繁殖阻害（累積産仔率）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、設定濃度に

基づき 730 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

環境庁 2)はメダカ Oryzias latipes の急性毒性試験を、GLP に従って実施した。試験は半止水式 

(24 時間毎換水) で行われ、設定試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、2.0、3.0、4.5、6.8、10 

mg/L（公比 1.5）であった。試験用水には硬度 240 mg/L (CaCO3換算) の人工調製水が用いられ

た。助剤には、ジメチルスルホキシド  (DMSO) 及び界面活性作用のある硬化ひまし油 

(HCO-40) が 4 対 1 の割合で用いられ、それぞれの濃度は、80 mg/L 以下及び 20 mg/L 以下であ

った。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 5,100 µg/L であった。 

 

4） その他生物 

Wangら 4)-2011025は、ニホンアカガエルRana japonicaの幼生を用いて急性毒性試験を実施した。

試験は半止水式 (6 時間毎換水) で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 6 濃度区（無影響濃度

及び 100%死亡濃度を含むように設定）であった。試験用水は曝気して用いられた。24 時間半

数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 10,200 µg/L であった。 
 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 14,000 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 3,900 µg/L

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50  5,100 µg/L

その他 Rana japonica 24 時間 LC50 10,200 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼で

きる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、その他生物を除いた最も小さい値（甲殻類の 3,900 µg/L）をアセスメ

ント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 39 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 320 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 730 µg/L

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 
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 これらの毒性値のうち小さい方（藻類の 320 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することに

より、慢性毒性値に基づく PNEC 値 3.2 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、藻類の慢性毒性値から得られた 3.2 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.3 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.01 µg/L未満程度 (2004) 0.11 µg/L程度 (2004) 
3.2 

µg/L 

0.03 

公共用水域・海水 0.01 µg/L未満程度 (2004) 0.01 µg/L未満程度 (2004) <0.003 

注：1) 環境中濃度での (  ) 内の数値は測定年度を示す 
2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに0.01 µg/L未満

程度であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、淡水域で 0.11 

µg/L 程度であり、海域では 0.01 µg/L 未満程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で 0.03、海水域では 0.003

未満となるため、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：o-アミノフェノール 

（別の呼称：2-アミノフェノール） 

CAS 番号： 95-55-6 
化審法官報公示整理番号：3-675（アミノフェノール） 
化管法政令番号：  
RTECS 番号：SJ4950000  

分子式 ：C6H7NO 

分子量： 109.13 
換算係数：1 ppm = 4.46 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

OH

NH2  
 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は白色針状晶である1)。 

融点 173.5℃ 2)、170～174℃ 3) , 4)、179℃ 5)、174℃ 5) 

沸点 267℃ (760 mmHg) 2)、昇華5) 

密度 1.328 g/cm3 (25℃) 2) 

蒸気圧 
5.01×10-4 mmHg (=0.067 Pa) (25℃、MPBVPWIN 6)

により計算) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 0.62 4) , 7)、0.52～0.62 5) 

解離定数（pKa） pKa1=4.78 (20℃) 2)、pKa2=9.97 (20℃) 2)、4.84 4)  

水溶性（水溶解度） 1.92×104 mg/1,000g (20℃) 2)、2×104 mg/L (20℃) 4) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解 

分解率： BOD 18～27 % 

（試験期間：14 日、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L、OECD TG 

301C）8) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 74×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN9) により計算） 

［1］ o-アミノフェノール           
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半減期： 0.87～8.7 時間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 10) と仮定

し計算） 

加水分解性 

  加水分解性の基を持たない11) 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF)：3.2（BCFBAF12) により計算） 

     

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：92（KOCWIN13) により計算）  

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

アミノフェノールの化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推

移を表 1.1 に示す14),15),16)。 

 

表 1.1 アミノフェノールの製造・輸入数量の推移 
平成(年度) 22 23 24 

製造・輸入数量(t)  1,000 1,000 1,000 未満 

注：製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によるアミノフェノールとしての製造（出

荷）及び輸入量を表 1.2 に示す17),18)。 

  

表 1.2 アミノフェノールの製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び輸入量 a) －b) 1,000～10,000 t/年未満 100～1,000 t/年未満 

注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入を 
した者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

b) 公表されていない。 

 

本物質の平成 15 年から平成 24 年における生産量は、100 t/年（推定値）19)とされている。 

② 用 途 

本物質の主な用途は、染料中間体（アゾ系媒染染料）、写真薬とされている20)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

アミノフェノール類は、生態影響の観点から水環境保全に向けた取組のための要調査項目に

選定されている。 
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２．曝露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データをも

とに基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における化学物質の曝露

を評価することとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則とし

て最大濃度により評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）の第一種指定化学物質ではないため、排出

量及び移動量は得られなかった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model1)により媒

体別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大 気 水 域 土 壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 0.0 0.0 0.0 0.0 

水 域 10 99.3 9.1 14.9 

土 壌 89.9 0.0 90.9 85 

底 質 0.1 0.7 0.1 0.1 

注：環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に示す。 
 

表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

                      

公共用水域・淡水 µg/L 0.0066 0.0092 <0.0023 0.020 0.0023 4/5 全国 2009 2) 

           

公共用水域・海水 µg/L 0.0048 0.0078 <0.0023 0.021 0.0023 4/6 全国 2009 2) 

           

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0/1 大阪府 1986 3) 

           

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0/8 愛知県、 
岡山県、 
福岡県 

1986 3) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

注：a) 最大値又は平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

（4）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.3 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では概ね 0.020 µg/L、同海水域では 0.021 µg/L 程度となった。 

 
表 2.3 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

概ね 0.0066 µg/L (2009) 
 

0.0048 µg/L 程度 (2009) 

概ね 0.020 µg/L (2009) 
 

0.021 µg/L 程度 (2009) 
注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 3.1 のとおりとなっ

た。 

 
表 3.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 
／和名 

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

藻 類  ○ 1.8 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC 
GRO(RATE) 

3 A A 2) 

 ○  150 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50 

GRO(RATE) 
3 A A 2) 

甲殻類 ○  570 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 2) 

魚 類 
 

 33 Danio rerio 
ゼブラフィッ

シュ（胚） 
LC50   MOR 3 C C 1)-79403

 ○  670 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 A A 2) 

その他   － － － － － － － － 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration) : 半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration) : 半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration) : 無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth) : 生長（植物）、IMM (Immobilization) : 遊泳阻害、MOR (Mortality) : 死亡、 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

環境省 2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」 (2011) 

及び OECD ガイダンス文書 No. 23 (2000) に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata の生

－398－



     1 o-アミノフェノール  

 

  

長阻害試験を GLP 試験として実施した。設定試験濃度は、0（対照区）、0.011、0.030、0.087、

0.25、0.70、2.0 mg/L（公比 2.8）であった。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び終了時にお

いて、それぞれ設定濃度の 89.1～104%及び 1.15～9.96%であった。毒性値の算出には実測濃度

(0、24、48、72 時間後の幾何平均値)が用いられた。速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) 

は 150 µg/L、72 時間無影響濃度 (NOEC) は 1.8 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

環境省 2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」 (2011) 

及び OECDガイダンス文書 No. 23 (2000) に準拠し、オオミジンコ Daphnia magnaの急性遊泳阻

害試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (24 時間後換水) で行われた。設定試験濃

度は、0（対照区）、0.32、0.56、1.0、1.8、3.2 mg/L（公比 1.8）であった。試験用水には硬度

230～240 mg/L (CaCO3 換算) の Elendt M4 培地が用いられた。被験物質の実測濃度は、24 時間

後の換水前及び試験終了時において、設定濃度の 9.91～24.0%に減少した。48 時間半数影響濃

度 (EC50) は、実測濃度（時間加重平均値）に基づき 570 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

環境省 2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」(2011)

及び OECD ガイダンス文書 No. 23 (2000) に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急性毒性試験を

GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (24 時間毎換水) で行われた。設定試験濃度は、0

（対照区）、0.71、1.3、1.7、2.2、4.0 mg/L（公比 1.8）であった。試験用水には硬度 41～47 mg/L 

(CaCO3換算) の脱塩素水道水が用いられた。被検物質の実測濃度は、24、48、72時間後の換水

前及び試験終了時において、設定濃度の 46.5～91.8%に減少した。96 時間半数致死濃度 (LC50) 

は、実測濃度（時間加重平均値）に基づき 670 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 150 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 570 µg/L 

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50  670 µg/L  

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得られ

たため］ 

 これらの毒性値のうち、最も小さい値（藻類の 150 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 1.5 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 1.8 µg/L 
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アセスメント係数： 100［1 生物群（藻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 得られた毒性値（藻類の 1.8 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、慢性毒性値

に基づく PNEC 値 0.018 µg/L が得られた。 

  

本物質の PNEC としては、藻類の慢性毒性値から得られた 0.018 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 3.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 概ね 0.0066 µg/L (2009) 概ね 0.020 µg/L (2009) 
0.018 

µg/L 

1.1 

公共用水域・海水 0.0048 µg/L程度 (2009) 0.021 µg/L程度 (2009) 1.2 

注：1) 環境中濃度での (  ) 内の数値は測定年度を示す 
2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域で概ね 0.0066 µg/L、海水域で

は 0.0048 µg/L 程度であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、淡

水域で概ね 0.020 µg/L であり、海水域では 0.021 µg/L 程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で 1.1、海水域では 1.2 と

なるため、詳細な評価を行う候補であると考えられる。 

 

 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 

－400－



     1 o-アミノフェノール  

 

  

４．引用文献等 

（1）物質に関する基本的事項 

1) 大木道則ら(1989)：化学大辞典 東京化学同人：84. 

2) Haynes.W.M.ed. (2013) : CRC Handbook of Chemistry and Physics on DVD, (Version 2013), 

CRC Press. 

3) O'Neil, M.J. ed. (2013) : The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and 

Biologicals. 15th Edition, The Royal Society of Chemistry. 

4) Howard, P.H., and Meylan, W.M. ed. (1997) : Handbook of Physical Properties of Organic 

Chemicals, Boca Raton, New York, London, Tokyo, CRC Lewis Publishers: 124. 

5) Verschueren, K. ed. (2009) : Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals, 5th 

Edition, New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto, John Wiley & Sons, 

Inc. (CD-ROM). 

6) U.S. Environmental Protection Agency, MPBVPWIN™ v.1.43. 

7) Hansch, C. et al. (1995) : Exploring QSAR Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants, 

Washington DC, ACS Professional Reference Book: 20. 

8) European Chemicals Bureau (2000) : IUCLID (International Uniform Chemical Information Data 

Base) Data Set. 

9) U.S. Environmental Protection Agency, AOPWIN™ v.1.92. 

10) Howard, P.H., Boethling, R.S., Jarvis, W.F., Meylan, W.M., and Michalenko, E.M. ed. (1991): 

Handbook of Environmental Degradation Rates, Boca Raton, London, New York, Washington 

DC, Lewis Publishers: xiv. 

11) Lyman WJ et al;Handbook of Chemical Property Estimation Methods. Washington, DC: Amer 

Chem Soc pp. 7-4, 7-5, 15-1 to 15-29 (1990) [Hazardous Substances Data Bank 

(http://toxnet.nlm.nih.gov/, 2014.08.12 現在) ]. 

12) U.S. Environmental Protection Agency, BCFBAF™ v.3.01. 

13) U.S. Environmental Protection Agency, KOCWIN™ v.2.00. 

14) 経済産業省 (2012)：一般化学物質等の製造・輸入数量（ 22 年度実績）につい

て,(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/H22jisseki-matom

e-ver2.html, 2012.3.30 現在). 

15) 経済産業省 (2013)：一般化学物質等の製造・輸入数量（23 年度実績）について , 

(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/H23jisseki-matome.h

tml, 2013.3.25 現在). 

16) 経済産業省 (2014)：一般化学物質等の製造・輸入数量（24 年度実績）について , 

(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/H24jisseki-matome.h

tml, 2014.3.7 現在). 

17) 経済産業省(2007)：化学物質の製造・輸入量に関する実態調査（平成 16 年度実績）の確

報値,(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/jittaichousa/kakuhou18.html, 

2007.4.6 現在). 

－401－



     1 o-アミノフェノール  

 

  

18) 経済産業省(2009)：化学物質の製造・輸入量に関する実態調査（平成 19 年度実績）の確

報値,(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/kakuhou19.html, 

2009.12.28 現在). 

19) 化学工業日報社(2005)：14705 の化学商品; 化学工業日報社(2006)：14906 の化学商品；化

学工業日報社(2007)：15107 の化学商品; 化学工業日報社(2008)：15308 の化学商品; 化学

工業日報社(2009)：15509 の化学商品; 化学工業日報社(2010)：15710 の化学商品; 化学工

業日報社(2011)：15911 の化学商品.;化学工業日報社(2012)：16112 の化学商品;化学工業日

報社(2013)：16313 の化学商品;化学工業日報社(2014)：16514 の化学商品. 

20) 化学工業日報社(2014)：16514 の化学商品. 

 

（2）曝露評価 

1) U.S. Environmental Protection Agency, EPI Suite™v.4.11 

2) 環境省環境保健部環境安全課 (2010) : 平成 21 年度化学物質環境実態調査. 

3) 環境庁環境保健部保健調査室 (1987) : 昭和 61 年度化学物質環境汚染実態. 

 

（3）生態リスクの初期評価 

 1)  U.S.EPA「ECOTOX」 

79403：Sun, L.W., M.M. Qu, Y.Q. Li, Y.L. Wu, Y.G. Chen, Z.M. Kong, and Z.T. Liu (2004): Toxic 

Effects of Aminophenols on Aquatic Life Using the Zebrafish Embryo Test and the Comet Assay. 

Bull.Environ.Contam.Toxicol. 73(4):628-634.  

2) 環境省(2012)：平成 23 年度 生態影響試験 

 

 

－402－



     2 m-アミノフェノール  

 

本物質は、第 2 次とりまとめにおいて生態リスク初期評価結果が公表されているが、改めて初期評

価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： m-アミノフェノール 
（別の呼称：3-アミノフェノール、3-アミノ-1-ヒドロキシベンゼン、3-ヒドロキシアニリ

ン、MAP） 
CAS 番号：591-27-5 
化審法官報公示整理番号：3-675（アミノフェノール） 
化管法政令番号： 1-24 
RTECS 番号： SJ4900000 

分子式：C6H7NO 

分子量： 109.13 
換算係数：1 ppm = 4.46 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

 
 

（2）物理化学的性状  

本物質は白色結晶である1)。 

融点 122.5℃ 2)、122～123℃3) , 4) 、122℃ 5) 、123℃ 5) 

沸点 164℃ (11 mmHg) 2) , 5) 

比重 1.195 g/cm3 6) 

蒸気圧 1.86×10-3mmHg (=0.248Pa) (計算値)7) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 0.21 (pH=5.6) 8)、0.21 4)、0.15 5)、0.17 5) 

解離定数（pKa） pKa1=4.37 (20℃) 2)、pKa2=9.82 (20℃) 2)、4.37 (20℃) 4)

水溶性（水溶解度） 
2.56×104 mg/1,000 g (20℃) 2)、 
2.70×104 mg/L (20℃) 4)、2.6×104 mg/L 5)、 
2.5×104 mg/L (20℃) 9) 

［2］m-アミノフェノール  
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（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 

分解率：BOD 0%、TOC 12.1%、UV-VIS 12.6% 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）10) 

 

化学分解性  

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：200×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 11)  により計算） 

半減期：0.32～3.2 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 12) と仮定し

計算） 

加水分解性 
 加水分解性の基を持たない13) 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される化学物質14) ） 

 <4 （試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：1 mg/L）15) 

     <40（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：0.1 mg/L）15) 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：90（KOCWIN16) により計算）  

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す17),18)。 

 

表 1.1 本物質の製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 18 19 20 21 

製造・輸入数量(t)  640  870  831  651  

注：製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

アミノフェノールの化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推

移を表 1.2 に示す19),20),21)。 

 

表 1.2 アミノフェノールの製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 

製造・輸入数量(t)  1,000 1,000 1,000 未満 

注：製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
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「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によるアミノフェノールとしての製造（出

荷）及び輸入量を表 1.3 に示す22) , 23)。 

 

表 1.3 アミノフェノールの製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び輸入量 a) ―b) 1,000～10,000t/年未満 100～1,000 t/年未満 

注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入を 
した者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

b) 公表されていない。 

 

化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 100 t 以上であり24)、

OECD に報告している生産量は、1,000～10,000 t/年未満である。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、染料、医薬品(パスの原料)、感熱色素、農薬、アラミド繊維用原料

とされている25)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：24）に指定されて

いる。 

アミノフェノール類は、生態影響の観点から水環境保全に向けた取組のための要調査項目に

選定されている。 

なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号:903）及び第三種監視化学物質（通し番号:11）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データをも

とに基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における化学物質の曝露

を評価することとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則とし

て最大濃度により評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 24 年度の届

出排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表

2.1 に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 0 180 0.3 0 8 3,776 27 - - - 180 27 207

メタ－アミノフェノール

業種等別排出量(割合) 0 180 0.3 0 8 3,776 27 0 0 0

0 180 0 0 8 3,771 届出 届出外

(100%) (100%) (99.9%) 87% 13%

27

(100%)

0 0 0.3 0 0 5

(100%) (0.1%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

下水道業

プラスチック製品

製造業  
 

本物質の平成 24 年度における環境中への総排出量は約 0.21 t となり、そのうち届出排出量は

約 0.18 t で全体の 87%であった。届出排出量はすべて公共用水域へ排出されるとしている。こ

の他に下水道への移動量が 0.008 t、廃棄物への移動量が約 3.8 t であった。届出排出量の主な排

出源は、化学工業（100%）であった。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

   0     

207     

0.3   

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本

固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4) を用いて予測した。予測

の対象地域は、平成 24 年度に環境中及び公共用水域への排出量が最大であった静岡県（公共用

水域への排出量 0.15 t）及び土壌への排出量が最大であった栃木県（土壌への排出量 0.0003 t、

公共用水域への排出量 0.00005 t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 
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表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 公共用水域 土 壌 

静岡県 静岡県 栃木県 

大 気 0.0 0.0 0.0 

水 域 96.9 96.9 85.3 

土 壌 0.1 0.1 12.0 

底 質 3.0 3.0 2.6 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示

す。 
 

表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

                      

公共用水域・淡水 µg/L <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.007 0/3 山形県、

京都市、 

福岡県 

2006 5) 

           

公共用水域・海水 µg/L <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.007 0/4 千葉県、

愛知県、 

福岡県 

2006 5) 

           

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.03 0/1 大阪府 1986 6) 

           

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.03 0/8 愛知県、

岡山県、 
福岡県 

1986 6) 

           

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

（4）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.5 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域、海水域ともに概ね 0.007 µg/L 未満となった。 

化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベー

ス7)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.014 μg/Lとなっ

た。 
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表 2.5 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

概ね 0.007 µg/L 未満 (2006)
 

概ね 0.007 µg/L 未満 (2006)

概ね 0.007 µg/L 未満 (2006) 
 

概ね 0.007 µg/L 未満 (2006) 
注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 3.1 のとおりとなっ

た。 

 

表 3.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 
／和名 

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容

曝露 
期間[日] 

試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

藻 類  ○ 25,000 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC    
GRO (RATE)

3 A A 3) 

 ○  88,900 
Chlorella 
pyrenoidosa 緑藻類 

EC50   
GRO (RATE)

2 C C 1)-2232

 ○  160,000 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50    
GRO (RATE)

3 A A 3) 

甲殻類  ○ 50 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 2) 

 ○  450 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 2) 

 ○  1,100 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 1)-846 

魚 類   22,340 Danio rerio 
ゼブラフィッ

シュ（胚） 
LC50   MOR 3 C C 1)-79403

 ○  100,000 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 D C 4)-2012117

   >100,000 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 21 A C 2) 

 ○  121,000 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 A A 2) 

その他 ○  940 Rana japonica 
ニホンアカ 
ガエル 

LC50   MOR 1 C C 1)-66778

  ○ 55,000 
Tetrahymena 
thermophila 

テトラヒメナ

属 
NOEC   
GRO (RATE)

2 C C 1)-5314

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 
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NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）又は成長（動物）、 IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、

REP(Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

環境庁 2)は OECD テストガイドライン No. 201 (1984) に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を GLP 試験として実施した。設定

試験濃度は 0（対照区）､6.25、12.5、25、50、100、200 mg/L（公比 2）であった。被験物質の

実測濃度は、試験開始時及び終了時に、それぞれ設定濃度の 93.8～96.5%及び 87.2～93.1%であ

った。速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 160,000 µg/L、72 時間

無影響濃度 (NOEC) は 25,000 µg/L であった 3)。 

 

2） 甲殻類 

環境庁 2)はOECDテストガイドライン No. 202 (1984) に準拠し、オオミジンコDaphnia magna

の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (24 時間後換水) で行われ、

設定試験濃度は 0（対照区）、0.102、0.256、0.640、1.60、4.0、10 mg/L（公比 2.5）であった。

試験用水には、十分曝気した脱塩素水道水（硬度 35.5 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被験

物質の実測濃度は、試験開始時及び 24 時間後の換水前に、設定濃度の 98.0～108%及び 95.2～

103%であった。48 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 450 µg/L であった。 

また、環境庁 2)は OECD テストガイドライン No. 202 (1984) に準拠し、オオミジンコ Daphnia 

magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験は流水式 (10 倍容量換水／日) で行われ、

設定試験濃度は 0（対照区）、0.0250、0.050、0.10、0.20、0.40 mg/L（公比 2.0）であった。試

験用水には、十分曝気した脱塩素水道水（硬度 35.5 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被験物

質の実測濃度は、設定濃度の 74.1～120%であったが、設定濃度の±20％を超えたのは 2 回だけ

だったため、毒性値の算出には設定濃度が用いられた。繁殖阻害（累積産仔数）に関する 21 日

間無影響濃度 (NOEC) は、50 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

環境庁 2)は OECD テストガイドライン No. 203 (1992) に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急性

毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (48 時間後換水) で行われ、設定試験濃

度は 0（対照区）、59.3、88.9、133、200、300 mg/L（公比 1.5）であった。試験用水には、十分

曝気した脱塩素水道水（硬度 35.5 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、

試験開始時及び 48時間後の換水前に、それぞれ設定濃度の 85.6～95.9%及び 94.4～99.7%であっ

た。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 121,000 µg/L であった。 
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（2）予測無影響濃度(PNEC)の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 160,000 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 450 µg/L

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 121,000 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 450 µg/L）をアセスメント係数 100 で除す

ることにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 4.5 µg/L が得られた。 
 
 

慢性毒性値 

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 72時間NOEC（生長阻害） 25,000 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 50 µg/L

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類、甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、小さい方（甲殻類の 50 µg/L）をアセスメント係数 100 で除すること

により、慢性毒性値に基づく PNEC 値 0.5 µg/L が得られた。 
 

本物質の PNEC としては甲殻類の慢性毒性値から得られた 0.5 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 3.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 
概ね 0.007 µg/L 未満 

(2006) 
概ね 0.007 µg/L 未満 

(2006) 
0.5 

µg/L 

<0.01 

公共用水域・海水 
概ね 0.007 µg/L 未満 

(2006) 
概ね 0.007 µg/L 未満 

(2006) <0.01 

注：1) 水質中濃度の（  ）内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 
 

 

 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域、海水域ともに概ね 0.007 µg/L

未満であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) 

も、淡水域、海水域ともに平均濃度と同様に、概ね 0.007 µg/L 未満であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.01 未満

となる。また、化管法に基づく届出排出量を用いて希釈のみを考慮して推定した河川中濃度は

最大で 0.014 μg/L であり、PNEC との比は 0.1 よりも小さな値となる。 

したがって、現時点では作業の必要はないと考えられる。 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： トリエチレンテトラミン 
（別の呼称：N,N’-ビス(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン、3,6-ジアザオクタン-1,8-

ジイルジアミン） 
CAS 番号： 112-24-3 
化審法官報公示整理番号：2-163 
化管法政令番号：1-278  
RTECS 番号： YE6650000 

分子式 ：C6H18N4 

分子量： 146.23 
換算係数：1 ppm = 5.98 mg/m3 (気体、25℃) 

構造式：  

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で無色透明ないし黄色の液体である1)。 

融点 12℃ 2) , 3) 

沸点 266.5℃ (760mmHg) 2)、266～267℃3) 

密度 1.4971 g/cm3 (20℃) 2) 

蒸気圧 9.8×10-3 mmHg (=1.3 Pa ) (20℃) 4) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) -2.65 (KOWWIN 5) により計算) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 8.269×105 mg/L (4.5℃) 6) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解 

分解率： BOD 0%、TOC (－)*%、吸光光度計 (－)*% 

（備考：*分解度が負の値になったため（－）と表記した。）7) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 230×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN8)  により計算） 

半減期：0.28～2.8 時間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 9) と仮

定し計算）  

 

［3］トリエチレンテトラミン            
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加水分解性 

加水分解しない4) 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される化学物質10) ） 

<0.5（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：2 mg/L）11) 

    <5.0（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：0.2 mg/L）11) 

  

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：77（KOCWIN12)  により計算） 

 
 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す13),14),15),16)。 

 
表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21 22 23 24 

製造・輸入数量(t) a) 5,583 b) 8,000 c) 8,000 c) 7,000 c) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含まない値を示す。 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す17),18),19)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び輸入量 a) 
1,000～10,000 t 

/年未満 
1,000～10,000 t 

/年未満 
1,000～10,000 t 

/年未満 
注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入を 

した者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 100 t 以上で

ある20)。また、OECD に報告している本物質の生産量は、1,000～10,000 t/年未満、輸入量は

1,000 t/年未満である。 

 

② 用 途 

本物質は、他の化学物質の原料として使われ、紙が湿った際に強度をもたせる湿潤強化剤

の原料や、潤滑油添加剤、キレート剤や界面活性剤などの原料としても使われている1)。 

また、エポキシ樹脂の硬化剤としても用いられ、水道に使用する管類やバルブ類などの内

側に使用するエポキシ樹脂塗料の硬化剤として使われている1)。 
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（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：278）に指定されて

いる。 

本物質は有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されているほか、水道水質基

準の要検討項目に位置づけられている。 

なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号:982）に指定されていたほか、水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定され

ていたが、平成 26 年 3 月改訂の要調査項目リストから除外された。 
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２．曝露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データをも

とに基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における化学物質の曝露

を評価することとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則とし

て最大濃度により評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 24 年度の届出

排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 582 4,213 0 0 0 13,197 132 - - - 4,795 132 4,927

トリエチレンテトラミン

業種等別排出量(割合) 582 4,213 0 0 0 13,197 132 0 0 0

34 4,210 0 0 0 2,765 132 届出 届出外

(5.8%) (99.9%) (21.0%) (100%) 97% 3%

278 0 0 0 0 2,902

(47.8%) (22.0%)

270 0 0 0 0 7,200

(46.4%) (54.6%)

0 3 0 0 0 0

(0.06%)

0 0 0 0 0 330

(2.5%)

総排出量の構成比(%)

化学工業

船舶製造・修理業、

舶用機関製造業

電気機械器具製造業

窯業・土石製品

製造業

ゴム製品製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 
 

本物質の平成 24 年度における環境中への総排出量は約 4.9 t となり、そのうち届出排出量は

約 4.8 t で全体の 97%であった。届出排出量のうち約 0.58 t が大気、約 4.2 t が公共用水域へ排出

されるとしており、公共用水域への排出量が多い。この他に廃棄物への移動量が約 13 t であっ

た。届出排出量の主な排出源は、大気への排出量が多い業種は船舶製造・修理業、舶用機関製

造業（48%）、電気機械器具製造業（46%）であり、公共用水域への排出量が多い業種は化学工

業（99%超）であった。 

表 2.1 に示したように PRTR データでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒 体 推定排出量(kg) 

大 気 

水 域 

土 壌 

     598 

    4,328 

       0 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本
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固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4) を用いて予測した。予測

の対象地域は、平成 24 年度に環境中及び公共用水域への排出量が最大であった山口県（大気へ

の排出量 0.0083 t、公共用水域への排出量 4.1 t）及び大気への排出量が最大であった宮城県（大

気への排出量 0.27 t、公共用水域への排出量 0.0009 t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

山口県 宮城県 山口県 

大 気 0.0 0.0 0.0 

水 域 97.3 96.8 97.3 

土 壌 0.2 0.4 0.2 

底 質 2.6 2.7 2.6 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の水質及び底質中の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が

確認された調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4

に示す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献 
平均値 a) 平均値 下限値

                      

公共用水域・淡水   µg/L <0.6 <0.6 <0.4 <0.6 0.4～0.6 0/46 全国 2012 5) 

           

公共用水域・海水   µg/L <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 0.6 0/1 長崎県 2012 5) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g          

                      

底質(公共用水域・海水) µg/g          

           

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

（4）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.5 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.6 µg/L 未満程度、海水域では 0.6 µg/L 未満の報告があった。 

化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベース
6) の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 1.4 μg/L となった。 
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表 2.5 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

0.6 µg/L 未満程度 (2012) 
 
0.6 µg/L 未満の報告がある (2012)

0.6 µg/L 未満程度 (2012) 
 
0.6 µg/L 未満の報告がある (2012) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 3.1 のとおりとなっ

た。 

 
表 3.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 
／和名 

エンドポイント

／影響内容 
（試験条件等）

曝露 
期間[日] 

試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

藻 類 
 
○ 468 Pseudokirchneriella 

subcapitata 
緑藻類 

NOEC    

GRO (RATE)
3 A A 2) 

 
 

 950 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC10     

GRO (RATE)
3 E C 3)-1 

 
 
○ <2,500 

Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 NOEC  GRO 3 E C 3)-2 

 ○  3,700 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50    

GRO (AUG) 
4 B B 1)-13269

 ○  20,000 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50   GRO 3 E C 3)-2 

 ○  27,400 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50    

GRO (RATE)
3 A A 2) 

 ○  ≧100,000 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC50     

GRO (RATE)
3 E C 3)-1 

甲殻類 
 

 1,000 Daphnia magna オオミジンコ NOEC   IMM 21 E C 3)-1 

 
 
○ 2,860 Daphnia magna オオミジンコ NOEC   REP 21 A A 2) 

 ○  31,100 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 E C 3)-3 

 ○  33,900 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 1)-13269

 ○  37,400 Daphnia magna オオミジンコ
EC50   IMM
(pH調整なし)

2 B B 2) 

 ○  43,100 Daphnia magna オオミジンコ
EC50   IMM
(pH調整あり)

2 A A 2) 

魚 類 ○  >110,000*1 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 B B 2) 

 ○  570,000 Poecilia reticulata グッピー LC50  MOR 4 E C 3)-4 

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 
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毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC0 (0%Effective Concentration)：0%影響濃度、EC10 (10%Effective Concentration)：10%影響濃度、 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

REP(Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

AUG (Area Under Growth Curve)：生長曲線下の面積により求める方法（面積法） 

 

*1 限度試験（毒性値を求めるのではなく、定められた濃度において毒性の有無を調べる試験）より得られた値 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻類 

Van Wijk ら 1)-13269は、欧州 EEC の試験方法 (1988) 又は OECD の試験方法を一部改変したも

のに準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻

害試験を実施した。設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区であった。面積法による 96 時間半数

影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 3,700 µg/L であった。 

また、環境省 2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」 

(2012) に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata の生長阻害試験を、GLP 試験として実

施した。設定試験濃度は、0（対照区）、0.50、1.1、2.3、5.0、11、23、50 mg/L（公比 2.2）であ

った。試験培地には、OECD 培地（硬度約 24 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被験物質の実

測濃度は、試験を通して設定濃度の 72～103%であり、毒性値の算出には実測濃度（時間加重平

均値）が用いられた。72 時間無影響濃度 (NOEC) は 468 µg/L とされた。 

 

2） 甲殻類 

Van Wijk ら 1)-13269は、欧州 EEC の試験方法 (EEC Directive 79/831, Annex V, Part C、1989 改定

版) 又は OECD のテストガイドラインに準拠し、オオミジンコ Daphnia magna の急性遊泳阻害

試験を実施した。試験は止水式で行なわれ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区であった。

試験用水にはオランダ標準水（硬度 約 104 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。48 時間半数影

響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 33,900 µg/L であった。 

また、環境省 2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」 

(2012) に準拠し、オオミジンコ Daphnia magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。設定試

験濃度は、0（対照区）、0.12、0.33、0.91、2.6、7.1、20 mg/L（公比 2.8）であった。試験用水に

は、Elendt M4 培地（硬度 244 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験
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を通して設定濃度の 91～119%であり、毒性値の算出には時間加重平均値が用いられた。繁殖阻

害（累積産仔数）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、2,860 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

環境省 2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」(2012)

に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急性毒性試験を、GLP 試験として実施した。試験は半止水式 

(48 時間後換水) で行われ、設定試験濃度は、0（対照区）、100 mg/L（限度試験）であった。

試験用水には脱塩素水道水（硬度 61 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、

試験を通して設定濃度の 97～117%であり、毒性値の算出には実測濃度（時間加重平均値）が用

いられた。被験物質曝露による試験生物の死亡は見られず、96 時間半数致死濃度 (LC50) は、

110,000 µg/L 超とされた。 

 

（2）予測無影響濃度(PNEC)の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 96 時間 EC50（生長阻害）  3,700 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 33,900 µg/L 

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 110,000 µg/L 超

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

 これらの毒性値のうち、最も小さい値（藻類の 3,700 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 37 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 468 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 2,860 µg/L 

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、小さい方（藻類の 468 µg/L）をアセスメント係数 100 で除すること

により、慢性毒性値に基づく PNEC 値 4.6 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、藻類の慢性毒性値から得られた 4.6 µg/L を採用する。 
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（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 3.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.6 µg/L 未満程度 (2012) 0.6 µg/L 未満程度 (2012) 
4.6 

µg/L 

<0.13 

公共用水域・海水 
0.6 µg/L未満の報告がある

 (2012) 
0.6 µg/L未満の報告がある

 (2012) <0.13 

注：1) 環境中濃度での (  ) 内の数値は測定年度を示す 
2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 
 

本物質の公共用水域における濃度は、淡水域では平均濃度、安全側の評価値として設定され

た予測環境中濃度 (PEC) ともに 0.6 µg/L 未満程度であった。海水域では平均濃度、予測環境中

濃度 (PEC) ともに 0.6 µg/L 未満の報告があった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.13 未満

となるため生態リスクの判定はできない。 

化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベース

の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 1.4 μg/L であり、PNEC

との比が 0.1 を超える地点が存在する可能性も考えられる。 

したがって、本物質については情報収集に努める必要があり、PRTR データを踏まえた環境

中濃度の測定が必要であると考えられる。 

 

 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート 

（別の呼称：カルベンダジム） 

CAS 番号： 10605-21-7 
化審法官報公示整理番号：5-465  
化管法政令番号：2-95 
RTECS 番号：DD6500000  

分子式：C9H9N3O2 

分子量：191.19  
換算係数：1 ppm = 7.82 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は白色結晶である1)。 

融点 300℃ (分解) 2) ,3)、302～307℃ (分解) 4)、250℃5)

沸点  

密度 1.45 g/cm3 2) 

蒸気圧 
4.88×10-10 mmHg (=6.51×10-8 Pa) (20℃) 3)、 
<7.5×10-10 mmHg (<1×10-7 Pa) 5) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 1.52 3) , 6)、1.49 5) 

解離定数（pKa） 4.48 2) , 4) 

水溶性（水溶解度） 5.8 mg/L (20℃) 3) , 7)、8 mg/L (20℃、pH=7) 5)  

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解 

分解率： BOD 0%、TOC 5%、HPLC 0% 

（試験期間：28 日間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L)8) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 200×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN9) により計算） 

半減期： 0.32～3.2 時間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 10) と

［4］ メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート           
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仮定し計算） 

加水分解性 

半減期：35 日超（22℃、pH 5-7）124 日（22℃、pH 9）5) 

    加水分解しない（水温：25±1℃、pH：5 及び 7、試験期間：24 日）11) 

    65 日（水温：25±1℃、pH：9、試験期間：24 日）11) 

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される化学物質12) ） 

      0.6～1.1（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：20 μg/L）13) 

      ≦1.5～3.5（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：2 μg/L）13)  

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：12014) ～10,00014)  

 
 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推移を表 1.1

に示す15),16),17)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 
平成(年度) 22  23 24 

製造・輸入数量(t) 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

注：製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す18),19),20)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び輸入量 a) 10～100 t/年未満 10～100 t/年未満 100～1,000 t/年未満 

注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入を 
   した者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 1 t 以上 10 t

未満である21)。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、一液性ポリウレタンシーラント、紙、塗料、木材などの防カビ剤と

されている22)。 

我が国における本物質の農薬登録（用途区分：殺菌剤）は、平成 11 年 11 月 30 日に失効し
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ている23)。 

殺菌剤のベノミル及びチオファネートメチルは、環境中で加水分解しカルベンダジムを生

成する24)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法（化管法）第二種指定化学物質（政令番号：95）に

指定されている。 

なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号:1003）及び第三種監視化学物質（通し番号:247）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データをも

とに基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における化学物質の曝露

を評価することとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則とし

て最大濃度により評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出量

及び移動量は得られなかった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model1)により媒

体別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大 気 水 域 土 壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 0.0 0.0 0.0 0.0 

水 域 3.8 98.1 3.4 5.4 

土 壌 96.1 0.0 96.5 94.5 

底 質 0.1 1.9 0.1 0.1 

注：環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の水質及び底質中の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が

確認された調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2

に示す。 

 
表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献 
平均値 a) 平均値 下限値

                      

公共用水域・淡水   µg/L 0.0065 0.018 <0.00039 0.12 0.00039 18/19 全国 2011 2) 

  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0/1 新潟市 2012 3) 

  0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 3/3 新潟市 2011 3) 

  0.1 0.1 <0.1 0.2 0.1 3/5 新潟市 2010 3) 

    <0.1 2.6 <0.1 5.6 b) 0.1 3/4 新潟市 2009 3) 

  0.1 0.2 <0.1 0.4 0.1 2/4 新潟市 2008 3) 

           

公共用水域・海水   µg/L 0.0061 0.0074 0.0022 0.015 0.00039 7/7 全国 2011 2) 
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献 
平均値 a) 平均値 下限値

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.001 0.0016 <0.001 0.018 0.001 19/40 全国 2000 4) 

  <0.003 <0.003 <0.003 0.012 0.003 8/90 全国 1998 5) 

                      

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0/4 
福島県、 
愛知県、 
熊本県 

1998 5) 

           

注：a) 最大値又は平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
b) 年平均値5.6 μg/Lが検出された地点の濃度は、2010年度、2011年度に行われた調査ではともに0.21 μg/L（年平

均値）であり、2012年度に行われた調査では当該地点の水質濃度は測定されていない。 

 

（4）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.3 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.12 µg/L 程度、海水域では 0.015 µg/L 程度となった。限られた地域を対象とした環境調

査において、公共用水域・淡水で最大 5.6 µg/L の報告がある。 

 
表 2.3 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 

 
 
 

海 水 

0.0065µg/L 程度 (2011) 

[限られた地域で最大 0.2 µg/L の

報告がある (2009)] 

0.0061 µg/L 程度 (2011) 

0.12 µg/L 程度 (2011) 

[限られた地域で最大 5.6 µg/L の

報告がある (2009)] 

0.015 µg/L 程度 (2011) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他生物）ごとに整理すると表 3.1 のとおりと

なった。 

 
表 3.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性

慢

性
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 
／和名 

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

藻 類 ○  340 
Chlorella 
pyrenoidosa 

緑藻類 EC50    GRO 2 D C 1)-5483 

  ○ 1,000 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC 
GRO (RATE)

3 B B 3) 

 ○  >2,700*1 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50 

GRO (RATE)
3 B B 3) 

甲殻類 
 

 16 Daphnia magna オオミジンコ EC10   REP 18 B C 1)-5483 

 
 
○ 37.5 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 15 C C 1)-156189

 
 ○ 100 

Pseudocarcinus 
gigas 

オーストラリ

アオオガニ 
NOEC  MOR 115 C C 1)-68361

 ○  160*2 Daphnia magna オオミジンコ EC50
*3  IMM 2 B B 1)-103653

 ○  160 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 3) 

 ○  460 Daphnia magna オオミジンコ LC50   MOR 2 D C 1)-5483 

魚 類 ○  10 Ictalurus punctatus 
アメリカナマ

ズ 
LC50   MOR 4 B B 1)-12424

 ○  13.3 Chanos chanos サバヒー LC50   MOR 4 D C 2)-2014001

 ○  100 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50   MOR 4 B B 1)-12424

 ○  1,800 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50   MOR 2 C C 1)-5483 

 ○  >3,200 
Lepomis 
macrochirus 

ブルーギル LC50   MOR 4 B B 1)-12424

 ○  >8,000 Poecilia reticulata グッピー LC50   MOR 2 C C 1)-5483 

その他 ○  1,070 Xenopus laevis 
アフリカツメ

ガエル（胚）
LC50   MOR 4 D C 1)-104002
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生物群 
急

性

慢

性
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 
／和名 

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

 ○  3,500 Bufo bufo japonicus 
ニホンヒキ

ガエル（オタ

マジャクシ）

TLm   MOR 4 D C 1)-6288 

 ○  6,380 
Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ

属 
ED50   POP 1.5 C C 1)-7659 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC10 (10% Effective Concentration)：10%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 

ED50 (Median Effective Dose)：半数影響用量、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度、TLm (Median Tolerance Limit)：半数生存限界濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）又は成長（動物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

POP (Population Change)：個体群の変化（増殖）、REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 報告書から求めた値 

*2 有効数字 2 桁でとりまとめた 

*3 文献中の記載は LC50であるが、観察している影響内容は遊泳阻害であるため、EC50としてとりまとめた 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻類 

OECD テストガイドライン No. 201 及び EU の試験方法 (EU C.3) に準拠して、緑藻類

Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験が実施された 3)。

設定試験濃度は、0（対照区、助剤対照区）、0.33、1.0、3.3、10、33 mg/L（公比 3.3）であった。

試験溶液の調製には、助剤としてトリエチレングリコール (TEG) が 200 µL/L の濃度で用いら

れた。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び終了時において、それぞれ設定濃度の 29～97%

及び 37～118%であった。速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度（試験開始時

及び終了時の幾何平均値）に基づき 2,700 µg/L 超とされた。72 時間無影響濃度 (NOEC) は設定

濃度に基づき 1,000 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

Ferreira ら 1)-103653 は OECD テストガイドライン No. 202 (2004) に準拠し、オオミジンコ

Daphnia magna の急性遊泳阻害試験を実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃度区は、

対照区、助剤対照区及び 6 濃度区 (80～200 µg/L)であった。試験には、米国 ASTM の試験方法 

(E729-80、1980) に従った硬度 160～180 mg/L (CaCO3換算) の試験用水が用いられた。また、試

験溶液の調製には 100 µL/L 未満の助剤が用いられた。被験物質の実測濃度は、設定濃度から
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5%以上減少することはなかった。48 時間半数影響濃度 (EC50) は設定濃度に基づき 160 µg/L で

あった。 

 

3） 魚類 

Palawski と Knowles1)-12424は、米国 EPA の試験方法 (EPA 660/3-75-009、1975) 及び米国 ASTM

の試験方法 (E729-80、1980) に準拠し、アメリカナマズ Ictalurus punctatus の急性毒性試験を実

施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃度区は対数的に配置された。試験用水には硬度 40

～48 mg/L (CaCO3換算)、10℃の人工調製水が用いられた。体重 0.2 g の仔魚 (Fry) における 96

時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 10 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度(PNEC)を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害）  2,700 µg/L 超

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害）  160 µg/L 

魚 類 Ictalurus punctatus 96 時間 LC50  10 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得られ

たため］ 

 これらの毒性値のうち、最も小さい値（魚類の 10 µg/L）をアセスメント係数 100 で除するこ

とにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 0.1 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 1,000 µg/L 

アセスメント係数：100［1 生物群（藻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 得られた毒性値（藻類の 1,000 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、慢性毒性

値に基づく PNEC 値 10 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、魚類の急性毒性値から得られた 0.1 µg/L を採用する。 
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（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 3.3 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 

0.0065 µg/L 程度 (2011) 
[限られた地域で最大 0.2 

µg/L の報告がある (2009)]

0.12 µg/L 程度 (2011) 
[限られた地域で最大 5.6 
µg/L の報告がある (2009)] 0.1 

µg/L 

1.2 

公共用水域・海水 0.0061 µg/L程度 (2011) 0.015 µg/L程度 (2011) 0.15 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す 
2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 
 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域で 0.0065 µg/L 程度であり、海

域では 0.0061 µg/L程度であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、

淡水域で 0.12 µg/L 程度であり、海水域では 0.015 µg/L 程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で 1.2、海水域では 0.15 と

なるため、詳細な評価を行う候補であると考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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参考2   用 語 集 等 

 

１．用語説明 

 

(1) 略語 

ACGIH：American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc.（米国産業衛生専門家会議） 

米国の産業衛生の専門家の組織で、職業上及び環境上の健康についての管理及び技術的な分

野を扱っている。毎年、化学物質や物理的作用及びバイオモニタリングについて職業上の許容

濃度の勧告値（TLV：Threshold Limit Value）や化学物質の発がん性のランクを公表し、世界的

にも重要視されている。 

ADI：Acceptable Daily Intake（許容 1 日摂取量） 

健康影響の観点から、ヒトが一生涯摂取しても影響が出ないと判断される、1 日当たり、体重

1 kg 当たりの摂取量。コストと便益にもとづいた概念で、農薬や食品添加物の残留基準の設定

に用いられ、ここまでなら許容できる量を示すもの。 

ATSDR：Agency for Toxic Substances and Disease Registry （米国有害物質・疾病登録局） 

米国保健福祉省に属する機関であり、有害物質への曝露や関連する疾病を防ぐために信頼で

きる情報提供を行っている。 

BMD, BMC：Benchmark Dose (BMD) , Concentration (BMC)（ベンチマーク用量、濃度） 

用量－反応関係の曲線から計算されるある割合の有害影響を発現する用量（あるいはその上

側信頼限界値）をベンチマーク量として、無毒性量や最小無毒性量の代わりに用いる方法である。 

CERHR：Center for The Evaluation of Risks to Human Reproduction (ヒト生殖リスク評価センター) 

米国国立環境衛生研究所（NIEHS：National Institute of Environmental Health Science）によって

1998 年に NTP(National Toxicology Program)のもとに設立した機関。ヒトが曝露される可能性の

ある化学物質によって引き起こされる生殖に関する有害な影響を、タイムリーに公平に科学的

に評価することを目的としている。 

CICAD：Concise International Chemical Assessment Document（国際簡潔評価文書） 

国際化学物質安全性計画（IPCS）の出版物のうち、最も新しいシリーズである。既存の化学

物質の健康と生態系への影響について国際機関における評価作業との重複を省きつつ、これら

を基にして国際的に利用可能な簡潔な新たな安全性評価文書を作成するもので、主要な目的は

化学物質の曝露による有害性の解析と、量－影響の定量的な記述にある。 

DFG：Deutsche Forschungsgemeinschaft （ドイツ学術協会） 

ドイツの非政府機関であり、政府からの資金を受けて、人文・自然科学の学問領域における

研究プロジェクトに寄与し、政府への助言を行う。化学物質の職場環境における許容濃度等、発

がん性の分類について情報提供を行っている。 

EC50：Median Effective Concentration（半数影響濃度） 

曝露期間中試験生物の 50％に（有害）影響を及ぼすと予想される濃度。影響内容が、生

長（成長）や遊泳阻害、繁殖など死亡以外の時に用いられる。 
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ECHA : European Chemicals Agency（欧州化学物質庁） 

欧州化学物質庁では、欧州（EU）の化学品の登録・評価・認可および制限に関する規則（REACH : 

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals）に基づき提出された化学物質の

物理化学的性状や有害性情報をホームページで公開している。 

ECOTOX : ECOTOXicology database 

独立していた 3 つのデータベース AQUIRE (水生生物)、PHYTOTOX (陸生植物)、TERRETOX 

(野生動物)を統合したデータベースで、水生生物、陸生植物、野生動物に対する毒性データが収

録されている。データベースの作成、管理は、米国環境保護庁(U.S. EPA) が行っている。 

EHC：Environmental Health Criteria（WHO 環境保健クライテリア） 

国連環境計画（UNEP）、国際労働機関（ILO）および世界保健機関（WHO）により設立され

た国際化学物質安全性計画（IPCS）の中核事業として作成されているモノグラフで、ヒトの健

康と環境に対して有害な影響を与えないように、化学物質の管理を適切に行うための判断の基

礎となる科学的知見を物質毎にまとめた評価文書のシリーズ。化学物質の評価について、多く

の国際協力事業がある中で、WHO を中心とする IPCS は評価が高く、また、権威のある評価文

書の作成事業として知られている。 

EPI：Exposure/Potency Index（曝露量／発がん強度比率） 

カナダの環境省（Environment Canada）及び厚生省（Health Canada）の優先物質リスト（Priority 

Substance List Assessment Report）で使用されている化学物質の発がん性のリスクを表す指数。動

物の慢性曝露実験において過剰な腫瘍発生率が 5 %となる用量（TD05）あるいは濃度（TC05）を

用いて曝露量との比を計算する。なお、TD05は TD0.05、TC05は TC0.05として表記される場合もあ

る。 

GDWQ：Guideline of Drinking Water Quality（WHO 飲料水水質ガイドライン） 

ヒトの健康を保護することを目的として、飲料水中に含まれる潜在的に有害な成分の濃度あ

るいは飲料水の性状について定めた WHO のガイドライン。健康に影響を及ぼすことが知られて

いる飲料水中の汚染物質について、各国で飲料水の安全性を保証する水質基準を策定するため

の基礎として使用されることを意図している。 

HEAST：EPA's Health Effects Assessment Summary Tables（EPA 健康影響評価要約表） 

米国環境保護庁（U.S. EPA）により、大気清浄法修正条項（1990 年）で指定された大気汚染

物質（一部の物質を除く）のハザード、曝露情報、毒性情報（一般毒性、生殖・発生毒性、発が

ん性）等の要約および出典を提供している。 

IARC：International Agency for Research on Cancer（国際がん研究機関） 

WHO により 1965 年に設立された国際的な機関。ヒトのがんの原因に関する研究及び方向性

の提示並びにがんを科学的に制御するための方策を研究することを目的とし、ヒトに対する化

学物質の発がん性について以下に示す 5 段階で分類評価を行っている。  

1：ヒトに対して発がん性が有る。  

2A：ヒトに対して恐らく発がん性が有る。  

2B：ヒトに対して発がん性が有るかもしれない。  

3：ヒトに対する発がん性については分類できない。  

4：ヒトに対して恐らく発がん性がない。 
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IPCS：International Programme on Chemical Safety（国際化学物質安全性計画） 

WHO、ILO、UNEP の共同事業で、化学物質による健康障害を未然に防ぐために化学物質の

安全性に関する正当な評価を取りまとめ、環境保健クライテリア（EHC）、国際化学物質安全

性カード（ICSC）等を発行している。また、アジェンダ 21 の決定に基づき、化学物質の危険有

害性の分類等について国際的調和をはかっている。 

IRIS：Integrated Risk Information System 

米国環境保護庁（U.S. EPA）により、化学物質のリスク評価やリスク管理に利用することを

目的として作成されている化学物質のデータベースシステム。化学物質によるヒトへの健康影

響に関する情報（慢性毒性評価、発がん性評価）が個々の化学物質ごとに収集されている。 

JECFA：FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives（FAO/WHO 合同食品添加物専門家

会議） 

FAO と WHO により設置された食品添加物等の安全性評価等を行う国際機関。各国の添加物

規格に関する専門家及び毒性学者からなり、各国によって実施された添加物の安全性試験の結果

を評価し、一日摂取許容量（ADI）を決定しており、会議報告は、WHO テクニカルレポートシ

リーズとして毎年公表されている。 

JMPR：JOINT FAO/WHO Meeting on Pesticides Residues（FAO/WHO 合同残留農薬会議） 

WHO と FAO が共同して 1963 年に設置した機関。農薬の使用による食品への残留について検

討する FAO Panel と農薬の毒性面について検討する WHO Expert Group から構成される。FAO 

Panel では、適切な農薬規範に従って有効な散布量を最小限用いた場合に作物に残留するレベル

として最大残留基準を設定し、WHO Expert Group では、毒性関連データに基づいて農薬の ADI

について審議を行っている。最大残留基準は、残留農薬規格委員会の検討を経て国際食品基準

となり、ADI は各国で安全評価を進める際の参考とされる。 

LC50：Lethal Concentration 50, Median Lethal Concentration（半数致死濃度） 

1 回の曝露（通常 1 時間から 4 時間）で 1 群の実験動物の 50％を死亡させると予想され

る濃度。生態毒性試験においては、曝露期間中試験生物の 50％を死亡させると予想される

濃度のことをいう。 

LCLo：Lethal Concentration Lowest（最小致死濃度） 

特定の曝露時間での吸入によりヒトまたは動物を致死させた曝露濃度の最小値。関連した報

告値の中での最小の致死濃度（Lowest Published Lethal Concentration）の意味に用いられることも

ある。 

LD50：Lethal Dose 50（半数致死量） 

1 回の投与で 1 群の実験動物の 50％を死亡させると予想される投与量。 

LDLo：Lethal Dose Lowest（最小致死量） 

ヒトまたは動物を致死させた吸入曝露以外の経路による投与量の最小値。関連した報告値の

中での最小の致死量（Lowest Published Lethal Dose）の意味に用いられることもある。 

LOEC : Lowest Observed Effect Concentration (最小影響濃度) 

最小作用濃度ともいう。対照区と比較して統計的に有意な（有害）影響を及ぼす最も低 

い濃度のこと。 

LOAEL：Lowest Observed Adverse Effect Level（最小毒性量） 

毒性試験において有害な影響が認められた最低の曝露量。 
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LOEL：Lowest Observed Effect Level（最小影響量） 

最小作用量ともいう。毒性試験において何らかの影響が認められる最低の曝露量。影響の中

には有害、無害両方を含むので、一般には LOAEL に等しいかそれより低い値である。 

MATC：Maximum Acceptable Toxicant Concentration（最大許容濃度） 

最大許容毒性物質濃度ともいう。NOEC と LOEC の間にあると仮定される毒性の閾値を 

指し、両者の幾何平均濃度として算出される。 

MOE：Margin of Exposure 

今の曝露量がヒトの NOAELに対してどれだけ離れているかを示す係数で NOAEL／曝露量に

より算出する。この値が大きいほど安全への余地があるということを示している。なお、動物

実験の結果から求められた NOAEL の場合には、NOAEL／曝露量／10 により算出する。 

NCI：National Cancer Institute（米国国立がん研究所） 

米国保健福祉省（DHHS：Department of Health and Human Services）に所属する機関で、がんの

原因と予防、診断・処置およびがん患者のリハビリテーション等を研究している。 

NIOSH：National Institute for Occupational Safety and Health（国立労働安全衛生研究所） 

職業上の疾病や傷害を防ぐための研究や勧告を行う米国保健福祉省疾病予防管理センターに

所属する機関。約 15 万の化学物質の毒性情報を収載した RTECS データベース（Registry of Toxic 

Effects of Chemical Substances）を編纂していた。 

NOAEL：No Observed Adverse Effect Level（無毒性量） 

無副作用量、最大有害無作用レベル、最大無毒性量と訳すこともある。何段階かの投与用量

群を用いた毒性試験において有害影響が観察されなかった最高の曝露量のことである。この値

に安全係数や不確定係数を乗じて、ADI や TDI を求めることがある。 

NOEC : No Observed Effect Concentration (無影響濃度) 

最大無影響濃度、最大無作用濃度ともいう。対照区と比較して統計的に有意な（有害） 

影響が認められなかった最高濃度であり、LOEC のすぐ下の濃度区である。 

NOEL：No Observed Effect Level（無影響量） 

毒性試験において影響が認められない最高の曝露量。影響の中には有害、無害両方を含むの

で、一般には NOAEL に等しいかそれより低い値である。 

NTP：National Toxicology Program（米国国家毒性プログラム） 

米国保健福祉省（DHHS）により 1978 年に設置された事業。米国の各省庁が実施している化

学物質の毒性研究をまとめ、発がん性物質の分類、試験を行っている。NTP が発行している発

がん性年報のデータは、情報提供のみを目的としたものである。 

PEC：Predicted Environmental Concentration (予測環境中濃度) 

予測される環境中の化学物質濃度を指す。実測データを基に決めているが、データが少ない

場合には生産量や排出量などから推定する。生態リスク評価は、この PEC と PNEC を比較して

行う。 

PMR：Proportional Mortality Ratio（特定死因死亡比） 

一定の集団において、特定原因による観察死亡数の割合を、標準人口における同じ原因によ

る期待死亡数の割合で除して求められる値。 
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PNEC：Predicted No Effect Concentration (予測無影響濃度) 

水生生物への影響が表れないと予測される濃度を指す。環境中の全生物種への影響を捉える

ことは困難なため、試験生物種の毒性濃度から全生物種への影響を推定した値である。 

QSAR : Quantitative Structure-Activity Relationship（定量的構造活性相関） 

化学物質の構造上の特徴又は物理化学定数と生物学的活性（毒性等）の相関関係を構造活性

相関（SAR: Structure-Activity Relationship）といい、定量的なものを定量的構造活性相関（QSAR: 

Quantitative Structure-Activity Relationship）という。両者を併せて（Q）SAR と記載することもあ

る。構造活性相関は、例えば、特定の官能基の有無から物質の有害性の多寡を推測することを

指し、構造を手掛かりに毒性等を定量的に算出する仕組みをいわゆる QSAR モデルと呼ぶ。 

SIDS：Screening Information DataSet（初期評価データセット） 

OECD 加盟国のいずれか 1 ヵ国又は EU 加盟国全体での年間生産量及び輸入量が 1,000 トンを

超える既存化学物質について、安全性評価を行うために必須な最小限のデータセットについて

情報を収集し、この情報が欠如している場合には試験を行った上で、環境生物への影響、ヒト

への健康影響についての初期評価を加盟国が分担してまとめている。 

SIR：Standardized Incident Ratio（標準化罹患比） 

ある特定の状況下にある対象集団の罹患数と、その集団が罹患率の分かっている標準人口と

同じ罹患率を有すると仮定したときに期待される罹患数との比。 

）の総和対象集団の年齢別人口患率（標準人口の年齢別罹

観察された罹患数ある期間に対象集団で


SIR  

SMR：Standardized Mortality Ratio（標準化死亡比） 

対象集団における観察死亡数と、対象集団の年齢別死亡率が標準人口のそれと等しいと仮定

したときに期待される死亡数との比。 

）の総和対象集団の年齢別人口亡率（標準人口の年齢別死

対象集団の観察死亡数


SMR  

TCLo：Toxic Concentration Lowest（最小中毒濃度） 

ヒトまたは動物に中毒症状を引き起こさせた吸入による曝露濃度のうちの最小値。 

TDI：Tolerable Daily Intake（耐容 1 日摂取量） 

健康影響の観点から、ヒトが一生涯摂取しても影響が出ないと判断される、1 日当たり、体重

1 kg 当たりの摂取量。 

TDLo：Toxic Dose Lowest（最小中毒量） 

ヒトまたは実験動物に中毒症状をおこさせた吸入曝露以外の経路による投与量の最小値。 

TLV：Threshold Limit Value（作業環境許容濃度） 

ほとんどすべての作業者が毎日繰り返し曝露しても、有害な健康影響が現れないと考えられ

る化学物質の気中濃度についての ACGIH による勧告値。産業界の経験、ヒトや動物による試

験・研究等の利用可能な情報に基づいている。これら情報の量と質は物質によって異なるため、

TLV の精度には幅があり、また、TLV は安全濃度と危険濃度の間のはっきりした線ではないし、

毒性の相対的な指標でもない。TLV は時間加重平均（TWA）等で示される。 

TWA：Time Weighted Average（時間加重平均） 

通常の 1 日 8 時間、週 40 時間労働の時間加重平均濃度。 
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WHO：World Health Organization（世界保健機関） 

世界の公衆衛生の向上や、伝染病対策、環境問題等を取り扱っている国際機関。「すべての

人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的に掲げている。 

 

 (2) 用語 

アセスメント係数 

生態リスク評価において、限られた試験データから化学物質の予測無影響濃度（PNEC）を求

めるために用いる係数で、感受性の種間差、急性毒性値と慢性毒性値の違い、実験生物から野外

生物への毒性値の外挿等を考慮して設定されている。 

in vitro、in vivo 

in vitro は、人工的な器具内で行われる生物学的な反応に関して使われる言葉で、「試験管内」

を意味する。多くの場合、生物体機能の一部を試験管内において行わせることを指す。一方、in 

vivo は、生きている細胞あるいは生体内に置かれている状態を指す語で、「生体内」を意味し、

対象とする生体の機能や反応が生体内で発現される状態を示す。たとえば、心臓細胞の収縮が

動物体内で起これば in vivo、試験管内で行われていれば in vitro における機能発現である。 

一日曝露量：daily exposure 

ヒトの 1 日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2000 g と仮定し、体重を

50 kg と仮定した場合の一日あたり体重 1 kg あたりの曝露量（µg/kg/day）を示す。 

一般毒性：general toxicity 

急性毒性、亜急性毒性（亜慢性毒性）、慢性毒性をまとめて、一般毒性と言う。これらは、

毒性学の領域において、もっとも基本的なもので、化学物質の危険性を知るための基礎を提供

する。 

一本鎖切断： single-strand breaks 

二本鎖 DNA において、両鎖のうち一つの鎖のみ切れ目が入っているが、両鎖は互いに切り離

されていない状態。 

遺伝子突然変異：gene mutation 

DNA 塩基の置換、欠失、挿入などにより、単一遺伝子または調節遺伝子の塩基配列に生じた

恒久的な変化のこと。 

遺伝子変換：gene conversion 

相同染色体間及び対立遺伝子間の交換を指す。相同な DNA 配列（対立遺伝子あるいは非対立

遺伝子）間の遺伝的情報の非相互的な組換えを行うこと。 

遺伝的組換え：genetic recombination 

２つ以上の形質に関して、遺伝子型が異なる両親の遺伝物質が交配などにより１つの個体に持

ち込まれたとき、いずれの親にも見られなかった新しい遺伝子の組合せを持った子孫が突然変異

によらずに生じること。すなわち、同一染色体上にある遺伝子の組合せが交叉によって組換えら

れる現象をいう。 

遺伝毒性、遺伝子毒性（遺伝子傷害性）：genetic toxicity, genotoxicity 

化学物質や物理的要因の遺伝的過程に対する傷害で、染色体の異数性、付加・欠失・再結合

等の染色体異常及び遺伝子突然変異に起因する。遺伝物質に対する毒性の総称であり、DNA 傷

害性、突然変異誘発性、染色体異常誘発性を包含する。 
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内環境 

ある環境がより小さい領域の環境を取り囲む構造(入れ子構造)を持つ多媒体モデルにおいて

は、内側を内環境、その外側を外環境と呼ぶ。入れ子構造を持つ多媒体モデルとしては、例

えば Brandes LJ et al. (1996)の SimpleBox2.0 がある。 

環境リスク初期評価では、内環境は都道府県を、外環境には日本全国から内環境を差し引い

た環境を設定している。 

hprt 遺伝子座位：hprt locus 

ヒポキサンチン ホスフォリボシル転移酵素をコードする遺伝子座位。X 染色体上にある。hprt

遺伝子の欠損変異は、６－チオグアニン抵抗性を標識として容易に選別できることから、突然変

異頻度の測定手段として用いられている。 

疫学：epidemiology 

ヒトの集団を対象として、ヒトの健康およびその異常の原因を、病因、環境等の各面から包

括的に考察する学問分野で、健常者を含めたヒトの集団全員を対象にして、主に疾病の予防方

法を研究する。 

エームス試験：Ames test 

遺伝毒性試験の一つであり、B. N. Ames が開発したネズミチフス菌を用いて復帰突然変異を

検出する試験系。化学物質の遺伝毒性の検出、がん原性のスクリーニングとして広く用いられる。 

塩基対置換：base (pair) substitution 

DNA 中の特定の塩基対が他の塩基対に置換されること。これにより、DNA 分子としての機能

に変化が生じる。 

感作性：sensitization 

免疫機能を障害し、アレルギーを起こさせる性質のこと。アレルギー誘発性ともいう。 

急性毒性：acute toxicity 

動物あるいはヒトに化学物質等を単回投与あるいは短時間中（1 日以内）に持続注入あるいは

反復投与した場合に投与開始直後から 1～2 週間以内に現れる毒性。急性毒性試験では、症状の

種類、程度、持続時間、死亡の状態等を指標として、中毒量や致死量を算出する。急性毒性の

最も明確な毒性指標としては LD50（半数致死量）がある。 

Klimisch Code 

Klimisch et al. (1997) が開発した試験の信頼性分類に用いるためのスコアで、4 段階（1. 信頼性

有り、2. 信頼性有り(制限付き)、3. 信頼性なし、4. 評価不能）の区分がある。Klimisch Code は、

OECD の高生産量化学物質（HPV）点検プログラムで採用されている。本生態リスク初期評価に

おける「試験の信頼性」は、この Klimisch Code を参考に区分している。 

ケースコントロール研究：case control study 

患者対照研究のことで、研究対象とする疾病をもつ人の群と、その疾病をもたない適切な対

照群とを用いた観察的疫学研究方法。患者と非患者それぞれについて、ある属性がどの程度であ

るかを比較することによって、その属性と当該疾病との関連性を検討する。文字どおりケース（研

究対象としている患者）とコントロール（対照）の群を設定して、過去の関心ある危険因子に関

する記録を調査し、その関連を検討するものである。限られた時間内に研究が行えるので実際的

な研究方法である。代表的な研究例としては肺がんの研究が有名である。しかしながら、ケース
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とコントロールの比較の背後には潜在的に多くのバイアスが存在し、得られた結果の解釈が容易

でない場合が少なくない。 

限度試験：limit test 

環境中ある濃度以上に被験物質が存在することがないか、その濃度以上での影響は無視

しうると考えられる場合、その濃度区のみの試験をすることを限度試験という。毒性値を

求めるのではなく、その濃度における影響の有無を調べる。通常生態毒性試験では、100mg/L

または水溶解限度のより低い方の濃度となる。 

コホート調査：cohort study 

疫学研究方法の一つ。疾病発生に関連していると考えられる仮説因子の有無もしくは曝露の

程度が確認できる集団を一定期間観察し、その間の疾病発生頻度を仮説因子の有無もしくは曝

露の程度別に比較する方法。 

催奇形性：teratogenicity 

化学物質等が次世代に対して、先天異常を引き起こす性質。 

細胞形質転換：cell transformation 

培養細胞が放射線、ウイルス、化学物質などによってその形態や機能をかえ、腫瘍細胞類似

の性質を備えること。 

細胞遺伝学：cytogenetics 

染色体の構造や形態、染色体に存在する遺伝子の行動と形質発現など、細胞学的な特徴から

遺伝現象を明らかにしようとする遺伝学の一分野。遺伝毒性試験の中で in vitro、 in vivo 染色体

異常試験、小核試験、及び優性致死試験などは細胞遺伝学試験とよばれている。 

姉妹染色分体交換：sister chromatid exchange, SCE  

姉妹染色分体の部分的な交換（２本の姉妹染色分体の間で同じ部位が入れ替わること）。こ

れを利用して遺伝毒性を検出する方法がある。SCE は、染色体の構造異常とは異なる現象である。 

宿主経由試験：host-mediated assay 

宿主動物の腹腔内に微生物を注入した後に、被験物質を投与し、回収した微生物の突然変異

頻度を調べることにより、哺乳類の代謝物の変異誘発性を評価する試験。 

小核：micronucleus  

染色体の構造異常または分裂装置の損傷により、細胞分裂後に細胞質中に取り残された染色

体断片、あるいは 1～数本の染色体に由来する小さな核。小核の誘発を検出する試験を小核試験

といい、げっ歯類の骨髄あるいは末梢血の塗抹標本を観察して、小核を有する幼若赤血球の出現

頻度より、被験物質の染色体異常誘発性を調べる。 

数的異常：numerical aberration 

染色体異常の分類の一つで染色体の数の変化を指す。数的異常には異数性（aneuploidy）と倍

数性（polyploidy）があり、前者は染色体の数が 1～数本増加または減少するもので、後者は染

色体基本数（n）が整数倍化する現象をいう。 

スロープファクター：slope factor 

体重 1 kg あたり 1 mg の化学物質を、毎日、生涯にわたって経口摂取した場合の過剰発がんリ

スク推定値。 

がんの過剰発生率＝スロープファクター(mg/kg/day) -1× 経口曝露量(mg/kg/day) 
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生殖・発生毒性：reproductive and developmental toxicity 

化学物質等の環境要因が生殖・発生の過程に有害な反応を引き起こす性質。親世代からみれ

ば生殖毒性（reproductive toxicity）、次世代を中心にみると発生毒性（developmental toxicity）で

ある。両者については研究者によってそれぞれ概念がことなるが、一般には生殖毒性は受胎能

の障害、発生毒性は生殖細胞の形成から受精、出生を経て、個体の死に至る発生の何れかの時

期に作用して、発生障害（早期死亡、発育遅滞、形態異常、機能異常）を引き起こす性質と定

義される。 

線形多段階モデル：linearized multistage model 

発がんに至るには多段階のステップが関与することを考慮に入れた数学モデルであり、実際

にヒトが曝露されるような低濃度においては、高次の項目は無視し得ることになるため、用量の

１次式（線形）で表せることになる。このモデルにおいて直線の傾き「 *q 」（一般に 95%信頼

区間上限値）を発がん性の強さの指標とし、スロープファクターと呼ぶ。 
2

210 DqDqqexp{1)D(p   …… 0q,}Dq i
k

k   

)(Dp ：用量 D における生涯の発がん率  D ：用量 

用量が低い場合の線形多段階モデル近似式 

DqDp  *)(  

染色体異常：chromosomal aberration 

染色体の数もしくは形態に変化をきたす損傷をいう。染色体異常は細胞周期の DNA合成期（S

期）で頻度が高い。 

相互転座：reciprocal translocation 

染色体型異常の中の染色体間交換の一つ。2 本の染色体に生じた切断端の相互交換が対称型

に、すなわち動原体を持った部分と持たない部分との間に交換が行われたものであり、２つの転

座染色体が形成される。 

外環境 

“内環境”参照 

体細胞突然変異：somatic mutation 

生殖細胞以外の体細胞に生じる突然変異。細胞のがん化に深く関与している。 

代謝活性化：metabolic activation 

前駆型変異原(promutagen)が薬物代謝酵素により変異原に変換されること。通常、in vitro 遺伝

毒性試験においては、代謝活性系として、ラット肝臓のホモジネートの S9 画分（9000×g、10

分の遠沈上清）と補酵素から成る S9mix を用いる。 

多媒体モデル：multimedia model 

多媒体環境モデル(multimedia environmental model)と呼ばれることがある。大気、水質、土壌、

底質等の複数の媒体間での化学物質の移流､分配、媒体間輸送(湿性沈着等)等を、媒体内では分

解等も考慮する環境運命予測モデルで各媒体中の化学物質濃度予測に用いる。 

仮定する媒体間の物質移動機構、分解の有無等により、Mackay は LevelⅠ～Ⅳのクラス分け

を行っている。媒体間においては、LevelⅠは分配のみ、LevelⅡでは移流も考慮する。LevelⅢ及

びⅣでは分配は仮定せず、移流及び媒体間輸送を考慮する。化学物質の分解(生分解や OH ラジ

カル反応等)は LevelⅠのみ考慮しない。LevelⅠ～Ⅲは定常状態を仮定し、化学物質の排出速度
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が一定で無限時間経過後に達成される濃度が、LevelⅣでは非定常を仮定し、排出速度や濃度の

時間変化を考慮した濃度が予測される。 

断面調査：cross-sectional study 

疫学研究方法の一つ。ある一時点での仮説因子の存在状況と特定の疾病の有病状況の類似性

を調査し、仮説因子と疾病との間の関連性を確かめる方法。 

遅発性毒性：delayed toxicity 

化学物質を生体に単回投与後、ある時間の経過後に現れる作用。例えば、化学物質の発がん

作用や遅発性の神経毒性があげられる。 

伴性劣性致死突然変異：sex-linked recessive lethal mutation 

X 染色体に起こる劣性の致死突然変異。 

p53 遺伝子：p53 gene 

がん抑制遺伝子の一つ。遺伝子が傷害されたときに p53 遺伝子が誘導され、DNA の修復酵素、

細胞周期を停止させる p21 遺伝子およびアポトーシス促進因子 Bax を発現させる。 

復帰突然変異：reverse mutation 

変異を起こしている細胞が、もとの表現型に戻るような突然変異。これに対して最初の突然

変異を前進突然変異(forward mutation)とよぶ。 

不定期 DNA 合成：unscheduled DNA synthesis (UDS) 

真核生物の細胞では、細胞周期の S 期（DNA 合成期）にのみ DNA の合成が起きるため、培

養細胞に化学物質を加えたとき、細胞周期の間期に DNA 合成が起こっていると、加えた化学物

質が DNA に損傷を与えたため、損傷の除去修復が進行しているものと考えることができる。 

フレームシフト：frame shift (mutation) 

DNA 分子中に 1 または 3ｎ±1 の塩基対が新たに挿入、もしくは失欠すること。その結果、そ

の部位以降のコドンは新しい組み合わせになり、本来とはアミノ酸組成の異なったペプチドが作

られる。 

分位数：quantile 

データを小さい方から大きい方へ順に並べ、データの個数を等分してサブグループに分割し

たもの。3 分割したものを三分位数（tertile）、4 分割したものを四分位数（quartile）、5 分割し

たものを五分位数（quintile）、100 分割したものを百分位数（percentile）という。例えば、ある

集団を分位法によって三群に分けた場合、データの値が最も小さいサブグループから順に第 1

三分位群、第 2 三分位群、第 3 三分位群とする。なお、例えば三分位の場合、第 1、第 2、第 3

を低、中、高、あるいは最低、中、最高の用語で置き換えて呼ばれることもある。 

慢性毒性：chronic toxicity 

長期間の継続曝露（反復曝露）により引き起こされる毒性。慢性毒性試験は、3 ヶ月以上の長

期間にわたって反復投与して、中毒症状を引き起こす用量とその経過を明らかにし、その化学

物質を使用する場合の安全量を推定することを目的に行われ、血液生化学的検査や肝機能・腎

機能の検査等、確立されている検査のほとんどを行う。なお、3 ヶ月ないし 6 ヶ月以内のものを

亜急性毒性、あるいは亜慢性毒性試験といわれる。 

優性致死試験：Dominant lethal test 

化学物質の遺伝毒性を検出する in vivo 試験の一つ。一般に雄マウスに被験物質を投与し、無

処理雌と交配する。減数分裂後に雄の生殖細胞（精子細胞～精子）に染色体異常が生じると、胚
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の初期死亡及び不着床を引き起こすので、これを指標とする。また、減数分裂前の精原細胞及び

精母細胞に染色体異常が生じると、減数分裂の過程で死滅して精子数の減少をきたし、不妊ある

いは不受精卵が増加する。 

ユニットリスク：unit risk 

大気中 1 µg/m3 の化学物質に、生涯にわたって吸入曝露したときの過剰発がんリスク推定値。

なお、飲料水中 1 µg/L の化学物質を生涯、経口摂取したときの過剰発がんリスク推定値の場合

も指す。 

がんの過剰発生率＝ユニットリスク(µg/m3) -1× 吸入曝露量(µg/m3) 

lacⅠ遺伝子座位：lacⅠlocus 

大腸菌の遺伝子の一つであり、プロモーター、オペレーター領域の上流側に位置する。lac リ

プレッサー単量体（タンパク質）をコードする。変異した lacⅠ遺伝子を遺伝子工学的にマウス

に導入し（トランスジェニックマウス）、変異原性のある化学物質を曝露させると、突然変異の

箇所（lacⅠ遺伝子座位）がもとに戻り突然変異の頻度も把握することができる。 

ras 遺伝子：ras gene 

ras 遺伝子は、受容体チロシンキナーゼから核へのシグナルを中継し、細胞の増殖や分化の促

進に係わるシグナル蛋白（ras 蛋白）をコードする遺伝子である。この遺伝子が変異して過剰活

性型 ras 遺伝子となると、変異型遺伝子の産物が細胞の増殖や分化に対する正常な調節を阻害し

てがん発生を促進する。 
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２．無毒性量（NOAEL）等の性格および利用上の注意 

 

(1) 無毒性量（NOAEL）等とは、NOAEL（NOEL）から、またはLOAEL（LOEL）を10で除して

変換したNOAEL（NOEL）から、時間補正のみを行って求めた数値をいう。 

(2) 無毒性量（NOAEL）等は、ヒトの健康影響等についての十分な知識を基に、活用すること

が望ましい。 

(3) 無毒性量（NOAEL）等を決定するに当たって、ヒトにおける調査及び動物実験等から得ら

れた多様な知見を考慮しているが、これらの情報の質、量は物質によって大きく異なってい

る。従って、無毒性量（NOAEL）等の数値を、有害物質間の相対的な毒性強度の比較に用

いることについては注意を要する。また、有害物質等への感受性は個人毎に異なるので、無

毒性量（NOAEL）等以下の曝露であっても、不快や既存の健康異常の悪化、あるいは新た

な健康異常の発生を防止できない場合もある。  

(4) 無毒性量（NOAEL）等は安全と危険を判断する上でのおおよその目安であり、ヒトに何ら

かの健康異常がみられた場合、無毒性量（NOAEL）等を越えたことのみを理由として、そ

の物質による健康影響と判断してはならない。またその逆に、無毒性量（NOAEL）等を越

えていないことのみを理由として、その物質による健康影響ではないと判断してはならない。 

(5) 無毒性量（NOAEL）等は、有害物質および健康影響に関する知識の増加、情報の蓄積、新

たな物質の使用等に応じて改訂・追加するものとする。 
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3．生物名一覧 

学  名 和名・属名 科・目名等 生物群

Aedes aegypti ネッタイシマカ カ科 その他

Americamysis bahia 
（＝Mysidopsis bahia） 

 アミ科 甲殻類

Amphimelania holandri  中腹足目（巻貝） その他

Artemia salina アルテミア属 ホウネンエビ目（無甲目） 甲殻類

Artemia sp. アルテミア属 ホウネンエビ目（無甲目） 甲殻類

Asellus aquaticus  ミズムシ科 甲殻類

Brachionus calyciflorus ツボワムシ ツボワムシ科 その他

Bufo bufo japonicus ニホンヒキガエル ヒキガエル科 その他

Ceriodaphnia cf. dubia 
ニセネコゼミジンコと 

同属 
ミジンコ科 甲殻類

Ceriodaphnia dubia ニセネコゼミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Ceriodaphnia quadrangula ネコゼミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Chaetoceros calcitrans キートケロス属 珪藻類 藻類 

Chaetogammarus marinus  ヨコエビ科 甲殻類

Chanos chanos サバヒー サバヒー科 魚類 

Chironomus plumosus オオユスリカ ユスリカ科 その他

Chlamydomonas angulosa クラミドモナス属 
クラミドモナス科 

（緑藻類） 
藻類 

Chlamydomonas eugametos クラミドモナス属 
クラミドモナス科 

（緑藻類） 
藻類 

Chlamydomonas reinhardi クラミドモナス属 
クラミドモナス科 

（緑藻類） 
藻類 

Chlorella pyrenoidosa クロレラ属 オーキスチス科（緑藻類） 藻類 

Chlorella vulgaris クロレラ属 オーキスチス科（緑藻類） 藻類 

Colpidium colpoda  ミズケムシ目（繊毛虫） その他

Crangon franciscorum 
（＝Crago franciscorum） 

エビジャコ属 エビジャコ科 甲殻類

Crangon septemspinosa 
（＝Crago septemspinosus） 

エビジャコ属 エビジャコ科 甲殻類

Crassostrea gigas マガキ イボタガキ科（二枚貝） その他

Culex pipiens アカイエカ カ科 その他

Culex restuans ナミカ属 カ科 その他

Cyprinodon variegatus キプリノドン属 キプリノドン科 魚類 
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群

Cyprinus carpio コイ コイ科 魚類 

Danio rerio 
（＝Brachydanio rerio） 

ゼブラフィッシュ コイ科 魚類 

Daphnia magna オオミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Daphnia pulex ミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Desmodesmus subspicatus 
（旧名 Scenedesmus subspicatus*1） 

デスモデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻類 

Dreissena polymorpha カワホトトギスガイ 
カワホトトギス科 

（二枚貝） 
その他

Dunaliella tertiolecta ドゥナリエラ属 ドゥナリエラ科（緑藻類） 藻類 

Eutreptiella sp. ユートレプティエラ属 ユーグレナ藻類 その他

Gammarus fasciatus ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類

Gammarus fossarum ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類

Gammarus pseudolimnaeus ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類

Gobius microps  ハゼ科 魚類 

Heterosigma akashiwo ヘテロシグマ属 ラフィド藻類 藻類 

Hyalella azteca  ヨコエビ科 甲殻類

Hydra littoralis ヒドラ属 ヒドラ科（腔腸動物） その他

Ictalurus punctatus アメリカナマズ ナマズ目 魚類 

Isochrysis galbana イソクリシス属 コッコリサス藻類 藻類 

Lemna perpusilla アオウキクサ ウキクサ科 その他

Lepomis macrochirus ブルーギル サンフィッシュ科 魚 類 

Lepomis macrochirus ブルーギル サンフィッシュ科 魚 類 

Lymnaea stagnalis  モノアラガイ科（巻貝） その他

Menidia beryllina  トウゴロウイワシ科 魚 類 

Menidia menidia  トウゴロウイワシ科 魚 類 

Morone saxatilis  スズキ科 魚 類 

Oncorhynchus kisutch ギンザケ サケ科 魚 類 

Oncorhynchus mykiss 
（＝Salmo gairdneri） 

ニジマス サケ科 魚 類 

Ophryotrocha diadema  
ノリコイソメ科 

（環形動物） 
その他

Oryzias latipes メダカ メダカ科 魚 類 
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Palaemonetes kadiakensis  テナガエビ科 甲殻類

Paramecium caudatum ゾウリムシ ミズケムシ目 その他

Paramecium trichium 
パラメシウム属 

（ゾウリムシと同属） 
ミズケムシ目 その他

Pavlova lutheri パブロバ属 パブロバ藻類 藻 類 

Perca fluviatilis  スズキ目 魚 類 

Phaeodactylum tricornutum  ナビクラ目（珪藻類） 藻 類 

Pimephales promelas ファットヘッドミノー コイ科 魚 類 

Poecilia reticulata グッピー カダヤシ科 魚 類 

Pristina longiseta トガリミズミミズ ミズミミズ科 その他

Prorocentrum minimum プロロケントルム属 
プロロケントルム科 

（渦鞭毛藻類） 
藻 類 

Pseudocarcinus gigas オーストラリアオオガニ エビ目（十脚目） 甲殻類

Pseudokirchneriella subcapitata 
（旧名 Selenastrum capricornutum*2） 

プセウドキルクネリエラ

属 
オーキスチス科（緑藻類） 藻 類 

Rana japonica ニホンアカガエル アカガエル科 その他

Scenedesmus pannonicus セネデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 類 

Skeletonema costatum スケレトネマ属 タラシオシラ科（珪藻類） 藻 類 

Tetrahymena pyriformis テトラヒメナ属 テトラヒメナ科 その他

Tetrahymena elliozzi テトラヒメナ属 ミズケムシ目 その他

Tetrahymena pyriformis テトラヒメナ属 テトラヒメナ科 その他

Tetrahymena thermophila テトラヒメナ属 テトラヒメナ科 その他

Tetraselmis tetrathele テトラセルミス属 クロロデンドロン藻類 藻 類 

Tigriopus japonicus シオダマリミジンコ ハルパクチクス科 甲殻類

Viviparus viviparus  タニシ科 その他

Xenopus laevis アフリカツメガエル ピパ（コモリガエル）科 その他

*1 OECD テストガイドライン No. 201 における記述に準じて、ここでは旧名と表記した 

*2 試験生物として用いられてきた Selenastrum capricornutum は、Pseudokirchneriella subcapitata であったことが確

認されており、ここでは便宜上旧名と表記した 

 

参考資料 

朝倉彰編(2003)：甲殻類学 エビ・カニとその仲間の世界、東海大学出版会 

上野輝彌・坂本一男(1999)：魚の分類の図鑑－世界の魚の種類を考える、東海大学出版会 

内山りゅう・前田憲男・沼田研児・関慎太郎(2007)：日本の両性爬虫類、平凡社 

－457－



 
 

岡田要・内田亨・内田清之介(1965)：新日本動物図鑑（上・中・下）、北隆館 

角野康郎(2004)：日本水草図鑑、文一総合出版 

川合禎次・谷田一三共編(2005)：日本産水生昆虫－科・属・種への検索、東海大学出版会 

近藤繁生・平林公男・岩熊敏夫・上野隆平共編(2001)：ユスリカの世界、培風館 

千原光雄(1970)：標準原色図鑑全集 15 海藻 海浜植物、保育社 

千原光雄・村野正昭編(1997)：日本産海洋プランクトン検索図説、東海大学出版会 

中坊徹次編(2013)：日本産魚類検索 全種の同定 第三版、東海大学出版会 

西村三郎編著(1995)：日本海岸動物図鑑Ⅱ、保育社 

日本環境毒性学会編(2003)：生態影響試験ハンドブック－化学物質の環境リスク評価－、朝倉書店 

肥後俊一・後藤芳央(1993)：日本及び周辺地域産軟体動物、㈱エル貝類出版局 

廣瀬弘幸(1977)：日本淡水藻図鑑、内田老鶴圃 

前田憲男・松井正文(2003)：日本カエル図鑑、文一総合出版 

柾一成・若山朝子・吉田謙一(2003)：川崎市内におけるヨコエビ類の分布、川崎市公害研究所年報 

水野寿彦・高橋永治編(2000)：日本淡水動物プランクトン検索図説、東海大学出版会 

山岸高旺(1999)：淡水藻類入門、内田老鶴圃 

OECD(1978)：Multilingual Dictionary of Fish and Fish Products, Second Edition、The Whitefriars Press Ltd. 

Algaebase (http://www.algaebase.org/) 

Fishbase (http://www.fishbase.org/search.php) 

Integrated Taxonomic information System (http://www.itis.gov/) 

環境省：特定外来生物同定マニュアル (http://www.env.go.jp/nature/intro/4document/manual/index.html) 

水生生物情報データベース (AQUATIC ORGANISMS) (http://aquadb.fra.affrc.go.jp/~aquadb/) 

東京大学水産資料館 (http://www.s.kaiyodai.ac.jp/museum/public_html/index.html) 

ナショナルバイオリソースプロジェクト (NBRP) (http://www.nbrp.jp/) 

日本分類学会連合 (http://www.ujssb.org/index.html) 

Biological Information System for Marine Life (BISMaL) (http://www.godac.jamstec.go.jp/bismal/j/) 

－458－



第２編

化学物質の環境リスク評価関連の調査研究等 



Ⅰ．化学物質の生態影響試験 

 

（Ⅰ）化学物質の生態影響試験の概要 

 

１．概要 

 環境省においては、化学物質の生態影響に関する知見を収集し、生態系に対するリスクの

評価に役立てるとともに、OECDにおける高生産量（High Production Volume: HPV）化学物

質の有害性評価プログラム（HPVプログラム、現在の「化学物質協同評価プログラム」）に

貢献すること、定量的構造活性相関（QSAR）の開発等を目的として、化学物質の生態影響

試験を実施してきた。なお、当該試験については、その成果を国際的に利用可能なものとす

るため、OECDの定めたテストガイドラインに準拠した方法により、環境省の優良試験所基

準（Good Laboratory Practice: GLP）に適合している試験機関において実施された。 
 

２．試験の概要 

 OECDの定めたテストガイドライン又は化審法テストガイドラインに基づき、水生生物

（藻類、甲殻類、魚類及び底生生物）を対象とした生態毒性に関する試験を実施してきた。 

 (1) 藻類 

① 試験対象生物 

 水系食物連鎖における生産者として、単細胞緑藻類の一種であるPseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）を使用している。 

  ② 試験項目 

・藻類生長阻害試験（OECDテストガイドライン201又は化審法テストガイドライン 

に準拠） 

 化学物質に72時間曝露した際の藻類の生長、増殖に及ぼす影響を、50%生長阻害濃

度（EC50）及びその無影響濃度（NOEC）として把握している。 

 (2) 甲殻類 

  ① 試験対象生物 

 水系食物連鎖における一次消費者として、オオミジンコ（Daphnia magna）を使用し

ている。  

  ② 試験項目 

・ミジンコ急性遊泳阻害試験（OECDテストガイドライン202又は化審法テストガイ 

ドラインに準拠） 

 化学物質に48時間曝露した際のミジンコの遊泳に及ぼす影響を、半数遊泳阻害濃度

（EC50）として把握している。ミジンコ繁殖阻害試験の予備試験の役割も担っている。 

   ・ミジンコ繁殖試験（OECDテストガイドライン211に準拠） 

 化学物質に21日間曝露した際のミジンコの繁殖に及ぼす影響を、繁殖の50%阻害濃

度（EC50）及びその無影響濃度（NOEC）として把握している。慢性毒性に関する試
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験として位置付けられている。 

 (3) 魚類 

  ① 試験対象生物 

 水系食物連鎖における高次消費者として、ヒメダカ（Oryzias latipes）を使用してい

る。 

  ② 試験項目 

・魚類急性毒性試験（OECDテストガイドライン203又は化審法テストガイドライン 

に準拠） 

 化学物質に96時間曝露した際の魚類に及ぼす影響を、半数致死濃度（LC50）として

把握している。 

   ・魚類初期生活段階毒性試験（OECDテストガイドライン210に準拠） 

 化学物質に卵の段階からふ化後約30日まで曝露した際に試験魚の成長や行動に及

ぼす影響を、その最小影響濃度（LOEC）及び無影響濃度（NOEC）として把握して

いる。慢性毒性に関する試験として位置づけ、平成12年度より実施している。 

 (4) 底生生物 

  ① 試験対象生物 

 底質添加によるユスリカ毒性試験として、セスジユスリカ（Chironomus yoshimatsui）

を使用している。 

  ② 試験項目 

   ・底質添加によるユスリカ毒性試験（OECDテストガイドライン218に準拠） 

 底質に被験物質を添加することにより、ユスリカをふ化後一齢幼虫から羽化まで（2

0～28日間）被験物質に曝露した際に成長に及ぼす影響を、羽化率等を測定すること

により把握している。慢性毒性に関する試験として位置づけ、平成16年度より実施し

ている。 

 (5) 試験の実施体制 

 本試験は、３に述べる優良試験所基準に適合した試験機関において実施された。 
 

３．優良試験所基準（GLP） 

 平成15年度までは、化審法GLP（分解性・蓄積性・人毒性に関するもの）を参考として、

生態影響試験に適用するためのGLPとして「生態影響試験実施に関する基準」（生態影響試

験GLP）を定め、これを満たす試験機関において生態影響試験を実施してきた。GLPの適合

状況については環境省の生態影響GLP評価検討会により確認が行われた。 

 平成16年度からは、化審法に基づき、化審法GLPの適用範囲を動植物毒性試験を含むよう

拡大し、化審法GLP（動植物毒性試験）の適合確認を受けた試験機関において、生態影響試

験を行っている。 
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４．試験の実績 

 (1) 試験実施状況 

 生産量、環境残留性等の情報に基づき、水生生物に対する曝露の可能性が高く、生態リ

スクが懸念される化学物質を選定して試験を実施してきた。 

 (2) 成果の活用状況 

① 化学物質の生態毒性に関するわが国唯一の体系的な試験として知見を蓄積するとと

もに、その結果を公開している。 

② 信頼できる試験データとして、化審法の下でのリスク評価、定量的構造活性相関

（QSAR）の開発、環境リスク初期評価、水生生物保全に係る水質目標の検討等に活用し

ている。 

③ OECDの化学物質協同評価プログラムにおいて、わが国が担当する物質の生態影響評

価の際にこの成果を活用するとともに、外国政府や産業界に対しても成果を広く提供して

いる。 

 

５．難水溶性物質の生態影響試験データの扱いについて 

(1)背景 

 OECDでは、試験困難物質の水生生物に対する生態影響試験法に関するガイダンス文書23

（2000）において、難水溶性物質の扱い等についてまとめており、分散剤の使用を控えるべ

きと主張している。 

 環境省が平成12年度までに292物質について生態影響試験を実施しているが、そのうち約

半数の物質で、従来のOECDテストガイドラインに従い、分散剤を使用した試験も行われて

きた。 

 

(2)環境省における対応について 

 環境省の生態影響試験実施事業では平成13年度よりこの考え方を取り入れており、改正化

審法の下での生態影響試験では、特に界面活性作用のある分散剤を使用しないことが明記さ

れた。 

 化学物質の環境リスク初期評価の第３次とりまとめより、分散剤の使用等により明らかに

水溶解度以上の毒性値が算定されている試験結果については、信頼性が低いものと判断し、

生態リスク初期評価における予測無影響濃度（PNEC）の導出には用いないこととしている。 

 これを受け、環境省（庁）がこれまでに実施した生態影響試験のうち、試験困難物質等で

あって分散剤を多用していることにより現時点では信頼性ある試験データとして評価する

ことが困難である物質を抽出し、今後試験を実施する必要性について検討するため試験デー

タの信頼性確認作業を行っている。 
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イ
ン

ジ
ウ

ム
及

び
そ

の
化

合
物

○
○

3
7

1
0
3
-
6
9
-
5

N
-
エ

チ
ル

ア
ニ

リ
ン

○
○

3
8

5
0
-
0
6
-
6

5
-
エ

チ
ル

-
5
-
フ

ェ
ニ

ル
-
2
,4

,6
(1

H
, 
3
H

, 
5
H

)-
ピ

リ
ミ

ジ
ン

ト
リ

オ
ン

○

3
9

1
0
0
-
4
1
-
4

エ
チ

ル
ベ

ン
ゼ

ン
○

○
○

○

4
0

1
5
1
-
5
6
-
4

エ
チ

レ
ン

イ
ミ

ン
○

○

4
1

7
5
-
2
1
-
8

エ
チ

レ
ン

オ
キ

シ
ド

○
○

○

4
2

1
0
7
-
2
1
-
1

エ
チ

レ
ン

グ
リ

コ
ー

ル
○

○
○

4
3

1
1
0
-
8
0
-
5

エ
チ

レ
ン

グ
リ

コ
ー

ル
モ

ノ
エ

チ
ル

エ
ー

テ
ル

<
2
-
エ

ト
キ

シ
エ

タ
ノ

ー
ル

>
○

○
○

4
4

1
0
9
-
8
6
-
4

エ
チ

レ
ン

グ
リ

コ
ー

ル
モ

ノ
メ

チ
ル

エ
ー

テ
ル

<
2
-
メ

ト
キ

シ
エ

タ
ノ

ー
ル

>
○

○
○

4
5

1
0
7
-
1
5
-
3

エ
チ

レ
ン

ジ
ア

ミ
ン

○
○

○

第
３

巻
番

号
C

A
S
番

号
物

質
名

第
１

巻
第

２
巻

第
１

０
巻

第
１

１
巻

第
１

２
巻

第
１

３
巻

第
４

巻
第

５
巻

第
６

巻
第

７
巻

第
８

巻
第

９
巻

　
　
　

　
　

※
１

　
発

が
ん

性
の
定
量
的
な
評
価
を
実
施
し
た
６
物
質

　
　
　

　
　

※
２

　
第

2
巻

で
の
定
性
的
な
発
が
ん
性
の
評
価
か
ら
、
定
量
的
な
発
が

ん
リ

ス
ク

の
評

価
が

必
要

と
さ

れ
た

４
物

質

－493－



環
境

リ
ス

ク
初

期
評

価
実

施
物

質
一

覧
（
第

１
巻

～
第

１
３

巻
）

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が

ん

性
※

1
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
発

が
ん

性
※

2
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク

第
３

巻
番

号
C

A
S
番

号
物

質
名

第
１

巻
第

２
巻

第
１

０
巻

第
１

１
巻

第
１

２
巻

第
１

３
巻

第
４

巻
第

５
巻

第
６

巻
第

７
巻

第
８

巻
第

９
巻

4
6

6
0
-
0
0
-
4

エ
チ

レ
ン

ジ
ア

ミ
ン

四
酢

酸
○

○
○

4
7

1
0
6
-
8
9
-
8

エ
ピ

ク
ロ

ロ
ヒ

ド
リ

ン
○

○
○

4
8

1
0
6
-
8
8
-
7

1
,2

-
エ

ポ
キ

シ
ブ

タ
ン

○
○

4
9

5
5
6
-
5
2
-
5

2
,3

-
エ

ポ
キ

シ
-
1
-
プ

ロ
パ

ノ
ー

ル
○

○

5
0

7
5
-
0
1
-
4

塩
化

ビ
ニ

ル
モ

ノ
マ

ー
○

○
○

5
1

1
0
0
-
4
4
-
7

塩
化

ベ
ン

ジ
ル

○
○

○

5
2

7
7
9
0
-
9
3
-
4

塩
素

酸
○

5
3

7
2
-
2
0
-
8

エ
ン

ド
リ

ン
○

○

5
4

1
0
3
8
0
-
2
8
-
6

オ
キ

シ
ン

銅
○

5
5

2
9
0
8
2
-
7
4
-
4

オ
ク

タ
ク

ロ
ロ

ス
チ

レ
ン

○

5
6

1
1
1
-
8
7
-
5

1
-
オ

ク
タ

ノ
ー

ル
○

○

5
7

3
2
5
3
6
-
5
2
-
0

オ
ク

タ
ブ

ロ
モ

ジ
フ

ェ
ニ

ル
エ

ー
テ

ル
○

○
○

5
8

1
8
0
6
-
2
6
-
4

4
-
n

-
オ

ク
チ

ル
フ

ェ
ノ

ー
ル

（
p

-
n

-
オ

ク
チ

ル
フ

ェ
ノ

ー
ル

）
○

5
9

1
4
0
-
6
6
-
9

4
-
t-

オ
ク

チ
ル

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○

6
0

7
6
0
1
-
9
0
-
3

過
塩

素
酸

○
○

6
1

1
0
5
-
6
0
-
2

ε
-
カ

プ
ロ

ラ
ク

タ
ム

○
○

6
2

1
0
5
-
6
7
-
9

2
,4

-
キ

シ
レ

ノ
ー

ル
○

○

6
3

5
7
6
-
2
6
-
1

2
,6

-
キ

シ
レ

ノ
ー

ル
○

○
○

6
4

1
3
3
0
-
2
0
-
7

キ
シ

レ
ン

○
○

○

6
5

9
5
-
4
7
-
6

o
-
キ

シ
レ

ン
○

6
6

1
0
8
-
3
8
-
3

m
-
キ

シ
レ

ン
○

6
7

1
0
6
-
4
2
-
3

p
-
キ

シ
レ

ン
○

6
8

9
1
-
2
2
-
5

キ
ノ

リ
ン

○
○

6
9

1
0
7
-
2
2
-
2

グ
リ

オ
キ

サ
ー

ル
○

○

7
0

2
1
8
-
0
1
-
9

ク
リ

セ
ン

○
○

7
1

1
1
1
-
3
0
-
8

グ
ル

タ
ル

ア
ル

デ
ヒ

ド
○

○
○

○

7
2

9
5
-
4
8
-
7

o
-
ク

レ
ゾ

ー
ル

○
○

7
3

1
0
8
-
3
9
-
4

m
-
ク

レ
ゾ

ー
ル

○
○

7
4

1
0
6
-
4
4
-
5

p
-
ク

レ
ゾ

ー
ル

○
○

7
5

4
1
7
0
-
3
0
-
3

ク
ロ

ト
ン

ア
ル

デ
ヒ

ド
○

○
○

○
○

7
6

－
3
価

ク
ロ

ム
化

合
物

○
○

7
7

－
6
価

ク
ロ

ム
化

合
物

○

7
8

1
8
3
6
-
7
7
-
7

ク
ロ

ル
ニ

ト
ロ

フ
ェ

ン
○

7
9

2
9
2
1
-
8
8
-
2

ク
ロ

ル
ピ

リ
ポ

ス
○

8
0

9
5
-
5
1
-
2

o
-
ク

ロ
ロ

ア
ニ

リ
ン

○
○

○
○

○

8
1

1
0
8
-
4
2
-
9

m
-
ク

ロ
ロ

ア
ニ

リ
ン

○

8
2

1
0
6
-
4
7
-
8

p
-
ク

ロ
ロ

ア
ニ

リ
ン

○
○

○

8
3

7
5
-
0
0
-
3

ク
ロ

ロ
エ

タ
ン

○
○

8
4

7
9
-
1
1
-
8

ク
ロ

ロ
酢

酸
○

8
5

3
3
8
0
-
3
4
-
5

5
-
ク

ロ
ロ

-
2
-
（
2
',4

'-
ジ

ク
ロ

ロ
フ

ェ
ノ

キ
シ

）
フ

ェ
ノ

ー
ル

○

8
6

9
7
-
0
0
-
7

1
-
ク

ロ
ロ

-
2
,4

-
ジ

ニ
ト

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

8
7

1
8
9
7
-
4
5
-
6

ク
ロ

ロ
タ

ロ
ニ

ル
○

8
8

9
5
-
4
9
-
8

o
-
ク

ロ
ロ

ト
ル

エ
ン

○
○

○

8
9

1
0
6
-
4
3
-
4

p
-
ク

ロ
ロ

ト
ル

エ
ン

○
○

9
0

1
0
0
-
0
0
-
5

1
-
ク

ロ
ロ

-
4
-
ニ

ト
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

91
59

8-
78

-7
2
-
ク

ロ
ロ

ピ
オ

ン
酸

○
○

9
2

9
5
-
5
7
-
8

o
-
ク

ロ
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○

9
3

1
0
6
-
4
8
-
9

p
-
ク

ロ
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

9
4

1
0
7
-
0
5
-
1

3
-
ク

ロ
ロ

プ
ロ

ペ
ン

○
○

○

9
5

6
7
-
6
6
-
3

ク
ロ

ロ
ホ

ル
ム

○
○

　
　
　

　
　

※
１

　
発

が
ん

性
の
定
量
的
な
評
価
を
実
施
し
た
６
物
質

　
　
　

　
　

※
２

　
第

2
巻

で
の
定
性
的
な
発
が
ん
性
の
評
価
か
ら
、
定
量
的
な
発
が

ん
リ

ス
ク

の
評

価
が

必
要

と
さ

れ
た

４
物

質

－494－
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環
境

リ
ス

ク
初

期
評

価
実

施
物

質
一

覧
（
第

１
巻

～
第

１
３

巻
）

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が

ん

性
※

1
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
発

が
ん

性
※

2
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク

第
３

巻
番

号
C

A
S
番

号
物

質
名

第
１

巻
第

２
巻

第
１

０
巻

第
１

１
巻

第
１

２
巻

第
１

３
巻

第
４

巻
第

５
巻

第
６

巻
第

７
巻

第
８

巻
第

９
巻

9
6

7
4
-
8
7
-
3

ク
ロ

ロ
メ

タ
ン

○
○

9
7

1
0
7
-
3
0
-
2

ク
ロ

ロ
メ

チ
ル

メ
チ

ル
エ

ー
テ

ル
○

9
8

7
4
4
0
-
4
8
-
4

(コ
バ

ル
ト

)
コ

バ
ル

ト
及

び
そ

の
化

合
物

○
○

9
9

1
4
1
-
7
8
-
6

酢
酸

エ
チ

ル
○

○

1
0
0

1
1
1
-
1
5
-
9

酢
酸

2
-
エ

ト
キ

シ
エ

チ
ル

○
○

○
○

○

1
0
1

1
0
8
-
0
5
-
4

酢
酸

ビ
ニ

ル
モ

ノ
マ

ー
○

○

1
0
2

1
2
3
-
8
6
-
4

酢
酸

ブ
チ

ル
○

○

1
0
3

9
0
-
0
2
-
8

サ
リ

チ
ル

ア
ル

デ
ヒ

ド
○

1
0
4

7
5
-
5
6
-
9

酸
化

プ
ロ

ピ
レ

ン
○

○
○

1
0
5

5
6
-
2
3
-
5

四
塩

化
炭

素
○

1
0
6

1
2
3
-
9
1
-
1

1
,4

-
ジ

オ
キ

サ
ン

○
○

1
0
7

8
0
-
4
3
-
3

ジ
ク

ミ
ル

パ
ー

オ
キ

サ
イ

ド
○

1
0
8

1
0
8
-
9
1
-
8

シ
ク

ロ
ヘ

キ
シ

ル
ア

ミ
ン

○
○

○

1
0
9

1
1
0
-
8
3
-
8

シ
ク

ロ
ヘ

キ
セ

ン
○

○
○

1
1
0

6
2
-
7
3
-
7

ジ
ク

ロ
ル

ボ
ス

○

1
1
1

9
5
-
7
6
-
1

3
,4

-
ジ

ク
ロ

ロ
ア

ニ
リ

ン
○

○
○

1
1
2

7
5
-
3
4
-
3

1
,1

-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

タ
ン

○
○

1
1
3

1
0
7
-
0
6
-
2

1
,2

-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

タ
ン

○
○

○

1
1
4

7
5
-
3
5
-
4

1
,1

-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
○

○

1
1
5

1
5
6
-
5
9
-
2

シ
ス

-
1
,2

-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
○

○

1
1
6

1
5
6
-
6
0
-
5

ト
ラ

ン
ス

-
1
,2

-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
○

○
○

1
1
7

1
0
1
-
1
4
-
4

3
,3

'ジ
ク

ロ
ロ

-
4
,4

'-
ジ

ア
ミ

ノ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

メ
タ

ン
○

○

1
1
8

3
2
0
9
-
2
2
-
1

1
,2

-
ジ

ク
ロ

ロ
-
3
-
ニ

ト
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

1
1
9

8
9
-
6
1
-
2

1
,4

-
ジ

ク
ロ

ロ
-
2
-
ニ

ト
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

1
2
0

1
2
0
-
8
3
-
2

2
,4

-
ジ

ク
ロ

ロ
フ

ェ
ノ

ー
ル

○

1
2
1

7
6
0
-
2
3
-
6

3
,4

-
ジ

ク
ロ

ロ
-
1
-
ブ

テ
ン

○
○

1
2
2

9
6
-
2
3
-
1

1
,3

-
ジ

ク
ロ

ロ
-
2
-
プ

ロ
パ

ノ
ー

ル
○

○

1
2
3

7
8
-
8
7
-
5

1
,2

-
ジ

ク
ロ

ロ
プ

ロ
パ

ン
○

○
○

1
2
4

5
4
2
-
7
5
-
6

1
,3

-
ジ

ク
ロ

ロ
プ

ロ
ペ

ン
○

○
○

1
2
5

9
1
-
9
4
-
1

3
,3

'-
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ジ

ジ
ン

○
○

1
2
6

9
5
-
5
0
-
1

o
-
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

○

1
2
7

5
4
1
-
7
3
-
1

m
-
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

○

1
2
8

1
0
6
-
4
6
-
7

p
-
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

○

1
2
9

7
5
-
0
9
-
2

ジ
ク

ロ
ロ

メ
タ

ン
○

○
○

1
3
0

1
0
1
-
8
3
-
7

ジ
シ

ク
ロ

ヘ
キ

シ
ル

ア
ミ

ン
○

○

1
3
1

7
7
-
7
3
-
6

ジ
シ

ク
ロ

ペ
ン

タ
ジ

エ
ン

○
○

○
○

1
3
2

5
3
4
-
5
2
-
1

4
,6

-
ジ

ニ
ト

ロ
-
o

-
ク

レ
ゾ

ー
ル

○
○

1
3
3

6
0
2
-
0
1
-
7

2
,3

-
ジ

ニ
ト

ロ
ト

ル
エ

ン
○

○

1
3
4

1
2
1
-
1
4
-
2

2
,4

-
ジ

ニ
ト

ロ
ト

ル
エ

ン
○

○

1
3
5

6
1
9
-
1
5
-
8

2
,5

-
ジ

ニ
ト

ロ
ト

ル
エ

ン
○

○

1
3
6

6
0
6
-
2
0
-
2

2
,6

-
ジ

ニ
ト

ロ
ト

ル
エ

ン
○

○
○

○

1
3
7

6
1
0
-
3
9
-
9

3
,4

-
ジ

ニ
ト

ロ
ト

ル
エ

ン
○

○

1
3
8

6
1
8
-
8
5
-
9

3
,5

-
ジ

ニ
ト

ロ
ト

ル
エ

ン
○

○

1
3
9

5
1
-
2
8
-
5

2
,4

-
ジ

ニ
ト

ロ
フ

ェ
ノ

ー
ル

○

1
4
0

1
3
2
1
-
7
4
-
0

ジ
ビ

ニ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

○

1
4
1

1
2
2
-
3
9
-
4

ジ
フ

ェ
ニ

ル
ア

ミ
ン

○
○

○

1
4
2

－
ジ

ブ
チ

ル
ス

ズ
化

合
物

○
○

1
4
3

1
2
8
-
3
7
-
0

2
,6

-
ジ

-
t-

ブ
チ

ル
-
4
-
メ
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○
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6
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3
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4
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ロ
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エ

タ
ン
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○
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～
第

１
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）

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

健
康

リ
ス

ク
生

態
リ

ス
ク

発
が

ん

性
※

1
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
発

が
ん

性
※

2
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク
健

康
リ

ス
ク

生
態

リ
ス

ク

第
３

巻
番

号
C

A
S
番

号
物

質
名

第
１

巻
第

２
巻

第
１

０
巻

第
１

１
巻

第
１

２
巻

第
１

３
巻

第
４

巻
第

５
巻

第
６

巻
第

７
巻

第
８

巻
第

９
巻

1
4
6

1
0
3
-
5
0
-
4

ジ
ベ

ン
ジ

ル
エ

ー
テ

ル
○

1
4
7

8
7
-
5
9
-
2

2
,3

-
ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○
○

1
4
8

9
5
-
6
8
-
1

2
,4

-
ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○

1
4
9

9
5
-
7
8
-
3

2
,5

-
ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○
○

1
5
0

8
7
-
6
2
-
7

2
,6
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ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○
○

1
5
1

9
5
-
6
4
-
7

3
,4
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ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○
○

1
5
2

1
0
8
-
6
9
-
0

3
,5

-
ジ

メ
チ

ル
ア

ニ
リ

ン
○

○

1
5
3

1
2
4
-
4
0
-
3

ジ
メ

チ
ル

ア
ミ

ン
○

○

1
5
4

6
7
-
6
8
-
5

ジ
メ

チ
ル

ス
ル

ホ
キ

シ
ド

○
○

○
○

1
5
5

1
6
4
3
-
2
0
-
5

N
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ジ

メ
チ
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ド

デ
シ

ル
ア

ミ
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N

=
オ

キ
シ

ド
○

1
5
6

6
1
6
5
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5
1
-
1

1
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○
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5
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2
4
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○
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2
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○

○
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○
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2
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○
○
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○
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リ
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ク
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態
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号
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S
番
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巻
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１

０
巻
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１
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巻

第
１
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巻

第
１

３
巻
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４

巻
第

５
巻

第
６

巻
第

７
巻

第
８

巻
第

９
巻

1
9
1

7
6
-
0
6
-
2

ト
リ

ク
ロ

ロ
ニ

ト
ロ

メ
タ

ン
○

○

1
9
2

9
5
-
9
5
-
4

2
,4

,5
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

1
9
3

8
8
-
0
6
-
2

2
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,6
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○
○

1
9
4

9
6
-
1
8
-
4

1
,2

,3
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

プ
ロ

パ
ン

○
○

○
○

1
9
5

8
7
-
6
1
-
6

1
,2

,3
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

○

1
9
6

1
2
0
-
8
2
-
1

1
,2

,4
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

1
9
7

1
0
8
-
7
0
-
3

1
,3

,5
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

1
9
8

1
5
8
2
-
0
9
-
8

ト
リ

フ
ル

ラ
リ

ン
○

1
9
9

1
1
8
-
7
9
-
6

2
,4

,6
-
ト

リ
ブ

ロ
モ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○
○

2
0
0

7
5
-
5
0
-
3

ト
リ

メ
チ

ル
ア

ミ
ン

○
○

2
0
1

3
4
5
2
-
9
7
-
9

3
,5

,5
-
ト

リ
メ

チ
ル

-
1
-
ヘ

キ
サ

ノ
ー

ル
○

2
0
2

9
5
-
6
3
-
6

1
,2

,4
-
ト

リ
メ

チ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

2
0
3

1
0
8
-
6
7
-
8

1
,3

,5
-
ト

リ
メ

チ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

○
○

○
○

○

2
0
4

9
5
-
5
3
-
4

o
-
ト

ル
イ

ジ
ン

○
○

○

2
0
5

1
0
8
-
4
4
-
1

m
-
ト

ル
イ

ジ
ン

○
○

2
0
6

1
0
6
-
4
9
-
0

p
-
ト

ル
イ

ジ
ン

○
○

○

2
0
7

1
0
8
-
8
8
-
3

ト
ル

エ
ン

○
○

2
0
8

9
5
-
8
0
-
7

2
,4

-
ト

ル
エ

ン
ジ

ア
ミ

ン
○

○

2
0
9

5
8
4
-
8
4
-
9

ト
ル

エ
ン

ジ
イ

ソ
シ

ア
ネ

ー
ト

○
○

2
1
0

9
1
-
2
0
-
3

ナ
フ

タ
レ

ン
○

2
1
1

9
0
-
1
5
-
3

1
-
ナ

フ
ト

ー
ル

○
○

2
1
2

7
4
3
9
-
9
2
-
1

（
鉛

）
鉛

及
び

そ
の

化
合

物
○

2
1
3

1
3
9
-
1
3
-
9

ニ
ト

リ
ロ

三
酢

酸
○

○
○

2
1
4

5
5
-
6
3
-
0

ニ
ト

ロ
グ

リ
セ

リ
ン

○

2
1
5

8
6
-
3
0
-
6

N
-
ニ

ト
ロ

ソ
ジ

フ
ェ

ニ
ル

ア
ミ

ン
○

○
○

2
1
6

6
2
-
7
5
-
9

N
-
ニ

ト
ロ

ソ
ジ

メ
チ

ル
ア

ミ
ン

○
○

2
1
7

8
8
-
7
2
-
2

o
-
ニ

ト
ロ

ト
ル

エ
ン

○
○

2
1
8

9
9
-
9
9
-
0

p
-
ニ

ト
ロ

ト
ル

エ
ン

（
4
-
ニ

ト
ロ

ト
ル

エ
ン

、
1
-
メ

チ
ル

-
4
-
ニ

ト
ロ

ベ
ン

ゼ
ン
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○

○

2
1
9

1
0
0
-
0
2
-
7

p
-
ニ

ト
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
○

○
○

2
2
0

9
8
-
9
5
-
3

ニ
ト

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
○

○

2
2
1

7
5
-
5
2
-
5

ニ
ト

ロ
メ

タ
ン

○
○

2
2
2

7
5
-
1
5
-
0

二
硫

化
炭

素
○

○
○

2
2
3

1
4
3
-
0
8
-
8

1
-
ノ

ナ
ノ

ー
ル

（
1
-
ノ

ニ
ル

ア
ル

コ
ー

ル
）

○

2
2
4

2
5
1
5
4
-
5
2
-
3

ノ
ニ

ル
フ

ェ
ノ

ー
ル

○
○

2
2
5

7
4
4
0
-
6
2
-
2
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ナ

ジ
ウ

ム
)
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ジ
ウ

ム
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び
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化

合
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○
○

2
2
6

8
8
-
8
9
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1

ピ
ク

リ
ン

酸
○

2
2
7

2
7
3
4
4
-
4
1
-
8

4
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’
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ス
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2
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ス

ル
ホ

ス
チ

リ
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フ
ェ
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ル
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ト
リ

ウ
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○
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2
8
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0
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ス
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ェ
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9
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1
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ド
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○
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3
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9
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○

○
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3
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ヘ
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○
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3
2
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0
0
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6
9
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6
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ビ
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ル

ピ
リ
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ン

○
○

2
3
3

9
2
-
5
2
-
4
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フ

ェ
ニ

ル
○

○

2
3
4

1
1
0
-
8
5
-
0

ピ
ペ

ラ
ジ

ン
○

2
3
5

7
7
4
5
8
-
0
1
-
6

ピ
ラ

ク
ロ

ホ
ス

○

2
3
6

1
1
0
-
8
6
-
1

ピ
リ

ジ
ン

○
○

○

2
3
7

1
1
9
-
1
2
-
0

ピ
リ

ダ
フ

ェ
ン

チ
オ

ン
○

2
3
8

1
2
9
-
0
0
-
0

ピ
レ

ン
○

○

2
3
9

8
5
-
0
1
-
8

フ
ェ

ナ
ン

ト
レ

ン
○

○
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2
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4
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リ
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リ
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リ
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リ
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